
国際課税関係の改正

はじめに

　経済のデジタル化・グローバル化や取引の多様
化・複雑化が進展する中、国際課税制度の重要性
はますます高まっており、近年、我が国は、
BEPS プロジェクトの合意事項等を踏まえ、国際
的な課税逃れの防止に向けて累次の制度整備を行

ってきたところです。
　 令 和 3 年（2021 年 ）10 月 に は、OECD/G20

「BEPS 包摂的枠組み」（IF：Inclusive Framework 
on BEPS）において、市場国への新たな課税権の
配分（「第 1 の柱」）及びグローバル・ミニマム課
税（「第 2 の柱」）の「 2 本の柱」からなる解決策
が最終的に合意されました。このうち「第 2 の
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柱」については、令和 5 年度税制改正において所
得合算ルール（IIR：Income Inclusion Rule）に
係る法制化（各対象会計年度の国際最低課税額に
対する法人税の創設等）が行われたところです。

「第 2 の柱」は、我が国の国際競争力の維持及び
向上につながるものであり、令和 5 年度税制改正
に引き続き、今般の税制改正においても国際合意
に則った法制化を行っています。具体的には、所
得合算ルールについて、OECD により発出され
たガイダンスの内容や、国際的な議論の内容を踏
まえた制度の明確化等の観点からの見直しが行わ
れました。

（注）　グローバル・ミニマム課税の制度的枠組みは、

各国が国内法整備に当たって参照すべき「モデル

ルール（Global Anti-Base Erosion Model Rules）」

（令和 3 年（2021年）12月公表）及びその解釈を

示した「コメンタリー（Commentary to the Global 

Anti-Base Erosion Model Rules）」（ 令 和 4 年

（2022年） 3 月公表）のほか、これらを補足する

「執行ガイダンス（Administrative Guidance）」

（令和 5 年（2023年） 2 月、 7 月、12月及び令和

6 年（2024年） 6 月公表）等によって構成され

ています。本稿においては、以下、これら一連

のルール等を包括して「GloBEルール」（GloBE 

Rule：Global Anti-Base Erosion Rule）といいます。

　加えて、「第 2 の柱」の導入により企業に追加
的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和 5 年
度税制改正に引き続き、外国子会社合算税制につ
いて追加的な見直しが行われました。具体的には、
いわゆるペーパー・カンパニー特例に係る収入割
合要件について、外国関係会社の事業年度に係る
収入等がない場合には、その事業年度における収
入割合要件の判定を不要とする見直しが行われて
います。
　また、分散型台帳技術を使用する暗号資産等を
利用した国際的な脱税及び租税回避を防止する観
点から、令和 4 年（2022年）、OECD において策
定された「暗号資産等の取引や移転に関する自動
的 情 報 交 換 の 報 告 枠 組 み 」（CARF：Crypto-
Asset Reporting Framework）に基づき、非居

住者の暗号資産に係る取引情報等を租税条約等に
基づいて各国税務当局と交換するため、国内の暗
号資産取引業者等に対して非居住者の暗号資産に
係る取引情報等を税務当局に報告することを義務
付ける制度が整備されました。
　これらのほか、非居住者に係る金融口座情報の
自動的交換のための報告制度の見直し、過大支払
利子税制の見直し、子会社株式簿価減額特例の見
直し、外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の
証拠金に係る利子の課税の特例の適用期限の延長
及び非居住者又は外国法人が振替特定目的信託受
益権のうち社債的受益権に該当するものにつき支
払を受ける剰余金の配当等の非課税措置の廃止等
がそれぞれ行われています。
　これらの改正を含む国際課税の改正は、次の法
令により行われています。

（法律）
・　 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 令

6 . 3 .30法律第 8 号）
（政令）
・　法人税法施行令等の一部を改正する政令（令

6 . 3 .30政令第142号）
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 6 . 3 .30政令第151号）

・　外国居住者等の所得に対する相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部
を改正する政令（令 6 . 6 .21政令第214号）

・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一
部を改正する政令（令 6 . 6 .21政令第215号）

（省令）
・　所得税法施行規則の一部を改正する省令（令

6 . 3 .30財務省令第14号）
・　法人税法施行規則等の一部を改正する省令
（令 6 . 3 .30財務省令第15号）

・　租税特別措置法施行規則の一部を改正する省
令（令 6 . 3 .30財務省令第24号）

・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
6 . 4 .12財務省令第36号）（申告書別表関係）

・　地方法人税法施行規則の一部を改正する省令
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（令 6 . 4 .12財務省令第37号）（申告書別表関係）
・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する

省令（令 6 . 5 .24財務省令第41号）
・　外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一
部を改正する省令（令 6 . 6 .28総務省・財務省
令第 4 号）

・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関
する省令の一部を改正する省令（令 6 . 6 .28総
務省・財務省令第 5 号）

・　国税質問検査章規則の一部を改正する省令
（令 6 . 6 .28財務省令第48号）

一　各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の改正

Ⅰ　企業グループ等に係る最終親会社
の範囲

1　改正前の制度の概要

　本税制における主な企業グループ等は、次に掲
げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社に
係るものとされています（旧法法82二）。また、
ここでいう最終親会社は、他の会社等の支配持分
を直接又は間接に有する会社等（他の会社等がそ
の支配持分を直接又は間接に有しないものに限り
ます。）をいうこととされています（旧法法82二
イ）。
⑴　特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従

って企業集団の財産及び損益の状況を連結して
記載した計算書類に、その財産及び損益の状況
が連結して記載される会社等その他の一定の会
社等

⑵　⑴の計算書類が作成されていない企業集団に
つき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準
に従ってその企業集団の暦年の財産及び損益の
状況を連結して記載した計算書類を作成すると
したならば作成されることとなる計算書類に、
その財産及び損益の状況が連結して記載される
こととなる会社等その他の一定の会社等

2 　改正の内容

　改正前は、政府関係会社等（法法82十四イ）の
うち国等の資産を運用することを主たる目的とす
るもの（いわゆる「ソブリン・ウェルス・ファン

ド」）についても最終親会社に該当することとさ
れていました。そのため、ソブリン・ウェルス・
ファンドが最終親会社として連結等財務諸表を作
成している場合において、連結総収入金額が7.5
億ユーロ相当額以上であるときは、その企業グル
ープ等は特定多国籍企業グループ等に該当し、そ
のソブリン・ウェルス・ファンド傘下の会社等が
本税制の対象となることとされていました。しか
し、例えばソブリン・ウェルス・ファンド傘下の
会社等を国等が直接保有している場合には、国等
は連結等財務諸表の作成を求められないことから、
その企業グループ等は特定多国籍企業グループ等
に該当しないにも関わらず、ソブリン・ウェル
ス・ファンドが介在することによって、特定多国
籍企業グループ等に該当し得るという問題が指摘
されていました。
　この問題に対応するため、OECD から新たに
公表された執行ガイダンス（令和 5 年（2023年）
2 月公表執行ガイダンス1.4）において、①ソブ
リン・ウェルス・ファンドを最終親会社に該当し
ないものとし、②会社等が最終親会社に該当する
かを判定する際にソブリン・ウェルス・ファンド
が有する支配持分はないものとみなすことが明ら
かにされたため、この執行ガイダンスに沿った改
正が行われています。
　具体的には、企業グループ等に係る最終親会社
の範囲から、政府関係会社等のうち国等がその持
分の全部を直接又は間接に有する会社等であって、
国等の資産を運用することを主たる目的とし、か
つ、法人税法施行令第155条の11第 1 項第 2 号か
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ら第 4 号までに掲げる要件を満たすもの（ソブリ
ン・ウェルス・ファンド）を除くこととされてい
ます。また、他の会社等について最終親会社に該
当するかどうかの判定を行う場合には、ソブリ

ン・ウェルス・ファンドが直接又は間接に有する
支配持分はないものとみなすこととされています

（法法82二イ、法令155の 4 ①）。

Ⅱ　構成会社等に係るグループ国際最
低課税額の計算の見直し

1　改正前の制度の概要

　構成会社等に係るグループ国際最低課税額の計
算について、構成会社等（無国籍構成会社等を除
きます。）である場合に、その所在地国において
自 国 内 最 低 課 税 額 に 係 る 税（ い わ ゆ る
QDMTT）が課されているときは、その自国内最
低課税額に係る税の額を控除することとされてい
ます（法法82の 2 ②一～三）。
　他方、無国籍構成会社等である場合には、無国
籍構成会社等にはそもそも所在地国がなく、自国
内最低課税額に係る税を課す国又は地域が想定さ
れにくいことから、その計算上自国内最低課税額
に係る税の額を控除することとはされていません
でした（旧法法82の 2 ②四～六）。
　また、共同支配会社等についても構成会社等と
同様の取扱いとされています。

2 　改正の内容

　執行ガイダンス（令和 5 年（2023年） 7 月公表
執行ガイダンス 4 ）により、無国籍構成会社等が
設立された国若しくは地域又はその事業が行われ

る場所のある国若しくは地域が、無国籍構成会社
等に対して自国内最低課税額に係る税を課すこと
ができることが明確化されました。
　そのため、本執行ガイダンスに沿って、無国籍
構成会社等が自国内最低課税額に係る税を課され
ている場合には、無国籍構成会社等に係るグルー
プ国際最低課税額の計算上、その自国内最低課税
額に係る税の額を控除することとされました（法
法82の 2 ②四～六）。

（注）　無国籍共同支配会社等についても、上記と同

様の改正が行われています（法法82の 2 ④四～

六）。

Ⅲ　個別計算所得等の金額の計算

1　改正前の制度の概要

⑴　制度の概要
　個別計算所得等の金額は、次に掲げる会社等
の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいいま
す（法法82二十六、法令155の18①）。
①　構成会社等　構成会社等個別計算所得等の

金額（構成会社等の各対象会計年度に係る当
期純損益金額（注）に加算調整額を加算した
金額から減算調整額を減算した金額（以下

「特例適用前個別計算所得等の金額」といい

会社等Ａ

会社等Ｂ

ソブリン・ウェ
ルス・ファンド

会社等Ｃ

国等

企業グループ等

【改正前】 【改正後】

会社等Ａ

会社等Ｂ

ソブリン・ウェ
ルス・ファンド

会社等Ｃ

国等

企業グループ等

最終親会社

最終親会社

【改正事項①】
ソブリン・ウェルス・ファ
ンドを最終親会社に該当
しないものとする。

【改正事項②】
ソブリン・ウェルス・ファ
ンドが有する支配持分は
ないものとみなす。

総収入金額
8 億ユーロ
↓

特定多国籍企業
グループ等に該当

総収入金額
5 億ユーロ
↓

特定多国籍企業
グループ等に非該当

連結等
財務諸表

連結等
財務諸表
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ます。）をいい、個別計算所得等の金額の計
算の特例規定の適用がある場合にはその適用
後の金額とされています。以下同じです。）

②　共同支配会社等　共同支配会社等個別計算
所得等の金額（共同支配会社等の各対象会計
年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加
算した金額から減算調整額を減算した金額

（以下「共同支配会社等に係る特例適用前個
別計算所得等の金額」といいます。）をいい、
個別計算所得等の金額の計算の特例の適用が
ある場合にはその適用後の金額とされていま
す。以下同じです。）
　すなわち、個別計算所得等の金額は、当期
純損益金額を出発点として、その当期純損益
金額に所要の加算調整又は減算調整を行うこ
とにより計算される特例適用前個別計算所得
等の金額に対し、特定の業種のみに関係する
調整や特定多国籍企業グループ等の選択によ
り適用することができる調整を行うことによ
り計算することとされています。

（注）　「当期純損益金額」とは、各対象会計年度

に係る特定連結等財務諸表（構成会社等に

あっては①に掲げる連結等財務諸表をいい、

共同支配会社等にあっては②に掲げる連結

等財務諸表をいいます。）の作成の基礎とな

るその構成会社等又はその共同支配会社等

の当期純利益又は当期純損失の金額のうち

の一定の金額をいいます（法法82二十六、

法令155の16）。

① 　その構成会社等に係る最終親会社等の

連結等財務諸表

② 　その共同支配会社等に係る共同支配親

会社等の連結等財務諸表

⑵　特例適用前個別計算所得等の金額の計算の概
要
　上記⑴の「特例適用前個別計算所得等の金
額」とは、構成会社等の各対象会計年度に係る
当期純損益金額に加算調整額を加算した金額か
ら減算調整額を減算した金額をいいます（法令

155の18①一②③）。すなわち、特例適用前個別
計算所得等の金額は、当期純損益金額に対して、
次に掲げる項目等の一定の項目に関して加算又
は減算を行うことにより計算することとなりま
す。
①　除外資本損益

イ　概要等
　「除外資本損益」とは、当期純損益金額
に含まれる次に掲げる損益を指します。
イ　所有持分の時価評価損益（対象会計年

度終了の日において、その所有持分に係
る特定多国籍企業グループ等の保有割合
が一定以上であるもの（下記ロイⅰをご
参照ください。）に限ります。）

ロ　所有持分の持分法による損益
ハ　所有持分の譲渡損益（譲渡の直前にお

いて、その所有持分に係る特定多国籍企
業グループ等の保有割合が一定以上であ
るもの（下記ロイⅲをご参照ください。）
に限ります。）

　本調整は当期純損益金額に含まれている
除外資本損益を個別計算所得等の金額から
除外する調整であり、損失の額として当期
純損益金額を減少させる要因となっている
場合にはその額を当期純損益金額に加算し、
利益の額として当期純損益金額を増加させ
る要因となっている場合にはその額を当期
純損益金額から減算する調整を行うことと
なります。

ロ　意義
イ　除外資本損益に係る加算調整額

　次に掲げる金額が除外資本損益に係る
加算調整額とされています（法令155の
18②二～四）。
ⅰ　除外資本損益のうち、一定の所有持

分の時価評価損
　構成会社等の他の会社等に対する所
有持分（各対象会計年度終了の日にお
ける次に掲げる割合の全てが10％以上
であるものに限ります。下記ロⅰにお

─ 627 ─

――国際課税関係の改正――



いて同じです。）を時価により評価し
た価額がその評価した時の直前の帳簿
価額を下回る場合におけるその下回る
部分の金額（その所有持分に係る減損
損失の額（注）を含みます。）で、当
期純損益金額に係る損失の額としてい
る金額

（注）　最終親会社等財務会計基準におけ

る資産について減損が生じたことに

よる損失の額をいいます。
ⅰ　その構成会社等の特定多国籍企業グ

ループ等に属する全ての会社等が有す

る当該他の会社等に対する所有持分に

係る権利（利益の配当を受ける権利に

限ります。ⅰにおいて同じです。）に

基づき受けることができる金額の合計

額が、当該他の会社等に対する所有持

分に係る権利に基づき受けることがで

きる金額の総額のうちに占める割合

（注）
（注）　その利益の配当を受ける権利が、

各対象会計年度の直前の対象会計

年度に生じた利益の配当を受ける

権利とそれ以外の権利とに区分さ

れている場合にあっては、ａ及び

ｂに掲げる割合の全てとされてい

ます。

ａ 　その各対象会計年度の直前の

対象会計年度に生じた利益の配

当を受ける権利に基づき受ける

ことができる金額の合計額がそ

の権利に基づき受けることがで

きる金額の総額のうちに占める

割合

ｂ 　当該それ以外の権利に基づき

受けることができる金額の合計

額がその権利に基づき受けるこ

とができる金額の総額のうちに

占める割合
ⅱ　その構成会社等の特定多国籍企業グ

ループ等に属する全ての会社等が有す

る当該他の会社等に対する所有持分に

係る権利（残余財産の分配を受ける権

利に限ります。ⅱにおいて同じです。）

に基づき受けることができる金額の合

計額が、当該他の会社等に対する所有

持分に係る権利に基づき受けることが

できる金額の総額のうちに占める割合
ⅲ　その構成会社等の特定多国籍企業グ

ループ等に属する全ての会社等が有す

る当該他の会社等に対する所有持分に

係る議決権の数の合計数が、当該他の

会社等に対する所有持分に係る議決権

の数の総数のうちに占める割合

ⅱ　除外資本損益のうち、所有持分の持
分法による損失
　持分法（注）により生じた損失の額
で、当期純損益金額に係る損失の額と
している金額

（注）　「持分法」とは、会社等が他の会

社等に対する所有持分を有する場合

において、当該他の会社等の純資産

及び損益のうちその会社等に帰属す

る部分の変動に応じて、その投資の

金額を各対象会計年度ごとに修正す

る方法をいいます（法規38の11①）。

ⅲ　除外資本損益のうち、一定の所有持
分の譲渡損
　構成会社等の他の会社等に対する所
有持分（次に掲げる割合の全てが10％
以上であるものに限ります。下記ロⅲ
において同じです。）の譲渡に係る損
失の額で、当期純損益金額に係る損失
の額としている金額
ⅰ　その譲渡の直前において、その構成

会社等の特定多国籍企業グループ等に

属する全ての会社等が有する当該他の

会社等に対する所有持分に係る権利

（利益の配当を受ける権利に限ります。

ⅰにおいて同じです。）に基づき受け
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ることができる金額の合計額が、当該

他の会社等に対する所有持分に係る権

利に基づき受けることができる金額の

総額のうちに占める割合（注）
（注）　その利益の配当を受ける権利が、

各対象会計年度の直前の対象会計

年度に生じた利益の配当を受ける

権利とそれ以外の権利とに区分さ

れている場合にあっては、ａ及び

ｂに掲げる割合の全てとされてい

ます。

ａ 　その各対象会計年度の直前の

対象会計年度に生じた利益の配

当を受ける権利に基づき受ける

ことができる金額の合計額がそ

の権利に基づき受けることがで

きる金額の総額のうちに占める

割合

ｂ 　当該それ以外の権利に基づき

受けることができる金額の合計

額がその権利に基づき受けるこ

とができる金額の総額のうちに

占める割合
ⅱ　その譲渡の直前において、その構成

会社等の特定多国籍企業グループ等に

属する全ての会社等が有する当該他の

会社等に対する所有持分に係る権利

（残余財産の分配を受ける権利に限り

ます。ⅱにおいて同じです。）に基づ

き受けることができる金額の合計額が、

当該他の会社等に対する所有持分に係

る権利に基づき受けることができる金

額の総額のうちに占める割合
ⅲ　その譲渡の直前において、その構成

会社等の特定多国籍企業グループ等に

属する全ての会社等が有する当該他の

会社等に対する所有持分に係る議決権

の数の合計数が、当該他の会社等に対

する所有持分に係る議決権の数の総数

のうちに占める割合

ロ　除外資本損益に係る減算調整額
　次に掲げる金額が除外資本損益に係る
減算調整額とされています（法令155の
18③三～五）。
ⅰ　除外資本損益のうち、一定の所有持

分の時価評価益
　構成会社等の他の会社等に対する所
有持分を時価により評価した価額がそ
の評価した時の直前の帳簿価額を超え
る場合におけるその超える部分の金額
で、当期純損益金額に係る利益の額と
している金額

ⅱ　除外資本損益のうち、所有持分の持
分法による利益
　持分法により生じた利益の額で、当
期純損益金額に係る利益の額としてい
る金額

ⅲ　除外資本損益のうち、一定の所有持
分の譲渡益
　構成会社等の他の会社等に対する所
有持分の譲渡に係る利益の額で、当期
純損益金額に係る利益の額としている
金額

②　適格給付付き税額控除額・非適格給付付き
税額控除額
イ　概要等

　研究開発等の特定の活動に対する政府か
らの援助として、給付付き税額控除（給付
と税額控除を組み合わせて行う仕組みその
他これに準ずるものをいいます。以下同じ
です。）が税制上の措置として導入されて
いる国又は地域があります。給付付き税額
控除を認められた納税者は、租税債務があ
る場合には給付付き税額控除の額をその租
税債務に対する税額控除として適用を受け、
租税債務がない場合にはその額の給付が受
けられることとなります。この点において、
給付付き税額控除における給付は、税額計
算の誤りやいわゆるインピュテーション方
式等に基づき過年度に納付した税額が還付

─ 629 ─

――国際課税関係の改正――



されることとは異なるものといえます。
　財務会計上、給付付き税額控除の額は、
補助金、すなわち収益として取り扱われる
場合もあれば、税額控除、すなわち法人税
等の額の減額として取り扱われる場合もあ
ります。しかし、本税制における実効税率
計算においては、そのどちらとして扱われ
るかにより、結果に違いが生じることとな
ります。割合は、同一の額について、分子
から減算するほうが、分母に加算するより
も、基本的に低くなるため、給付付き税額
控除の額が、収益として取り扱われること
よりも、法人税等の額の減額として扱われ
るほうが、実効税率がより低くなることを
意味します。
　そのため、給付付き税額控除の額は、適
格給付付き税額控除額と非適格給付付き税
額控除額とに区分され、それぞれ異なる取
扱いをすることとされています。

ロ　意義
イ　税額控除の額に係る加算調整額
　「適格給付付き税額控除額」とは、国
等から受ける給付付き税額控除の額のう
ち、その国等の租税に関する法令におい
てその給付付き税額控除を受ける要件を
満たすこととなった日から起算して 4年
以内に現金又はこれに相当するものによ
る支払が行われる部分の金額をいいます。
　本税制においては、適格給付付き税額
控除額については補助金と同じ特徴を有
していることから、収益の額として取り
扱うこととされています。したがって、
適格給付付き税額控除額が当期純損益金
額に係る収益の額とされていない場合に
は、その額を当期純損益金額に加算する
調整を行うこととされています。また、
調整後対象租税額の計算においては、適
格給付付き税額控除額が法人税等の額の
減額として取り扱われている場合、その

額を足し戻す調整を行うこととされてい
ます（旧法令155の18②十二、155の35②
二ハ）。

ロ　税額控除の額に係る減算調整額
　「非適格給付付き税額控除額」とは、
国等から受ける給付付き税額控除の額の
うち、適格給付付き税額控除額以外のも
のをいいます。
　本税制においては、非適格給付付き税
額控除額は、税額控除の額として取り扱
うこととされています。したがって、非
適格給付付き税額控除額が当期純損益金
額に係る収益の額とされている場合には、
特例適用前個別計算所得等の金額の計算
において、その額を当期純損益金額から
減算する調整を行うこととされています。
また調整後対象租税額の計算においては、
非適格給付付き税額控除額が法人税等の
額の減額として取り扱われていない場合、
その額を減算する調整を行うこととされ
ています（旧法令155の18③十一、155の
35②三ロ）。

（注）　共同支配会社等に係る特例適用前個別

計算所得等の金額の計算についても、上

記と同様とされています（旧法令155の18

①二④）。

⑶　個別計算所得等の金額の計算の特例の概要
　特例適用前個別計算所得等の金額は、当期純
損益金額に対し、課税所得と財務会計上の利益
との間の差異に係る一定の項目に係る調整を行
うことによって計算されます。個別計算所得等
の金額は、この特例適用前個別計算所得等の金
額に対し、国際海運業等の特定の業種にのみ適
用される規定及び特定多国籍企業グループ等の
選択により適用することができる特例による調
整を加えることにより計算することとされてい
ます（法令155の19～155の24、155の25～155の
33）。
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2 　改正の内容

⑴　個別計算所得等の金額の計算における一定の
税額控除の額に係る調整の見直し
　上記 1 ⑵②のとおり、税額控除の額のうち給
付付き税額控除の額については、特例適用前個
別計算所得等の金額の計算における調整方法が
規定されていましたが、執行ガイダンス（令和
5 年（2023年） 7 月公表執行ガイダンス 2 ）に
おいて、これらの税額控除の額以外の税額控除
の額も含めたより一般的な個別計算所得等の金
額及び調整後対象租税額の計算における調整方
法が明らかにされたことに伴い、所要の改正が
行われました（注）。
（注）　調整後対象租税額の計算における税額控除

の額に係る調整の見直しについては、下記Ⅳ

2⑴及び⑶をご参照ください。

①　適格適用者変更税額控除額等に係る調整
　国又は地域によっては、いわゆる「譲渡」

（注）が認められる税額控除（譲渡可能税額控
除：Transferable tax credits）が法令上定め
られている場合があります。すなわち、税額
控除の適用を受けることができる者がその税
額控除を自身の税を減少させるために適用す
るだけではなく、しばしば対価を得て、他者

（購入者）にその税額控除を受けることがで
きるステータスの譲渡を行うことが認められ、
その購入者がその税額控除を自身の税を減少
させるために適用することができるものです。

（注）　ここでの「譲渡」とは、下記イの「適用

者変更」のことをいい、国又は地域の租税

に関する法令において、税額控除を受ける

ことができる者と他の者との間の取引に基

づき、その税額控除を受けることができる

者がその税額控除を受けることができる金

額の全部又は一部につきその適用を受ける

ことができないこととなることにより、そ

の適用を受けることができないこととなる

金額に相当する額につき当該他の者が税額

控除を受けることができることを指します。

また、以下⑴及び下記Ⅳ 2 ⑴において、税

額控除を受けることができるステータスの

「譲渡」について、「譲渡を行う場面」と「譲

渡を受ける場面」を特に区別する必要があ

る場合には、前者を「譲渡」、後者を「購

入」として説明することとします。

　政府から全額の給付を受けるのではなく、
その「譲渡」に際して税額控除を割安で売却
しなければならないため、給付付き税額控除
ほど価値がないとはいえ、税額控除として適
用を受ける以外に対価を得られるという意味
では、その「譲渡」が認められる税額控除は
給付付き税額控除と類似しているといえます。
　そこで、この譲渡可能税額控除の額のうち、
市場性がある一定のものについて、適格適用
者変更税額控除額として位置付け、本税制に
おいて、適格給付付き税額控除額と同様に収
益として取り扱うこととされたほか、その

「譲渡」が可能であるという性質を踏まえ、
個別計算所得等の金額の計算における所要の
調整が措置されました（法令155の18②十二、
法規38の16⑩～⑫⑱～㉓）。
イ　適格適用者変更税額控除額に係る調整
（原則）
　特例適用前個別計算所得等の金額の計算
において、適格適用者変更税額控除額のう
ち当期純損益金額に係る収益の額としてい
ない金額を、当期純損益金額に加算する調
整を行うこととされました（法令155の18
②十二）。
　ここでいう「適格適用者変更税額控除
額」とは、国又は地域の租税に関する法令
において、税額控除を受けることができる
者と他の者との間の取引に基づき、その税
額控除を受けることができる者がその税額
控除を受けることができる金額の全部又は
一部につきその適用を受けることができな
いこととなることにより、その適用を受け
ることができないこととなる金額に相当す
る額につき当該他の者が税額控除を受ける
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ことができること（以下「適用者変更」と
いいます。）が認められる税額控除に係る
最初にその適用を受けることができる金額

（適格給付付き税額控除額（上記 1 ⑵②ロ
イの適格給付付き税額控除額をいいます。
以下同じです。）を除きます。以下「適用
者変更税額控除額」といいます。）のうち、
各対象会計年度におけるその適用者変更税
額控除額に係る構成会社等又は共同支配会
社等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に
定める金額とされています（法規38の16⑩）。
イ　その対象会計年度において、その適用

者変更税額控除額に係る当初適用者（税
額控除につき最初にその適用を受けるこ
とができることとなった者をいいます。
以下同じです。）に該当することとなっ
た構成会社等又は共同支配会社等（注

1 ）　その適用者変更税額控除額
　すなわち、当初適用者に係る適格適用
者変更税額控除額に係る調整においては、
その適用を受けることができることとな
った対象会計年度において、その適用者
変更税額控除額（額面金額）が、特例適
用前個別計算所得等の金額の計算におけ
る加算調整額の対象となります。

（注 1 ）　その適用者変更税額控除額が次に

掲げる要件の全てを満たす場合にお

ける構成会社等又は共同支配会社等

に限ります。

ⅰ 　その国又は地域の租税に関する

法令において、その対象会計年度

又はその対象会計年度終了の日の

翌日から 1 年 3 月以内において当

初適用者が他の者（その当初適用

者と特殊の関係（注 2 ）にある者

を除きます。）との間で適用者変更

を行うことが認められていること。

ⅱ 　その対象会計年度又はその対象

会計年度終了の日の翌日から 1 年

3 月以内に当初適用者のいずれか

と他の者（その当初適用者と特殊

の関係（注 2 ）にある者を除きま

す。）との間でその適用者変更税額

控除額に係る適用者変更が行われ、

かつ、その適用者変更につき支払

を受けた対価の額が適格適用者変

更価格（注 3 ）以上であったと認

められること。

　なお、上記ⅰ及びⅱの要件は執行

ガイダンス（令和 5 年（2023年） 7

月公表執行ガイダンス 2 ）における

当初適用者に係る「法的譲渡性基準

（legal transferability standard）」及び

「市場性基準（marketability standard）」

に対応するものとして規定されてい

ます。
（注 2 ）　「特殊の関係」とは、次に掲げる関

係をいいます（法規38の16⑪一⑫）。
ⅰ　一方の者が他方の会社等の持分

（自己が有する自己の持分を除き

ます。）の総数又は総額（ⅱにお

いて「総持分数」といいます。）

の50％以上の数又は金額の持分

を直接又は間接に保有する関係

その他の一方の者が他方の者を

直接又は間接に支配する関係
ⅱ　二の会社等が同一の者によって

それぞれその総持分数の50％以

上の数又は金額の持分を直接又

は間接に保有される場合におけ

る当該二の会社等の関係その他

の二の者が同一の者によって直

接又は間接に支配される場合に

おける当該二の者の関係（ⅰに

掲げる関係に該当するものを除

きます。）

　なお、上記ⅰの直接又は間接に

保有する関係及び上記ⅱの直接又

は間接に保有される関係の判定は、

法規38の12②③と同様に行うこと
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とされ、所要の読替規定が措置さ

れています。
（注 3 ）　「適格適用者変更価格」とは、適用

者変更税額控除額に係る当初適用者

又は新適用者がその適用者変更税額

控除額に係る適用者変更を行った場

合において、その適用者変更税額控

除額につきその適用を受けることが

できる期間内の日の属する各年のそ

の適用を受けることができる金額を

適格割引率（注 4 ）を用いてその適

用者変更を行った時の現在価値とし

て割り引いた金額の合計額に80％を

乗じて計算した金額をいいます（法

規38の16⑪二）。
（注 4 ）　「適格割引率」とは、適用者変更税

額控除額に係る当初適用者又は新適

用者がその適用者変更税額控除額に

係る適用者変更を行った対象会計年

度においてその適用者変更税額控除

額に係る国等が発行した債券（発行

日から償還日までの期間が 5 年以下

である債券のうち、その適用者変更

税額控除額につきその適用を受ける

ことができる期間とその償還日まで

の期間がおおむね同一であるもの

（その適用を受けることができる期間

が 5 年を超える場合にあっては、そ

の償還日までの期間が最も長いも

の）に限ります。）の利回りのうち、

その適用者変更税額控除額のその適

用者変更を行った時の現在価値を算

定する際の割引率として合理的と認

められるものをいいます（法規38の

16⑪三）。

ロ　その適用者変更税額控除額に係る新適
用者（税額控除につき適用者変更により
その適用を受けることができることとな
った者をいいます。以下同じです。）に
該当する構成会社等又は共同支配会社等

（注 1 ）　次の算式により計算した金額
《算式》

新適用者変更税額
控除額（注 2 ） －

その新適用者変更税
額控除額に係る適用
者変更につき支払っ
た対価の額

×

その新適用者変更税額控除額のうちそ
の対象会計年度においてその適用を受
けた部分の金額（注 3 ）

その新適用者変更税額控除額

　すなわち、新適用者に係る適格適用者
変更税額控除額における調整においては、
税額控除として適用を受けた対象会計年
度において、上記の算式により計算した
金額（適用者変更を行った際の割引額の
うち、税額控除として適用を受けた部分
の金額に対応する金額）が、特例適用前
個別計算所得等の金額の計算における加
算調整額の対象となります。
　例えば、ある適用者変更税額控除額
120のうちの100について、対価90を支払
い、適用者変更を行った新適用者が、そ
の100のうちの50について税額控除とし
て適用した場合には、次の算式により計
算される 5 が、新適用者に係る適格適用
者変更税額控除額として、その特例適用
前個別計算所得等の金額の計算における
加算調整額の対象となります。

《計算例》
（100－90）×50/100＝ 5

（注 1 ）　その適用者変更税額控除額が次に

掲げる要件の全てを満たす場合にお

ける構成会社等又は共同支配会社等

に限ります。
ⅰ　その国又は地域の租税に関する

法令において、その対象会計年

度において構成会社等又は共同

支配会社等が他の者（その構成

会社等又は共同支配会社等と特

殊の関係（上記イ（注 2 ）の特

殊の関係をいいます。）にある者
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を除きます。ⅱにおいて同じで

す。）との間で適用者変更を行う

ことが認められていること。
ⅱ　他の者との間でその適用者変更

税額控除額に係る適用者変更が

行われ、かつ、その適用者変更

につき支払った対価の額が適格

適用者変更価格（上記イ（注

3 ）の適格適用者変更価格をい

います。）以上であったこと。

　なお、上記ⅰ及びⅱの要件は執行

ガイダンス（令和 5 年（2023年） 7

月公表執行ガイダンス 2 ）における

新適用者に係る「法的譲渡性基準

（legal transferability standard）」及

び「市場性基準（mark e t a b i l i t y 

standard）」に対応するものとして規

定されています。
（注 2 ）　「新適用者変更税額控除額」とは、

その適用者変更税額控除額のうち適

用者変更により構成会社等又は共同

支配会社等がその適用を受けること

ができることとなった部分の金額を

いいます。
（注 3）　その対象会計年度がその適用を受

けた課税期間（国税通則法第 2 条第

9 号（定義）に規定する課税期間又

は我が国以外の国若しくは地域の租

税に関する法令におけるこれに相当

するものをいいます。以下同じです。）

終了の日の属する対象会計年度であ

る場合におけるその金額に限ります。

ロ　適格適用者変更税額控除額に係る適用者
変更（譲渡）を行った場合における調整
　各対象会計年度において、適用者変更税
額控除額に係る構成会社等又は共同支配会
社等が次に掲げる場合に該当する場合には、
その対象会計年度に係るその適用者変更税
額控除額に係る適格適用者変更税額控除額
は、上記イにかかわらず、それぞれ次に定

める金額とされています（法規38の16⑱）。
イ　その構成会社等又は共同支配会社等
（上記イイに掲げる構成会社等又は共同
支配会社等に該当するものに限ります。）
がその対象会計年度（その適用者変更税
額控除額につきその適用を受けることが
できることとなった対象会計年度に限り
ます。）（注 1 ）においてその適用者変更
税額控除額に係る適用者変更を行った場
合　次の算式により計算した金額

《算式》

その適用者変更
につき支払を受
けた対価の額

【譲渡価額】

＋

その適格適用者変更税
額控除額（その適用者
変更を行った部分の金
額を除きます。）

　すなわち、当初適用者に係る適格適用
者変更税額控除額における調整において
は、上記イイのとおり、原則として、そ
の適用を受けることができることとなっ
た対象会計年度において、適用者変更税
額控除額（額面金額）が特例適用前個別
計算所得等の金額の計算における加算調
整額の対象となりますが、その対象会計
年度（注 1 ）においてその全部又は一部
につき適用者変更を行った場合には、そ
の適用者変更につき支払を受けた対価の
額とその適格適用者変更税額控除額（そ
の適用者変更を行った部分の金額を除き
ます。）との合計額が、特例適用前個別
計算所得等の金額の計算における加算調
整額の対象となります。
　例えば、当初適用者が適用者変更税額
控除額100の適用を受けることができる
こととなった対象会計年度において、そ
の100のうちの50について適用者変更を
行い、対価40を得た場合の当初適用者に
係る適格適用者変更税額控除額は、次の
算式により計算される90となります。

《計算例》　40＋（100－50）＝90
（注 1 ）　上記イイに掲げる構成会社等又は
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共同支配会社等が適用者変更税額控

除額につきその適用を受けることが

できることとなった対象会計年度終

了の日の翌日から 1 年 3 月以内にそ

の適用者変更税額控除額に係る適用

者変更を行った場合には、その終了

の日においてその適用者変更を行っ

たものとみなして、イの適用をする

こととされています（法規38の16⑲）。
（注 2 ）　上記イイに掲げる構成会社等又は

共同支配会社等が、過去対象会計年

度において適格適用者変更税額控除

額につき最初にその適用を受けるこ

とができることとなったことにより、

その適格適用者変更税額控除額につ

き上記イの適用があった場合におい

て、その過去対象会計年度終了の日

の翌日から 1 年 3 月を経過した日以

後にその適格適用者変更税額控除額

に係る適用者変更を行ったときは、

次の算式により計算した残額のうち、

その構成会社等又は共同支配会社等

の当期純損益金額に係る損失の額と

していない金額をその構成会社等又

は共同支配会社等のその適用者変更

を行った対象会計年度に係る個別計

算所得等の金額から減算することと

されています（法規38の16⑳）。
《算式》

その適格適用者変更
税額控除額のうちそ
の適用者変更を行っ
た部分の金額

－

その適用者
変更につき
支払を受け
た対価の額

　すなわち、当初適用者に係る適格

適用者変更税額控除額に係る調整に

おいては、上記イイのとおり、原則

として、その適用を受けることがで

きることとなった対象会計年度にお

いて、その適用者変更税額控除額

（額面金額）が、特例適用前個別計

算所得等の金額の計算における加算

調整額の対象となります。その後、

その適用者変更税額控除額につき、

その対象会計年度（過去対象会計年

度）終了の日の翌日から 1 年 3 月を

経過した日以後に適用者変更を行っ

た場合には、その適用者変更を行っ

た部分について、個別計算所得等の

金額の計算上、その適用者変更を行

った対象会計年度において、上記の

算式により計算した金額（適用者変

更の際の割引額）が、個別計算所得

等の金額の計算における減算調整の

対象となります。

　例えば、当初適用者は、適格適用

者変更税額控除額100の適用を受け

ることができることとなった対象会

計年度（Y 1 年）において、その対

象会計年度に係る特例適用前個別計

算所得等の金額の計算上、その100

を加算することとなりますが、その

対象会計年度（Y 1 年）終了の日の

翌日から 1 年 6 月後に、その100の

全額について適用者変更を行い、対

価90を得た場合には、10（100－

90）が、その適用者変更を行った対

象会計年度（Y 3 年）に係る個別計

算所得等の金額の計算における減算

調整の対象となります。

ロ　その構成会社等又は共同支配会社等
（上記イロに掲げる構成会社等又は共同
支配会社等に該当するものに限ります。）
がその対象会計年度においてその適用者
変更税額控除額に係る新適用者変更税額
控除額（上記イロの新適用者変更税額控
除額をいいます。ロにおいて同じです。）
に係る適用者変更を行った場合　次の算
式により計算した金額
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《算式》

　上記イロのとおり、新適用者に係る適
格適用者変更税額控除額に係る調整にお
いては、原則として、その適用を受けた
対象会計年度において、上記イロの算式
により計算した金額（適用者変更を行っ
た際の割引額のうちその税額控除の適用
を行った額に対応する金額）が、特例適
用前個別計算所得等の金額の計算におけ
る加算調整額の対象となります。しかし、
対価を支払うことによって適用者変更

（購入）を行った新適用者が、そのよう
にして得た適用者変更税額控除額につき、
さらに適用者変更（譲渡）を行うことに
よって対価を得る場合もあります。この
ような場合、すなわち、その全部又は一
部につきさらに適用者変更（譲渡）を行
った場合においては、上記の算式により
計算した金額が、その適用者変更（譲
渡）を行った対象会計年度に係る特例適
用前個別計算所得等の金額の計算におけ
る加算調整額の対象となります。なお、
上記算式のうち【Ｂ】の部分の金額を適
用者変更（譲渡）を行ったことにより生
じる損益の額として捉えるとするならば、
この【Ｂ】の部分の金額は、適用者変更

（購入）につき支払った対価の額（購入
価額）と適用者変更（譲渡）につき支払
を受けた対価の額（譲渡価額）とがどの
ような金額であるかによって、利益又は
損失のいずれにもなり得ることとなりま
す。
　例えば、ある適用者変更税額控除額

120のうちの100について、対価90を支払
い、適用者変更（購入）を行った新適用
者が、その100のうちの60について税額
控除として適用した対象会計年度におい
て、残りの40については対価38の支払を
受けて、適用者変更（譲渡）を行った場
合には、次の算式により計算される 8 が、
新適用者に係る適格適用者変更税額控除
額として、その対象会計年度に係る特例
適用前個別計算所得等の金額の計算にお
ける加算調整額の対象となります。
《計算例》
（（100－90）×60/100）＋（38－40×90/100）= 8

ハ　適用者変更を行うことができる適格給付
付き税額控除額に係る調整
　適格給付付き税額控除額について適用者
変更を行うことができる場合には、その適
格給付付き税額控除額は適格適用者変更税
額控除額と同様に取り扱われることとされ
ています（法規38の16㉑）。
　したがって、適格給付付き税額控除額は、
当初適用者がその適用を受けることができ
ることとなった対象会計年度において、そ
の適格給付付き税額控除額（額面金額）を、
特例適用前個別計算所得等の金額の計算に
おける加算調整額の対象とすることが原則
的な処理となりますが、その適格給付付き
税額控除額が適用者変更を行うことができ
る場合においては、例えば、その対象会計
年度においてその全額につき適用者変更を
行ったときは、原則的な処理とは異なり、
その適用者変更につき支払を受けた対価の

その適用者変更税額
控除額に係る適用者
変更（購入）につき
支払った対価の額

その適用者
変 更（ 譲
渡）につき
支払を受け
た対価の額

－

その新適用者変
更税額控除額の
うちその適用者
変更（譲渡）を
行った部分の金
額

×

その新適用者変更税
額控除額

【Ｂ】適用者変更（譲渡）を行った部分について計算

その適格適用者変更税額控除額　　　
（上記イロの算式により計算した金額）＋

【Ａ】税額控除の適用を受けた部分に
ついて計算
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額が、その対象会計年度に係る特例適用前
個別計算所得等の金額の計算における加算
調整額の対象となります。

ニ　一定の適用者変更税額控除額等が失効し
た場合の調整
　構成会社等又は共同支配会社等が、各対
象会計年度において税額控除の額（適格給
付付き税額控除額又は適用者変更税額控除
額（当初適用者に該当する構成会社等又は
共同支配会社等にあっては上記イイ（注

1 ）に掲げる要件の全てを満たすものに限
るものとし、新適用者に該当する構成会社
等又は共同支配会社等にあっては上記イロ

（注 1 ）に掲げる要件の全てを満たすもの
に限ります。）に限ります。ニにおいて同
じです。）の全部又は一部について、その
適用を受けることができる期間が経過した
ことにより、その適用を受けることができ
なくなった場合（失効した場合）には、次
に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の
区分に応じそれぞれ次に定める金額のうち、
その構成会社等又は共同支配会社等に係る
当期純損益金額に係る損失の額としていな
い金額をその構成会社等又は共同支配会社
等のその対象会計年度に係る個別計算所得
等の金額から減算することとされています

（法規38の16㉒）。
イ　その税額控除の額に係る当初適用者に

該当する構成会社等又は共同支配会社等
　その税額控除の額のうちその適用を受
けることができなくなった部分の金額
（失効した部分の金額）
　例えば、当初適用者に係る税額控除の
額100が期限切れにより失効した場合に
は、その失効した対象会計年度に係る個
別計算所得等の金額の計算上、その100
を減算することとなります。

ロ　その税額控除の額に係る新適用者に該
当する構成会社等又は共同支配会社等　
次の算式により計算される金額

《算式》

　例えば、新適用者が、ある税額控除の
額120のうちの100について、対価90を支
払い、適用者変更を行った場合において、
その100が期限切れにより失効したとき
は、その失効した対象会計年度に係る個
別計算所得等の金額の計算上、次の算式
により計算される90を減額することとな
ります。
《計算例》　100×90/100=90

ホ　適格適用者変更税額控除額等について一
定の会計処理を行っている場合の特例
　各対象会計年度において、構成会社等又
は共同支配会社等が、資産の取得に係る税
額控除の額（適格給付付き税額控除額又は
適格適用者変更税額控除額に限ります。）
に係る当初適用者に該当する場合において、
その構成会社等又は共同支配会社等に係る
当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処
理のいずれかを行っているときは、その対
象会計年度に係るその税額控除の額につい
ては、上記イは適用しないこととされてい
ます（法規38の16㉓）。
イ　その資産の帳簿価額からその税額控除

の額を減算する会計処理
ロ　その税額控除の額につきその資産の耐

用年数に応じた収益の額を計上する会計
処理

　すなわち、この場合には、会計どおりに
処理されることとなります。

②　適格給付付き税額控除額及び適格適用者変
更税額控除額以外の税額控除の額に係る調整

新適用者変更税額控除額
（その税額控除の額のうち、
適用者変更によりその構成
会社等又は共同支配会社等
がその適用を受けることが
できることとなった部分の
金額をいいます。）のうち
その適用を受けることがで
きなくなった部分の金額

【失効した部分の金額】

×

その税額控
除の額に係
る適用者変
更につき支
払った対価
の額
その新適用
者変更税額
控除額
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　上記 1 ⑵②ロロのとおり、非適格給付付き
税額控除額については、特例適用前個別計算
所得等の金額の計算における減算調整額の対
象とされていましたが、執行ガイダンス（令
和 5 年（2023年） 7 月公表執行ガイダンス
2）において、非適格給付付き税額控除額以
外の税額控除の額のうち、減算調整額の対象

とするものが明らかにされたことに伴い、本
執行ガイダンスに沿った改正が行われました。
　具体的には、税額控除の額（適格給付付き
税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を
除きます。）で、当期純損益金額に係る収益
の額としている金額を当期純損益金額から減
算することとされました（法令155の18③十一）。

【調整を行う対象会計年度】
最初に適用を受けることがで
きることとなった対象会計年
度

【調整方法】
適用者変更税額控除額（額面
金額）を個別計算所得等の金
額の増額として取り扱う
（法令155の18②十二、法規38
の16⑩一）

【調整を行う対象会計年度】
最初に適用を受けることがで
きることとなった対象会計年
度

【調整方法】
当期純損益金額の計算上加算
されている額を個別計算所得
等の金額の減額として取り扱
う
（法令155の18③十一）

※　上記の表では、主な取扱いのみ記載

【調整を行う対象会計年度】
最初に適用を受けることがで
きることとなった対象会計年
度

【調整方法】
適用者変更を行った部分の金
額について、①の調整に代え
て、適用者変更につき支払を
受けた対価の額（譲渡価額）
を個別計算所得等の金額の増
額として取り扱う
（法規38の16⑱一⑲）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更を行った対象会計
年度

【調整方法】
適用者変更につき支払を受け
た対価の額（譲渡価額）を調
整後対象租税額の減額として
取り扱う
（法令155の35②三ロ、法規38
の28⑨一イ⑵）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更を行った対象会計
年度

【調整方法】
適用者変更を行った部分の金
額について、適用者変更の際
の割引額を個別計算所得等の
金額の減額として取り扱う
（法規38の16⑳）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更を行った対象会計
年度

【調整方法】
適用者変更につき支払を受け
た対価の額（譲渡価額）を調
整後対象租税額の減額として
取り扱う
（法令155の35②三ロ、法規38
の28⑨一イ⑵）

【調整を行う対象会計年度】
税額控除として適用を受けた
課税期間終了の日の属する対
象会計年度

【調整方法】
税額控除の適用額のうち当期
法人税等の額の計算上減算さ
れている額を調整後対象租税
額の増額として取り扱う
（法令155の35②二ハ）

【調整を行う対象会計年度】
税額控除として適用を受けた
課税期間終了の日の属する対
象会計年度

【調整方法】
税額控除の適用額を調整後対
象租税額の減額として取り扱
う
（法令155の35②三ロ、法規38
の28⑨一イ⑴）

【調整を行う対象会計年度】
失効した対象会計年度

【調整方法】
失効した部分の金額を個別計
算所得等の金額の減額として
取り扱う
（法規38の16㉒一）

【調整方法】
会計どおりに取り扱う

適
格

非
適
格

①　税額控除につき最初にそ
の適用を受けることができ
ることとなった時

④　税額控除として適用を受
けた時

⑤　期限超過により失効した
時

②　税額控除につき最初にそ
の適用を受けることができ
ることとなった対象会計年
度又はその対象会計年度の
終了の日の翌日から 1年 3
月以内に適用者変更を行っ
た時

③　税額控除につき最初にそ
の適用を受けることができ
ることとなった対象会計年
度終了の日の翌日から 1年
3月を経過した日以後に適
用者変更を行った時

当初適用者に係る適用者変更税額控除額の取扱いの概要

【調整方法】
会計どおりに取り扱う

【調整方法】
会計どおりに取り扱う

【調整を行う対象会計年度】
税額控除として適用を受けた
課税期間終了の日の属する対
象会計年度

【調整方法】
適用者変更（購入）を行った
際の割引額のうち、税額控除
として適用を受けた部分の金
額に対応する金額を個別計算
所得等の金額の増額として取
り扱う
（法令155の18②十一、法規38
の16⑩ニ）

【調整を行う対象会計年度】
税額控除として適用を受けた
課税期間終了の日の属する対
象会計年度

【調整方法】
適用者変更（購入）を行った
際の割引額のうち、税額控除
として適用を受けた部分の金
額に対応する金額を調整後対
象租税額の減額として取り扱
う
（法令155の35②三ロ、法規38
の28⑨一ロ⑴）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更（譲渡）を行った
対象会計年度

【調整方法】
適用者変更（譲渡）に係る利
益の額を個別計算所得等の金
額の増額として取り扱う
（法規38の16⑱二）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更（譲渡）を行った
対象会計年度

【調整方法】
適用者変更（譲渡）に係る利
益の額を調整後対象租税額の
減額として取り扱う
（法令155の35②三ロ、法規38
の28⑨一ロ⑵）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更（譲渡）を行った
対象会計年度

【取扱い】
適用者変更（譲渡）に係る損
失の額を個別計算所得等の金
額の減額として取り扱う
（法規38の16⑱二）

【調整を行う対象会計年度】
適用者変更を行った対象会計
年度

【調整方法】
適用者変更（譲渡）に係る損
失の額を個別計算所得等の金
額の減額として取り扱う
（法規38の16㉔）

【調整を行う対象会計年度】
失効した対象会計年度

【調整方法】
失効した部分の金額に対応す
る損失の金額を個別計算所得
等の金額の減額として取り扱
う
（法規38の16㉒二）

【調整方法】
会計どおりに取り扱う

適
格

非
適
格

①　適用者変更（購入）を行っ
た時

④　適用者変更（譲渡）を行っ
た場合において、損失が発
生した時

⑤　期限超過により失効した
時

②　税額控除として適用を受
けた時

③　適用者変更（譲渡）を行っ
た場合において、利益が発
生した時

※　上記の表では、主な取扱いのみ記載

新適用者に係る適用者変更税額控除額の取扱いの概要
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⑵　資本損益合算選択（除外資本損益に係る個別
計算所得等の金額の計算の特例）の創設
①　特例の趣旨

　上記 1 ⑵①のとおり、除外資本損益につい
ては、個別計算所得等の金額から除外する調
整を行うこととされています。これは、多く
の国又は地域の課税所得の計算上このような
除外資本損益が除外されることを踏まえ、本
税制においても同様とすることにより、本税
制とこのような現地の税制との間の整合性を
担保するためのものです。
　しかし、国又は地域によっては、課税所得
の計算上、除外資本損益が含まれる場合があ
ります。このような所在地国の税制であれば、
除外資本損益に係る調整を行わなくても本税
制との間での乖離は生じないこととなります
が、現行ではこのような税制であっても、本
調整を行わなければならないこととされてい
ました。
　もっとも、除外資本損益に係る利益が課税
所得の計算上益金とされることにより、除外
資本損益に係る利益について対象租税が課さ
れたとしても、下記Ⅳ 1⑶③イのとおり、構
成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得
等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額
は調整後対象租税額から除外されます。その
結果、除外資本損益に係る利益が生じた場合
には、本税制における実効税率計算において、

分子と分母の両方からその影響が排除される
こととなり、分子と分母の整合性が確保され
ているといえます。
　他方、除外資本損益に係る損失が課税所得
の計算上損金とされる場合には、構成会社等
又は共同支配会社等の租税負担は減少するこ
ととなりますが、その損失は個別計算所得等
の金額から除外されることとなり、すなわち、
その損失の額が個別計算所得等の金額の計算
上加算されることとなり、本税制における実
効税率が過少となり得ることとなります。
　そのため、執行ガイダンス（令和 5 年

（2023年） 2 月公表執行ガイダンス2.9及び 7
月公表執行ガイダンス 2 ）において、特定多
国籍企業グループ等の選択により、除外資本
損益のうち課税所得の計算に含まれる一定の
ものについては、本調整の対象外とすること
ができることとされました。これに伴い、

「除外資本損益に係る個別計算所得等の金額
の計算の特例」（資本損益合算選択）が創設
されました（注）。
（注）　本特例を選択した場合には、調整後対象

租税額の計算において、「資本損益合算選択

を行った場合における一定の導管会社等を

通じて得られる税額控除等に係る調整後対

象租税額の計算の特例」の適用を受けるこ

ととされています（下記Ⅳ 2 ⑵をご参照く

ださい。）。
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個別計算所得等の金額の計算の特例

法令 モデルルール 調整の対象 規定の概要 選択

155の21 3.2.9
AG3.4 保険会社の投資関連の収益・費用 保険会社が保険契約者に代わり保有する投資資産に係る一定の収益・費用を特例適用前個別計

算所得等の金額に含める調整

155の22 3.2.10
AG3.3 銀行等のその他Tier1資本に係る収益・費用 左記収益・費用を特例適用前個別計算所得等の金額に含める調整

法令 モデルルール 調整の対象 規定の概要 選択

155の19 3.3 国際海運業に係るあらゆる収益・費用 個別計算所得等の金額の計算において、当期純損益金額に係る左記収益・費用を除外する調整

155の20 3.2.8 国内グループ内取引に係るあらゆる収益・費用 個別計算所得等の金額の計算において、当期純損益金額に係る左記収益・費用を除外する調整 選択、国別、５年

法令 モデルルール 調整の対象 規定の概要 選択

155の23 3.2.2 株式報酬費用 税務上の株式報酬費用の取扱いと一致させる調整 選択、国別、 5年

155の24 3.2.5 資産・負債の時価評価損益 左記損益を個別計算所得等の金額から除外し、譲渡時等に個別計算所得等の金額に含める調整 選択、国別、 5年

155の24の2 AG2.9 除外資本損益 左記損益を個別計算所得等の金額に含める調整 選択、国別、 5年

155の25 3.2.6 不動産の譲渡益 左記譲渡益を当該対象会計年度以前の 5対象会計年度に配分する調整 選択、国別、 1年

155の26 AG2.2 所有持分に係るヘッジ処理に係る損益 左記損益を個別計算所得等の金額から除外する調整 選択、個社、 5年

155の27 AG3.5 長期保有のポートフォリオ株式からの配当 原則（法令155の18③ニ）では除外される左記収益を個別計算所得等の金額に含める調整 選択、個社、 5年

155の28 AG2.4 債務免除等に係る利益 破産手続等のために生じた債務免除益を個別計算所得等の金額から除外する調整 選択、個社、 1年

155の29 6.3.4 税務上認識する資産・負債の時価評価損益
税務上、認識する資産・負債の時価評価損益が課税される一定の場合において、その損益を特例
適用前個別計算所得等の金額に含め、その後の対象会計年度においては、その税務上の簿価を基
礎として、当期純損益金額の計算を行うこととする調整

選択、個社、 1年

法令 モデルルール 調整の対象 規定の概要 選択

155の30 3.4.5 上記調整後の金額 上記調整後の恒久的施設等（PE）の損失の金額について、本店・PE間で配分

155の31 7.6 上記調整後の金額 適用株主等：各種投資会社等からの利益の配当を上記調整後の金額に含める調整
対象各種投資会社等：適用株主等の持分割合に対応する金額を上記調整後の金額から減算する調整 選択、個社、 5年

155の32 7.1 上記調整後の金額 導管会社等である最終親会社等及びそのPEに関して、一定の要件の下、上記調整後の金額を控除す
る調整

155の33 7.2 上記調整後の金額 配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等及び一定の会社等に関して、一定の要件の下、
上記調整後の金額を控除する調整

【個別計算所得等の金額の前提となる当期純損益金額に係る収益・費用の調整を行う規定】

【特定の業種について、特例適用前個別計算所得等の金額に対し、一定の加減算を行う規定】

【特定多国籍企業グループ等の選択により、特例適用前個別計算所得等の金額に対し、一定の加減算等を行う規定】

【上記の調整後の金額の減額等を行う規定】

令和 6年度改正
において措置

※　AG：令和 5年（2023年） 2月公表執行ガイダンス

資本損益合算選択が必要となる例

Ａ国の税制における所得・税額

Ａの課税所得

所得 100
損失（Ｂに対する持分由来）

Ａ国（税率：20%）

設例

所得：100

損失：－100

本特例の適用なし

「－（－40）」に対応する調整がないため、
Ａ国の税率は20%であるにもかかわらず、

実効税率が12％に過少計算

持分法による損失（－40）を構成会社等Ａの
個別計算所得等の金額に含める（除外しな

い）ことで実効税率の過少計算を回避

本特例の適用あり

実効税率＝ 
（100－40）×20%

（100－40）－（－40）

＝ 100
12 12%＝ 

40%
（持分法適用）

Ａ国の税制に
おいてＢの収
入等は、構成
員のものとし
て取り扱う

構成会社等
Ａ

導管会社等
Ｂ

－40
合計 60

合計 100

－（－40）

税額 12

本税制における原則的な所得計算

Ａの個別計算所得等の金額

会計上の税引前利益 60
持分法による損失の除外

（法令155の18第 2 項 3 号）

持分法による損失－40（－100×40%）
によって税額が20から12に減少

持分法による損失（－40）は
Ａの個別計算所得等の金額から除外

（すなわち、40を足し戻す）

実効税率＝ （100－40）×20%
（100－40）－（－40）

60
12 20%＝ ＝ 
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②　特例の内容
　特定多国籍企業グループ等の各対象会計年
度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項
等（構成会社等及びその構成会社等の所在地
国を所在地国とする他の構成会社等の個別計
算所得等の金額の計算につき本特例の適用を
受けようとする旨を含むものに限ります。ロ
において同じです。）の提供がある場合又は
我が国以外の国若しくは地域の租税に関する
法令を執行する当局にその特定多国籍企業グ
ループ等報告事項等に相当する事項の提供が
ある場合（法人税法第150条の 3 第 3 項（特
定多国籍企業グループ等報告事項等の提供）
の規定の適用がある場合（以下「提供義務免
除規定の適用がある場合」といいます。）に
限ります。）には、その構成会社等のその対
象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成
会社等個別計算所得等の金額の計算における
その構成会社等が有する所有持分に係る上記
1 ⑵①の特例適用前個別計算所得等の金額の
計算における除外資本損益に係る加算調整額
又は減算調整額の取扱いについては、次のと
おりとされています（法令155の24の 2 ①）。
イ　次に掲げる金額を除外資本損益に係る加
算調整額（上記 1 ⑵①ロイをご参照くださ
い。）から除くこととされています。
イ　上記 1 ⑵①ロイⅰに掲げる金額のうち、

当期法人税等の額（下記Ⅳ 1⑶①の当期
法人税等の額をいいます。下記ロイにお
いて同じです。）又は法人税等調整額

（下記Ⅳ 1 ⑵②の法人税等調整額をいい
ます。下記ロイにおいて同じです。）の
計算の基礎となるその構成会社等の所在
地国の租税に関する法令においてその構
成会社等の所得の金額の計算上損金の額
に算入される金額（適格持分（下記Ⅳ 2
⑵②の適格持分をいいます。②において
同じです。）に係るものを除きます。）

（法規38の20の 2 ①）
ロ　上記 1 ⑵①ロイⅱに掲げる金額のうち、

特定所有持分（導管会社等（ロにおいて
「対象導管会社等」といいます。）に対す
る所有持分（適格持分を除きます。）の
うち次に掲げる場合の区分に応じそれぞ
れ次に定める要件を満たすものをいいま
す。下記ロロおいて同じです。）に係る
その構成会社等の所在地国の租税に関す
る法令においてその構成会社等の所得の
金額の計算上損金の額に算入される金額

（法規38の20の 2 ②）
ⅰ　対象導管会社等に対する所有持分を

その構成会社等が有する場合　その対
象導管会社等の収入等がその構成会社
等の所在する国又は地域の租税に関す
る法令においてその構成員の収入等と
して取り扱われること。

ⅱ　対象導管会社等に対する所有持分を
有する他の会社等（導管会社等に限り
ます。ロにおいて同じです。）に対す
る所有持分の全部又は一部をその構成
会社等が有する場合　その対象導管会
社等の収入等がその所有持分を有する
当該他の会社等の所在する国又は地域
の租税に関する法令においてその構成
員の収入等として取り扱われ、かつ、
当該他の会社等の収入等がその所有持
分を有するその構成会社等の所在する
国又は地域の租税に関する法令におい
てその構成員の収入等として取り扱わ
れること。

ⅲ　対象導管会社等と他の会社等（その
所有持分の全部又は一部をその構成会
社等が有するものに限ります。ⅲにお
いて同じです。）との間に一又は二以
上の会社等（導管会社等に限ります。
ⅲにおいて「介在会社等」といいま
す。）が介在する場合であって、その
構成会社等、当該他の会社等、介在会
社等及びその対象導管会社等が所有持
分の保有を通じて連鎖関係にある場合
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　その対象導管会社等の収入等がその
所有持分を有する介在会社等の所在す
る国又は地域の租税に関する法令にお
いてその構成員の収入等と、介在会社
等の収入等がその所有持分を有する他
の介在会社等の所在する国又は地域の
租税に関する法令においてその構成員
の収入等と、介在会社等の収入等がそ
の所有持分を有する当該他の会社等の
所在する国又は地域の租税に関する法
令においてその構成員の収入等と、当
該他の会社等の収入等がその所有持分
を有するその構成会社等の所在する国
又は地域の租税に関する法令において
その構成員の収入等として取り扱われ
ること。

ハ　上記 1 ⑵①ロイⅲに掲げる金額のうち、
所有持分（適格持分を除きます。）に係
るその構成会社等の所在地国の租税に関
する法令においてその構成会社等の所得
の金額の計算上損金の額に算入される金
額（法規38の20の 2 ③）

ロ　次に掲げる金額を除外資本損益に係る減
算調整額（上記 1 ⑵①ロロをご参照くださ
い。）から除くこととされています。
イ　上記 1 ⑵①ロロⅰに掲げる金額のうち、

当期法人税等の額又は法人税等調整額の
計算の基礎となるその構成会社等の所在
地国の租税に関する法令においてその構
成会社等の所得の金額の計算上益金の額
に算入される金額（適格持分に係るもの
を除きます。）（法規38の20の 2 ④）

ロ　上記 1 ⑵①ロロⅱに掲げる金額のうち、
特定所有持分に係るその構成会社等の所
在地国の租税に関する法令においてその
構成会社等の所得の金額の計算上益金の
額に算入される金額（法規38の20の 2
⑤）

ハ　上記 1 ⑵①ロロⅲに掲げる金額のうち、
所有持分（適格持分を除きます。）に係

るその構成会社等の所在地国の租税に関
する法令においてその構成会社等の所得
の金額の計算上益金の額に算入される金
額（法規38の20の 2 ⑥）

③　特例の取りやめ
　特定多国籍企業グループ等の各対象会計年
度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項
等（その対象会計年度以後の各対象会計年度
において本特例の適用を受けることをやめよ
うとする旨を含むものに限ります。③におい
て同じです。）の提供がある場合又は我が国
以外の国若しくは地域の租税に関する法令を
執行する当局にその特定多国籍企業グループ
等報告事項等に相当する事項の提供がある場
合（提供義務免除規定の適用がある場合に限
ります。）におけるその対象会計年度以後の
各対象会計年度の上記②の所有持分に係る構
成会社等個別計算所得等の金額の計算につい
ては、本特例は、適用しないこととされてい
ます。ただし、過去対象会計年度において本
特例により上記②イイ又はロの金額として上
記②イの加算調整額から除かれた金額がある
場合には、その対象会計年度以後の各対象会
計年度のその除かれた金額に係る所有持分に
係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算
については、この限りでないこととされてい
ます（法令155の24の 2 ②）。

（注 1 ）　本特例は 5 年選択（選択規定のうち、

その規定の適用を開始する対象会計年度

の直前の 4 対象会計年度のうちにその規

定の適用の取りやめを行った対象会計年

度がない場合に限り、適用を開始するこ

とができ、その規定の適用を取りやめる

対象会計年度の直前の 4 対象会計年度の

うちにその規定の適用を受けることとな

った対象会計年度がない場合に限り、適

用を取りやめることができる選択規定を

いいます。）とされています（法令155の

24の 2 ③④）。
（注 2 ）　法人税法第82条の 2 第 3 項（国際最低
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課税額）の規定は、上記②の所在地国を

所在地国とする同項に規定する特定構成

会社等がある場合について準用すること

とされています（法令155の24の 2 ⑤）。
（注 3 ）　共同支配会社等の共同支配会社等個別

計算所得等の金額の計算についても上記

②及び③と同様とされています（法令155

の24の 2 ⑥）。

Ⅳ　調整後対象租税額の計算

1　改正前の制度の概要

⑴　概要
　調整後対象租税額は、国又は地域における実
効税率の計算の分子とされる金額で、対象租税
の額に多くの調整を加えることにより算出され
ます。

⑵　意義
　構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計
年度に係る次に掲げる金額の合計額をいいます

（法法82三十、法令155の35①）。
①　当期対象租税額
②　法人税等調整額（税効果会計（注）の適用

により計上される法人税等（法人税その他利
益に関連する金額を課税標準として課される
租税をいいます。以下同じです。）の調整額
をいいます。以下同じです。）について一定
の調整を加えたところにより計算した金額

（以下「繰延対象租税額」といいます。）（法
規38の28①②）

（注）　「税効果会計」とは、貸借対照表又は連結

貸借対照表に計上されている資産及び負債

の金額と課税所得の計算の結果算定された

資産及び負債の金額との間に差異がある場

合において、その差異に係る法人税等の額

を適切に期間配分することにより、法人税

等を控除する前の当期純利益の金額と法人

税等の額を合理的に対応させるための会計

処理をいいます（法規38の28①）。

③　特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個
別財務諸表（純資産の項目又はその他の包括
利益の項目に限ります。）に記載された対象
租税の額（その対象租税の額の基礎とされた
金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合
に限ります。）（法規38の28⑦）

（注）　各対象会計年度において、各種投資会社等

に係る個別計算所得等の金額の計算の特例（法

令155の31）の適用を受ける場合等、個別計算

所得等の金額から一定の金額を減算する特例

の適用を受ける場合には、その対象会計年度

に係る調整後対象租税額には、一定の金額を

含まないものとされています（旧法令155の35

⑦～⑨、旧法規38の29⑪～⑬）。

⑶　当期対象租税額
　上記⑵①の当期対象租税額とは、構成会社等
又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る①
の金額に②の金額を加算した金額から③の金額
を減算した金額をいいます（旧法令155の35②）。
①　当期純損益金額に係る法人税等の額（対象

租税の額に限ります。以下「当期法人税等の
額」といいます。）に「被配分当期対象租税
額」を加算した金額

②　次に掲げる金額等の一定の金額
イ　①の金額のうち当期法人税等の額の計算

上減算されている適格給付付き税額控除額
ロ　その対象会計年度において過去対象会計

年度に係る当期対象租税額が過大であった
ことが判明した場合におけるその過大であ
った金額（当期法人税等の額又は費用の額
の計算上減算されているものに限ります。）

③　次に掲げる金額等の一定の金額
イ　①の金額のうち構成会社等又は共同支配
会社等の個別計算所得等の金額以外の金額
に係る当期法人税等の額（一定の金額を除
きます。）

ロ　①の金額のうち当期法人税等の額の計算
上減算されていない非適格給付付き税額控
除額（国又は地域の法令においてその非適
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格給付付き税額控除額に係る税額控除を受
ける要件を満たすこととなった日が移行対
象会計年度（注）開始の日前であるものを
除きます。）

（注）　「移行対象会計年度」とは、次に掲げる

特定多国籍企業グループ等に属する構成

会社等又はその特定多国籍企業グループ

等に係る共同支配会社等の区分に応じそ

れぞれ次に定める対象会計年度をいいま

す（法令155の 3 ②十一）。

イ 　構成会社等又は共同支配会社等（下

記ロに掲げる会社等を除きます。）　特

定多国籍企業グループ等に属する構成

会社等又はその特定多国籍企業グルー

プ等に係る共同支配会社等の全てが所

在地国としていなかった国又は地域を

その特定多国籍企業グループ等に属す

る構成会社等又はその特定多国籍企業

グループ等に係る共同支配会社等のい

ずれかが最初に所在地国としたその構

成会社等又は共同支配会社等に係る対

象会計年度

ロ 　無国籍構成会社等又は無国籍共同支

配会社等　特定多国籍企業グループ等

に属する構成会社等となった又はその

特定多国籍企業グループ等に係る共同

支配会社等となった最初の対象会計年

度

ハ　①の金額のうち、還付を受け、又は対象
租税の額から控除された金額（適格給付付
き税額控除額を除くものとし、当期法人税
等の額又は費用の額の計算上減算されてい
ないものに限ります。）

⑷　被配分当期対象租税額
　上記⑶①における被配分当期対象租税額とは、
一定の場合において他の構成会社等又は共同支
配会社等から配分される対象租税の額をいいま
す（法令155の35③）。
　例えば、構成会社等又は共同支配会社等の持

分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は
共同支配会社等（⑷、下記⑸及び 2 ⑷において

「親会社等」といいます。）が租税特別措置法第
66条の 6 （内国法人の外国関係会社に係る所得
の課税の特例）若しくは第66条の 9 の 2 （特殊
関係株主等である内国法人に係る外国関係法人
に係る所得の課税の特例）の規定又は我が国以
外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規
定に相当する規定（以下「外国子会社合算税制
等」といいます。）の適用を受ける場合におけ
る外国子会社合算税制等により構成会社等又は
共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算
入される金額の計算の基礎とされるその構成会
社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次
に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を
合計した金額が、被配分当期対象租税額となり
ます（法令155の35③四、法規38の29④）。
①　受動的所得の金額以外の所得の金額　イに

掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残
額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ　その親会社等の当期純損益金額に係る対

象租税の額（その親会社等がその所在地国
において外国税額控除等（外国税額控除
（所法95、法法69）の規定又は我が国以外
の国若しくは地域の租税に関する法令にお
けるこれらの規定に相当する規定をいいま
す。以下同じです。）の適用を受ける場合
には、その適用がないものとして計算した
場合の対象租税の額）のうち外国子会社合
算税制等によりその親会社等の益金の額に
算入される金額に係る部分の金額としてそ
の親会社等の所在地国の租税に関する法令
の規定を勘案して合理的な方法により計算
した金額

ロ　その親会社等がその所在地国において外
国税額控除等の適用を受ける金額のうちイ
に掲げる金額に係る部分の金額としてその
親会社等の所在地国の租税に関する法令の
規定を勘案して合理的な方法により計算し
た金額
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ハ　その構成会社等又は共同支配会社等に係
る受動的所得の金額以外の所得の金額がそ
の構成会社等又は共同支配会社等に係る受
動的所得の金額以外の所得の金額及び受動
的所得の金額の合計額のうちに占める割合

②　受動的所得の金額　イに掲げる金額からロ
に掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割
合を乗じて計算した金額（その金額がニに掲
げる金額を超える場合には、ニに掲げる金
額）
イ　①イに掲げる金額
ロ　①ロに掲げる金額
ハ　その構成会社等又は共同支配会社等に係

る受動的所得の金額がその構成会社等又は
共同支配会社等に係る受動的所得の金額及
び受動的所得の金額以外の所得の金額の合
計額のうちに占める割合

ニ　その構成会社等又は共同支配会社等の受
動的所得の金額に、基準税率から被配分当
期対象租税額（受動的所得の金額に係る部
分に限ります。）がないものとして計算し
た場合のその構成会社等又は共同支配会社
等の所在地国に係る国別実効税率（その構
成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社
等である場合には、その構成会社等又は共
同支配会社等の無国籍構成会社等実効税率
又は無国籍共同支配会社等実効税率）を控
除した割合を乗じて計算した金額

（注）　「受動的所得の金額」とは、構成会社等

又は共同支配会社等の個別計算所得等の

金額に含まれる次に掲げる金額のうち、

外国子会社合算税制等によりその構成会

社等又は共同支配会社等に係る親会社等

の益金の額に算入される金額の計算の基

礎とされるものをいいます（法規38の29

⑤）。

イ 　支払を受ける利子（これに相当する

ものを含みます。）の額

ロ 　支払を受ける利益の配当（これに相

当するものを含みます。）の額

ハ 　支払を受ける資産の貸付けによる対

価の額

ニ 　支払を受ける使用料の額

ホ 　保険契約であって年金を給付する定

めのあるものに基づいて支払を受ける

年金の額

ヘ 　イからホまでに掲げる金額に係る利

益の額（これに類する利益の額を含み

ます。）を生じさせる資産につき、その

運用、保有、譲渡、貸付けその他の行

為により生ずる利益の額（イからホま

でに掲げる金額に係る利益の額を除き

ます。）

⑸　経過措置として認められる被配分当期対象租
税額
　特定多国籍企業グループ等に属する構成会社
等又は共同支配会社等の令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年12月31日までの間に開始する対象会計
年度（令和 9 年 6 月30日までに終了するものに
限ります。）において、その構成会社等又は共
同支配会社等の親会社等が特定外国子会社合算
税制等（外国子会社合算税制等のうち、親会社
等に係る複数の外国関係会社等（租税特別措置
法第66条の 6 第 2 項第 1 号に規定する外国関係
会社若しくは同法第66条の 9 の 2 第 1 項に規定
する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは
地域におけるこれらに相当するものをいいます。
以下同じです。）の所得又は損失を通算して外
国子会社合算税制等によりその親会社等の益金
の額に算入される金額を算出することとされる
ものをいいます。⑸において同じです。）の適
用を受ける場合には、①に掲げる金額に②に掲
げる金額が③に掲げる金額のうちに占める割合
を乗じて計算した金額を被配分当期対象租税額
とすることが認められています（旧令和 5 年 6
月改正法規附則 2 ①）。
①　その親会社等の当期純損益金額に係る対象

租税の額（その親会社等がその所在地国にお
いて外国税額控除等の適用を受ける場合には、
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その適用後の対象租税の額）のうち特定外国
子会社合算税制等の適用によりその親会社等
の益金の額に算入される部分の金額に係る部
分の金額としてその親会社等の所在地国の租
税に関する法令の規定を勘案して合理的な方
法により計算した金額

②　その構成会社等又は共同支配会社等（これ
らのうち外国関係会社等に該当するものに限
ります。）に係る配分基準額

③　その親会社等に係る全ての外国関係会社等
（特定外国子会社合算税制等の適用に係るも
のに限ります。）に係る配分基準額

（注 1 ）　「配分基準額」とは、外国関係会社等の

対象所得金額（特定外国子会社合算税制

等の適用により親会社等の益金の額に算

入されることとなる所得の金額のうち各

外国関係会社等に係る部分の金額として

その親会社等の所在地国の租税に関する

法令の規定を勘案して合理的な方法によ

り計算した金額をいいます。）に適用基準

税率（特定外国子会社合算税制等に係る

課税額（特定外国子会社合算税制等の適

用により親会社等に課することとされる

法人税に相当する税の額から外国関係会

社等の所得に対して課される税の額が控

除される場合におけるその控除後の残額

をいいます。）が生ずることとなる税率と

してその親会社等の所在地国の租税に関

する法令の規定を勘案して合理的な方法

により計算した割合をいいます。）から特

定国別実効税率を控除した割合を乗じて

計算した金額をいいます（令和 5 年 6 月

改正法規附則 2 ②）。
（注 2 ）　（注 1 ）における「特定国別実効税率」

とは、被配分当期対象租税額（上記⑷①

及び②に係る部分に限ります。）がないも

のとし、かつ、自国内最低課税額に係る

税の額（特定外国子会社合算税制等の適

用を受けることにより親会社等が法人税

に相当する税の額から控除することがで

きる金額に限ります。）が対象租税の額に

含まれるものとして計算した場合の外国

関係会社等の所在地国に係る国別実効税

率（その外国関係会社等が無国籍会社等

である場合には、その外国関係会社等の

無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共

同支配会社等実効税率）をいいます（旧

令和 5 年 6 月改正法規附則 2 ③）。

⑹　繰延対象租税額
　上記⑵②の「繰延対象租税額」は、具体的に
は、①の金額に②の金額を加算した金額から③
の金額を減算した金額をいいます（旧法規38の
28③）。
①　調整後法人税等調整額（各対象会計年度の

当期純損益金額に係る法人税等調整額を次に
定めるところにより算出した場合におけるそ
の法人税等調整額をいいます。）
イ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
（税効果会計の適用により資産として計上
される金額をいいます。以下同じです。）
又は繰延税金負債（税効果会計の適用によ
り負債として計上される金額をいいます。
以下同じです。）のうちに、基準税率を上
回る適用税率（繰延税金資産又は繰延税金
負債の計算に用いられた税率をいいます。
以下同じです。）により算出された繰延税
金資産又は繰延税金負債がある場合には、
その繰延税金資産又は繰延税金負債は基準
税率により算出されたものとします。

ロ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
（その対象会計年度における個別計算損失
金額に係るものに限ります。）のうちに、
基準税率を下回る適用税率により算出され
たものがある場合には、その繰延税金資産
はその対象会計年度において基準税率によ
り算出されたものとすることができます。

ハ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得
等の金額に含まれない収入等に係る繰延税
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金資産又は繰延税金負債がある場合には、
その繰延税金資産又は繰延税金負債はない
ものとします。

ニ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務
処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債
がある場合には、その繰延税金資産又は繰
延税金負債はないものとします。

ホ　その当期純損益金額に係る繰延税金負債
のうちに、他の構成会社等又は他の共同支
配会社等に対する所有持分を有する場合に
おける当該他の構成会社等又は他の共同支
配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債

（当該他の構成会社等又は他の共同支配会
社等から受ける利益の配当があった場合に
取り崩されることとなるものに限ります。）
がある場合には、その繰延税金負債はない
ものとします。

へ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
の算定に当たり繰延税金資産から控除され
た金額（いわゆる評価性引当額）がある場
合には、その金額はないものとします。

ト　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
のうちに、その対象会計年度後の対象会計
年度における法人税等の額を減少させる見
込みに変更があったことにより計上された
繰延税金資産がある場合には、その繰延税
金資産はないものとします。

チ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引
上げ又は引下げにより計上された繰延税金
資産又は繰延税金負債がある場合には、そ
の繰延税金資産又は繰延税金負債はないも
のとします。

リ　その当期純損益金額に係る繰延税金資産
のうちに、繰越外国税額（法人税法第69条
第 3 項（外国税額の控除）に規定する繰越
控除対象外国法人税額又は我が国以外の国
若しくは地域におけるこれに相当するもの
をいいます。）その他当該対象会計年度後

の対象会計年度の法人税等の額から控除さ
れることとなる金額に係る繰延税金資産

（一定の繰延税金資産を除きます。）がある
場合には、その繰延税金資産はないものと
します。

ヌ　特定取引（対象会社等（特定多国籍企業
グループ等に属する構成会社等又はその特
定多国籍企業グループ等に係る共同支配会
社等をいいます。①において同じです。）
が、令和 3 年12月 1 日から他の会社等（そ
の特定多国籍企業グループ等に属する他の
構成会社等又はその対象会社等に係る他の
共同支配会社等をいいます。①において同
じです。）に係る移行対象会計年度開始の
日の前日までの期間において、当該他の会
社等から行われた一定の資産の移転をいい
ます（法規38の15④）。①において同じで
す。）が行われた場合において、他の会社
等がその特定取引の直前においてその特定
取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰
延税金負債を有していたときは、その特定
取引の時にその繰延税金資産又は繰延税金
負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金
負債が対象会社等において生じたものとし
ます。

ル　帳簿価額の変更（最終親会社等財務会計
基準を他の会計処理の基準に変更すること
等により令和 3 年12月 1 日から移行対象会
計年度開始の日の前日までの期間に行われ
た一定の資産の帳簿価額の変更をいいます

（法規38の15⑤）。①において同じです。）
により取り崩された繰延税金資産又は繰延
税金負債があった場合には、その繰延税金
資産又は繰延税金負債は、その帳簿価額の
変更によっては取り崩されなかったものと
します。

ヲ　当期純損益金額に係る繰延税金資産のう
ちに、移行対象会計年度前の特定取引又は
帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産
がある場合には、その繰延税金資産は次に
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掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る金額の合計額に相当する部分の金額を限
度として生じたものとします。
イ　その繰延税金資産が特定取引により生

じた場合　次に掲げる金額の合計額
ⅰ　その特定取引について他の会社等が

支払った租税の額（当該他の会社等が
連結等納税規定（注）の適用を受ける
場合には、その特定取引についてその
連結等納税規定により課された租税の
額のうち当該他の会社等に帰せられる
部分の金額）

（注）　法人税法施行令第155条の20第 1

項（同条第 6 項において準用する場

合を含みます。）（連結等納税規定の

適用がある場合の個別計算所得等の

金額の計算の特例）に規定する連結

等納税規定をいいます。以下同じで

す。

ⅱ　その特定取引がなかったならば取り
崩されなかった又は計上された他の会
社等の欠損の金額に係る繰延税金資産

（当該他の会社等が連結等納税規定の
適用を受ける場合には、その特定取引
がなかったならば取り崩されなかった
又は計上された欠損の金額に係る繰延
税金資産のうち当該他の会社等に帰せ
られる部分の金額）

ⅲ　その特定取引が移行対象会計年度以
後の各対象会計年度において生じたも
のであったならば他の会社等の被配分
当期対象租税額となった金額

ロ　その繰延税金資産が帳簿価額の変更に
より生じた場合　次に掲げる金額の合計
額
ⅰ　その帳簿価額の変更について対象会

社等が支払った租税の額（その対象会
社等が連結等納税規定の適用を受ける
場合には、その帳簿価額の変更につい
てその連結等納税規定により課された

租税の額のうちその対象会社等に帰せ
られる部分の金額）

ⅱ　その帳簿価額の変更がなかったなら
ば取り崩されなかった又は計上された
対象会社等の欠損の金額に係る繰延税
金資産（その対象会社等が連結等納税
規定の適用を受ける場合には、その帳
簿価額の変更がなかったならば取り崩
されなかった又は計上された欠損の金
額に係る繰延税金資産のうちその対象
会社等に帰せられる部分の金額）

ⅲ　その帳簿価額の変更が移行対象会計
年度以後の各対象会計年度において生
じたものであったならば対象会社等の
被配分当期対象租税額となった金額

ワ　その当期純損益金額に係る繰延税金負債
のうちに、移行対象会計年度前の特定取引
又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金
負債がある場合には、その繰延税金負債は
ないものとします。

②　次に掲げる金額
イ　過去対象会計年度において調整後対象租

税額から減算された③ハに係る部分の金額
に係る繰延税金負債のうち、その対象会計
年度において支払われた部分に相当する金
額

ロ　過去対象会計年度において「 5 対象会計
年度後の対象会計年度終了の日までに支払
われることが見込まれない部分に係る金額
がある場合に係る特例（下記③（注）をご
参照ください。）」により調整後対象租税額
から減算された金額に係る繰延税金負債の
うち、その対象会計年度において支払われ
た部分に相当する金額

ハ　次に掲げる金額のうち、その対象会計年
度において支払われた部分に相当する金額
イ　過去対象会計年度における法人税法施

行令第155条の40第 2 項第 3 号イ（構成
会社等に係る再計算国別国際最低課税
額）（同令第155条の48第 1 項（共同支配
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会社等に係る再計算国別国際最低課税
額）において準用する場合を含みます。）
に規定する再計算国別調整後対象租税額
の計算において減算された法人税法施行
規則第38条の32第 1 項第 2 号（構成会社
等に係る再計算国別国際最低課税額）

（同令第38条の37第 1 項（共同支配会社
等に係る再計算国別国際最低課税額）に
おいて準用する場合を含みます。）に規
定する取戻繰延税金負債

ロ　過去対象会計年度における法人税法施
行令第155条の44第 2 項（無国籍構成会
社等に係る再計算国際最低課税額）（同
令第155条の51第 1 項（無国籍共同支配
会社等に係る再計算国際最低課税額）に
おいて準用する場合を含みます。）に規
定する再計算調整後対象租税額の計算に
おいて減算された法人税法施行規則第38
条の35第 1 項第 2 号（無国籍構成会社等
に係る再計算国際最低課税額）（同令第
38条の39第 1 項（無国籍共同支配会社等
に係る再計算国際最低課税額）において
準用する場合を含みます。）に規定する
取戻繰延税金負債

ニ　その対象会計年度において取り崩された
繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の
当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用
税率の引上げにより増加した場合（引上げ
前の適用税率が基準税率を下回る場合に限
ります。）におけるその増加した繰延税金
負債（引上げ後の適用税率が基準税率を上
回る場合には、適用税率が基準税率まで引
き上げられたものとした場合に増加する繰
延税金負債として計算される金額）に相当
する金額

③　次に掲げる金額
イ　その対象会計年度において生じた欠損の

金額についてその対象会計年度後の対象会
計年度における法人税等の額を減少させる
ことが見込まれないことにより繰延税金資

産が計上されなかった場合において、その
欠損の金額がその対象会計年度後の対象会
計年度における法人税等の額を減少させる
ことが見込まれるとしたならば計上される
こととなる繰延税金資産に相当する金額

ロ　その対象会計年度において生じた欠損の
金額がある場合において、欠損金の繰戻還
付（法人税法第80条（欠損金の繰戻しによ
る還付）若しくは第144条の13（欠損金の
繰戻しによる還付）の規定又は我が国以外
の国若しくは地域の租税に関する法令にお
けるこれらの規定に相当する規定をいいま
す。）に係る還付金の額がある場合におい
てその欠損の金額がその対象会計年度後の
対象会計年度に繰り越されるとしたならば
計上されることとなる繰延税金資産に相当
する金額

ハ　所有持分の移転により特定多国籍企業グ
ループ等に属することとなった構成会社等
又は特定多国籍企業グループ等に係る共同
支配会社等に該当することとなったもの

（その特定多国籍企業グループ等に係る共
同支配親会社等に係る共同支配会社等に該
当していたものがその特定多国籍企業グル
ープ等に係る他の共同支配親会社等に係る
共同支配会社等に該当することとなった場
合におけるその共同支配会社等を含みま
す。）のその属することとなり、又はその
該当することとなる前の過去対象会計年度
に計上された繰延税金負債に係る繰延対象
租税額のうち、その移転の日を含む対象会
計年度の 5 対象会計年度後の対象会計年度
終了の日までに取り崩されなかった繰延税
金負債に係る部分の金額（一定の金額を除
きます。）に相当する金額

（注）　 5 対象会計年度後の対象会計年度終了の

日までに支払われることが見込まれない部

分に係る金額がある場合に係る特例

　各対象会計年度の当期純損益金額に係る

繰延税金負債（その対象会計年度において
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計上されたものに限ります。）のうちにその

対象会計年度（（注）において「適用対象会

計年度」といいます。）の 5 対象会計年度後

の対象会計年度終了の日までに支払われる

ことが見込まれない部分に係る金額がある

場合において、特定多国籍企業グループ等

の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業

グループ等報告事項等（繰延対象租税額の

計算につき本特例の適用を受けようとする

旨を含むものに限ります。（注）において同

じです。）の提供があるとき、又は我が国以

外の国若しくは地域の租税に関する法令を

執行する当局にその特定多国籍企業グルー

プ等報告事項等に相当する事項の提供があ

るとき（提供義務免除規定の適用がある場

合に限ります。）は、その見込まれない部分

に係る金額に相当する金額を繰延対象租税

額から減算することとされています（法規

38の28④）。

⑺　移行対象会計年度前の対象会計年度において
計上された繰延税金資産又は繰延税金負債があ
る場合の取扱い
　移行対象会計年度前の対象会計年度において
計上された繰延税金資産又は繰延税金負債があ
る場合における繰延対象租税額（その繰延税金
資産又は繰延税金負債に係るものに限ります。）
の計算については、上記⑹①（ハからリまでに
係る部分に限ります。）、②並びに③ロ及びハ

（（注）の特例を含みます。）の取扱いは、適用
しないこととされています。
　ただし、その計上された繰延税金資産のうち
に、個別計算所得等の金額に含まれない収入等
に係る繰延税金資産（令和 3 年12月 1 日以後に
行われた取引に係るものに限ります。）がある
場合におけるその繰延税金資産については、こ
の限りではありません（旧法規38の28⑥）。

⑻　過大であった過去対象会計年度における調整
後対象租税額が少額である場合に係る特例
①　概要

　本税制では、過去対象会計年度に係る調整
後対象租税額が過大であったことが判明した
場合には、原則として再計算国別国際最低課
税額（法令155の40、155の48）又は再計算国
際最低課税額（法令155の44、155の51）の計
算においてその調整を行うこととされていま
す。
　ただし、過去対象会計年度に係る過大であ
った調整後対象租税額の合計額が僅少と認め
られる場合には、再計算国別国際最低課税額
又は再計算国際最低課税額の計算における調
整を行わないことを選択することができます。

②　特例の内容
　構成会社等又は共同支配会社等の各対象会
計年度において、過去対象会計年度に係る調
整後対象租税額が過大であったことが判明し
た場合（構成会社等にあっては（注 1 ）に掲
げる場合に限るものとし、共同支配会社等に
あっては（注 2 ）に掲げる場合に限るものと
します。）において、特定多国籍企業グルー
プ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業
グループ等報告事項等（構成会社等及びその
構成会社等の所在地国を所在地国とする他の
構成会社等の調整後対象租税額若しくは無国
籍構成会社等の調整後対象租税額又は共同支
配会社等及びその共同支配会社等の所在地国
を所在地国とするその共同支配会社等に係る
他の共同支配会社等の調整後対象租税額若し
くは無国籍共同支配会社等の調整後対象租税
額の計算につき本特例の適用を受けようとす
る旨を含むものに限ります。⑻において同じ
です。）の提供があるとき又は我が国以外の
国若しくは地域の租税に関する法令を執行す
る当局にその特定多国籍企業グループ等報告
事項等に相当する事項の提供があるとき（提
供義務免除規定の適用がある場合に限りま
す。）は、再計算国別国際最低課税額又は再
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計算国際最低課税額の計算に関連する次に掲
げる金額は、零とすることとされています

（法令155の35④、旧法規38の28⑪）。
イ　上記⑶②ロに掲げる金額及び上記⑹③ロ

に掲げる金額
ロ　過去対象会計年度に係る納付すべき対象

租税の額（調整後対象租税額に含まれてい
たものに限ります。）がその過去対象会計
年度後の対象会計年度において減少した場
合におけるその減少した金額（法令155の
40①一、155の44①一）

ハ　法人税法施行令第155条の40第 1 項第 4
号（同令第155条の48第 1 項において準用
する場合を含みます。）若しくは第155条の
44第 1 項第 4 号（同令第155条の51第 1 項
において準用する場合を含みます。）に掲
げる金額

（注 1 ）　構成会社等の所在地国を所在地国とす

る全ての構成会社等の過去対象会計年度

に係る過大であった調整後対象租税額の

合計額（無国籍構成会社等にあっては、

その無国籍構成会社等の過去対象会計年

度に係る過大であった調整後対象租税額）

が100万ユーロを本邦通貨表示の金額に換

算した金額に満たない場合
（注 2 ）　共同支配会社等及びその共同支配会社

等の所在地国を所在地国とするその共同

支配会社等に係る他の共同支配会社等の

過去対象会計年度に係る過大であった調

整後対象租税額の合計額（無国籍共同支

配会社等にあっては、その無国籍共同支

配会社等の過去対象会計年度に係る過大

であった調整後対象租税額）が100万ユー

ロを本邦通貨表示の金額に換算した金額

に満たない場合

2 　改正の内容

⑴　還付を受け、又は控除された対象租税の額が
ある場合における調整後対象租税額の計算の見
直し
　執行ガイダンス（令和 5 年（2023年） 7 月公
表執行ガイダンス 2 ）において、税額控除等の
額（還付を受け、又は対象租税の額から控除さ
れた金額をいいます。以下同じです。）に係る
個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額の
計算における調整方法が明らかにされたことに
伴い、所要の改正が行われました（注）。

（注）　個別計算所得等の金額の計算における税額

控除の額に係る調整の見直しについては、上

記Ⅲ 2⑴をご参照ください。

①　当期対象租税額の計算上加算される税額控
除等の額の範囲の見直し
　当期対象租税額の計算上加算される金額に、
上記 1 ⑶①の金額のうち当期法人税等の額の
計算上減算されている適格適用者変更税額控
除額が加えられました（法令155の35②二ハ）。
　これは、上記Ⅲ 2⑴①のとおり、本執行ガ
イダンスにおいて、適格適用者変更税額控除
額は、本税制においては適格給付付き税額控
除額と同様に収益として取り扱うこととされ
たためです。

②　当期対象租税額の計算上減算される税額控
除等の額の範囲の見直し
　上記Ⅲ 2⑴①のとおり、本税制において、
適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更
税額控除額が収益として取り扱われるのに対
し、これら以外の税額控除等の額は、会計上
の取扱いにかかわらず、調整後対象租税額を
減額するものとして取り扱われることとされ
ました。
　具体的には、各対象会計年度に係る上記 1
⑶①の金額のうち、税額控除等の額（適格給
付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控
除額を除くものとし、当期法人税等の額又は
費用の額の計算上減算されていないものに限
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ります。）のうち次に掲げる区分に応じそれ
ぞれ次に定める金額が、当期対象租税額の計
算上減算される金額とされました（法令155
の35②三ロ）。
イ　非適格適用者変更税額控除額（当初適用

者に該当する構成会社等若しくは共同支配
会社等に係る適用者変更税額控除額（上記
Ⅲ 2 ⑴①イイ（注 1 ）ⅰ又はⅱに掲げる要
件を満たさないものに限ります。）又は新
適用者に該当する構成会社等若しくは共同
支配会社等に係る適用者変更税額控除額

（上記Ⅲ 2 ⑴①イロ（注 1 ）ⅰ又はⅱに掲
げる要件を満たさないものに限ります。）
をいいます。イにおいて同じです。）　次に
掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区
分に応じそれぞれ次に定める金額（法規38
の28⑨一）
イ　その非適格適用者変更税額控除額に係

る当初適用者に該当する構成会社等又は
共同支配会社等　次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める金額
ⅰ　その対象会計年度においてその構成

会社等又は共同支配会社等がその非適
格適用者変更税額控除額につきその適
用を受けた場合（その対象会計年度が
その適用を受けた課税期間終了の日の
属する対象会計年度である場合に限り
ます。）　その適用を受けた部分の金額

ⅱ　その対象会計年度においてその構成
会社等又は共同支配会社等がその非適
格適用者変更税額控除額に係る適用者
変更を行った場合　その適用者変更に
つき支払を受けた対価の額

ロ　その非適格適用者変更税額控除額に係
る新適用者に該当する構成会社等又は共
同支配会社等　次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ次に定める金額（ⅱに定め
る金額にあっては、零を超えるものに限
ります（注）。）
ⅰ　その対象会計年度においてその構成

会社等又は共同支配会社等が新適用者
変更税額控除額（その非適格適用者変
更税額控除額のうち、適用者変更によ
りその構成会社等又は共同支配会社等
がその適用を受けることができること
となった部分の金額をいいます。ロに
おいて同じです。）につきその適用を
受けた場合（その対象会計年度がその
適用を受けた課税期間終了の日の属す
る対象会計年度である場合に限りま
す。）　次の算式により計算される金額
（適用者変更を行った際の割引額のう
ち、税額控除として適用を受けた部分
の金額に対応する金額）

《算式》

新適用者変更
税額控除額 －

その非適格適用者変
更税額控除額に係る
適用者変更につき支
払った対価の額

×

その新適用者変更税額控除額のうち
その対象会計年度においてその適用
を受けた部分の金額

その新適用者変更税額控除額

ⅱ　その対象会計年度においてその構成
会社等又は共同支配会社等が新適用者
変更税額控除額に係る適用者変更を行
った場合　次の算式により計算される
金額
《算式》

その非適格適
用者変更税額
控除額に係る
適 用 者 変 更

（購入）につ
き支払った対
価の額

適用者
変 更

（譲渡）
につき
支払を
受けた
対価の
額

－

そ の 新 適
用 者 変 更
税 額 控 除
額 の う ち
そ の 適 用
者変更（譲
渡 ） を 行
っ た 部 分
の金額

×

その新適用者
変更税額控除
額

（注）　なお、上記ⅱの算式により計算さ

れる金額を、適用者変更（譲渡）を

行ったことにより生じる損益の額と

して捉えるとするならば、適用者変
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更（購入）につき支払った対価の額

（購入価額）と適用者変更（譲渡）
につき支払を受けた対価の額（譲渡

価額）とがどのような金額であるか

によって、利益又は損失のいずれに

もなり得ることとなります。上記ⅱ

に定める金額が零を下回る場合（損

失が生じる場合）には、その下回る

部分の金額のうち、その構成会社等

又は共同支配会社等の当期純損益金

額に係る損失の額としていない金額

をその構成会社等又は共同支配会社

等のその対象会計年度に係る個別計

算所得等の金額から減算することと

されています（法規38の16㉔）。

ロ　非適格給付付き税額控除額（国等から受
ける給付付き税額控除の額のうち、適格給
付付き税額控除額以外の金額（その金額の
うち適用者変更税額控除額を除きます。）
をいいます。ロにおいて同じです。）　その
非適格給付付き税額控除額のうちその対象
会計年度においてその適用を受けた金額

（その対象会計年度がその適用を受けた課
税期間終了の日の属する対象会計年度であ
る場合におけるその金額に限るものとし、
国又は地域の法令においてその非適格給付
付き税額控除額に係る税額控除を受ける要
件を満たすこととなった日が移行対象会計
年度開始の日前であるものを除きます。）

（法規38の28⑨二）
ハ　上記イ及びロに掲げる金額以外の税額控

除等の額　その対象会計年度においてその
適用を受けた金額（その対象会計年度がそ
の適用を受けた課税期間終了の日の属する
対象会計年度である場合におけるその金額
に限ります。）（法規38の28⑨三）

③　過大であった過去対象会計年度における調
整後対象租税額が少額である場合に係る特例
の見直し
　執行ガイダンス（令和 5 年（2023年） 7 月

公表執行ガイダンス 2 ）に沿って、各対象会
計年度において過去対象会計年度に係る当期
対象租税額が過大であったことが判明したこ
とにより、上記 1 ⑻の選択をした場合におい
て、その過大であった部分の金額が当期法人
税等の額又は費用の額の計算上減算されてい
ないときは、その過大であった部分の金額を
その構成会社等又は共同支配会社等のその対
象会計年度に係る調整後対象租税額から減算
することとされました（法規38の28⑫）。
　すなわち、過去対象会計年度における調整
後対象租税額が過大であったことにより、そ
の過去対象会計年度の対象租税の額に係る税
額控除等の額がある場合には、財務会計上、
当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算
されないときであっても、過大であった過去
対象会計年度における調整後対象租税額が少
額である場合に係る特例により再計算国別国
際最低課税額又は再計算国際最低課税額の計
算における調整を行わないことを選択したと
きは、その税額控除等の額を当期の調整後対
象租税額から減算することとなります。

⑵　資本損益合算選択を行った場合における一定
の導管会社等を通じて得られる税額控除等に係
る調整後対象租税額の計算の特例の創設
①　特例の趣旨

　投資先であるパートナーシップ（本税制で
は導管会社等に該当）に生じた税額控除の額
について、投資者が自らの税額を減少させる
ために適用できる税制を有する国又は地域が
あります。このような税制は、税額控除の額
がなければ、投資額が投資収益の額を下回る
ような事業について、税額控除等の税制上の
メリットを与えることによって投資を促そう
とするものであるといえます。
　しかし、本税制においては、基本的に、税
額控除の額を調整後対象租税額の減額として
取り扱うため（上記⑴をご参照ください。）、
このような税額控除の額によっても実効税率
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が低下し、国際最低課税額が発生すれば、こ
のような税制の政策目的と乖離する結果が生
じることとなっていました。
　そのため、執行ガイダンス（令和 5 年

（2023年） 2 月公表執行ガイダンス2.9及び 7
月公表執行ガイダンス 2 ）において、資本損
益合算選択（上記Ⅲ 2⑵をご参照ください。）
を行う場合には、一定の導管会社等に対する
持分を通じて得られる一定の税額控除の額等
を実効税率の分子の減少としないルールが示
されたため、本執行ガイダンスに沿った改正
が行われました。

②　特例の内容
　構成会社等又は共同支配会社等が、各対象
会計年度において資本損益合算選択の適用を
受ける場合において、導管会社等（その構成
会社等の特定多国籍企業グループ等に属する
会社等又はその共同支配会社等に係る他の共
同支配会社等を除きます。）に対する持分の
うちその持分を有することにより受けること
ができると見込まれる収益の額（適格給付付
き税額控除額以外の税額控除の額を除きま
す。）がその持分の取得に要した額を下回る
ことその他の要件（注 1 ）の全てを満たすも
の（イにおいて「適格持分」といいます。）
を有するときは、その構成会社等又は共同支
配会社等のその対象会計年度に係る調整後対
象租税額の計算については、次に掲げる場合
の区分に応じそれぞれ次に定めるところによ
ることとされています（法令155の35⑦）。
イ　その適格持分を有することにより受ける

投資収益の額（注 2 ）がその取得に要した
額以下である場合　その適格持分を有する
ことにより受ける税額控除の額及びこれに
類するもの（注 3 ）をその調整後対象租税
額に加算することとされています。

ロ　上記イの投資収益の額がその取得に要し
た額を超える場合（その対象会計年度以前
の各対象会計年度において上記イにより加
算された金額がある場合に限ります。）　そ

の超える部分の一定の金額（注 4 ）（その
加算された金額（過去対象会計年度におい
てロにより減算された金額がある場合には、
その減算された金額を除きます。）に相当
する金額を限度とします。）をその調整後
対象租税額から減算することとされていま
す。

（注 1 ）　次に掲げる要件をいいます（法規38

の29⑪）。

イ 　その導管会社等（（注 1 ）において

「対象導管会社等」といいます。）に

対する持分を有することにより受け

ることができると見込まれる収益の

額（適格給付付き税額控除額以外の

税額控除の額を除きます。）がその持

分の取得に要した額を下回ること。

　 　なお、ここでの「収益の額」は、

その持分を取得した時に見込まれる

収益の額とされています（法規38の

29⑫）。

ロ 　次に掲げる場合の区分に応じそれ

ぞれ次に定める要件を満たすこと。

　ⅰ 　対象導管会社等に対する持分を

その構成会社等又は共同支配会社

等（ロにおいて「保有会社等」と

いいます。）が有する場合　その対

象導管会社等の収入等がその保有

会社等の所在する国又は地域の租

税に関する法令においてその構成

員の収入等として取り扱われるこ

と。

　ⅱ 　対象導管会社等に対する持分を

有する他の会社等（導管会社等に

限るものとし、保有会社等の特定

多国籍企業グループ等に属する会

社等又は保有会社等に係る他の共

同支配会社等を除きます。ロにお

いて同じです。）に対する持分の全

部又は一部を保有会社等が有する

場合　その対象導管会社等の収入
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等がその持分を有する当該他の会

社等の所在する国又は地域の租税

に関する法令においてその構成員

の収入等として取り扱われ、かつ、

当該他の会社等の収入等がその持

分を有するその保有会社等の所在

する国又は地域の租税に関する法

令においてその構成員の収入等と

して取り扱われること。

　ⅲ 　対象導管会社等と他の会社等

（その持分の全部又は一部を保有会

社等が有するものに限ります。ⅲ

において同じです。）との間に一又

は二以上の会社等（導管会社等に

限るものとし、その保有会社等の

特定多国籍企業グループ等に属す

る会社等又はその保有会社等に係

る他の共同支配会社等を除きます。

ⅲにおいて「介在会社等」といい

ます。）が介在する場合であって、

その保有会社等、当該他の会社等、

介在会社等及びその対象導管会社

等が持分の保有を通じて連鎖関係

にある場合　その対象導管会社等

の収入等がその持分を有する介在

会社等の所在する国又は地域の租

税に関する法令においてその構成

員の収入等と、介在会社等の収入

等がその持分を有する他の介在会

社等の所在する国又は地域の租税

に関する法令においてその構成員

の収入等と、介在会社等の収入等

がその持分を有する当該他の会社

等の所在する国又は地域の租税に

関する法令においてその構成員の

収入等と、当該他の会社等の収入

等がその持分を有するその保有会

社等の所在する国又は地域の租税

に関する法令においてその構成員

の収入等として取り扱われること。

ハ 　保有会社等の所在地国の租税に関

する法令及び対象導管会社等が事業

を行う国又は地域において一般に公

正妥当と認められる会計処理の基準

において、その対象導管会社等の純

資産の部に計上される持分であること。

ニ 　対象導管会社等に対する持分を有

する者のうち、特定多国籍企業グル

ープ等に属する構成会社等又はその

特定多国籍企業グループ等に係る共

同支配会社等のみが、その持分を有

することにより税額控除及びこれに

類するものを受けることができるも

のでないこと。
（注 2 ）　「投資収益の額」とは、次に掲げる金

額の合計額とされています（法規38の

29⑬）。

イ 　適格持分を有することにより受け

ることができる税額控除の額

ロ 　国又は地域の租税に関する法令に

おいて構成会社等又は共同支配会社

等の所得の金額の計算上損金の額に

算入される適格持分に係る導管会社

等の損失の額にその構成会社等又は

共同支配会社等に適用される税率を

乗じて計算した金額

ハ 　適格持分に係る利益の配当の額及

びこれに類するもの

ニ 　適格持分の譲渡により受ける対価

の額
（注 3 ）　「税額控除の額及びこれに類するも

の」とは、上記（注 2 ）イ及びロに掲

げる金額（適格給付付き税額控除額を

除きます。）の合計額のうち当期法人税

等の額の計算上減算されている額とさ

れています（法規38の29⑭）。
（注 4 ）　「その超える部分の一定の金額」とは、

適格持分に係る上記（注 2 ）イからニ

までに掲げる金額を最も古いものから

その適格持分の取得に要した金額に順
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次充てるものとした場合において、そ

の充てられることとなる金額がその取

得に要した金額を超えるときにおける

その超える部分の金額のうち、その対

象会計年度に係る適格給付付き税額控

除額並びに上記（注 2 ）ハ及びニに掲

げる金額に係る部分の金額とされてい

ます（法規38の29⑮）。
（注 5 ）　一定の会計処理を行っている場合に

は、上記イ及びロの取扱いとは異なる

調整を行うこととされています。具体

的には、適格持分を有する構成会社等

又は共同支配会社等が、各対象会計年

度において資本損益合算選択の適用を

受ける場合において、その適格持分の

帳簿価額からイに掲げる金額を減額す

る会計処理又はこれに類するものを行

っているとき（過去対象会計年度（下

記（注 6 ）の適用対象会計年度に限り

ます。）において下記（注 6 ）の適用を

受けた場合を含みます。）は、その対象

会計年度に係る調整後対象租税額の計

算については、上記イ及びロの取扱い

にかかわらず、イに掲げる金額を限度

として、ロに掲げる金額をその対象会

計年度に係る調整後対象租税額に加算

することとされています（法規38の29⑯）。

イ 　その適格持分の取得に要した額に

ⅰに掲げる金額がⅱに掲げる金額の

うちに占める割合を乗じて計算した

金額

　ⅰ 　その対象会計年度に係る上記

（注 2 ）イ及びロに掲げる金額の合

計額

　ⅱ 　その適格持分を取得した時に見

込まれるその取得した日の属する

対象会計年度以後の各対象会計年

度に係る上記（注 2 ）イ及びロに

掲げる金額の合計額

ロ 　その対象会計年度に係る上記（注

3 ）の税額控除の額及びこれに類す

るもの
（注 6 ）　上記（注 5 ）の会計処理を行ってい

ない場合であっても、一定の場合には

上記（注 5 ）と同様の取扱いを受ける

ことができることとされています。具

体的には、適格持分を有する構成会社

等又は共同支配会社等が、各対象会計

年度において資本損益合算選択の適用

を受ける場合において、上記（注 5 ）

の会計処理又はこれに類するものを行

っていないときは、その適格持分を取

得した日の属する対象会計年度（その

取得した日が資本損益合算選択の適用

を受ける最初の対象会計年度開始の日

前である場合には、その最初の対象会

計年度。（注 6 ）において「適用対象会

計年度」といいます。）に係る調整後対

象租税額の計算については、上記イ及

びロの取扱いにかかわらず、イに掲げ

る金額を限度として、ロに掲げる金額

をその適用対象会計年度に係る調整後

対象租税額に加算することができるこ

ととされています（法規38の29⑰）。

イ 　その適格持分の取得に要した額に

ⅰに掲げる金額がⅱに掲げる金額の

うちに占める割合を乗じて計算した

金額

　ⅰ 　その対象会計年度に係る上記

（注 2 ）イ及びロに掲げる金額の合

計額

　ⅱ 　その適格持分を取得した時に見

込まれるその取得した日の属する

対象会計年度以後の各対象会計年

度に係る上記（注 2 ）イ及びロに

掲げる金額の合計額

ロ 　その対象会計年度に係る上記（注

3 ）の税額控除の額及びこれに類す

るもの
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通常の税額控除額
50

導管会社等に対する持分のうち以下の要件を満たすものが、本特例の対象となる持分（適格持分）とされる。（法規38の29⑪）
①　持分を通じて受ける収益の見込み額（適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。）が、その持分の取得に要した額を下回ること。
　  （※下図参照）
② グループ外の導管会社等に対する持分であること。
③　構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令及びその導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認め
　られる会計処理の基準において、資本持分とされていること。
④　本税制（GloBEルール）の対象となる構成会社等又は共同支配会社等のみが、その持分を有することにより税額控除及びこれに類するもの
　を受けることができるものでないこと。

【　　　　　 】投資実施時点の
投資回収額の見込み額

本特例の対象となる持分
（適格持分）

投資回収額（適格
給付付き税額控除
額以外の税額控除
額を除く。）の見込
み額が、投資額を
下回る。

一定の要件を満
たす導管会社等

への投資額
100

適格給付付き
税額控除額

30

損失の税効果
20

利益の配当
10

本特例の対象となる持分（適格持分）

適格給付付き
税額控除額
30

損失の税効果
30
分配
10

税額控除の額
10

一定の
導管会社等
への投資額
100

持分売却の対価
10

【投資額100】 分配

20

適格給付付き
税額控除額

30
損失の税効果

30
分配
10

税額控除の額
10

持分売却の対価
10

20

調整後対象租税額の調整方法の閾値として使用される投資収益の額は、以下のとおり。
①　一定の導管会社等に対する持分を通じて得た税額控除の額
②　損失の税効果の額（一定の導管会社等の損失の額で構成会社等の損金の額に算入される金額に構成会社等に適用される税率を乗じて計算した金額）
③　一定の導管会社等からの分配等の額　※資本の払戻しを含む。
④　持分の売却の対価の額
※　なお、本特例の対象となる持分の判定においても「収益の額」の見込み額が使用されるが、ここでの「収益の額」とはその範囲が異なる。

投資収益の額が投資額（持分の取得に要した額）以下である
場合には、投資収益の額（上記「投資収益の額」①～④）のう
ち、
①に係る税額控除の額（適格給付付き税額控除額を除く。）
②に係る損失の税効果の額
を調整後対象租税額に加算する。
　この事例では、40（税額控除の額10（上記①）及び損失の
税効果額30（上記②））を調整後対象租税額に加算。

投資収益の額が投資額を超える場合であって、左記⑴により加算された金額がある場合には、左記⑴
により加算された金額相当額を限度として、その超える部分の金額のうち、上記「投資収益の額」①～
④のうちの、
①に係る適格給付付き税額控除額
③に係る一定の導管会社等からの分配等の額
④に係る持分の売却の対価の額
を調整後対象租税額から減算する。
　この事例では、左記⑴により40が調整後対象租税額に加算されているため、分配20（上記③）の
うち、投資収益の額が投資額を超えた部分の金額である10を調整後対象租税額から減算。
（※　なお、この場合には、税額控除の額や損失の税効果の額の足し戻しは行われない。）

【投資収益の額90】

【投資収益の額110】

「投資収益の額」の範囲（法規38の29⑬）

⑴投資収益の額が投資額以下の場合（法令155の35⑦一） ⑵投資収益の額が投資額を超える場合（法令155の35⑦二）

本特例による調整後対象租税額の調整

─ 657 ─

――国際課税関係の改正――



⑶　移行対象会計年度前の対象会計年度において
計上された繰延税金資産又は繰延税金負債の取
扱いの見直し
　上記 1 ⑺のとおり、移行対象会計年度前の対
象会計年度において計上された繰延税金資産又
は繰延税金負債がある場合における繰延対象租
税額（その繰延税金資産又は繰延税金負債に係
るものに限ります。）の計算については、上記
1 ⑹①（ハからリまでに係る部分に限ります。）、
②並びに③ロ及びハ（（注）の特例を含みま
す。）の取扱いは、適用しないこととされてい
ました。
　今般の改正において、執行ガイダンス（令和
5 年（2023年） 2 月公表執行ガイダンス4.1）
に沿って、移行対象会計年度前の対象会計年度
において計上された繰延税金資産がある場合に
おける繰延対象租税額（その繰延税金資産に係
るものに限ります。⑶において同じです。）の
計算においても、上記 1 ⑹①（ヘ及びトに係る
部分に限ります。）の取扱いについては、適用
することとされました（法規38の28⑥）。
　すなわち、移行対象会計年度前の対象会計年
度において計上された繰延税金資産がある場合
における繰延対象租税額の計算においても、そ
の当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に
当たり繰延税金資産から控除された金額（いわ
ゆる評価性引当額）がある場合には、その金額
はないものとし、その当期純損益金額に係る繰
延税金資産のうちに、その対象会計年度後の対
象会計年度における法人税等の額を減少させる
見込みに変更があったことにより計上された繰
延税金資産がある場合には、その繰延税金資産
はないものとすることとなります。

⑷　経過措置として認められる被配分当期対象租
税額の計算の見直し
①　改正の趣旨

　上記 1 ⑸のとおり、原則的な被配分当期対
象租税額の計算方法に代えて経過的に用いる
ことができる簡便な計算方法における特定国

別実効税率は、本税制における国別実効税率
（外国関係会社等が無国籍会社等に該当する
場合には無国籍構成会社等実効税率又は無国
籍共同支配会社等実効税率。⑷において同じ
です。）を基礎として算出されます。しかし
ながら、外国関係会社等が、次に掲げる場合
に該当する場合には、国別実効税率の計算を
要しないこととされています。
イ　下記Ⅵの自国内最低課税額に係る税に関

する適用免除基準（いわゆる QDMTT セ
ーフ・ハーバー）の適用を受ける場合

ロ　下記Ⅶの収入金額等に関する適用免除基
準の適用を受ける場合

ハ　下記Ⅸの移行期間 CbCR セーフ・ハー
バーの適用を受ける場合

ニ　その外国関係会社等が特定多国籍企業グ
ループ等に属する会社等及びその特定多国
籍企業グループ等に係る共同支配会社等に
該当しない場合

　そのため、執行ガイダンス（令和 5 年
（2023年）12月公表執行ガイダンス 4 ）に沿
って、このような場合における特定国別実効
税率の算出方法が明確化されました。

②　改正の内容
　具体的には、各対象会計年度において、外
国関係会社等が次に掲げる場合に該当する場
合には、その対象会計年度に係る特定国別実
効税率は、次に掲げる場合の区分に応じそれ
ぞれ次に定める割合とすることとされました

（令和 5 年 6 月改正法規附則 2 ④）。
イ　その対象会計年度においてその外国関係

会社等が下記Ⅵの自国内最低課税額に係る
税に関する適用免除基準の適用を受ける場
合　自国内最低課税額に係る税に関する法
令におけるその外国関係会社等に係る国別
実効税率（法法82の 2 ②一イ⑶又は④一イ
⑶）（その外国関係会社等が無国籍会社等
である場合にあっては、無国籍構成会社等
実効税率（法法82の 2 ②四）又は無国籍共
同支配会社等実効税率（法法82の 2 ④四））
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に相当する割合（その外国関係会社等に対
して課される自国内最低課税額に係る税の
額がある場合において、その額につき親会
社等がその所在地国において外国税額控除
等の適用を受けることができるときは、そ
の外国関係会社等の調整後対象租税額にそ
の額が含まれるものとして合理的な方法に
より計算したその割合）

ロ　その対象会計年度においてその外国関係
会社等が下記Ⅶの収入金額等に関する適用
免除基準の適用を受ける場合　その外国関
係会社等の次に掲げる区分に応じそれぞれ
次に定める割合
イ　構成会社等である外国関係会社等　ⅰ

に掲げる金額がⅱに掲げる金額のうちに
占める割合
ⅰ　令和 5 年改正法附則第14条第 1 項第

2 号イに掲げる金額（下記Ⅸ 1⑵②イ
をご参照ください。）

ⅱ　その外国関係会社等の所在地国を所
在地国とする全ての構成会社等の連結
等財務諸表に記載された税引前当期純
利益金額の合計額からその連結等財務
諸表に記載された税引前当期純損失金
額の合計額を控除した残額

ロ　共同支配会社等である外国関係会社等　
令和 5 年改正法附則第14条第 3 項第 2 号
に規定する割合（下記Ⅸ 1⑶②をご参照
ください。）

ハ　その対象会計年度においてその外国関係
会社等が下記Ⅸの移行期間 CbCR セーフ・
ハーバーの適用を受ける場合　令和 5 年改
正法附則第14条第 1 項第 2 号に規定する割
合（その外国関係会社等が共同支配会社等
である場合にあっては、同条第 3 項第 2 号
に規定する割合）（下記Ⅸ 1 ⑵②⑶②をご
参照ください。）

ニ　その対象会計年度においてその外国関係
会社等が特定多国籍企業グループ等に属す
る会社等及びその特定多国籍企業グループ

等に係る共同支配会社等に該当しない場合
　その外国関係会社等の所在地国を所在地
国とする構成会社等に係る国別実効税率

（法法82の 2 ②一イ⑶）及びその所在地国
を所在地国とする共同支配会社等に係る国
別実効税率（法法82の 2 ④一イ⑶）のうち
いずれか高い割合（その所在地国を所在地
国とする構成会社等及び共同支配会社等が
ない場合にあっては、イに掲げる金額がロ
に掲げる金額のうちに占める割合）
イ　その対象会計年度に係るその外国関係

会社等及び他の外国関係会社等（その所
在地国を所在地国とするものに限るもの
とし、特定多国籍企業グループ等に属す
る構成会社等又はその特定多国籍企業グ
ループ等に係る共同支配会社等に該当す
るものを除きます。ロにおいて同じで
す。）の個別財務諸表（会社等ごとの財
産及び損益の状況を記載した計算書類を
いいます。ロにおいて同じです。）にお
ける法人税の額

ロ　その対象会計年度に係るその外国関係
会社等及び他の外国関係会社等の個別財
務諸表に記載された税引前当期純利益金
額の合計額からその個別財務諸表に記載
された税引前当期純損失金額の合計額を
控除した残額

Ⅴ　国別グループ純所得の金額から控
除する金額

1　改正前の制度の概要

　当期国別国際最低課税額の計算に当たっては、
実体を有する経済活動を行う企業への配慮の観点
から、その経済活動の近似として、一定の給与等
の額及び一定の有形資産の帳簿価額の 5 ％に相当
する額の合計額（いわゆる実質ベース所得除外
額）をその国別グループ純所得の金額から控除す
ることとされています。
　具体的には、その所在地国を所在地国とする全
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ての構成会社等（最終親会社等以外の導管会社等
を除きます。 1において同じです。）の各対象会
計年度に係る⑴に掲げる金額（⑶及び⑷の適用が
ある場合には、その適用後の金額）の合計額の 5
％（注 1 ）に相当する金額とその対象会計年度に
係る⑵に掲げる金額（⑶及び⑷の適用がある場合
には、その適用後の金額）の合計額の 5 ％（注

1 ）に相当する金額との合計額をその国別グルー
プ純所得の金額から控除することとされています

（法法82の 2 ②一イ⑵）。
（注 1 ）　実体を有する経済活動を行う企業は、早急

な投資先の変更が困難であることを踏まえ、

令和 6 年中に開始する対象会計年度において

は、⑴に掲げる金額に乗じる割合は9.8％、⑵

に掲げる金額に乗じる割合は7.8％とし、それ

ぞれ 9 年間で 5 ％に逓減する経過措置が設け

られています（令和 5 年改正法附則14⑤⑥）。
（注 2 ）　共同支配会社等についても同様とされてい

ます（法法82の 2 ④一イ⑵、旧法令155の46、

旧法規38の36、令和 5 年改正法附則14⑤⑥）。

⑴　その所在地国において行う勤務その他の人的
役務の提供に基因するその構成会社等の特定費
用（その構成会社等の従業員又はこれに類する
者に係る次に掲げる費用をいいます。以下同じ
です。）の額（当期純損益金額に係るもの及び
有形資産（下記⑵の特定資産を除きます。）の
帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際
海運業及び付随的国際海運業に係るものを除き
ます。下記⑶において同じです。）（旧法令155
の38①一、旧法規38の31①）
①　俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれら

の性質を有する給与
②　人的役務の提供に対する報酬（①に掲げる

費用を除きます。）
③　その構成会社等が負担する社会保険料
④　福利厚生に係る費用
⑤　①から④までに掲げる費用に類する費用
⑥　①から⑤までに掲げる費用の支払に基因し

てその構成会社等に対して課される税
⑵　その所在地国にあるその構成会社等が有する

特定資産（最終親会社等財務会計基準（最終親
会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難
であると認められる場合には、代用財務会計基
準。Ⅴにおいて同じです。）における次に掲げる
資産（投資、売却又はリースを目的として有す
るものを除きます。）をいいます。 1において同
じです。）の額（その構成会社等の各対象会計
年度に係る特定連結等財務諸表（その構成会社
等が恒久的施設等（無国籍会社等を除きます。）
に該当する場合には、最終親会社等財務会計基
準に従って作成されるその恒久的施設等の個別
財務諸表。Ⅴにおいて同じです。）の作成の基
礎となるその特定資産のその対象会計年度開始
の時の帳簿価額（その開始の時においてその特
定資産を有しない場合には、零）とその対象会
計年度終了の時の帳簿価額（その終了の時にお
いてその特定資産を有しない場合には、零）の
平均額をいい、国際海運業及び付随的国際海運
業に係るものを除きます。下記⑶において同じ
です。）（旧法令155の38①二、旧法規38の31③）
①　有形固定資産
②　天然資源
③　リース資産（有形資産に係るものに限りま

す。）又はこれに相当するもの
④　国等の認可（これに準ずるものを含みま

す。）を要する不動産の使用又は天然資源の
開発に係る権利その他これらに相当する権利

（注）　所有持分の移転により構成会社等が特定多

国籍企業グループ等に属しないこととなった

場合又は特定多国籍企業グループ等に属する

こととなった場合におけるその構成会社等が

有する特定資産については、その構成会社等

がその特定多国籍企業グループ等に属してい

た日数に応じ按分して計算することとされて

おり、所要の読替規定が措置されています（旧

法規38の31⑦⑧）。

⑶　その所在地国を所在地国とする構成会社等が
法人税法施行令第155条の16第14項（第 2 号に
係る部分に限ります。）（導管会社等に係る当期
純損益金額の特例）の規定の適用を受ける場合
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には、対象導管会社等の各対象会計年度に係る
特定費用（その所在地国において行う勤務その
他の人的役務の提供に基因するものに限りま
す。）の額及び特定資産（その所在地国に所在
するものに限ります。）の額にその構成会社等
のその対象導管会社等に係る請求権割合の合計
割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、その構
成会社等のその対象会計年度に係る上記⑴及び
⑵の金額にそれぞれ加算することとされていま
す（法令155の38②）。

⑷　その所在地国を所在地国とする構成会社等が
法人税法施行令第155条の32第 1 項（導管会社
等である最終親会社等に係る個別計算所得等の
金額の計算の特例）の規定の適用を受ける場合
には、その構成会社等の各対象会計年度に係る
上記⑴及び⑵の金額（上記⑶の適用がある場合
には、その適用後の金額。⑷において同じで
す。）にその構成会社等に対する所有持分を有
する一定の構成員のその構成会社等に係る請求
権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金
額を、その構成会社等のその対象会計年度に係
る上記⑴及び⑵の金額からそれぞれ控除するこ
ととされています（法令155の38③）。

（注）　構成会社等である恒久的施設等が法人税法

施行規則第38条の25第 1 項（導管会社等の恒

久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計

算の特例）の規定の適用を受ける場合のその

恒久的施設等の上記⑴及び⑵の金額の計算に

ついても同様とされています（旧法規38の31⑥）。

2 　改正の内容

⑴　複数の国又は地域において勤務等する従業員
等及び所在する資産に係る特定費用の額及び特
定資産の額の計算
　実質ベース所得除外額は、構成会社等の所在
地国において行う勤務その他の人的役務の提供
に基因するその構成会社等の特定費用及びその
所在地国にあるその構成会社等が有する特定資
産に基づき計算することとされています。
　しかしながら、その構成会社等の従業員又は

これに類する者（以下「従業員等」といいま
す。）がその構成会社等の所在地国を含む複数
の国又は地域で業務を遂行する場合や、その構
成会社等の特定資産がその所在地国を含む複数
の国又は地域に所在する場合もあり、コメンタ
リーにおいて、このような場合における実質ベ
ース所得除外額の計算について今後検討するこ
ととされていました。
　これを受けて、執行ガイダンス（令和 5 年

（2023年） 7 月公表執行ガイダンス 3 ）におい
て、これらの場合における実質ベース所得除外
額の計算方法について明らかにされたことから、
今般、本執行ガイダンスに沿った改正が行われ
ました。具体的には以下のとおりです。
①　複数の国又は地域において勤務等する従業

員等に係る特定費用の額
　特定多国籍企業グループ等に属する構成会
社等の各従業員等に係るイに掲げる期間がそ
の従業員等に係るロに掲げる期間のうちに占
める割合が50％以下である場合におけるその
構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用
の額（その従業員等に係る部分に限ります。
①において同じです。）は、その特定費用の
額にその割合を乗じて計算した金額とするこ
ととされました（法規38の31③）。
　なお、その割合が50％を超える場合には、
その特定費用の額の全額が実質ベース所得除
外額として考慮されます。
イ　その対象会計年度に係るその特定多国籍

企業グループ等の事業に関する業務に係る
勤務その他の人的役務の提供（その構成会
社等の所在地国において行うものに限りま
す。）に係る期間

ロ　その対象会計年度に係るその特定多国籍
企業グループ等の事業に関する業務に係る
勤務その他の人的役務の提供に係る期間

②　複数の国又は地域において所在する特定資
産の額
　各対象会計年度において構成会社等が特定
資産を有する場合に、イに掲げる期間がロに
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掲げる期間のうちに占める割合が50％以下で
あるときにおけるその特定資産に係るその対
象会計年度開始の時と終了の時の帳簿価額の
平均額は、その平均額にその割合を乗じて計
算した金額とすることとされました（法規38
の31⑧）。
　なお、その割合が50％を超える場合には、
その特定資産に係る帳簿価額の平均額の全額
が実質ベース所得除外額として考慮されます。
イ　その対象会計年度の期間のうちにその構

成会社等の所在地国にその特定資産が所在
する期間

ロ　その対象会計年度の期間
（注）　所有持分の移転により構成会社等が特定多

国籍企業グループ等に属しないこととなった

場合又は特定多国籍企業グループ等に属する

こととなった場合におけるその構成会社等の

上記①又は②の割合については、その構成会

社等がその特定多国籍企業グループ等に属し

ていた日数に応じて計算することとされてお

り、所要の読替規定が措置されました（法規

38の31⑩⑪）。

⑵　リースに係る特定資産の額の計算
　改正前の制度においては、特定資産には、リ
ース取引の借手のリース資産又はこれに相当す
るものが含まれ、他方で、リースを目的として
貸手が有する資産については除かれていました。
　しかしながら、オペレーティング・リースに
ついては、リース期間が資産の耐用年数より大
幅に短いことが多く、その対象となる資産は、
その耐用年数の全てにわたって貸手の事業に使
用されていないとは言い切れないこと、また、
国又は地域に係る会計基準によっては、オペレ
ーティング・リース取引の借手において資産と
して認識しない場合もあり、この場合は、その
オペレーティング・リース取引の貸手と借手の
両方において実質ベース所得除外額として認め
られないといった問題点がありました。
　これを受けて、執行ガイダンス（令和 5 年

（2023年） 7 月公表執行ガイダンス 3 ）におい
て、オペレーティング・リース取引の対象とな
る資産の帳簿価額の一部を貸手の特定資産の額
に含めることとされたこと、その他、リースに
係る特定資産の額の計算について明らかにされ
たことから、今般、本執行ガイダンスに沿った
改正が行われました。
①　特定資産の範囲

　ファイナンス・リース取引（注 1 ）の目的
となる資産（同一の所在地国の構成会社等と
他の構成会社等との間又は同一の所在地国の
共同支配会社等とその共同支配会社等に係る
他の共同支配会社等との間の取引に係る一定
のものに限ります。下記②イ（注）イに掲げ
る資産を参照）及びオペレーティング・リー
ス取引（注 2 ）の目的となる資産については、
リース取引の貸手の特定資産に含まれること
とされました（法規38の31④）。

（注 1 ）　「ファイナンス・リース取引」とは、リ

ース契約に基づくリース期間の中途にお

いてそのリース契約を解除することがで

きないリース取引若しくはこれに準ずる

リース取引で、そのリース契約により使

用する物件の賃借人が、その物件からも

たらされる経済的利益を実質的に享受す

ることができ、かつ、その物件の使用に

伴って生ずる費用若しくは損失を実質的

に負担することとなるもの又は最終親会

社等財務会計基準におけるこれに相当す

るものをいいます（法規38の31⑥一）。
（注 2 ）　「オペレーティング・リース取引」とは、

最終親会社等財務会計基準におけるファ

イナンス・リース取引以外のリース取引

をいいます（法規38の31⑥二）。

②　特定資産の帳簿価額の平均額
　上記①のとおり特定資産の範囲の拡張に伴
い、特定資産の対象会計年度開始の時と終了
の時の帳簿価額の平均額について、次に掲げ
る場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
とされました（法規38の31⑤）。
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　よって、ファイナンス・リース取引の目的
となる資産が特定資産に該当する場合には、
イに掲げる場合に区分され、オペレーティン
グ・リース取引の目的となる資産が特定資産
に該当する場合には、そのオペレーティン
グ・リース取引の賃借人等に応じて、イから
ハまでに掲げる場合のいずれかに区分される
ことになります。
イ　ロ及びハに掲げる場合以外の場合　構成

会社等の各対象会計年度に係る特定連結等
財務諸表の作成の基礎となるその構成会社
等が有する特定資産のその対象会計年度開
始の時の特定帳簿価額（注）（その開始の
時においてその特定資産を有しない場合に
は、零）とその対象会計年度終了の時の特
定帳簿価額（その終了の時においてその特
定資産を有しない場合には、零）の平均額

（注）　「特定帳簿価額」とは、次に掲げる資産

の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価

額をいいます（法規38の31⑥三）。

イ 　ロに掲げる資産以外の資産　その資

産の帳簿価額（資産の帳簿価額を時価

により評価した価額とする会計処理

（パーチェス会計による処理を除きま

す。）が行われた場合には、その会計処

理が行われなかったものとしたならば

算出される帳簿価額）

ロ 　有形固定資産（リースを目的として

有するものに限ります。）及びリース資

産（有形資産に係るものに限ります。）

又はこれに相当するもののうち、構成

会社等と他の構成会社等（その構成会

社等の所在地国を所在地国とするもの

に限ります。）との間又は共同支配会社

等とその共同支配会社等に係る他の共

同支配会社等（その共同支配会社等の

所在地国を所在地国とするものに限り

ます。）との間の取引に係るもの（連結

財務諸表を作成する際におけるグルー

プ内取引の相殺処理の対象となるもの

に限ります。）以外のもの　これらの資

産の帳簿価額（その相殺処理又はイの

会計処理が行われた場合には、これら

の会計処理が行われなかったものとし

たならば算出される帳簿価額）

ロ　構成会社等が有する特定資産が最終親会
社等財務会計基準における上記イ（注）ロ
に掲げる資産（その構成会社等の特定多国
籍企業グループ等に属する会社等をその資
産の賃借人とするオペレーティング・リー
ス取引の目的となるものに限るものとし、
短期賃貸資産（注 1 ）を除きます。）に該
当する場合　イの金額からロの金額を控除
した残額
イ　その構成会社等の各対象会計年度に係

る特定連結等財務諸表の作成の基礎とな
るその特定資産のその対象会計年度開始
の時の特定帳簿価額（その開始の時にお
いてその特定資産を有しない場合には、
零）とその対象会計年度終了の時の特定
帳簿価額（その終了の時においてその特
定資産を有しない場合には、零）の平均額

ロ　その会社等のその特定連結等財務諸表
の作成の基礎となる特定資産（そのオペ
レーティング・リース取引に係る最終親
会社等財務会計基準におけるリース資産

（有形資産に係るものに限ります。）又は
これに相当するものに限ります。ロにお
いて同じです。）のその対象会計年度開
始の時の特定帳簿価額（その開始の時に
おいてその特定資産を有しない場合には、
零）とその対象会計年度終了の時の特定
帳簿価額（その終了の時においてその特
定資産を有しない場合には、零）の平均
額（注 2 ）

（注 1 ）　「短期賃貸資産」とは、異なる賃借

人に対して定期的に賃貸される資産

で、かつ、各賃借人に対する賃貸の

平均期間が30日以内のものをいいま

す（法規38の31⑥四）。
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（注 2 ）　所有持分の移転によりその会社等

がその特定多国籍企業グループ等に

属しないこととなった場合又は所有

持分の移転により会社等（その構成

会社等が有する最終親会社等財務会

計基準における上記イ（注）ロに掲

げる資産の賃借人に該当するものに

限ります。）がその特定多国籍企業グ

ループ等に属することとなった場合

におけるロの金額については、所要

の読替え規定が措置されています

（法規38の31⑫⑬）。

ハ　構成会社等が有する特定資産が最終親会
社等財務会計基準における上記イ（注）ロ
に掲げる資産（その構成会社等の特定多国
籍企業グループ等に属する会社等以外の者
をその資産の賃借人とするオペレーティン
グ・リース取引の目的となるものに限るも
のとし、短期賃貸資産を除きます。）に該

当する場合　イに掲げる金額からロに掲げ
る金額を控除した残額
イ　その構成会社等の各対象会計年度に係

る特定連結等財務諸表の作成の基礎とな
るその特定資産のその対象会計年度開始
の時の特定帳簿価額（その開始の時にお
いてその特定資産を有しない場合には、
零）とその対象会計年度終了の時の特定
帳簿価額（その終了の時においてその特
定資産を有しない場合には、零）の平均額

ロ　その対象会計年度開始の時のその特定
資産に係る未経過リース料の金額（その
開始の時においてその未経過リース料の
金額がない場合には、零）とその対象会
計年度終了の時のその未経過リース料の
金額（その終了の時においてその未経過
リース料の金額がない場合には、零）の
平均額

リースの種類 貸手と借手
の関係

貸手と借手
の所在地国 資産の所在地 連結相殺消去 特定帳簿価額 貸手の特定資産の

額への計上可否
借手の特定資産の
額への計上可否

ファイナンス
・リース

同一の特定
多国籍企業
グループ等
（MNEグル
ープ）

同一 貸手・借手の所在地国
対象 法規38の31⑥三イに定める帳簿価額

（連結相殺消去後）
○

（法規38の31⑤一）
×

（注 1）

対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

×
（注 2）

○
（法規38の31⑤一）

異なる

貸手の所在地国
対象 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

（連結相殺消去前） ×
対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

借手の所在地国
対象 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

（連結相殺消去前） ○
（法規38の31⑤一）

対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

同一のMNE
グループ以外
の者

同一
・

異なる

貸手・借手の所在地国

対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

○
（法規38の31⑤一）

貸手の所在地国 ×

借手の所在地国 ○
（法規38の31⑤一）

オペレー
ティング
・リース

同一のMNE
グループ

同一 貸手・借手の所在地国
対象 法規38の31⑥三イに定める帳簿価額

（連結相殺消去後）
○

（法規38の31⑤一）
×

（注 1）

対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額
○

（法規38の31⑤二）
（注 3）

○
（法規38の31⑤一）

異なる

貸手の所在地国
対象 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

（連結相殺消去前） ×
対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

借手の所在地国
対象 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

（連結相殺消去前） × ○
（法規38の31⑤一）

対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

同一のMNE
グループ以外
の者

同一
・

異なる

貸手・借手の所在地国

対象外 法規38の31⑥三ロに定める帳簿価額

○
（法規38の31⑤三）

（注 4）

○
（法規38の31⑤一）

貸手の所在地国 ×

借手の所在地国 × ○
（法規38の31⑤一）

（注 1）　連結相殺消去処理により借手のリース資産（使用権資産）は消去される。
（注 2）　法規38の31④柱書により特定資産に該当しない。
（注 3）　貸手の特定資産の額は、リースの対象となる資産の期首・期末の帳簿価額の平均額から借手のリース資産（使用権資産）の期首・期末の帳簿価額の平均額を控除した残額とする。
（注 4）　貸手の特定資産の額は、リースの対象となる資産の期首・期末の帳簿価額の平均額から未経過リース料の金額の期首・期末の平均額を控除した残額とする。

実質ベース所得除外額（リースに係る特定資産の額）
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⑶　配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親
会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特
例の適用を受ける場合の特定費用の額及び特定
資産の額の計算
　個別計算所得等の金額の計算については、導
管会社等である最終親会社等に係る個別計算所
得等の金額の計算の特例（法令155の32）に類
似する規定として、配当控除所得課税規定の適
用を受ける最終親会社等の構成会社等個別計算
所得等の金額について、特例適用前個別計算所
得等の金額から一定の持分保有者に対し支払う
利益の配当の額等を控除する特例（配当控除所
得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る
個別計算所得等の金額の計算の特例）も設けら
れています（法令155の33）。
　しかしながら、GloBE ルールにおいて、本
特例の適用を受ける場合における特定費用の額
及び特定資産の額を控除する規定は存在しなか
ったことから、本特例の適用を受ける最終親会
社等の所在地国に係るグループ国際最低課税額
が過少となり得ました。
　これを受けて、執行ガイダンス（令和 5 年

（2023年） 7 月公表執行ガイダンス 3 ）におい
て、本特例の適用を受ける場合にも、特例適用
前個別計算所得等の金額が控除される割合に基
づき特定費用の額及び特定資産の額を控除する
こととされたことから、今般、本執行ガイダン
スに沿った改正が行われました。
　具体的には、構成会社等が法人税法施行令第
155条の33第 1 項（配当控除所得課税規定の適
用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等
の金額の計算の特例）の規定の適用を受ける場
合には、その構成会社等の各対象会計年度に係
る特定費用の額及び特定資産の額（上記 1⑶の
適用がある場合には、その適用後の金額。⑶に
おいて同じです。）に特例適用前個別計算所得
等の金額から控除される金額がその特例適用前
個別計算所得等の金額のうちに占める割合をそ
れぞれ乗じて計算した金額を、その構成会社等
のその対象会計年度に係る特定費用の額及び特

定資産の額からそれぞれ控除することとされま
した（法令155の38④）。
　また、構成会社等が法人税法施行規則第38条
の26第 3 項（配当控除所得課税規定の適用を受
ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額
の計算の特例）の規定の適用を受ける場合のそ
の構成会社等の特定費用の額及び特定資産の額
の計算についても同様とされました（法規38の
31⑨）。

（注）　共同支配会社等に係る実質ベース所得除外額

についても、上記⑴から⑶までと同様の改正が

行われています（法令155の46、法規38の36）。

Ⅵ　自国内最低課税額に係る税に関す
る適用免除基準

1　制度の概要

　国又は地域に係るグループ国際最低課税額の計
算に当たっては、その国又は地域で課せられる自
国内最低課税額に係る税を控除することとされて
います。自国内最低課税額に係る税は、基本的に
は、GloBE ルールに沿って計算することとされ
ていることから、その国又は地域で自国内最低課
税額に係る税が課せられていれば、その国又は地
域に係るグループ国際最低課税額は生じないこと
になります。
　他方、GloBE ルールと自国内最低課税額に係
る税に関する法令の両方において類似の計算を行
う必要があるため、その事務負担の増大が懸念さ
れていました。
　これを受けて、執行ガイダンス（令和 5 年

（2023年） 7 月公表執行ガイダンス5.1）において、
その国又は地域において一定の要件を満たす自国
内最低課税額に係る税を課することとされている
場合には、選択により、その国又は地域に係るグ
ループ国際最低課税額を零とする制度（いわゆる
QDMTT セーフ・ハーバー）が導入され、今般、
本執行ガイダンスに沿った改正が行われました。
　具体的には、特定多国籍企業グループ等に属す
る構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に
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関する法令において自国内最低課税額に係る税を
課することとされている場合において、各対象会
計年度のその自国内最低課税額に係る税が次に掲
げる要件の全てを満たすときは、その対象会計年
度のその構成会社等の所在地国に係るグループ国
際最低課税額（その構成会社等が無国籍構成会社
等である場合にあっては、その構成会社等に係る
グループ国際最低課税額）を零とすることができ
る特例が設けられました（法法82の 2 ⑥）。
⑴　自国内最低課税額に係る税に関する法令が、

次に掲げる要件のいずれかを満たすものである
こと（法法82の 2 ⑥一、法令155の54①、法規
38の43①）。
①　法人税法施行令第155条の16第 1 項、第 2

項及び第10項（当期純損益金額）の規定に相
当する規定並びに法人税法施行規則第38条の
13（第 5 項を除きます。）（当期純損益金額）
及び第38条の15第 1 項から第 3 項まで（移行
対象会計年度に係る当期純損益金額等）の規
定に相当する規定に基づき構成会社等及び共
同支配会社等の当期純損益金額を計算するこ
ととされていること。

②　次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ　その国又は地域の自国内最低課税額に係

る税を課することとされている特定多国籍
企業グループ等に属する全ての構成会社等
の所在地国等財務諸表（注 1 ）（その作成
に係る期間がその特定多国籍企業グループ
等の対象会計年度と同一であるものに限り
ます。②において同じです。）が作成され
ている場合には、その所在地国等財務諸表
に係る所在地国等財務会計基準（注 2 ）に
従ってこれらの構成会社等の当期純損益金
額に相当する金額を計算することとされ、
かつ、これらの構成会社等のうちいずれか
の構成会社等の所在地国等財務諸表が作成
されていない場合には、①の規定に基づき
その当期純損益金額を計算することとされ
ていること。

（注 1 ）　「所在地国等財務諸表」とは、次に掲

げる構成会社等又は共同支配会社等の

区分に応じそれぞれ次に定める計算書

類（その計算書類が複数ある場合には、

その構成会社等又は共同支配会社等の

所在地国（その構成会社等又は共同支

配会社等が無国籍会社等である場合に

あっては、その設立国。（注 2 ）まで及

び 3⑵において同じです。）の自国内最

低課税額に係る税に関する法令で定め

る所在地国等財務会計基準に従って作

成されたものに限ります。）をいいます

（法令155の54②二、法規38の43②）。

イ 　構成会社等又は共同支配会社等

（恒久的施設等を除きます。）　その所

在地国に係る所在地国等財務会計基

準に従って作成されたその構成会社

等若しくは共同支配会社等の個別財

務諸表又はその所在地国等財務会計

基準に従って作成されたその構成会

社等若しくは共同支配会社等に係る

企業集団の財産及び損益の状況を連

結して記載した計算書類で、その自

国内最低課税額に係る税に関する法

令以外のその所在地国の法令により

その使用又は保存がされるものと認

められるもの

ロ 　恒久的施設等　その所在地国に係

る所在地国等財務会計基準に従って

作成されたその恒久的施設等の個別

財務諸表
（注 2 ）　「所在地国等財務会計基準」とは、構

成会社等又は共同支配会社等の所在地

国において一般に公正妥当と認められ

る会計処理の基準をいいます（法令155

の54②一）。

ロ　その国又は地域の自国内最低課税額に係
る税を課することとされている特定多国籍
企業グループ等に係る共同支配会社等及び
その共同支配会社等に係る他の共同支配会
社等の所在地国等財務諸表が作成されてい
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る場合には、これらの所在地国等財務諸表
に係る所在地国等財務会計基準に従ってそ
の共同支配会社等及び当該他の共同支配会
社等の当期純損益金額に相当する金額を計
算することとされ、かつ、その共同支配会
社等及び当該他の共同支配会社等のうちい
ずれかの共同支配会社等の所在地国等財務
諸表が作成されていない場合には、①の規
定に基づきこれらの当期純損益金額を計算
することとされていること。

⑵　自国内最低課税額に係る税に関する法令が、
次に掲げる要件を満たすものであること（法法
82の 2 ⑥二、法令155の54③、法規38の43③）。
①　その国又は地域の自国内最低課税額に係る

税に関する法令が、最終親会社等又は被部分
保有親会社等が各対象会計年度開始の日から
その終了の日までの期間においてその国又は
地域を所在地国とする全ての構成会社等に係
る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低
課税額に係る税を課することとされているも
のでないこと。

②　その国又は地域の自国内最低課税額に係る
税に関する法令が、特定多国籍企業グループ
等に係るその国又は地域を所在地国とする共
同支配会社等に対して自国内最低課税額に係
る税を課することとされているもの（その特
定多国籍企業グループ等に属するその所在地
国を所在地国とする構成会社等がある場合に
おいて、その共同支配会社等に代えて、その
構成会社等に対してその共同支配会社等のそ
の所在地国に係る自国内最低課税額に係る税
を課することとされているものを含みます。）
であること。

③　その国又は地域の自国内最低課税額に係る
税に関する法令が、各対象会計年度の国際最
低課税額に対する法人税における個別計算所
得等の金額の計算に関する規定に相当する規
定が設けられているものであること。

④　①から③までに掲げるもののほか、その国
又は地域の自国内最低課税額に係る税に関す

る法令が、各対象会計年度の国際最低課税額
に対する法人税におけるその国又は地域に係
るグループ国際最低課税額の計算に関する規
定に相当する規定が設けられていないことに
よりその国又は地域に係るグループ国際最低
課税額が生ずるおそれがあると認められるも
のでないこと。

（注 1 ）　自国内最低課税額に係る税の額の計算にお

いて、適用する会計基準などGloBEルールとの

若干の相違が許容されているため、自国内最

低課税額に係る税の額がその国又は地域に係

るグループ国際最低課税額の全額を控除する

に至らない場合があり得ます。このような場

合における自国内最低課税額に係る税を本特

例の対象とすることは適切ではないことから、

上記⑴及び⑵の要件が設けられており、これ

らの要件は、執行ガイダンス（令和 5 年（2023

年） 7 月公表執行ガイダンス5.1）における

「QDMTT会 計 基 準（QDMTT Accounting 

Standard）」及び「整合性基準（Consistency 

Standard）」に対応するものとして規定されて

います。
（注 2 ）　執行ガイダンス（令和 5 年（2023年） 7 月

公表執行ガイダンス5.1）では、下記のGloBE

ルールとの乖離のある自国内最低課税額に係

る税に関する法令は、常にGloBEルールに比し

て同等以上の結果を生み出すことから、整合

性基準を満たすこととされています。よって、

これらの自国内最低課税額に係る税に関する

法令は、上記⑵④の要件を満たすものとされ

ます。

① 　国別グループ純所得の金額から控除する

金額（実質ベース所得除外額）の規定を設

けないこと又は本規定が GloBE ルールより

厳しいこと。

② 　収入金額等に関する適用免除基準の規定

を設けないこと又は本規定が GloBE ルール

より厳しいこと。

③　最低税率が15％超であること。

④ 　適格分配時課税制度を有しない所在地国
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において、適格分配時課税制度を有する所

在地国に係る国別調整後対象租税額等の計

算の特例（法規38の41）を設けないこと。

　なお、これらの乖離以外の GloBE ルールと

の 乖 離 に つ い て も、 今 後、OECD ／ G20

「BEPS 包摂的枠組み」（Inclusive Framework 

on BEPS）において整合性基準を満たす乖離

として認められれば、その認められた乖離の

ある自国内最低課税額に係る税に関する法令

についても、上記⑵④の要件を満たすものと

考えられます。
（注 3 ）　なお、本特例の適用要件を満たす自国内最

低課税額に係る税を措置している国又は地域

について、今後、OECDより公表される予定

です。

2 　適用要件

　本特例は、特定多国籍企業グループ等の各対象
会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事
項等（内国法人について本特例の適用を受けよう
とする旨を含むものに限ります。 2において同じ
です。）の提供がある場合又は我が国以外の国若
しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に
その特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当
する事項の提供がある場合（提供義務免除規定の
適用がある場合に限ります。）に限り、適用する
こととされています（法法82の 2 ⑩）。

3 　自国内最低課税額に係る税に関する適
用免除基準が適用されない一定の特定多
国籍企業グループ等

　自国内最低課税額に係る税が本特例の対象とな
るかどうかは、国又は地域ごとに判定されるもの
であり、特定多国籍企業グループ等ごとに判定さ
れるものではありません。しかし、その国又は地
域の法制上の制限等から、特定の形態の会社等に
関して、自国内最低課税額に係る税を課さない場
合があり得ます。
　このような場合においても、その自国内最低課
税額に係る税が本特例の対象外となると影響が大

きいことから、本特例の対象としつつ、その自国
内最低課税額に係る税が課されない会社等又はそ
の会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他
の会社等については、本特例は適用されないこと
とされます（いわゆるスイッチオフ・ルール）。
　具体的には、特定多国籍企業グループ等に属す
る構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に
関する法令において自国内最低課税額に係る税を
課することとされている場合において、次に掲げ
る場合のいずれかに該当するときは、各対象会計
年度のその構成会社等の所在地国に係るグループ
国際最低課税額（その構成会社等が無国籍構成会
社等である場合にあっては、その構成会社等に係
るグループ国際最低課税額）については、本特例
は適用されないこととされます（法規38の43④）。
⑴　その自国内最低課税額に係る税に関する法令

において、その特定多国籍企業グループ等に属
するその所在地国を所在地国とする導管会社等
に対してその自国内最低課税額に係る税を課さ
ないこととされている場合

⑵　その自国内最低課税額に係る税に関する法令
において、その対象会計年度に係るその構成会
社等のその国又は地域に係るその自国内最低課
税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ
等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の
段階における期間に該当する場合にその特定多
国籍企業グループ等のその国又は地域に係る自
国内最低課税額に係る税の額を零とする規定

（特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が
国際的な事業活動の初期の段階における期間に
該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税
額に対する法人税又は外国におけるこれに相当
する税を課することとされているその特定多国
籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社
等又は被部分保有親会社等がその特定多国籍企
業グループ等に属する全ての構成会社等（その
国又は地域を所在地国とするもので、かつ、そ
の国又は地域の租税に関する法令において自国
内最低課税額に係る税を課することとされてい
るものに限ります。）及びその特定多国籍企業
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グループ等に係る全ての共同支配会社等（その
国又は地域を所在地国とするもので、かつ、そ
の国又は地域の租税に関する法令において自国
内最低課税額に係る税を課することとされてい
るものに限ります。）の所有持分を有していな
い場合にその特定多国籍企業グループ等のその
国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の
額を零とする規定を除きます。）の適用により
零となる場合

⑶　その自国内最低課税額に係る税に関する法令
において、その特定多国籍企業グループ等に属
するその所在地国を所在地国とする他の構成会
社等（各種投資会社等を除きます。⑶において
同じです。）がある場合において、その構成会
社等（各種投資会社等に限ります。⑶において
同じです。）に代えて、当該他の構成会社等に
対してその構成会社等のその国又は地域に係る
その自国内最低課税額に係る税を課することと
されているとき。

（注）　共同支配会社等についても、上記 1から 3ま

でと同様の改正が行われています（法法82の 2 ⑬、

法令155の54、法規38の45①）。なお、特定多国

籍企業グループ等に係る共同支配会社等の上記

3の適用については、我が国以外の国又は地域

の租税に関する法令において自国内最低課税額

に係る税を課することとされている場合におい

て、上記 3⑴及び⑵の他に、その特定多国籍企

業グループ等に属するその国又は地域を所在地

国とする構成会社等（その共同支配会社等が各

種投資会社等である場合には、その共同支配会

社等に係る他の共同支配会社等（各種投資会社

等を除きます。）を含みます。）がある場合に、

その共同支配会社等に代えて、その構成会社等

に対してその共同支配会社等のその国又は地域

に係るその自国内最低課税額に係る税を課する

こととされているときのいずれかに該当すると

きは、各対象会計年度のその共同支配会社等の

所在地国に係るグループ国際最低課税額（その

共同支配会社等が無国籍共同支配会社等である

場合にあっては、その共同支配会社等に係るグ

ループ国際最低課税額）については、本特例は

適用されないこととされます。

Ⅶ　収入金額等に関する適用免除基準

1　改正前の制度の概要

　特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等
（各種投資会社等を除きます。）が各対象会計年度
において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、
その対象会計年度のその構成会社等の所在地国に
係る「当期国別国際最低課税額」は、零とする特
例が設けられています（旧法法82の 2 ⑥⑦、旧法
令155の54、旧法規38の43）。
　なお、無国籍構成会社等に対する本適用免除基
準の適用は認められていません。

⑴　収入金額要件
　次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度

（本特例の適用を受けようとする対象会計年度
をいいます。Ⅶにおいて同じです。）及び直前
2 対象会計年度（その適用対象会計年度の直前
の 2 対象会計年度をいいます。Ⅶにおいて同じ
です。）の数で除して計算した金額が1,000万ユ
ーロを本邦通貨表示の金額に換算した金額に満
たないこと。
①　特定多国籍企業グループ等に属する構成会

社等（各種投資会社等を除きます。）の所在
地国を所在地国とする全ての構成会社等（各
種投資会社等を除きます。）のその適用対象
会計年度に係る収入金額（その収入金額（売
上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
をいいます。）につき、法人税法施行令第155
条の16から第155条の18までの規定の例によ
り計算した金額（その期間が 1 年でない対象
会計年度にあっては、その金額をその対象会
計年度の月数で除し、これに12を乗じて計算
した金額）に限ります。②において同じで
す。）の合計額

②　①の全ての構成会社等のその直前 2 対象会
計年度に係る収入金額の合計額
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⑵　所得金額要件
　適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金
額（①に掲げる金額から②に掲げる金額を減算
した金額（その期間が 1 年でない対象会計年度
にあっては、その金額をその対象会計年度の月
数で除し、これに12を乗じて計算した金額）を
いいます。⑵において同じです。）と直前 2 対
象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計
額をその適用対象会計年度及び直前 2 対象会計
年度の数で除して計算した金額が100万ユーロ
を本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たな
いこと。
①　特定多国籍企業グループ等に属する構成会

社等（各種投資会社等を除きます。）の所在
地国を所在地国とする全ての構成会社等（各
種投資会社等を除きます。）の各対象会計年
度に係る個別計算所得金額の合計額

②　①における全ての構成会社等の各対象会計
年度に係る個別計算損失金額の合計額

（注）　構成会社等の直前 2 対象会計年度のうちに

イ又はロに掲げるいずれかの対象会計年度が

ある場合には、その直前 2 対象会計年度から

その対象会計年度を除いたところにより適用

免除基準を適用することとされています（旧

法規38の43③）。

イ 　適用対象会計年度におけるその構成会社

等（各種投資会社等を除きます。）の所在地

国を所在地国とするその構成会社等の特定

多国籍企業グループ等に属する構成会社等

（各種投資会社等を除きます。）がないその

適用対象会計年度前の対象会計年度

ロ 　特定多国籍企業グループ等に属する構成

会社等（各種投資会社等を除きます。）の所

在地国を所在地国とする全ての構成会社等

（各種投資会社等を除きます。）がその事業

活動を行っていない対象会計年度

2 　改正の内容

　構成会社等のうちに連結除外構成会社等（下記
Ⅷ参照。 2において同じです。）がある場合にお

いて、特定多国籍企業グループに係る国別報告事
項の提供制度における国別報告事項（我が国以外
の国又は地域におけるこれに相当する事項を含み
ます。以下同じです。）を用いた簡便な計算方法
が措置されました。この簡便な計算方法は、連結
除外構成会社等ごとに選択を行うことが可能です。
　具体的には、特定多国籍企業グループ等の各対
象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告
事項等（構成会社等（恒久的施設等に該当するも
のを除きます。）の所在地国を所在地国とする構
成会社等が連結除外構成会社等である場合に、そ
の連結除外構成会社等に係る次に掲げる金額の計
算につき簡便な計算方法の適用を受けようとする
旨を含むものに限ります。以下 2において同じで
す。）の提供がある場合又は我が国以外の国若し
くは地域の租税に関する法令を執行する当局にそ
の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当す
る事項の提供がある場合（提供義務免除規定の適
用がある場合に限ります。）には、その連結除外
構成会社等に係る次に掲げる金額は、それぞれ次
に定める金額とすることとされています（法令
155の55③）。
⑴　収入金額要件の判定に係る適用対象会計年度

に係る収入金額　その適用対象会計年度に係る
国別報告事項として所轄税務署長等（租税特別
措置法第66条の 4 の 4 第 1 項若しくは第 2 項に
規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若し
くは地域の租税に関する法令を執行する当局を
いいます。以下 2において同じです。）に提供
されたその所在地国に係る収入金額（その連結
除外構成会社等に係る部分に限るものとし、そ
の期間が 1 年でない対象会計年度にあっては、
その収入金額をその対象会計年度の月数で除し、
これに12を乗じて計算した金額とします。以下
2において「調整後収入金額」といいます。）

（その国別報告事項が提供されない場合にあっ
ては、その国別報告事項として最終親会社等の
所在地国に提供されるものとした場合における
その連結除外構成会社等の所在地国に係る調整
後収入金額（注）。以下 2において同じです。）
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（注）　連結除外構成会社等が恒久的施設等を有す

る場合における調整後収入金額は、その恒久

的施設等に係る部分の金額を除いた金額とさ

れます（法令155の55⑧）。

⑵　収入金額要件の判定に係る直前 2 対象会計年
度に係る収入金額　その直前 2 対象会計年度に
係る国別報告事項として所轄税務署長等に提供
されたその所在地国に係る調整後収入金額

⑶　所得金額要件に係る各対象会計年度に係る個
別計算所得金額　その対象会計年度に係る国別
報告事項として所轄税務署長等に提供されたそ
の所在地国に係る調整後収入金額が零を超える
場合におけるその超える部分の金額

⑷　所得金額要件に係る各対象会計年度に係る個
別計算損失金額　次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定める額
①　その対象会計年度に係る国別報告事項とし

て所轄税務署長等に提供されたその所在地国
に係る調整後収入金額が零である場合　零

②　その対象会計年度に係る国別報告事項とし
て所轄税務署長等に提供されたその所在地国
に係る調整後収入金額が零を下回る場合　そ
の下回る部分の金額

（注）　ここでいう「収入金額が零を下回る場合」

とは、稀なケースではあるものの、例えば、

前対象会計年度において計上された収入金

額が過大に計上されていたため、その調整

のために当該適用対象会計年度においてマ

イナスの収入金額が計上されるケース（当

該対象会計年度の収入金額は零）が想定さ

れます。

Ⅷ　連結除外構成会社等に関する適用
免除基準

1　概要

　連結除外構成会社等について、その国別報告事
項に記載された「発生税額」と「収入金額」を用
いた適用免除基準が新たに措置されました。

2 　制度の内容

　特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等
（その構成会社等の所在地国を所在地国とする構
成会社等のうちに連結除外構成会社等が含まれる
ものに限ります。以下 2において同じです。）が
各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれ
かを満たす場合には、当該対象会計年度のその所
在地国に係る当期国別国際最低課税額は、零とす
ることとされます（法法82の 2 ⑧、法令155の55
⑤⑥）。

⑴　実効税率要件
　①に掲げる金額が②に掲げる金額（零を超え
るものに限ります。）のうちに占める割合が15
％以上であること。
①　次に掲げる金額の合計額

イ　その所在地国を所在地国とする全ての構
成会社等（連結除外構成会社等を除きま
す。）のその対象会計年度に係る調整後対
象租税額の合計額

ロ　その対象会計年度に係る国別報告事項と
して所轄税務署長等に提供されたその所在
地国に係る発生税額に係る事項に係る金額

（連結除外構成会社等に係る部分に限りま
す。Ⅷにおいて「調整後税額」といいま
す。）（その国別報告事項が提供されない場
合にあっては、その国別報告事項として最
終親会社等の所在地国に提供されるものと
した場合におけるその連結除外構成会社等
の所在地国に係る調整後税額）

②　次に掲げる金額の合計額
イ　その所在地国を所在地国とする全ての構

成会社等（連結除外構成会社等を除きま
す。）のその対象会計年度に係る個別計算
所得金額の合計額からその対象会計年度に
係る個別計算損失金額の合計額を減算した
金額

ロ　その対象会計年度に係る国別報告事項と
して所轄税務署長等に提供されたその所在
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地国に係る収入金額（連結除外構成会社等
に係る部分に限ります。Ⅷにおいて「調整
後収入金額」といいます。）（その国別報告
事項が提供されない場合にあっては、その
国別報告事項として最終親会社等の所在地
国に提供されるものとした場合におけるそ
の連結除外構成会社等の所在地国に係る調
整後収入金額）

（注）　連結除外構成会社等が恒久的施設等を有す

る場合における①ロの調整後税額及び②ロの

調整後収入金額は、その恒久的施設等に係る

部分の金額を除いた金額とすることとされて

います（法令155の55⑧）。

⑵　通常利益要件
　上記⑴②に掲げる金額がその対象会計年度の
その構成会社等に係る実質ベース所得除外額以
下であること。

3 　連結除外構成会社等の定義

　連結除外構成会社等とは、次に掲げる要件の全
てを満たす構成会社等（恒久的施設等に該当する
ものを除きます。）及びその恒久的施設等とされ
ています（法法82の 2 ⑧、法規38の44⑤）。
⑴　特定多国籍企業グループ等（その特定多国籍

企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財
務諸表が法人税法第82条第 1 号イに掲げる連結
等財務諸表であるものに限ります。）に属する
構成会社等のうちその連結等財務諸表において
その資産、売上高（役務収益を含みます。）、損
益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の
項目からみて、連結の範囲から除いても企業集
団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ
ーの状況に関する合理的な判断を妨げない程度
に重要性の乏しいことにより連結の範囲から除
かれるものであること。

⑵　構成会社等の各対象会計年度に係る調整後収
入金額が5,000万ユーロを本邦通貨表示の金額

に換算した金額以上である場合において、当該
対象会計年度に係るその特定多国籍企業グルー
プ等の国別報告事項が特定財務会計基準若しく
はその構成会社等の所在地国に係る所在地国等
財務会計基準（上記Ⅵ 1⑴②イ（注 2 ）参照。
⑵において同じです。）に従って作成されたそ
の構成会社等の個別財務諸表又は特定財務会計
基準若しくはその所在地国等財務会計基準に従
って作成されたその構成会社等に係る企業集団
の財産及び損益の状況を連結して記載した計算
書類を基礎として作成されていること。

4 　適用要件

　本特例は、特定多国籍企業グループ等の各対象
会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事
項等（内国法人について本特例の適用を受けよう
とする旨を含むものに限ります。 4において同じ
です。）の提供がある場合又は我が国以外の国若
しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に
その特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当
する事項の提供がある場合（提供義務免除規定の
適用がある場合に限ります。）に限り、適用する
こととされています（法法82の 2 ⑩）。
　また、上記 2 ⑴又は⑵の連結除外構成会社等は、
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係
る特定多国籍企業グループ等報告事項等（その所
在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構
成会社等である場合に、その連結除外構成会社等
について本適用免除基準の適用を受けようとする
旨を含むものに限ります。4において同じです。）
の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地
域の租税に関する法令を執行する当局にその特定
多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項
の提供がある場合（提供義務免除規定の適用があ
る場合に限ります。）におけるその連結除外構成
会社等に限るものとされています（法令155の55
⑦）。
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Ⅸ　移行期間CbCRセーフ・ハーバー

1　改正前の制度の概要

⑴　制度の概要
　移行期間 CbCR セーフ・ハーバーは、令和
6 年 4 月 1 日から令和 8 年12月31日までの間に
開始する対象会計年度（令和10年 6 月30日まで
に終了するものに限ります。）において、一定
の要件を満たす国又は地域について、その対象
会計年度に係るグループ国際最低課税額を零と
することにより実効税率及び国際最低課税額の
計算が不要となる特例であり、構成会社等に係
る移行期間 CbCR セーフ・ハーバーと共同支
配会社等に係る移行期間 CbCR セーフ・ハー
バーがそれぞれ規定されています（旧令和 5 年
改正法附則14①～④）。

⑵　構成会社等に係る移行期間CbCRセーフ・ハ
ーバー
　構成会社等である内国法人が属する特定多国
籍企業グループ等の各対象会計年度に係る国別
報告事項（連結等財務諸表を基礎として作成さ
れたものに限ります。Ⅸにおいて同じです。）
につき所轄税務署長等（租税特別措置法第66条
の 4 の 4 第 1 項若しくは第 2 項に規定する所轄
税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租
税に関する法令を執行する当局をいいます。Ⅸ
において同じです。）に提供された場合におい
て、その特定多国籍企業グループ等に属する構
成会社等（無国籍構成会社等その他の一定の構
成会社等（⑵において「対象外構成会社等」と
いいます。）を除きます。Ⅸにおいて同じで
す。）が令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年12月31
日までの間に開始する対象会計年度（令和10年
6 月30日までに終了するものに限ります。）に
おいて①から③までの要件のいずれかを満たす
ときは、その対象会計年度のその構成会社等の
所在地国におけるその対象会計年度に係るグル
ープ国際最低課税額は、零とすることとされて

います（旧令和 5 年改正法附則14①）。
①　デミニマス要件

　次に掲げる要件の全てを満たすことをいい
ます（旧令和 5 年改正法附則14①一、旧令和
5 年 6 月改正法規附則 3 ①②）。
イ　収入要件

　その対象会計年度に係る国別報告事項と
して提供されたその構成会社等の所在地国
に係る収入金額（その特定多国籍企業グル
ープ等に属する構成会社等のうちに、その
持分が譲渡することを目的として保有され
ていることにより、各対象会計年度に係る
国別報告事項として提供された構成会社等
の所在地国に係る収入金額にその収入金額
が含まれないその構成会社等がある場合に
は、その構成会社等に係る一定の金額を加
算した金額）が1,000万ユーロを本邦通貨
表示の金額に換算した金額に満たないこと。

ロ　利益要件
　その対象会計年度に係る国別報告事項と
して提供されたその構成会社等の所在地国
に係る税引前当期利益の額（その税引前当
期利益の額の計算において、5,000万ユー
ロ相当額を超える一定の時価評価損に係る
金額がある場合には、その金額を含まない
ものとして計算した金額。下記②ロにおい
て「調整後税引前当期利益の額」といいま
す。）が100万ユーロを本邦通貨表示の金額
に換算した金額に満たないこと。

②　簡素な実効税率要件
　イに掲げる金額がロに掲げる金額（零を超
えるものに限ります。）のうちに占める割合
が17％（令和 6 年 4 月 1 日から同年12月31日
までの間に開始する対象会計年度については
15％とし、令和 7 年 1 月 1 日から同年12月31
日までの間に開始する対象会計年度について
は16％）以上であることをいいます（旧令和
5 年改正法附則14①二、旧令和 5 年 6 月改正
法規附則 3 ④⑤⑩）。
イ　その対象会計年度に係るその構成会社等
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の所在地国を国別報告事項に係る国又は地
域（租税特別措置法第66条の 4 の 4 第 1 項
の事業が行われる国又は地域をいいます。）
とする全ての構成会社等（対象外構成会社
等を除きます。）の連結等財務諸表に記載
された法人税等の額及び法人税等調整額

（当期純損益金額に係るものに限ります。）
の合計額（その合計額のうちに対象租税以
外の租税の額等の一定の金額が含まれてい
る場合には、これらの金額を除きます。）
の合計額

ロ　その対象会計年度に係る国別報告事項と
して提供されたその構成会社等の所在地国
に係る調整後税引前当期利益の額

③　通常利益要件
　上記②ロに掲げる金額が、その対象会計年
度のその構成会社等に係るグルーピング特例

（法法82の 2 ③）を適用しないで計算した場
合の実質ベース所得除外額（その対象会計年
度に係る国別報告事項に係る国又は地域（租
税特別措置法第66条の 4 の 4 第 1 項の事業が
行われる国又は地域をいいます。）と上記②
ロの所在地国が同一である構成会社等（対象
外構成会社等を除きます。）に係るものに限
ります。）以下であることをいいます（令和
5 年改正法附則14①三）。
　なお、本特例は、特定多国籍企業グループ
等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グ
ループ等報告事項等（その内国法人について
本特例の適用を受けようとする旨を含むもの
に限ります。）の提供があること等の一定の
要件を満たす場合に限り、適用することとさ
れています（令和 5 年改正法附則14②）。

⑶　共同支配会社等に係る移行期間CbCRセー
フ・ハーバー
　構成会社等である内国法人の属する特定多国
籍企業グループ等に係る共同支配会社等（無国
籍共同支配会社等その他の一定の共同支配会社
等（⑶において「対象外共同支配会社等」とい

います。）を除きます。⑶において同じです。）
が、令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年12月31日ま
での間に開始する対象会計年度（令和10年 6 月
30日までに終了するものに限ります。）におい
て①から③までの要件のいずれかを満たす場合
には、その対象会計年度のその共同支配会社等
の所在地国におけるその対象会計年度に係るグ
ループ国際最低課税額は、零とすることとされ
ています（令和 5 年改正法附則14③）。
①　デミニマス要件

　次に掲げる要件の全てを満たすことをいい
ます（令和 5 年改正法附則14③一）。
イ　収入要件

　その対象会計年度に係るその共同支配会
社等及びその共同支配会社等に係る他の共
同支配会社等（その共同支配会社等の所在
地国を所在地国とするものに限るものとし、
対象外共同支配会社等を除きます。⑶にお
いて同じです。）の連結等財務諸表に記載
された共同支配会社等又はその共同支配会
社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、
収入金額その他の収益の額の合計額が
1,000万ユーロを本邦通貨表示の金額に換
算した金額に満たないこと（令和 5 年改正
法附則14③一イ、令和 5 年 6 月改正法規附
則 3 ⑥）。

ロ　利益要件
　その対象会計年度に係るその共同支配会
社等及びその共同支配会社等に係る他の共
同支配会社等の連結等財務諸表に記載され
た共同支配会社等又はその共同支配会社等
に係る他の共同支配会社等の税引前当期純
利益金額の合計額からその連結等財務諸表
に記載された共同支配会社等又はその共同
支配会社等に係る他の共同支配会社等の税
引前当期純損失金額の合計額を控除した金
額（その金額の計算において、5,000万ユ
ーロ相当額を超える一定の時価評価損に係
る金額がある場合には、その金額を含まな
いものとして計算した金額。下記②ロにお
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いて「調整後税引前当期利益の額」といい
ます。）が100万ユーロを本邦通貨表示の金
額に換算した金額に満たないこと（令和 5
年改正法附則14③一ロ、令和 5 年 6 月改正
法規附則 3 ⑦⑧）。

②　簡素な実効税率要件
　イに掲げる金額がロに掲げる金額（零を超
えるものに限ります。）のうちに占める割合
が17％（令和 6 年 4 月 1 日から同年12月31日
までの間に開始する対象会計年度については
15％とし、令和 7 年 1 月 1 日から同年12月31
日までの間に開始する対象会計年度について
は16％）以上であることをいいます（令和 5
年改正法附則14③二、旧令和 5 年 6 月改正法
規附則 3 ⑤⑨⑩）。
イ　その対象会計年度に係るその共同支配会

社等及びその共同支配会社等に係る他の共
同支配会社等の連結等財務諸表に記載され
た共同支配会社等又はその共同支配会社等
に係る他の共同支配会社等の法人税等の額
及び法人税等調整額（当期純損益金額に係
るものに限ります。）の合計額（その合計
額のうちに対象租税以外の租税の額等の一
定の金額が含まれている場合には、これら
の金額を除きます。）の合計額

ロ　その対象会計年度に係るその共同支配会
社等及びその共同支配会社等に係る他の共
同支配会社等の調整後税引前当期利益の額

③　通常利益要件
　上記②ロに掲げる金額がその対象会計年度
のその共同支配会社等に係るグルーピング特
例（法法82の 2 ⑤）を適用しないで計算した
場合の実質ベース所得除外額以下であること
をいいます（令和 5 年改正法附則14③三）。
　なお、本特例は、特定多国籍企業グループ
等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グ
ループ等報告事項等（その内国法人について
本特例の適用を受けようとする旨を含むもの
に限ります。）の提供があること等の一定の
要件を満たす場合に限り、適用することとさ

れています（令和 5 年改正法附則14④）。

2 　改正の内容

⑴　国別報告事項の提供義務がない場合における
移行期間CbCRセーフ・ハーバーの取扱い
　国別報告事項の提供義務がない特定多国籍企
業グループ等についても、移行期間 CbCR セ
ーフ・ハーバーの適用を受けることができるこ
とが明らかにされました（令和 5 年改正法附則
14①一、二ロ）。

⑵　恒久的施設等を有する構成会社等に係る適用
　構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設
等を有する場合において、構成会社等又は共同
支配会社等の本店の所在地国と恒久的施設等の
所在地国の双方における移行期間 CbCR セー
フ・ハーバーの判定に用いられること（二重計
上）を防ぐため、構成会社等又は共同支配会社
等の本店に係る次に掲げる金額から恒久的施設
等に係る部分の金額を除くこととされています

（令和 5 年 6 月改正法令附則 4 ⑪）。
①　構成会社等に係るデミニマス要件の判定に

用いる収入金額及び調整後税引前当期利益の
額（上記 1 ⑵①ロの調整後税引前当期利益の
額をいいます。①において同じです。）並び
に簡素な実効税率要件の判定に用いる税額

（上記 1 ⑵②イの金額をいいます。）及び調整
後税引前当期利益の額

②　共同支配会社等に係るデミニマス要件の判
定に用いる売上金額、収入金額その他の収益
の額の合計額（上記 1 ⑶①イ参照）及び調整
後税引前当期利益の額（上記 1 ⑶①ロの調整
後税引前当期利益の額をいいます。②におい
て同じです。）並びに簡素な実効税率要件の
判定に用いる税額（上記 1 ⑶②イの金額をい
います。）及び調整後税引前当期利益の額

⑶　利益の配当の取扱い
　各対象会計年度において構成会社等に係る国
別報告事項として所轄税務署長等に提供された
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その構成会社等の所在地国に係る移行期間
CbCR セーフ・ハーバーの判定に用いる収入金
額又はその所在地国に係る税引前当期利益の額
に利益の配当の額（その利益の配当を支払う会
社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グルー
プ等に属する他の構成会社等である場合におい
て、当該他の構成会社等の連結等財務諸表にお
いてその利益の配当の額が費用の額として計上
されている額に限ります。⑶において同じで
す。）が含まれていない場合には、その収入金
額又はその税引前当期利益の額にその利益の配
当の額が含まれるものとして、移行期間 CbCR
セーフ・ハーバーを適用することとされていま
す（令和 5 年 6 月改正法規附則 3 ⑪）。

⑷　連結等財務諸表
　構成会社等が移行期間 CbCR セーフ・ハー
バーの適用を受ける場合において、その構成会
社等のほかに、その構成会社等の所在地国を所
在地国とする他の構成会社等があるときについ
ての取扱いです。この場合における国別報告事
項は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成
されたものでなければならないこととされてい
ます（令和 5 年 6 月改正法規附則 3 ⑫）。
　例えば、Ｘ国を所在地国とする構成会社等が
Ａ社とＢ社のみである場合において、Ａ社とＢ
社がそれぞれ別の会計基準に基づいて個別財務
諸表が作成され、それを基礎として国別報告事
項が作成されているときであっても、これらの
個別財務諸表がここでいう連結等財務諸表に該
当するときは、その国別報告事項は、移行期間
CbCR セーフ・ハーバーの判定に用いることが
できます。

⑸　パーチェス価格会計に係る調整
①　概要

　会社等が企業グループ等に属する場合に、
その企業グループ等に係る最終親会社等の連
結等財務諸表におけるその会社等の資産又は
負債の帳簿価額を用いて、構成会社等の個別

財務諸表が作成されることがあります。その
ため、このような個別財務諸表を基に作成さ
れた国別報告事項は、原則として移行期間
CbCR セーフ・ハーバーの判定に用いること
ができないことが明らかにされました。

②　制度の内容
　構成会社等が移行期間 CbCR セーフ・ハ
ーバーの適用を受ける場合において、その連
結等財務諸表の範囲から、特定会計処理（会
社等が企業グループ等に新たに属することと
なる場合において、その企業グループ等に係
る最終親会社等の連結等財務諸表におけるそ
の会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて
その会社等の個別財務諸表を作成する会計処
理をいいます。）又はこれに準ずる会計処理
を適用することが認められる連結等財務諸表
を含まないこととされました（令和 5 年 6 月
改正法規附則 3 ⑬）。
　ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当
する場合は、この限りではありません。
イ　令和 5 年 1 月 1 日以後に開始する各対象

会計年度に係る国別報告事項が特定会計処
理又はこれに準ずる会計処理が適用される
連結等財務諸表に基づき作成されている場
合（これらの会計処理を適用して連結等財
務諸表を作成することが定められている法
令の規定によりこれらの会計処理が適用さ
れる連結等財務諸表が作成されている場合
を含みます。）

（注）　すなわち、これらの会計処理を継続適

用して作成された国別報告事項は、移行

期間CbCRセーフ・ハーバーの判定に用

いることができることとされています。

ロ　構成会社等が令和 3 年12月 1 日以後に行
う取引に係るのれんがその構成会社等の連
結等財務諸表に計上されている場合におい
て、その対象会計年度に係る次に掲げる金
額に当該のれんに係る損失の額が加算され
ている場合
イ　簡素な実効税率要件の判定を行う場合
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における調整後税引前当期利益の額（上
記 1 ⑵②ロの金額をいいます。ロにおい
て同じです。）（上記 1 ⑵②イの金額に当
該のれんに係る損失の額に係る繰延税金
資産又は繰延税金負債が含まれていない
場合に限ります。）

（注）　簡素な実効税率要件における実効税

率に係る算式の分母の金額にのれんに

係る損失の額が含まれている場合にお

いて、その算式の分子の金額に当該の

れんに係る損失の額に係る繰延税金資

産又は繰延税金負債が含まれている場

合には、分母及び分子の金額に対して

同趣旨の調整が行われていることから、

本調整の対象外とするものです。

ロ　通常利益要件の判定を行う場合におけ
る調整後税引前当期利益の額

（注）　JGAAPでは、のれんの償却が認められて

います。具体的には、買収に伴う高価買入

部分は、資産として計上したうえで、一定

の期間にわたり費用化（償却費計上）の処

理が行われ、のれんの価値を零にするもの

です。

　本調整は、このようなのれんの償却は対

象外とされていることに留意を要します。

⑹　費用又は損失に対応する収入が認識されない
ケースへの対応等
　構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる
場合には、次に掲げる取引に係る費用又は損失
の額を減算しないで、その対象会計年度に係る
調整後税引前当期利益の額を計算することとさ
れています（令和 5 年 6 月改正法規附則 3 ⑭）。
①　費用又は損失に対応する収入が認識されな

いケース
　構成会社等が資金供与会社等（その構成会
社等の特定多国籍企業グループ等に属する会
社等又はその特定多国籍企業グループ等に係
る共同支配会社等であって、他の当該特定多
国籍企業グループ等に属する会社等又は当該

特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会
社等に対して直接又は間接に資金の供与を行
うものをいいます。以下同じです。）から直
接又は他の会社等（その特定多国籍企業グル
ープ等に属する会社等又はその特定多国籍企
業グループ等に係る共同支配会社等であって、
その構成会社等及びその資金供与会社等以外
のものをいいます。ロロにおいて同じです。）
を通じて間接に受ける資金の供与（令和 4 年
12月15日以前に行われた取引を除きます。）
であって、これらの取引に係る費用（法人税
法施行令第155条の22第 1 項中「銀行業又は
保険業」とあるのを「銀行業」と読み替えた
場合における同項に規定する特定金融商品に
係る同項に規定する金銭等の分配を除きます。
以下①において同じです。）又は損失の額が
その構成会社等のその対象会計年度に係る連
結等財務諸表に計上されるもの（次に掲げる
要件のいずれかを満たすものに限ります。）
イ　その資金供与会社等のその対象会計年度

に係る連結等財務諸表においてこれらの取
引に係る収入の額が計上されないこと。

ロ　その資金供与会社等の所得の金額の計算
上、これらの取引に係る益金の額に算入さ
れる金額（次に掲げる金額を除きます。）
がないこと。
イ　その益金の額に算入される金額のうち、

法人税法第57条第 1 項又はこれに相当す
る規定によりその資金供与会社等の所得
の金額の計算上、損金の額に算入される
金額（これらの規定に係る欠損の金額が
生じた過去対象会計年度後の各対象会計
年度における法人税等の額を減少させる
ことが見込まれないこと（令和 4 年12月
16日以後に行われるこれらの取引がない
ものとした場合に、当該過去対象会計年
度後の各対象会計年度における法人税等
の額を減少させることが見込まれないこ
とを含みます。）によりその欠損の金額
に係る繰延税金資産が計上されていない
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ものに限ります。）に対応する部分の金
額その他これに準ずる金額

（注）　過年分の繰越欠損金を控除すること

により実際に益金の額に算入されない

金額は除くこととされています。ただ

し、その繰越欠損金が生じた事業年度

において将来に利益が生じる見込みが

ないことにより、その繰越欠損金に係

る繰延税金資産が計上されていないも

のに限ります。

　また、当期の費用・損失が生ずる取

引がなかったとしても、資金供与会社

等において将来に利益が生じる見込み

がないことによりその繰越欠損金に係

る繰延税金資産が計上されていないも

のも含みます。

ロ　その費用又は損失の額（ロにおいて
「費用等の額」といいます。）のうち、他
の会社等（当該資金供与会社等の所在地
国を所在地国とするものに限ります。ロ
において同じです。）の所得の金額の計
算上、損金の額に算入される金額（その
費用等の額のうち、当該対象会計年度に
係るその所在地国の連結等財務諸表に費
用又は損失の額として計上されるもの

（当該他の会社等が有する導管会社等の
連結等財務諸表に費用又は損失の額とし
て計上されることにより、その所在地国
の連結等財務諸表に費用又は損失の額と
して計上されるものを含みます。）を除
きます。）

②　損失が二重に計上されるケース
　構成会社等と他の会社等（その構成会社等
の特定多国籍企業グループ等に属する他の会
社等又はその特定多国籍企業グループ等に係
る共同支配会社等をいいます。以下②におい

て同じです。）との間で行われる取引（令和
4 年12月15日以前に行われた取引を除きます。
以下②において同じです。）であって、その取
引に係る費用又は損失の額がその構成会社等
の連結等財務諸表に計上されるもの（次に掲

最終親会社等

Ａ社
（構成会社等）

Ｂ社
（構成会社等）

Ｘ国 Ｙ国

Ｚ国

支払100

租税　200
支払前所得　1000

租税　 0
支払前所得　100

【Ａ社】
● Ａ社は所得100で、納税額 0 。その所在地国であるＸ国には法人所得税がない。
● Ａ社は、Ｘ国の会計基準において費用とされる支払100をＢ社に行った。
● その結果、Ａ社の適格財務諸表における所得は 0 （100－100）となったため、移行期間
　 CbCRセーフ・ハーバーの要件を充足。

【Ｂ社】
● Ｂ社の適格財務諸表は連結の会計基準に基づく。つまり、Ａ社とＢ社の適格財務諸表の
　 会計基準は異なっている。
● そのため、このＡ社の支払いは、Ｂ社の適格財務諸表においては、所得として認識され
　 なかった。

Ｘ国 Ｙ国

本税制における所得計算 控除可能
（Ｘ国の会計基準）

所得に不算入
（連結の会計基準）

現地税制における所得計算 法人所得税無し 益金不算入

調整措置がなければ、支払100がどの国・地域に
おいても所得として計上されない結果となる。

その資金供与会社等の連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されていないこと。
その資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額（一定の金額を除く。）がないこと。

調整後税引前当期利益の額について、次の取引に係る費用又は損失の額を減算しないで計算することとされた（令 5 改正法規附則 3 ⑭一）。

構成会社等が資金供与会社等（資金の供与を行う特定多国籍企業グループ等に属する一定の会社等・共同支配会社等をいう。）から直接

又は間接に受ける資金の供与（令和 4 年12月15日以前に行われた取引を除く。）であって、これらの取引に係る一定の費用又は損失の額

が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されるもの（次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。）

費用・損失に対応する収入が認識されないケースへの対応
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げる要件のいずれかを満たすものに限ります。）
イ　その費用又は損失の額のうちに、当該他

の会社等のその対象会計年度に係る連結等
財務諸表においても費用又は損失の額とし
て計上される金額（その構成会社等及び当
該他の会社等の連結等財務諸表においてそ
の取引に係る収入の額として計上される金
額がある場合には、当該他の会社等の連結
等財務諸表にその取引に係る収入の額とし
て計上される金額を控除した残額）がある
こと。

ロ　その費用又は損失の額のうちに、当該他
の会社等の所得の金額の計算上、損金の額
に算入される金額（その構成会社等の連結
等財務諸表にその取引に係る収入の額とし
て計上され、かつ、その計上された金額が
その構成会社等の所得の金額の計算上、益
金の額に算入される場合には、その計上さ
れた金額とその算入される金額のうちいず
れか少ない金額を控除した残額）があること。

（注 1 ）　令和 4 年12月15日以前に行われた取引に

係る取扱い

　令和 4 年12月15日以前に行われた上記①

又は②に掲げる取引が次に掲げる要件のい

ずれかを満たす場合には、これらの取引は、

令和 4 年12月16日以後に行われたものとみ

なすこととされています（令和 5 年 6 月改

正法規附則 3 ⑮）。

イ 　その取引に係る契約の内容が変更され

たこと（ロに該当するものを除きます。）。

ロ 　その取引に係る契約において令和 4 年

12月16日以後にその内容を変更すること

が定められていること。

ハ 　その取引に係る会計処理が変更された

こと。
（注 2 ）　構成会社等が導管会社等に該当する場合

の取扱い

　構成会社等が導管会社等である場合にお

いて、その構成会社等の構成員の所在地国

における租税に関する法令において導管会

社等の収入がその導管会社等の構成員の収

入として取り扱われるときは、その構成会

社等の連結等財務諸表に計上される上記①

又は②に掲げる取引に係る費用又は損失の

額は、その連結等財務諸表に計上されてい

ないものとみなすこととされています（令

和 5 年 6 月改正法規附則 3 ⑯）。
（注 3 ）　各対象会計年度において上記②の構成会

社等の所在地国を所在地国とする上記②の

他の会社等で、既に⑹（②に係る部分に限

ります。）の適用を受けるものがある場合に

は、その対象会計年度に係るその構成会社

等については、⑹の適用はないものとする

こととされています（令和 5 年 6 月改正法

規附則 3 ⑰）。

⑺　租税が二重に認識されるケースへの対応
①　概要

　各対象会計年度において、構成会社等と他
の会社等（その構成会社等の特定多国籍企業
グループ等に属する他の会社等又はその特定
多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等
をいいます。以下⑺において同じです。）と
の間で行われる取引（令和 4 年12月15日以前
に行われた取引を除きます。以下⑺において
同じです。）に係る法人税等の額及び法人税
等調整額の合計額（以下⑺において「法人税
額等」といいます。）がその構成会社等の連
結等財務諸表に計上される場合において、そ
の法人税等の額が当該他の会社等の調整後対
象租税額又は上記 1 ⑵②イの金額（当該取引
に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含ま
れていないものに限ります。以下⑺において
同じです。）に含まれるときは、その構成会
社等のその対象会計年度に係る上記 1 ⑵②イ
の金額からその法人税額等を減算することと
されています（令和 5 年 6 月改正法規附則 3
⑱）。ただし、次に掲げる場合に該当する場
合は、この限りではありません。
イ　その取引が行われることにより、当該他
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の会社等の所得の金額の計算上、益金の額
に算入される金額がある場合

ロ　その構成会社等の所在地国における租税
に関する法令において、その構成会社等に
係る簡素な実効税率要件の判定に用いる税
額からその構成会社等の調整後対象租税額
の計算上当該他の会社等に配分される金額
を控除すること又はこれに相当する調整を
行わないこととされている場合

②　令和 4 年12月15日以前に行われた取引に係
る取扱い
　令和 4 年12月15日以前に行われた上記①に
掲げる取引が次に掲げる要件のいずれかを満
たす場合には、これらの取引は、令和 4 年12
月16日以後に行われたものとみなすこととさ
れています（令和 5 年 6 月改正法規附則 3 ⑲
において準用する⑮）。
イ　その取引に係る契約の内容が変更された

こと（ロに該当するものを除きます。）。
ロ　その取引に係る契約において令和 4 年12

月16日以後にその内容を変更することが定
められていること。

ハ　その取引に係る会計処理が変更されたこ
と。

③　構成会社等が導管会社等に該当する場合の
取扱い
　構成会社等が導管会社等である場合におい
て、その構成会社等の構成員の所在地国にお
ける租税に関する法令において導管会社等の
収入がその導管会社等の構成員の収入として
取り扱われるときは、その構成会社等の連結
等財務諸表に計上される上記①に掲げる取引
に係る費用又は損失の額は、その連結等財務
諸表に計上されていないものとみなすことと
されています（令和 5 年 6 月改正法規附則 3
⑲において準用する⑯）。

⑻　共同支配会社等に係る取扱い
　共同支配会社等に係る移行期間 CbCR セー
フ・ハーバーにおいても、上記⑸から⑺までの

改正と同様の改正が行われています（令和 5 年
6 月改正法規附則 3 ⑳）。

Ⅹ　国際最低課税額に係る確定申告書
等の提出期限の特例の創設

1　改正前の制度の概要

　国際最低課税額に係る確定申告書及び特定基準
法人税額に係る確定申告書は、対象会計年度終了
の日の翌日から 1 年 3 月以内（最初に提出すべき
一定の場合は 1 年 6 月以内）に提出しなければな
らないこととされています（法法82の 6 ①②、地
法法24の 4 ）。

2 　改正の概要

　今般、特定多国籍企業グループ等報告事項等の
提供制度における導入当初の納税者及び税務当局
双方の準備期間を十分に確保する観点から、その
提供期限が令和 8 年 6 月30日（注）前である場合
には、同日とする旨が国際的に合意されました。

（注）　なお、各国における納税申告の期限について

はモデル・ルール等の国際的な合意はないため、

その期限の設定は各国に委ねられています。我

が国では、各対象会計年度の国際最低課税額に

対する法人税の計算と特定多国籍企業グループ

等報告事項等が密接に関係することを踏まえ、

特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供期

限を参考に、国際最低課税額に係る確定申告書

及び特定基準法人税額に係る確定申告書の提出

期限が措置されています。

　この国際合意を受け、国際最低課税額に係る確
定申告書及び特定基準法人税額に係る確定申告書
の提出期限が令和 8 年 6 月30日前である場合には、
その提出期限は同日とすることとされました（令
和 5 年改正法附則14の 2 、18の 2 ）。

Ⅺ　申告書別表の整備

　各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人
税に係る申告書別表として法人税法施行規則別表
20から別表20付表 4 までが新たに定められました。
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なお、特定多国籍企業グループ等に属する構成会
社等である内国法人には、別途、特定多国籍企業
グループ等報告事項等の提供義務（法法150の
3 ）が課されています。そのため、特定多国籍企
業グループ等報告事項等における記載内容と法人
税法施行規則別表における記載内容との重複を可
能な限り排除することによって、申告等に係る事
務の負担の増加を抑制することとされています。
　また、特定基準法人税額に対する地方法人税に
係る申告書別表についても、地方法人税法施行規
則別表 5 が新たに定められました。

Ⅻ　各国におけるグローバル・ミニマ
ム課税に対する法令上の整備に伴う
他の制度の見直し

㈠　外国税額控除

1　改正前の制度の概要

⑴　概要
　我が国の税制においては、内国法人の外国支
店等で生じた所得を含むその内国法人の全世界
所得を課税標準として法人税が課されることと
されています。しかし、外国支店等で生じた所
得については、通常、所在地国においても課税
されることとなるため、同一の所得に対して我
が国と外国の双方で課税されることとなり、国
際的な二重課税が生ずることとなります。そこ
で、内国法人が各事業年度において外国法人税
を納付することとなる場合には、原則として、
控除限度額（次の算式により計算した金額をい
います。）を限度として、その外国法人税の額

（外国法人税のうちその所得に対する負担が高
率な部分の額、通常行われる取引と認められな
い取引に基因して生じた所得に対して課される
外国法人税の額その他一定の外国法人税の額を
除きます。）をその事業年度の所得に対する法
人税の額から控除することとされています（法
法69①）。

《算式》

控除限度額＝法人税額×
調整国外所得金額

所得金額
（注）　通算制度における外国税額控除については、

別途の算式により、グループ全体で控除限度

額を計算することとされています。

⑵　外国法人税の定義
　「外国法人税」とは、外国の法令により課さ
れる我が国の法人税に相当する税とされており

（法法69①）、具体的には、外国の法令に基づき
外国又はその地方公共団体により法人の所得を
課税標準として課される税とされています（法
令141①）。
①　外国法人税に含まれるものとされる税

　外国又はその地方公共団体により課される
次に掲げる税は、外国法人税に含まれるもの
とされています（旧法令141②）。
イ　超過利潤税その他法人の所得の特定の部

分を課税標準として課される税
ロ　法人の所得又はその特定の部分を課税標

準として課される税の附加税
ハ　法人の所得を課税標準として課される税

と同一の税目に属する税で、法人の特定の
所得につき、徴税上の便宜のため、所得に
代えて収入金額その他これに準ずるものを
課税標準として課されるもの

ニ　法人の特定の所得につき、所得を課税標
準とする税に代え、法人の収入金額その他
これに準ずるものを課税標準として課され
る税

②　外国法人税に含まれないものとされる税
　外国又はその地方公共団体により課される
次に掲げる税は、外国法人税に含まれないも
のとされています（旧法令141③）。
イ　税を納付する者が、その税の納付後、任

意にその金額の全部又は一部の還付を請求
することができる税

ロ　税の納付が猶予される期間を、その税の
納付をすることとなる者が任意に定めるこ
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とができる税
ハ　複数の税率の中から税の納付をすること

となる者と外国若しくはその地方公共団体
又はこれらの者により税率の合意をする権
限を付与された者との合意により税率が決
定された税（その複数の税率のうち最も低
い税率（その最も低い税率がその合意がな
いものとした場合に適用されるべき税率を
上回る場合にはその適用されるべき税率）
を上回る部分に限ります。）

ニ　外国法人税に附帯して課される附帯税に
相当する税その他これに類する税

2 　改正の概要

⑴　改正の趣旨・背景
　各国においてグローバル・ミニマム課税に対
応するための法令上の整備が進められています。
具体的には各国の判断に基づき、次に掲げる税
に関する法令の整備が行われています。
①　外国における各対象会計年度の国際最低課

税額に対する法人税に相当する税（いわゆる
Income Inclusion Rule（IIR）に係る税）

②　我が国以外の国又は地域の租税に関する法
令において、その国又は地域を所在地国とす
る特定多国籍企業グループ等に属する構成会
社等に対して課される税（グループ国際最低
課税額に相当する金額のうち各対象会計年度
の国際最低課税額に対する法人税に相当する
税の課税標準とされる金額以外の金額を基礎
として計算される金額を課税標準とするもの
に限ります。）又はこれに相当する税（法令
155の34②三）（いわゆる Undertaxed Profits 
Rule（UTPR）に係る税）

③　自国内最低課税額に係る税（いわゆる
Qualified Domestic Minimum Top-up Tax

（QDMTT）に係る税）
　このような状況のなか、各国の判断によって
はこれらの税を法人の所得に対する税として位
置付けて法令の整備が行われる可能性があります。
　そのため、我が国の外国税額控除制度におけ

る外国法人税の範囲について、これらの税に係
る取扱いを明らかにする必要性があることから、
次の見直しが行われています。

⑵　具体的な内容
①　外国における QDMTT

　自国内最低課税額に係る税（QDMTT）は、
構成会社等の外国におけるいわゆる所得法人
税の課税標準となる所得の金額となり得る損
益計算書上の当期純損益金額を基点に計算さ
れることから、外国法人税に該当することが
明らかにされました（法令141②五）。

②　外国における IIR 及び UTPR
　GloBE ルールのコメンタリーに従って、
外国における各対象会計年度の国際最低課税
額に対する法人税に相当する税（外国におけ
る IIR）及び法人税法施行令第155条の34第
2 項 第 3 号 に 掲 げ る 税（ 外 国 に お け る
UTPR）は、所得法人税における計算の循環
を防止するため、外国法人税の範囲から除外
することが明らかにされました（法令141③
四・五）。

㈡　適格合併等の範囲に関する特例

1　改正前の制度の概要

　三角合併を利用することにより、内国法人をそ
の経済実態や株主構成を変えずに、外国法人の子
会社とすること（いわゆる「コーポレート・イン
バージョン」）が容易になります。このような組
織再編成により、内国法人の株主が軽課税国にあ
る実体のない外国法人を通じて内国法人を所有す
る形態を作り出せば、外国子会社合算税制の適用
を免れるなど、国際的な租税回避を行うことが容
易になると考えられます。このような濫用的な組
織再編成に対応し、国際的な租税回避を防止する
ため、企業グループ内の内国法人間で行われる一
定の三角合併のうち、軽課税国に所在する外国親
法人の株式を対価とするもの（特定グループ内合
併）について、適格合併に該当しないこととされ
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ています（措法68の 2 の 3 ①）。
　この特定グループ内合併とは、次の⑴及び⑵の
いずれにも該当する合併（一定の適用除外要件を
満たす合併を除きます。）をいいます（措法68の
2 の 3 ①⑤一、三、措令39の34の 4 ①⑩⑪）。
⑴　被合併法人と合併法人との間に特定支配関係
（合併、分割又は株式交換の直前に二の内国法
人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人
の発行済株式等の50％超を直接又は間接に保有
する等の関係をいいます。）があること。

⑵　被合併法人の株主等に特定軽課税外国法人等
（特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式
交換（⑵において「合併等」といいます。）の
直前において特定軽課税外国法人（その合併等
の直前において合併法人、分割承継法人又は株
式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接
又は間接に保有するものに限ります。）の発行
済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国
法人（特定軽課税外国法人に該当するものを除
きます。）をいいます。）に該当する親法人の株
式が交付されること。
　特定軽課税外国法人とは、次の①又は②の外
国法人をいいます（措法68の 2 の 3 ⑤二、旧措
令39の34の 4 ⑤）。
①　法人の所得に対して課される税が存在しな

い国又は地域に本店等を有する外国法人
②　合併、分割、株式交換又は現物出資が行わ

れる日を含むその外国法人の事業年度開始の
日前 2 年以内に開始した各事業年度のうちい
ずれかの事業年度において、その事業年度の
所得に対して課される租税の額がその所得の
金額の20％未満であった外国法人

（注）　上記①又は②に該当する外国法人であって

も、その外国法人が外国子会社合算税制の経

済活動基準と同様の要件（①事業基準、②実

体基準、③管理支配基準及び④非関連者基準

又は所在地国基準）に該当する場合には、特

定軽課税外国法人に該当しないこととされて

います（措令39の34の 4 ⑦）。

　また、適格分割、適格株式交換及び適格現物

出資の範囲についても同様に特例が設けられて
います（措法68の 2 の 3 ②～④、措令39の34の
4 ②④）。

2 　改正の概要

　各国におけるグローバル・ミニマム課税に対応
するための法令上の整備が進められていることに
伴い、適格合併等の範囲に関する特例においても
上記㈠ 2⑴①から③までの税に係る取扱いについ
て明確化が行われています。
　具体的には、法人の所得に対して課される税が
存在しない国又は地域（いわゆる無税国）に本店
等がある外国法人が特定軽課税外国法人に該当す
るか否かの判定について、ここでいう「法人の所
得に対して課される税」には、上記㈠ 2⑴①から
③までの税が含まれないことが明らかにされてい
ます（措令39の34の 4 ⑤一）。

㈢　外国子会社合算税制

　各国におけるグローバル・ミニマム課税に対応
するための法令上の整備が進められていることに
伴い、外国子会社合算税制においても上記㈠ 2⑴
①から③までの税に係る取扱いについて明確化が
行われています。詳細は下記二 2⑵をご覧ください。

�　特定多国籍企業グループ等報告事
項等の提供制度

1　改正前の制度の概要

⑴　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供
　特定多国籍企業グループ等に属する構成会社
等である内国法人（その所在地国が我が国でな
いものを除きます。以下同じです。）は、その
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に
係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を、
その各対象会計年度終了の日の翌日から 1 年 3
月以内に、電子情報処理組織を使用する方法

（e-Tax）により、その内国法人の納税地の所
轄税務署長に提供しなければならないこととさ
れています（旧法法150の 3 ①）。
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（注）　特定多国籍企業グループ等報告事項等を提

供しなければならないこととされる内国法人

が複数ある場合において、その特定多国籍企

業グループ等報告事項等の提供対象となる各

対象会計年度終了の日の翌日から 1 年 3 月以

内 に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法

（e-Tax）により、その内国法人のうちいずれ

か一の法人がこれらの法人を代表して特定多

国籍企業グループ等報告事項等を提供する法

人の名称その他の事項をその一の法人の納税

地の所轄税務署長に提供したときは、その特

定多国籍企業グループ等報告事項等を代表し

て提供するものとされた法人以外の法人は、

特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供

することを要しないこととする特例が措置さ

れています（旧法法150の 3 ②）。

⑵　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供
義務の免除
　上記⑴により特定多国籍企業グループ等報告
事項等を提供しなければならないこととされる
内国法人であっても、特定多国籍企業グループ
等の最終親会社等（指定提供会社等を指定した
場合には、指定提供会社等）の所在地国の税務
当局がその特定多国籍企業グループ等の各対象
会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告
事項等に相当する情報の提供を我が国に対して
行うことができると認められる一定の場合に該
当するときは、その特定多国籍企業グループ等
報告事項等の提供を要しないこととされていま
す（旧法法150の 3 ③、旧法令212③）。

⑶　最終親会社等届出事項の提供
　上記⑵により特定多国籍企業グループ等報告
事項等の提供を要しないこととされる内国法人
は、特定多国籍企業グループ等のその提供を要
しないこととされる各対象会計年度に係る最終
親会社等届出事項を、その各対象会計年度終了
の日の翌日から 1 年 3 月以内に、電子情報処理
組織を使用する方法（e-Tax）により、その内

国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなけれ
ばならないこととされています（法法150の 3 ④）。

⑷　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供
期限の特例
　特定多国籍企業グループ等に属する構成会社
等である内国法人が最初に特定多国籍企業グル
ープ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を
提供しなければならないこととされる場合（そ
の対象会計年度前のいずれかの対象会計年度に
おいてその特定多国籍企業グループ等に属する
構成会社等であった他の内国法人が特定多国籍
企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届
出事項を提供しなければならないこととされて
いた場合を除きます。）には、特定多国籍企業
グループ等報告事項等及び最終親会社等届出事
項等の提供期限を各対象会計年度終了の日の翌
日から 1 年 6 月以内に延長することとされてい
ます（法法150の 3 ⑥）。

2 　改正の内容

⑴　特定多国籍企業グループ等報告事項等の見直し
　令和 5 年（2023年） 7 月に OECD から公表
された「GloBE 情報申告書に関するドキュメ
ント」において、GloBE 情報申告書の提供様
式が策定されるとともに、構成会社等の所在地
国 の 税 務 当 局 に と っ て そ の 国 又 は 地 域 の
GloBE ルールの執行のために特定多国籍企業
グループ等に関する情報の全てが必要となるわ
けではないことなどを踏まえ、特定多国籍企業
グループ等に属する全ての構成会社等に対して
均一な情報の提供を求めるのではなく、提供義
務者の区分（最終親会社等、一定の中間親会社
等・被部分保有親会社等、その他の会社等）に
応じた情報の提供を求めることとされました。
　そこで、今般の改正において、我が国の特定
多国籍企業グループ等報告事項等についても上
記と同様の見直しを行い、特定多国籍企業グル
ープ等に属する構成会社等である内国法人が提
供すべき事項は、次に掲げる場合の区分に応じ
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それぞれ次に定める事項とされました（法法150
の 3 ①一イロ、法規68⑤～⑦）。なお、各対象
会計年度の国際最低課税額に対する法人税にお
いて一定の規定の適用を受けようとする旨及び
一定の規定の適用を受けることをやめようとす
る旨（法法150の 3 ①二・三）については、引き
続き特定多国籍企業グループ等報告事項等とし
て提供しなければならないこととされています。
①　②に掲げる場合以外の場合　次に掲げる事

項（法法150の 3 ①一イ、法規68⑤）
イ　特定多国籍企業グループ等の最終親会社

等の名称その他最終親会社等に係る一定の
事項（法規68⑤一）

ロ　特定多国籍企業グループ等に属する構成
会社等又は特定多国籍企業グループ等に係
る共同支配会社等の名称その他構成会社等
又は共同支配会社等に係る一定の事項（法
規68⑤二）

（注）　既に所轄税務署長又は我が国以外の国

若しくは地域の税務当局に提供された当

該事項又はこれに相当する事項（提供義

務免除規定の適用がある場合に限りま

す。）のうち、最も新しい対象会計年度に

係るものから変更がない場合には、ロに

掲げる事項は提供する必要はありません。

ハ　特定多国籍企業グループ等に属する除外
会社等（最終親会社等を除きます。）の名
称及び類型（法規68⑤三）

（注）　既に所轄税務署長又は我が国以外の国

若しくは地域の税務当局に提供された当

該名称及び類型又はこれらに相当する事

項（提供義務免除規定の適用がある場合

に限ります。）のうち、最も新しい対象会

計年度に係るものから変更がない場合に

は、ハに掲げる事項は提供する必要はあ

りません。

ニ　特定多国籍企業グループ等に属する構成
会社等又は特定多国籍企業グループ等に係
る共同支配会社等の所在地国ごと（無国籍
構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあ

っては、無国籍構成会社等又は無国籍共同
支配会社等ごと）の国別実効税率（無国籍
構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあ
っては、無国籍構成会社等実効税率又は無
国籍共同支配会社等実効税率）の水準及び
構成会社等に係るグループ国際最低課税額
又は共同支配会社等に係るグループ国際最
低課税額の水準（法規68⑤四）

（注）　ただし、各種の適用免除基準又は移行

期間CbCRセーフ・ハーバーの適用がある

場合には、国別実効税率の水準などの一

定の事項については提供する必要はあり

ません（法規68⑤四イ、改正法規附則 3 一）。

ホ　その他参考となるべき事項（法規68⑤五）
　すなわち、特定多国籍企業グループ等に属
する構成会社等である内国法人のうち、各対
象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
が課されないような内国法人については、い
わゆるグループ情報（最終親会社等・構成会
社等の名称、所在地国、組織構造）や各対象
会計年度の国際最低課税額に対する法人税の
適用に関する基本情報（所在地国ごとの実効
税率の水準）等、その特定多国籍企業グルー
プ等に関する基本的な事項のみを提供する必
要があります。

②　特定多国籍企業グループ等に属する構成会
社等である内国法人が次に掲げる構成会社等
に該当する場合　上記①に定める事項及び次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る事項（法法150の 3 ①一ロ、法規68⑥）
イ　最終親会社等　次に掲げる事項

イ　特定多国籍企業グループ等に属する構
成会社等又は特定多国籍企業グループ等
に係る共同支配会社等の所在地国ごと

（無国籍構成会社等又は無国籍共同支配
会社等にあっては、無国籍構成会社等又
は無国籍共同支配会社等ごと）の国別実
効税率（無国籍構成会社等又は無国籍共
同支配会社等にあっては、無国籍構成会
社等実効税率又は無国籍共同支配会社等
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実効税率）及びその計算の基礎となる一
定の事項（法規68⑥一イロ）

ロ　特定多国籍企業グループ等に属する構
成会社等又は特定多国籍企業グループ等
に係る共同支配会社等の所在地国ごと

（無国籍構成会社等又は無国籍共同支配
会社等にあっては、無国籍構成会社等又
は無国籍共同支配会社等ごと）の構成会
社等に係るグループ国際最低課税額又は
共同支配会社等に係るグループ国際最低
課税額及びその計算の基礎となる一定の
事項（法規68⑥一ハニ）

ハ　特定多国籍企業グループ等の親会社等
（最終親会社等、中間親会社等又は被部
分保有親会社等をいいます。）が有する
構成会社等又は共同支配会社等に係る国
際最低課税額及びその計算の基礎となる
一定の事項（法規68⑥一ホ）

ニ　その他参考となるべき事項（法規68⑥
一ヘ）

　すなわち、最終親会社等に該当する内国
法人は、その特定多国籍企業グループ等に
関する基本的な事項に加え、所在地国ごと
の実効税率、会社等別国際最低税額、国際
最低課税額及びこれらの計算の基礎となる
べき事項等、その特定多国籍企業グループ
等のグループ国際最低課税額に関する事項
を提供する必要があります。

（注）　ただし、各種の適用免除基準又は移行

期間CbCRセーフ・ハーバーの適用があ

る場合には、上記の事項に代えて一定の

事項のみの提供を求める簡素化措置等が

設けられています（法規68⑦、改正法規

附則 3 二）。

ロ　中間親会社等（注 1 ）又は被部分保有親
会社等（注 2 ）　上記イに定める事項（そ
の中間親会社等又は被部分保有親会社等の
国際最低課税額の計算に必要な部分に限り
ます。）（法規68⑥二）
　すなわち、中間親会社等又は被部分保有

親会社等に該当する内国法人は、その特定
多国籍企業グループ等に関する基本的な事
項に加え、その特定多国籍企業グループ等
のグループ国際最低課税額に関する事項の
うち、その内国法人の国際最低課税額の計
算に必要な事項を提供する必要があります。

（注 1 ）　各対象会計年度の国際最低課税額に

対する法人税又は外国におけるこれに

相当する税を課することとされる最終

親会社等がある場合における中間親会

社等及びこれらの税を課することとさ

れる中間親会社等が他の中間親会社等

に対する支配持分を直接又は間接に有

する場合における当該他の中間親会社

等並びに下記ハの指定提供内国法人を

除きます。
（注 2 ）　各対象会計年度の国際最低課税額に

対する法人税又は外国におけるこれに

相当する税を課することとされる他の

被部分保有親会社等がその被部分保有

親会社等の持分の全部を直接又は間接

に有する場合におけるその被部分保有

親会社等及び下記ハの指定提供内国法

人を除きます。

ハ　指定提供内国法人　次に掲げる場合の区
分に応じそれぞれ次に定める事項（法規68
⑥三）
イ　財務大臣と特定多国籍企業グループ等

の最終親会社等の所在地国の権限ある当
局との間に適格当局間合意がある場合　
上記イに定める事項
　すなわち、この場合には、最終親会社
等が提供することとされる事項を提供す
る必要があります。

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その指定
提供内国法人に係る上記ロに定める事項
及び財務大臣との間に適格当局間合意が
ある権限ある当局の国又は地域における
その特定多国籍企業グループ等に係る上
記ロに定める事項に相当する事項
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　すなわち、この場合には、その特定多
国籍企業グループ等に関する基本的な事
項に加え、指定提供内国法人に係る上記
ロに定める事項と財務大臣との間に適格
当局間合意がある権限ある当局の国又は
地域を所在地国とする構成会社等がその
所在地国で提供することとされる上記ロ
に定める事項に相当する事項を提供する
必要があります。

（注 1 ）　「指定提供内国法人」とは、特定多国

籍企業グループ等の最終親会社等以外

のいずれか一の構成会社等である内国

法人で、その特定多国籍企業グループ

等の法第150条の 3 第 1 項の規定により

提供する事項に相当する事項をその内

国法人の納税地の所轄税務署長に提供

するものとしてその最終親会社等が指

定したものをいいます（法規68⑥三）。

すなわち、指定提供内国法人は、モデ

ル ル ー ル に お け る 指 定 申 告 事 業 体

（Designated Filing Entity） に 対 応 す

るものです。
（注 2 ）　「適格当局間合意」とは、特定多国籍

企業グループ等報告事項等又はこれに

相当する情報を相互に提供するための

財務大臣と我が国以外の国又は地域の

権限ある当局との間の特定多国籍企業

グループ等報告事項等又はこれに相当

する情報の提供時期、提供方法その他

の細目に関する合意（特定多国籍企業

グループ等報告事項等の提供期限にお

いて現に効力を有するものに限りま

す。）をいいます（法規68⑥三イ）。
（参考）　特定多国籍企業グループ等報告事項等に

ついては、「GloBE情報申告書に関するドキ

ュメント」で示された様式に和訳を付した

もの及びその記載要領が、国税庁ホームペ

ージにおいて公表されています。

【改正の背景】
令和 5 年（2023年）7 月にOECDから公表された「GloBE情報申告書に関するドキュメント」において、GloBE情報申告書の提供様式が策定される
とともに、全ての構成会社等に対して均一な情報の提供を求めるのではなく、提供義務者の区分（最終親会社等、一定の中間親会社等・被部分保有
親会社等、その他の会社等）に応じた情報の提供を求めることとされた。

【特定多国籍企業グループ等報告事項等の分類（改正後）】
Ａ　グループに関する基本情報

・グループ情報（最終親会社等・構成会社等の名称、所在地国、組織構造  等）
・GloBEルールの適用に関する基本情報（所在地国ごとの実効税率の水準  等）

Ｂ　グループ国際最低課税額に関する詳細情報

・IIR課税に関する情報（所在地国ごとの実効税率、会社等別国際最低税額、国際最低課税額（IIR課税額）及びこれらの計算明細  等）
・各種の適用免除基準・セーフハーバーの適用に関する情報

【提供義務者の区分に応じた特定多国籍企業グループ等報告事項等（改正後）】

【提供すべき情報】
Ｘ国が日本の場合
⇒　最終親会社等（UPE）は全情報を日本に提供

Ｙ国が日本の場合
⇒　被部分保有親会社等（POPE）はＡの情報及びＢのうちIIR課税
　　額の計算に必要な部分のみ（※）を日本に提供
※ 例えばＺ国の実効税率等の計算明細は提供不要。

Ｚ国・Ｗ国が日本の場合
⇒　その他の構成会社等（CE）はＡの情報のみを日本に提供

提供義務者の区分 報告事項等
最終親会社等
一定の中間親会社等・被部分保有親会社等
上記以外の内国法人

Ａ及びＢ（＝全情報）
Ａ及びＢ（Ｂについては左記の内国法人のIIR課税に必要な部分に限る。 ）
Ａのみ

グループ外の者

Ｘ国
（適格IIRあり）

Ｙ国
（適格IIRあり）

Ｚ国
CE1 CE2

POPE

UPE

IIR適用あり

【イメージ】

IIR適用あり

Ｗ国

　

（注） 指定提供内国法人の場合には、財務大臣との間に適格当局間合意がある国・地域を所在地国とする構成会社等が提供することとされるＢに
　　相当する事項も合わせて提供する必要。

特定多国籍企業グループ等報告事項等の見直し
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⑵　特定多国籍企業グループ等報告事項等の見直
しに伴う改正
　今般の改正において、特定多国籍企業グルー
プ等に属する構成会社等である内国法人は、そ
の区分に応じた特定多国籍企業グループ等報告
事項等を提供しなければならないこととされた
ことを踏まえ、次の改正が行われました。
①　特定多国籍企業グループ等報告事項等を提

供すべき内国法人が複数ある場合の特例
　上記 1 ⑴（注）の特定多国籍企業グループ
等報告事項等を提供すべき内国法人が複数あ
る場合の特例を適用する場合には、その複数
ある内国法人を代表して提供するものとされ
た法人に係る特定多国籍企業グループ等報告
事項等は、本特例の適用により特定多国籍企
業グループ等報告事項等を提供することを要
しないこととされる法人に係る特定多国籍企
業グループ等報告事項等を含むこととされま
した（法法150の 3 ②）。

②　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提
供義務の免除
　上記 1 ⑵の特定多国籍企業グループ等報告
事項等の提供義務の免除の要件について、特
定多国籍企業グループ等の最終親会社等（指
定提供会社等を指定した場合には、指定提供
会社等）の所在地国の税務当局がその特定多
国籍企業グループ等に属する構成会社等であ
る内国法人が提供することとされているもの
の全部を含む特定多国籍企業グループ等報告
事項等に相当する情報の提供を我が国に対し
て行うことができると認められる場合に限っ
て、その提供義務を免除することとされまし
た（法法150の 3 ③、法令212③）。

⑶　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供
期限等に係る経過措置
　特定多国籍企業グループ等報告事項等及び最
終親会社等届出事項並びにこれらを提供すべき
法人が複数ある場合の特例の適用を受ける際に
提供しなければならないこととされる事項（⑶

において「報告事項等」といいます。）の提供
期限は各対象会計年度終了の日の翌日から 1 年
3 月（一定の場合には、 1 年 6 月）以内とされ
ていますが、執行ガイダンス（令和 5 年（2023
年）12月公表執行ガイダンス 5 ）において、
GloBE 情報申告における導入当初の納税者及
び税務当局双方の準備期間を十分に確保する観
点から、その提供期限が令和 8 年 6 月30日前で
ある場合には、その提供期限を同日とする旨が
国際的に合意されました。この国際的な合意を
踏まえ、今般の改正において、我が国の特定多
国籍企業グループ等報告事項等の提供制度にお
いても、報告事項等の提供期限が令和 8 年 6 月
30日前である場合には、その提供期限を同日と
することとされました（令和 5 年改正法附則16③）。

（注）　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提

供義務の免除の要件（法令212③）についても

同趣旨の改正が行われています（令和 5 年 6

月改正法令附則 4 の 2 ）。

�　適用関係

1 　上記ⅠからⅪまでの改正は、内国法人の令和
6 年 4 月 1 日以後に開始する対象会計年度の国
際最低課税額に対する法人税について適用する
こととされています（改正法附則10、令和 6 年
4 月改正法規附則⑤）。

2 　上記Ⅻ㈠の改正は、内国法人の令和 6 年 4 月
1 日以後に開始する事業年度の所得に対する法
人税について適用し、内国法人の同日前に開始
した事業年度の所得に対する法人税については、
従前どおりとされています（改正法令附則 8 ）。

3 　上記Ⅻ㈡の改正は、令和 6 年 4 月 1 日以後に
行われる合併、分割、株式交換又は現物出資に
ついて適用し、同日前に行われた合併、分割、
株式交換又は現物出資については、従前どおり
とされています（改正措令附則20）。

4 　上記� 2⑴及び⑵の改正は、令和 6 年 4 月 1
日以後に開始する対象会計年度に係る特定多国
籍企業グループ等報告事項等について適用する
こととされています（改正法附則11）。
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二 　外国関係会社に係る所得の課税の特例（外国子会社合算税
制）の見直し

1 　改正前の制度の概要

⑴　制度の概要
　外国子会社合算税制は、外国子会社等を利用
した租税回避を抑制するため、一定の要件に該
当する外国子会社等の所得に相当する金額につ
いて、日本の親会社の所得とみなして合算し、
日本で課税する制度です。
　外国関係会社（注 1 ）がペーパー・カンパニ
ー等である場合（特定外国関係会社）又は経済
活動基準（注 2 ）のいずれかを満たさない場合

（対象外国関係会社）には、その外国関係会社
の所得に相当する金額について、内国法人等の
所得とみなして、課税することとされています

（会社単位の合算課税）。
（注 1 ）　上記の「外国関係会社」とは、居住者・

内国法人等が直接又は間接に50％を超える

持分を有する外国法人又は居住者・内国法

人が外国法人の残余財産のおおむね全部に

ついて分配を請求することができるなど会

社財産に対する支配関係がある場合のその

外国法人をいいます。以下同じです。
（注 2 ）　上記の「経済活動基準」とは以下の基準

をいいます。

① 　事業基準（主たる事業が株式の保有等

の一定の事業でないこと）

② 　実体基準（本店所在地国に主たる事業

に必要な事務所等を有すること）

③ 　管理支配基準（本店所在地国において

事業の管理、支配及び運営を自ら行って

いること）

④　次のいずれかの基準

　イ 　所在地国基準（主として本店所在地

国で事業を行っていること）

　　※　下記以外の業種に適用

　ロ 　非関連者基準（主として関連者以外

の者と取引を行っていること）

　　※ 　卸売業、銀行業、信託業、金融商

品取引業、保険業、水運業、航空運

送業、航空機貸付業に適用

　また、外国関係会社が経済活動基準を全て満
たす場合（部分対象外国関係会社）であっても、
配当、利子等の一定の受動的所得については、
内国法人等の所得とみなして、課税することと
されています（受動的所得の合算課税）。
　ただし、外国関係会社の租税負担割合が一定

（特定外国関係会社は27％、それ以外の外国関
係会社は20％）以上の場合には、合算課税の適
用を免除することとされています。

⑵　ペーパー・カンパニー
①　ペーパー・カンパニーの概要

　事務所等の実体がなく、かつ、事業の管理
支配等を自ら行っていない一定の外国関係会
社はいわゆるペーパー・カンパニーに分類さ
れ、特定外国関係会社として会社単位の合算
課税の対象になります。
　すなわち、次のいずれにも該当しない外国
関係会社（ペーパー・カンパニーの範囲から
除外される一定の外国関係会社（下記②参
照）を除きます。）は、ペーパー・カンパニ
ーに該当します（措法66の 6 ②二イ）。
イ　その主たる事業を行うに必要と認められ

る事務所、店舗、工場その他の固定施設を
有している外国関係会社（実体基準）

ロ　その本店所在地国においてその事業の管
理、支配及び運営を自ら行っている外国関
係会社（管理支配基準）

②　ペーパー・カンパニーの範囲から除外され
る外国関係会社
　次に掲げる外国関係会社は、租税回避リス
クが限定的であると考えられることから、ペ
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ーパー・カンパニーに該当しないこととされ
ています（措法66の 6 ②二イ⑶～⑸、旧措令
39の14の 3 ⑤～⑨、旧措規22の11⑦～㉓）。
イ　外国子会社の株式等の保有を主たる事業

とする等の一定の外国関係会社
　外国子会社（注）の株式等の保有を主た
る事業とする外国関係会社で次の要件の全
てに該当するもの（旧措令39の14の 3 ⑥、
措規22の11⑧⑨）

（注）　上記の「外国子会社」とは、外国法人

（外国関係会社とその本店所在地国を同じ

くするものに限ります。（注）において同

じです。）の発行済株式等のうちにその外

国関係会社が保有しているその株式等の

数又は金額の占める割合その他の一定の

割合のいずれかが25％以上であり、かつ、

その状態が一定期間継続している場合の

その外国法人をいいます（措令39の14の

3 ⑤）。イにおいて同じです。

イ　その事業年度の収入金額の合計額のう
ちに占める外国子会社から受ける一定の
剰余金の配当等の額その他の一定の金額
の合計額の割合が95％を超えていること

（収入割合要件）。
ロ　その事業年度終了の時における貸借対

照表（これに準ずるものを含みます。②
において同じです。）に計上されている
総資産の帳簿価額のうちに占める外国子
会社の株式等の帳簿価額その他の一定の
資産の帳簿価額の合計額の割合が95％を
超えていること（資産割合要件）。

ロ　特定子会社の株式等の保有を主たる事業
とする等の一定の外国関係会社
　特定子会社（注）の株式等の保有を主た
る事業とする外国関係会社で次に掲げる要
件の全てに該当するもの（旧措令39の14の
3 ⑧、措規22の11⑫⑬）

（注）　上記の「特定子会社」とは、租税特別

措置法第66条の 6 第 1 項各号に掲げる内

国法人に係る他の外国関係会社（管理支

配会社とその本店所在地国を同じくする

ものに限ります。）で、部分対象外国関係

会社に該当するものをいいます（措令39

の14の 3 ⑦）。ロにおいて同じです。

イ　その事業の管理、支配及び運営が管理
支配会社によって行われていること。

ロ　管理支配会社の行う事業（その管理支
配会社の本店所在地国において行うもの
に限ります。）の遂行上欠くことのでき
ない機能を果たしていること。

ハ　その事業を的確に遂行するために通常
必要と認められる業務の全てが、その本
店所在地国において、管理支配会社の役
員又は使用人によって行われていること。

ニ　その本店所在地国を管理支配会社の本
店所在地国と同じくすること。

ホ　次に掲げる外国関係会社の区分に応じ
それぞれ次の要件に該当すること。
ⅰ　下記ⅱに掲げる外国関係会社以外の

外国関係会社　その本店所在地国の法
令においてその外国関係会社の所得

（その外国関係会社の属する企業集団
の所得を含みます。）に対して外国法
人税（法人税法第69条第 1 項に規定す
る外国法人税をいいます。以下同じで
す。）を課されるものとされているこ
と。

ⅱ　その本店所在地国の法令において、
その外国関係会社の所得がその株主等
である者の所得として取り扱われる外
国関係会社　その本店所在地国の法令
において、その株主等である者（租税
特別措置法第66条の 6 第 1 項各号に掲
げる内国法人に係る他の外国関係会社
に該当するものに限ります。）の所得
として取り扱われる所得に対して外国
法人税を課されるものとされているこ
と。

ヘ　その事業年度の収入金額の合計額のう
ちに占めるその事業年度の特定子会社か
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ら受ける一定の剰余金の配当等の額その
他の一定の金額の合計額の割合が95％を
超えていること（収入割合要件）。

ト　その事業年度終了の時における貸借対
照表に計上されている総資産の帳簿価額
のうちに占める特定子会社の株式等その
他の一定の資産の帳簿価額の合計額の割
合が95％を超えていること（資産割合要
件）。

ハ　不動産の保有、資源開発等プロジェクト
の遂行上欠くことのできない機能を果たし
ている等の一定の外国関係会社
イ　特定不動産（注）の保有を主たる事業

とする外国関係会社で次に掲げる要件の
全てに該当するもの（旧措令39の14の 3
⑨一、旧措規22の11⑯⑰）

（注）　上記の「特定不動産」とは、その本

店所在地国にある不動産（不動産の上

に存する権利を含みます。ハにおいて

同じです。）で、その外国関係会社に係

る管理支配会社の事業の遂行上欠くこ

とのできないものをいいます。イにお

いて同じです。

ⅰ　管理支配会社の行う事業（その管理
支配会社の本店所在地国において行う
もので不動産業に限ります。）の遂行
上欠くことのできない機能を果たして
いること。

ⅱ　上記ロイ及びハからホまでに掲げる
要件の全てに該当すること。

ⅲ　その事業年度の収入金額の合計額の
うちに占める特定不動産の譲渡に係る
対価の額その他の一定の金額の合計額
の割合が95％を超えていること（収入
割合要件）。

ⅳ　その事業年度終了の時における貸借
対照表に計上されている総資産の帳簿
価額のうちに占める特定不動産その他
の一定の資産の帳簿価額の合計額の割
合が95％を超えていること（資産割合

要件）。
ロ　次の要件の全てに該当する外国関係会

社（旧措令39の14の 3 ⑨三、措規22の11
㉒㉓）
ⅰ　その主たる事業が次のいずれかに該

当すること。
ⅰ　特定子会社（注）の株式等の保有
（注）　上記の「特定子会社」とは、そ

の外国関係会社とその本店所在地

国を同じくする外国法人で、次に

掲げる要件の全てに該当するもの

をいいます。ロにおいて同じです。

ａ 　その外国関係会社のその事業

年度開始の時又は終了の時にお

いて、その発行済株式等のうち

にその外国関係会社が有するそ

の株式等の数又は金額の占める

割合その他の一定の割合のいず

れかが10％以上となっているこ

と。

ｂ 　管理支配会社等の行う資源開

発等プロジェクトの遂行上欠く

ことのできない機能を果たして

いること。

ⅱ　その外国関係会社に係る関連者以
外の者からの資源開発等プロジェク
トの遂行のための資金の調達及び特
定子会社に対して行うその資金の提
供

ⅲ　特定不動産（その本店所在地国に
ある不動産で、資源開発等プロジェ
クトの遂行上欠くことのできない機
能を果たしているものをいいます。）
の保有

ⅱ　その事業の管理、支配及び運営が管
理支配会社等によって行われているこ
と。

ⅲ　管理支配会社等の行う資源開発等プ
ロジェクトの遂行上欠くことのできな
い機能を果たしていること。

─ 691 ─

――国際課税関係の改正――



ⅳ　その事業を的確に遂行するために通
常必要と認められる業務の全てが、そ
の本店所在地国において、管理支配会
社等の役員又は使用人によって行われ
ていること。

ⅴ　その本店所在地国を管理支配会社等
の本店所在地国と同じくすること。

ⅵ　上記ロホに掲げる要件に該当するこ
と。

ⅶ　その事業年度の収入金額の合計額の
うちに占める特定子会社から受ける一
定の剰余金の配当等の額その他の一定
の金額の合計額の割合が95％を超えて
いること（収入割合要件）。

ⅷ　その事業年度終了の時における貸借
対照表に計上されている総資産の帳簿
価額のうちに占める特定子会社の株式
等その他の一定の資産の帳簿価額の合
計額の割合が95％を超えていること

（資産割合要件）。
ニ　上記イからハまでに掲げる外国関係会社

と同様に、会社の類型に応じた収入割合要
件その他の一定の要件の下で租税回避リス
クが限定的であると考えられる一定の外国
関係会社（旧措令39の14の 3 ⑨二、旧措規
22の11⑩⑪⑭⑮⑱～㉑）

⑶　適用対象金額の計算
①　適用対象金額

　適用対象金額は、基準所得金額に繰越欠損
金額及び納付法人所得税の額に関する調整を
加えた金額とされています（措法66の 6 ②四、
措令39の15⑤）。

②　基準所得金額の概要
　基準所得金額は、特定外国関係会社又は対
象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく
所得の金額につき本邦法令基準又は現地法令
基準によって計算した金額とされています

（措法66の 6 ②四、旧措令39の15①②）。
③　現地法令基準による基準所得金額

　現地法令基準による基準所得金額は、外国
関係会社の決算に基づく所得の金額につき、
その外国関係会社の本店所在地国の法人所得
税に関する法令（法人所得税に関する法令が
二以上ある場合には、そのうち主たる法人所
得税に関する法令）の規定（企業集団等所得
課税規定を除きます。）により計算した所得
の金額にその所得の金額に係る調整を加えた
金額とされています（旧措令39の15②）。

⑷　租税負担割合の計算
　外国関係会社の租税負担割合は、次に掲げる
区分に応じそれぞれ次の算式により計算するこ
ととされています（旧措令39の17の 2 ）。
①　②に掲げる外国関係会社以外の外国関係会

社
《算式》

本店所在地国において課され
る外国法人税 ＋ 本店所在地国以外の国・地域

において課される外国法人税

本店所
在地国
の法令
に基づ
く所得

＋

本店所
在地国
の法令
で非課
税とさ
れる所
得（受
取配当
を 除
く）

＋
損金算
入支払
配当

＋
損金算
入外国
法人税

＋

損金算
入され
ない保
険準備
金

＋

益金算
入すべ
き保険
準備金

－
還付外
国法人
税

②　無税国に本店等を有する外国関係会社（注）

《算式》
本店所在地国以外の国・地域において課される外国法人税

決算に
基づく
所 得

（ 会 計
上の利
益）

＋

費用計
上して
いる支
払配当

＋

費用計
上して
いる外
国法人
税

＋

損金算
入され
ない保
険準備
金

＋

益金算
入すべ
き保険
準備金

－ 受取配
当 －

還付外
国法人
税

（注）　上記の「無税国に本店等を有する外国関

係会社」とは、法人の所得に対して課され

る税が存在しない国又は地域（無税国）に

本店又は主たる事務所を有する外国関係会

社をいいます。

　なお、その本店所在地国の外国法人税の

税率が所得の額に応じて高くなる場合には、

上記の算式の外国法人税の額は、これらの

税率をこれらの税率のうち最も高い税率で
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あるものとして算定した外国法人税の額と

することができることとされています（措

令39の17の 2 ②四）。

　また、所得の金額がない場合又は欠損の

金額となる場合には、上記①に掲げる外国

関係会社の租税負担割合については、その

主たる事業に係る収入金額から所得が生じ

たとした場合にその所得に対して適用され

る本店所在地国の外国法人税の税率に相当

する割合とされ、上記②に掲げる外国関係

会社については零とされています（措令39

の17の 2 ②五）。

⑸　書類添付義務
　内国法人は、添付対象外国関係会社（次に掲
げる外国関係会社をいいます。以下同じです。）
の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その
他の一定の書類（注）を当該各事業年度終了の
日の翌日から 2 月を経過する日を含む各事業年
度の確定申告書に添付しなければならないこと
とされています（措法66の 6 ⑪）。
①　租税負担割合が20％未満である部分対象外

国関係会社（当該各事業年度において次のい
ずれかに該当する事実がある部分対象外国関
係会社を除きます。）
イ　各事業年度における部分適用対象金額が

2,000万円以下であること。
ロ　各事業年度の決算に基づく所得の金額に

相当する金額のうちに当該各事業年度にお
ける部分適用対象金額の占める割合が 5 ％
以下であること。

②　租税負担割合が20％未満である対象外国関
係会社

③　租税負担割合が27％未満である特定外国関
係会社

（注）　上記の「一定の書類」とは、添付対象外国

関係会社に係る次に掲げる書類その他参考と

なるべき事項を記載した書類をいいます（旧

措規22の11㊽）。

イ 　貸借対照表及び損益計算書（これに準ず

るものを含みます。）

ロ 　株主資本等変動計算書、損益金の処分に

関する計算書その他これらに準ずるもの

ハ 　イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細

書

ニ 　本店所在地国の法人所得税に関する法令

により課される税に関する申告書で各事業

年度に係るものの写し

ホ 　企業集団等所得課税規定の適用がないも

のとした場合に計算される法人所得税の額

に関する計算の明細を記載した書類及びそ

の法人所得税の額に関する計算の基礎とな

る書類で各事業年度に係るもの

ヘ 　各事業年度終了の日における株主等の氏

名及び住所又は名称及び本店若しくは主た

る事務所の所在地並びにその有する株式等

の数又は金額を記載した書類

ト 　各事業年度終了の日における内国法人と

添付対象外国関係会社との間に介在する外

国法人の株主等に係るヘに掲げる書類

2 　改正の内容

⑴　ペーパー・カンパニーの範囲から除外される
外国関係会社に係る判定方法の見直し
①　改正の趣旨・背景

　令和 5 年度税制改正において、「各対象会
計年度に係る国際最低課税額に対する法人
税」が導入され、対象企業に追加的な事務負
担が生じることを契機として、外国子会社合
算税制における特定外国関係会社については、
租税負担割合が27％以上（改正前：30％）の
場合に会社単位の合算課税の適用を免除する
こととされました。
　引き続き令和 6 年度税制改正においても、
外国子会社合算税制に関して、想定される租
税回避リスクと企業の事務負担等とを総合的
に勘案した検討が進められた結果、下記の見
直しを行うこととされました。

②　具体的内容
　ペーパー・カンパニーの範囲から除外され

─ 693 ─

――国際課税関係の改正――



る外国関係会社に係る収入割合要件（上記 1
⑵②イイ、ロヘ、ハイⅲ、ロⅶ、ニ）の判定
方法について、その事業年度に係る収入の金
額がない場合には、その収入割合要件の判定
を求めないこととされました（措令39の14の
3 ⑥⑧⑨、措規22の11⑩⑭⑳）。
　これに伴い、収入の金額がない外国関係会
社の事業年度において、収入割合要件以外の
要件の全てを満たす場合には、その外国関係
会社はペーパー・カンパニーの範囲から除外
されることとなります。

⑵　各国におけるグローバル・ミニマム課税に対
する法令上の整備に伴う対応
①　改正の趣旨・背景

　各国においてグローバル・ミニマム課税に
対応するための法令上の整備が進められてい
ます。具体的には各国の判断に基づき、次に
掲げる税に関する法令の整備が行われていま
す。
イ　外国における各対象会計年度の国際最低

課税額に対する法人税に相当する税（いわ
ゆる Income Inclusion Rule（IIR）に係る
税）

ロ　我が国以外の国又は地域の租税に関する
法令において、その国又は地域を所在地国
とする特定多国籍企業グループ等に属する
構成会社等に対して課される税（グループ
国際最低課税額に相当する金額のうち各対
象会計年度の国際最低課税額に対する法人
税に相当する税の課税標準とされる金額以
外の金額を基礎として計算される金額を課
税標準とするものに限ります。）又はこれ
に相当する税（法令155の34②三）（いわゆ
る Undertaxed Profits Rule（UTPR） に
係る税）

ハ　自国内最低課税額に係る税（いわゆる
Qualified Domestic Minimum Top-up 
Tax（QDMTT）に係る税）

　このような状況のなか、各国の判断によっ

てはこれらの税を法人の所得に対する税とし
て位置付けて法令の整備が行われる可能性が
あります。そのため、我が国の外国子会社合
算税制において、これらの税に係る取扱いを
明らかにする必要性があることから、次の見
直しが行われています。

②　具体的な内容
イ　適用対象金額の計算

　現地法令基準を用いて適用対象金額を計
算する場合に、その計算の基礎となる「本
店所在地国の法人所得税に関する法令によ
り計算した所得の金額」は、外国における
上記①イからハまでの税に関する法令によ
り計算された金額でないことが明らかにさ
れています（措令39の15②）。
（イメージ）　適用対象金額の計算

ロ　租税負担割合の計算
　税法令がある国に本店等がある外国関係
会社に係る租税負担割合について、その租
税負担割合の計算における分母の金額に係
る「外国法人税（注）に関する法令により
計算した所得の金額」は、外国における
QDMTT に関する法令により計算された
金額でないことが明らかにされています

（措令39の17の 2 ②一イ）。
（注）　IIR及びUTPRに係る税は、外国法人税

の定義において、その範囲から除外する

こととされています。

　また、法人の所得に対して課される税が
存在しない国・地域（いわゆる無税国）に
本店等がある外国関係会社に係る租税負担
割合について、ここでいう「法人の所得に
対して課される税」には、上記①イからハ
までの税が含まれないことが明らかにされ

本店所在地国の「法人所得税」に関する法令により計算
した所得の金額に一定の調整を加えて計算　

（措令39の15②（25の20②））

いずれかを選択
して継続適用

≪本邦法令基準≫

≪現地法令基準≫

決算に基づく所得の金額に我が国の法令の規定による一
定の調整を加えて計算

（措令39の15①（25の20①））

【改正事項】
外国のIIR、UTPR、QDMTTを除外
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ています（措令39の17の 2 ②一ロ）。
（イメージ）　租税負担割合の計算

ハ　書類添付義務に係る書類の範囲
　内国法人の各事業年度の確定申告書に添
付することとされている書類のうち本店所
在地国の法人所得税に関する法令により課
される税に関する申告書で各事業年度に係
るものの写しについて、ここでいう「法人
所得税に関する法令により課される税」に
は、上記①イからハまでの税が含まれない
ことが明らかにされています（措規22の11
㊽四）。

⑶　居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特
例
　居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特
例についても、上記⑴及び⑵と基本的に同様の
改正が行われています（措令25の19の 3 ②④⑤、
25の20②、措規18の20④⑧⑭㊱四）。

⑷　関連制度の見直し
　内国法人が、その経済実態や実質的な株主構
成を変えずに、外国法人の子会社となるような
事象をコーポレート・インバージョンとして捉
え、このような外国法人の所得を内国法人等の
所得とみなして課税することとされる制度（特
殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係
法人に係る所得の課税の特例）についても、上

記⑵②ハと基本的に同様の改正が行われていま
す（措規18の20の 2 ⑬四、22の11の 3 ⑭四）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑵（②ハを除きます。）の改正
は、内国法人の令和 6 年 4 月 1 日以後に開始す
る事業年度に係る課税対象金額、部分課税対象
金額及び金融子会社等部分課税対象金額を計算
する場合について適用し、内国法人の同日前に
開始した事業年度に係る課税対象金額、部分課
税対象金額及び金融子会社等部分課税対象金額
を計算する場合については、従前どおりとされ
ています（改正措令附則17）。

⑵　上記 2 ⑵②ハの改正は、内国法人の令和 6 年
4 月 1 日以後に開始する事業年度に係る添付書
類について適用し、内国法人の同日前に開始し
た事業年度に係る添付書類については、従前ど
おりとされています（改正措規附則17①）。ま
た、上記 2 ⑷のうち、特殊関係株主等である内
国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の
特例についても同様です（改正措規附則17②）。

⑶　上記 2 ⑶（上記 2 ⑵②ハに関連する部分を除
きます。）の改正は、居住者の令和 7 年分以後
の各年分の課税対象金額、部分課税対象金額及
び金融子会社等部分課税対象金額を計算する場
合について適用し、居住者の令和 6 年分以前の

⑴　税法令がある国に本店等がある外国関係会社の場合（措令39の17の 2 ②一イ）

租税負担割合  ＝
決算に基づく所得につき
本店所在地国の外国法人
税に関する法令により計
算した所得

本店所在地国の法令に
より外国法人税の課税
標準に含まれない所得

（受取配当を除く）

損金算入
支払配当

損金算入
外国法人税

損金算入されな
い保険準備金

益金算入すべ
き保険準備金 還付外国法人税

「外国関係会社の本店所在地国」又は「本店所在地国以外の国」で課される外国法人税

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ －

【改正事項】外国のQDMTT除外

⑵　法人の所得に対して課される税が存在しない国・地域に本店等がある外国関係会社の場合（措令39の17の 2 ②一ロ）

租税負担割合  ＝
還付

外国法人税

「本店所在地国以外の国」で課される外国法人税

－決算に基づく所得
（会計上の利益） 受取配当－

費用計上
している
支払配当

費用計上
している

外国法人税
損金算入されな
い保険準備金＋ ＋ ＋ 益金算入すべ

き保険準備金＋

【改正事項】外国のIIR、UTPR、QDMTTを除外
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各年分の課税対象金額、部分課税対象金額及び
金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合
については、従前どおりとされています（改正
措令附則 9 ）。

⑷　上記 2 ⑶（上記 2 ⑵②ハに関連する部分に限
ります。）の改正は、居住者の令和 7 年分以後
の各年分の添付書類について適用し、居住者の

令和 6 年分以前の各年分の添付書類については、
従前どおりとされています（改正措規附則10
①）。また、上記 2 ⑷の改正のうち、特殊関係
株主等である居住者に係る外国関係法人に係る
所得の課税の特例についても同様です（改正措
規附則10②）。

三 　非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報
告制度の整備等

Ⅰ　非居住者に係る暗号資産等取引情
報の自動的交換のための報告制度等
の整備

1　非居住者に係る暗号資産等取引情報の
自動的交換のための報告制度の整備

⑴　制度整備の背景・趣旨等
①　租税条約等に基づく税務当局間の情報交換

の概要
　経済取引のグローバル化が進展する中で、
国境を越える取引が恒常的に行われ、資産の
保有・運用の形態も複雑化・多様化していま
すが、租税の賦課徴収を確実に行うためには、
国内で入手できる情報だけではなく、国外に
ある情報を適切に入手することが重要です。
しかしながら、この国外にある情報を入手す
るには外国の主権（執行管轄権）により制約
を受けます。このため、我が国を含め、各国
の税務当局は租税条約等に基づき租税に関す
る情報を互いに提供する仕組み（情報交換）
を設け、国際的な脱税及び租税回避に対処し
ています。
　我が国は、令和 6 年 6 月 1 日現在、86の租
税条約等を締結し、155か国・地域に適用さ
れていますが、全ての租税条約等に情報交換
に関する規定が定められています。
　この租税条約等に基づく税務当局間の情報
交換には、①自動的情報交換、②自発的情報

交換、及び③要請に基づく情報交換の 3 つの
形態があり、近年、我が国では、年間数百万
件の情報交換を実施しています。

（注）　「租税条約等」には、租税条約のほか、我

が国が締結したその他の国際約束（行政取

極）で租税に関する情報を相互に提供する

ことを定める規定を有するものが含まれま

す（実特法 2 二）。
（参考 1）　令和 6 年 6 月 1 日現在、我が国が締結

している条約数及び適用されている国・

地域数の内訳は、以下のとおりです。

イ　租税条約（二重課税の除去並びに脱

税及び租税回避の防止を主たる内容と

する条約）：73条約、80か国・地域

ロ　情報交換協定（租税に関する情報交

換を主たる内容とする条約）：11条約、

11か国・地域

ハ　税務行政執行共助条約（締約国は我

が国を除いて124か国。適用拡張により

142か国・地域に適用。このうち我が国

と二国間条約を締結していない国・地

は63か国・地域）

ニ　日台民間租税取決め： 1 本、 1 地域
（参考 2）　令和 4 事務年度における我が国の税務

当局間の情報交換の実績は、以下のとお

りです（令和 6 年 1 月、国税庁報道発表

資料「令和 4 事務年度　租税条約等に基

づく情報交換事績の概要」より）。

イ　自動的情報交換
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イ　CRS情報（共通報告基準（CRS： 

Common Reporting Standard）に基

づく非居住者の金融口座情報）

ⅰ　外国からの受領件数：2,526,181

ⅱ　我が国からの提供件数：532,037

ロ　CbCR情報（多国籍企業グループの

国ごとの活動状況に関する国別報告

書（CbCR：Country by Country 

Report））

ⅰ　外国からの受領件数：2,237

ⅱ　我が国からの提供件数：866

ハ　支払調書情報（法定調書により把

握した非居住者への支払利子、配当、

不動産賃借料等についての情報）

ⅰ　外国からの受領件数：77,103

ⅱ　我が国からの提供件数：750,791

ロ　自発的情報交換

イ　外国からの受領件数：812

ロ　我が国からの提供件数：131

ハ　要請に基づく情報交換

イ　外国からの要請件数：252

ロ　我が国からの要請件数：641

②　暗号資産等取引情報の自動的交換を巡る国
際的な取組みの経緯
　暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕
在化したことを受け、2022年（令和 4 年）、
OECD において、各国の税務当局が自国の
暗号資産交換業者等から報告される非居住者
の暗号資産等取引情報を租税条約等に基づい
て税務当局間で自動的に交換するための国際
基準として「暗号資産等報告枠組み（CARF：
Crypto-Asset Reporting Framework）」 が
策定され、承認・公表されました。
　2023年、G20ニューデリー首脳宣言におい
て、「税の透明性と情報交換に関するグロー
バ ル・ フ ォ ー ラ ム（171 か 国 が 参 加 す る
OECD の関連組織）」に対し、2027年（令和
9 年）の情報交換開始を原則とする CARF
実施スケジュールの検討を要請しました。

（参考）　G20ニューデリー首脳宣言（和文仮訳抜粋）

　我々は、暗号資産等報告枠組（CARF）

及びCRSの改訂の迅速な実施を求める。我々

は、著しく多くのこれらの法域が2027年ま

でにCARFによる情報交換を開始するとい

う強い願望を踏まえ、税の透明性及び情報

交換に関するグローバル・フォーラム（「グ

ローバル・フォーラム」）に対して、関連す

る法域による情報交換を開始する適切かつ

調整されたタイムラインを明らかにし、そ

の作業の進展について我々の将来の会合に

報告することを要請する。

③　CARF の実施スケジュール及び我が国の
対応
　このような経緯を経て、各国は CARF を
実施するための国内法制を整備する段階に移
行することとなり、我が国においては、今般
の改正において、この CARF に従った情報
交換を実施する観点から、非居住者に係る暗
号資産等取引情報の自動的交換のための報告
制度を整備することとされました。
　なお、本制度の施行に当たっては、暗号資
産交換業者等のシステム整備等の準備期間を
考慮して、我が国においては、2026年（令和
8 年）から本制度が施行され、2027年（令和
9 年）に2026年（令和 8 年）分の報告を暗号
資産交換業者等から受け、租税条約等に基づ
き、CARF に従った税務当局間の情報交換
を開始することとしています。

⑵　制度の内容
①　制度の概要

イ　居住地国の特定手続
　次に掲げる者は、特定対象者の氏名又は
名称、住所又は本店等の所在地、居住地国、
外国の納税者番号等の所定の事項を記載し
た届出書（①において「新規届出書」とい
います。）を、所定の期限までに、それぞ
れイ又はロの報告暗号資産交換業者等の営
業所等の長に提出しなければならないこと
とされました（実特法10の 9 ①）。
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イ　令和 8 年 1 月 1 日以後に報告暗号資産
交換業者等との間でその営業所等を通じ
て暗号資産等取引を行う者

ロ　令和 7 年12月31日において報告暗号資
産交換業者等との間でその営業所等を通
じて暗号資産等取引をしている者

（注）　本制度の施行後に暗号資産等取引を行

う者については、下記Ⅱ 1の非居住者に

係る金融口座情報の自動的交換のための

報告制度における居住地国の特定手続と

同様に、新規届出書を提出することとさ

れています。他方、本制度の施行前に暗

号資産等取引を行った者については、下

記Ⅱ 1の非居住者に係る金融口座情報の

自動的交換のための報告制度における既

存特定取引に関する特定手続（実特法10

の 5 ②）と異なり、本制度の施行後に暗

号資産等取引を行う者と同様に、新規届

出書を提出することとされています。な

お、両制度の差異は、CARF及びCRSの

差異に基因するものです。

ロ　居住地国等の再特定手続
イ　暗号資産等取引を行った者による異動

届出書の提出
　新規届出書を提出した者は、その新規
届出書に記載された居住地国等一定の事
項について異動を生じた場合には、その
異動を生じた後のその特定対象者の氏名
又は名称、住所又は本店等の所在地、居
住地国等の所定の事項を記載した届出書

（ロにおいて「異動届出書」といいま
す。）を、所定の期限までに、上記イの
報告暗号資産交換業者等の営業所等の長
に提出しなければならないこととされま
した（実特法10の 9 ②③）。

（注）　上記の暗号資産等取引を行った者に

よる異動届出書の提出は、下記Ⅱ 1の

非居住者に係る金融口座情報の自動的

交換のための報告制度における特定取

引を行った者による異動届出書の提出

（実特法10の 5 ④）と基本的に同様の手

続とされています。

ロ　報告暗号資産交換業者等による新規届
出書等を提出した者等の住所等所在地国
と認められる国又は地域の特定手続
　報告暗号資産交換業者等は、特定対象
者の住所等所在地国と認められる国又は
地域その他の事実が新規届出書等（上記
イにより提出された新規届出書又は上記
イにより提出された異動届出書をいいま
す。ニロにおいて同じです。）に記載さ
れた居住地国等一定の事項と異なること
を示す一定の情報（ロにおいて「新情
報」といいます。）を取得した場合には、
所定の期限までに、その特定対象者につ
き新情報の種類等に応じた各特定手続を
実施しなければならないこととされまし
た（実特法10の 9 ④）。

（注）　上記の報告暗号資産交換業者等によ

る新規届出書等を提出した者等の住所

等所在地国と認められる国又は地域の

特定手続は、下記Ⅱ 1の非居住者に係

る金融口座情報の自動的交換のための

報告制度における報告金融機関等によ

る新規届出書等を提出した者等の住所

等所在地国と認められる国又は地域の

特定手続（実特法10の 5 ⑥）と基本的

に同様の手続とされています。

ハ　報告暗号資産交換業者等による報告事項
の提供
　報告暗号資産交換業者等は、その年の12
月31日において、その報告暗号資産交換業
者等との間でその営業所等を通じて暗号資
産等取引を行った者（報告対象外の者を除
きます。）が報告対象契約を締結している
場合等には、特定対象者の氏名又は名称、
住所又は本店等の所在地、居住地国、外国
の納税者番号等及びその年において行われ
た暗号資産等売買等に係る暗号資産等の種
類ごとの名称、その種類ごとの暗号資産等
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の売却又は購入の対価の額の合計額等の所
定の事項（ハ及びニにおいて「報告事項」
といいます。）を、その年の翌年 4 月30日
までに、その報告暗号資産交換業者等の本
店等の所在地の所轄税務署長に提供しなけ
ればならないこととされました（実特法10
の10①）。

（注 1 ）　上記の報告事項は、CARFにおいて

税務当局間で情報交換することとされ

ている情報を踏まえたものとされてお

り、いわゆる納税者番号については、

外国の納税者番号は報告事項とされま

すが、我が国のマイナンバー（個人番

号）は報告事項とはされていません。
（注 2 ）　上記の報告暗号資産交換業者等によ

る報告事項の提供は、下記Ⅱ 1の非居

住者に係る金融口座情報の自動的交換

のための報告制度における報告金融機

関等による報告事項の提供（実特法10

の 6 ①）と基本的に同様の手続とされ

ています。ただし、同制度における報

告事項には金融資産に関するフロー情

報のほか残高情報も含まれますが、本

制度における報告事項は暗号資産等に

関する取引情報のみとされています。

ニ　その他
イ　暗号資産等取引を行った者等による報

告事項の提供の回避を主たる目的とする
行為等があった場合の特例
　暗号資産等取引を行った者若しくはそ
の関係者又は報告暗号資産交換業者等が、
その暗号資産等取引に係る契約に関する
報告事項について、提供を回避すること
を主たる目的の一つとしてその報告事項
に係る行為を行った場合等には、その行
為がなかったもの等として本制度を適用
することとされました（実特法10の11）。

ロ　報告暗号資産交換業者等による記録の
作成及び保存
　報告暗号資産交換業者等は、新規届出

書等の提出を受けた場合等には、特定対
象者の特定居住地国に関する事項等の所
定の事項に関する記録を文書等により作
成し、保存しなければならないこととさ
れました（実特法10の12）。

ハ　報告暗号資産交換業者等による報告事
項の提供に係る当該職員の質問検査権
　税務職員は、報告事項の提供に関する
調査について必要があるときは、その報
告事項の提供をする義務がある者に質問
し、帳簿書類その他の物件を検査し、又
はその物件（その写しを含みます。）の
提示若しくは提出を求めることができる
こととされました（実特法10の13、10の14）。

ニ　罰則
　新規届出書の提出義務及び報告事項の
提供義務に対する違反行為等について所
要の罰則を規定することとされました

（実特法13④～⑥）。
②　居住地国の特定手続

イ　暗号資産等取引を行う者による新規届出
書の提出手続
イ　暗号資産等取引を行う者等による新規

届出書の提出
　次に掲げる者（⑵において「暗号資産
等取引実施者」といいます。）は、特定
対象者の氏名又は名称、住所又は本店若
しくは主たる事務所の所在地、居住地国、
外国の納税者番号等の所定の事項を記載
した届出書（⑵において「新規届出書」
といいます。）を、ⅰに掲げる暗号資産
等取引実施者にあってはⅰの暗号資産等
取引を行う際、ⅱに掲げる暗号資産等取
引実施者にあっては令和 8 年12月31日ま
でに、それぞれⅰ又はⅱの報告暗号資産
交換業者等の営業所等の長に提出しなけ
ればならないこととされました（実特法
10の 9 ①前段）。
ⅰ　令和 8 年 1 月 1 日以後に報告暗号資

産交換業者等との間でその営業所等を
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通じて暗号資産等取引を行う者
ⅱ　令和 7 年12月31日において報告暗号

資産交換業者等との間でその営業所等
を通じて暗号資産等取引をしている者

（注 1 ）　「営業所等」とは、国内にある

営業所又は事務所をいいます（実

特法10の 9 ⑤二）。
（注 2 ）　新規届出書の記載事項の電磁的

方法による提供

　暗号資産等取引実施者は、新規

届出書の提出に代えて、その新規

届出書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供することができる

こととされています（実特法10の

9 ⑥）。

　上記の「電磁的方法」の意義は、

非居住者に係る金融口座情報の自

動的交換のための報告制度におけ

る「電磁的方法」と同様とされて

おり（実特法10の 5 ⑨）、具体的

には、送信者等（送信者又はその

送信者との契約によりファイルを

自己の管理する電子計算機に備え

置き、これを受信者若しくはその

送信者の用に供する者をいいま

す。）の使用に係る電子計算機と

受信者等（受信者又はその受信者

との契約により受信者ファイル

（専らその受信者の用に供せられ

るファイルをいいます。（注 2 ）

において同じです。）を自己の管

理する電子計算機に備え置く者を

いいます。（注 2 ）において同じ

です。）の使用に係る電子計算機

とを接続する電気通信回線を通じ

てその提供すべき事項に係る情報

（（注 2 ）において「記載情報」と

いいます。）を送信し、受信者等

の使用に係る電子計算機に備えら

れた受信者ファイルに記録する方

法をいいます（実特規16の11①）。

なお、この電磁的方法は、受信者

ファイルに記録されている記載情

報について、提供を受ける者が電

子計算機の映像面への表示及び書

面への出力ができるようにするた

めの措置が講じられているもので

なければなりません（実特規16の

11②）。
（注 3 ）　法令上、新規届出書には所定の

事項を記載しなければならないこ

ととされていますが、その様式は

定められていません。
（注 4 ）　実質的に暗号資産等取引を行っ

た者の判定

　暗号資産等取引を行ったとみら

れる者（次に掲げる者を除きま

す。）が単なる名義人（外国にお

けるこれに相当するものを含みま

す。）であって、その暗号資産等

取引に係る契約の利益を享受せず、

その者以外の者がその暗号資産等

取引に係る契約の利益を享受する

場合には、その暗号資産等取引は、

その利益を享受する者が行ったも

のとして、本制度を適用すること

とされています（実特法10の 9 ⑦、

実特令 6 の22）。

ⅰ　報告暗号資産交換業者等

ⅱ　報告金融機関等

ⅲ 　外国の法令に準拠して設立さ

れた法人で次に掲げるもの

　ａ 　報告暗号資産交換業者等に

類するもの

　ｂ 　報告金融機関等に類するも

の

ロ　新規届出書の記載事項
　新規届出書に記載すべき事項は、次に
掲げる事項とされています（実特規16の
14①）。
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ⅰ　暗号資産等取引実施者（暗号資産等
取引実施者が特定組合員等である場合
には、暗号資産等取引をその業務とし
て行うその特定組合員等に係る組合等
とされます。ⅱ及びⅲにおいて同じで
す。）の氏名、住所及び生年月日又は
名称及び本店若しくは主たる事務所の
所在地

ⅱ　暗号資産等取引実施者（次に掲げる
場合には、それぞれ次に定めるものと
されます。）の居住地国の名称及びそ
の居住地国（外国に限ります。）にお
いてその者の納税者番号がある場合に
は、その納税者番号
ⅰ　暗号資産等取引実施者が特定組合

員等（外国に税務上の居住地を有す
る法人等に該当する信託以外の信託
の受託者に限ります。⑵において

「特定信託受託者」といいます。）で
ある場合��その特定信託受託者

（注）　「外国に税務上の居住地を有す

る法人等」とは、下記④チイに掲

げる法人等をいいます。

ⅱ　暗号資産等取引実施者（暗号資産
等取引実施者が特定組合員等以外の
者である場合には法人に限るものと
され、暗号資産等取引実施者が特定
組合員等である場合にはその特定組
合員等に係る組合等とされます。ⅴ
において同じです。）が遺産法人等
である場合��その遺産法人等に係
る被相続人

ⅲ　暗号資産等取引実施者の住所又は本
店若しくは主たる事務所の所在する国
又は地域と上記ⅱの居住地国とが異な
る場合には、その事情の詳細

ⅳ　暗号資産等取引実施者が特定組合員
等である場合には、その特定組合員等
の氏名又は名称及び住所又は本店若し
くは主たる事務所の所在地（その特定

組合員等が特定信託受託者である場合
には、その旨を含みます。）

ⅴ　暗号資産等取引実施者が遺産法人等
である場合には、その遺産法人等に係
る被相続人の氏名、その死亡の時にお
ける住所及び生年月日

ⅵ　暗号資産等取引実施者が特定法人で
ある場合には、その旨

ⅶ　暗号資産等取引実施者が特定法人で
ある場合において、その特定法人に係
る実質的支配者があるときは、その実
質的支配者に係る上記ⅰからⅲまでに
掲げる事項

ⅷ　暗号資産等取引実施者が特定法人で
ある場合において、その特定法人が内
国法人であり、かつ、その特定法人に
係る実質的支配者の居住地国が外国で
あるときは、その特定法人の法人番号

（その特定法人が法人番号を有する場
合に限ります。）

ⅸ　暗号資産等取引実施者が報告対象外
の者に該当する場合には、その旨及び
その該当する事実

ⅹ　その他参考となるべき事項
（注）　上記ⅱ又はⅶに掲げる事項（納税者

番号に係る部分に限ります。）について

は、その納税者番号が、その納税者番

号を発行した国又は地域の法令により

報告暗号資産交換業者等に提供するこ

とができないこととされている場合に

は、その旨を記載することにより、そ

れぞれ上記ⅱ又はⅶに掲げる事項の記

載を省略することができます（実特規

16の14②）。

ハ　報告暗号資産交換業者等による新規届
出書の記載事項の確認
　報告暗号資産交換業者等の営業所等の
長は、暗号資産等取引実施者から新規届
出書の提出を受けたときは、その新規届
出書に記載されている事項がその提出の
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際にその暗号資産等取引実施者から提出
又は提示を受けた他の書類の内容と合致
していることを確認しなければならない
こととされました（実特法10の 9 ①後段、
実特規16の14③）。

ニ　新規届出書の提出をする者が内国法人
である特定法人の場合における法人番号
確認書類の提示及び報告暗号資産交換業
者等による法人番号の確認
ⅰ　原則

　新規届出書の提出をする者（内国法
人である特定法人のうち、その特定法
人に係る実質的支配者（居住地国が外
国であるものに限ります。）があるも
のに限ります。ⅱにおいて同じです。）
は、法人番号を有する場合には、新規
届出書の提出の際、その提出する報告
暗号資産交換業者等の営業所等の長に
その提出をする者の法人番号確認書類
を提示しなければならないこととされ、
その報告暗号資産交換業者等の営業所
等の長は、その新規届出書に記載され
た名称、本店又は主たる事務所の所在
地及び法人番号をその法人番号確認書
類により確認しなければならないこと
とされました（実特令 6 の15①による
準用後の実特令 6 の 2 ①）。

（注 1 ）　「法人番号」とは、行政手続に

おける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第 2

条第15項｟定義｠に規定する法人

番号をいいます（実特令 6 の 2 ①）。
（注 2 ）　「法人番号確認書類」とは、次

に掲げる書類のいずれかをいいま

す（実特規16の14④による準用後

の実特規16の 2 ④）。

ⅰ 　法人番号通知書（行政手続に

おける特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律

施行令第38条｟法人番号の通知

｠（同令第39条第 4 項｟届出に

よる法人番号の指定等｠におい

て準用する場合を含みます。）

の規定による通知に係る書面を

いい、内国法人の名称、本店又

は主たる事務所の所在地及び法

人番号の記載のあるものに限り

ます。）で、報告暗号資産交換

業者等の営業所等の長に提示す

る日前 6 月以内に作成されたも

の

ⅱ 　ａ又はｂに掲げる書類及び法

人確認書類（注 3 ）

ａ 　法人番号通知書（上記ⅰに

掲げるものを除きます。）

ｂ 　行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利

用等に関する法律第39条第 4

項｟通知等｠の規定により公

表されている内国法人の名称、

本店又は主たる事務所の所在

地及び法人番号を電子情報処

理組織（国税庁の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含

みます。）とその内国法人の

使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいいます。）に

係る電子計算機を用いて出力

することにより作成した書面

（報告暗号資産交換業者等の

営業所等の長に提示する日前

6 月以内に作成されたものに

限ります。）
（注 3 ）　「法人確認書類」とは、内国法

人の次に掲げる書類（その内国法

人の名称及び本店又は主たる事務

所の所在地の記載のあるものに限

ります。）のいずれかをいいます

（実特規16の14④による準用後の
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実特規16の 2 ⑤）。

ⅰ 　その内国法人の設立の登記に

係る登記事項証明書（その内国

法人が設立の登記をしていない

ときは、その内国法人を所轄す

る行政機関の長のその内国法人

の名称及び本店又は主たる事務

所の所在地を証する書類）若し

くはこれらの書類の写し、印鑑

証明書又は法令の規定に基づき

官公署から送付を受けた許可、

認可若しくは承認に係る書類

（報告暗号資産交換業者等の営

業所等の長に提示する日前 6 月

以内に交付又は送付を受けたも

のに限ります。）

ⅱ 　国税若しくは地方税の領収証

書、納税証明書又は社会保険料

（所得税法第74条第 2 項各号｟

社会保険料控除｠に掲げる保険

料、納付金又は掛金をいいま

す。）の領収証書（領収日付又

は発行年月日の記載のあるもの

で、その日が報告暗号資産交換

業者等の営業所等の長に提示す

る日前 6 月以内のものに限りま

す。）

ⅱ　特例
　法人番号が、行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律の規定に基づき国税庁の
法人番号公表サイトにおいて公表され
ており、広く一般に閲覧可能な情報で
あること等を踏まえ、報告暗号資産交
換業者等における法人番号確認事務負
担の軽減を図る観点から、以下の特例
が設けられました。
ⅰ　行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する
法律の規定により公表された法人情

報による新規届出書の記載事項の確
認を受けた場合の本人確認書類の提
示の特例
　新規届出書の提出をする者で法人
番号保有者に該当するものが、その
提出の際、その提出する報告暗号資
産交換業者等の営業所等の長が、そ
の新規届出書に記載された名称、本
店又は主たる事務所の所在地及び法
人番号につき、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律第39条第 4 項の規
定により公表されたその提出をする
者の名称、本店又は主たる事務所の
所在地及び法人番号と同じであるこ
との確認をした場合には、①その提
出をする者は、その報告暗号資産交
換業者等の営業所等の長に対しては、
法人番号確認書類の提示を要しない
ものとし、②その報告暗号資産交換
業者等の営業所等の長は、上記ⅰの
確認を要しないものとされました

（実特令 6 の15①による準用後の実
特令 6 の 2 ②）。

（注）　「法人番号保有者」とは、行政

手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法

律第39条第 4 項に規定する法人番

号保有者をいいます（実特令 6 の

2 ②）。

ⅱ　登記情報提供サービスにより提供
を受けた登記情報による新規届出書
の記載事項の確認をした場合の法人
確認書類の提示の特例
　新規届出書の提出をする者がその
提出する報告暗号資産交換業者等の
営業所等の長にその提出の際、その
報告暗号資産交換業者等の営業所等
の長が、その新規届出書に記載され
た名称及び本店又は主たる事務所の
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所在地につき、指定法人から送信を
受けた登記情報に記録されたその提
出をする者の名称及び本店又は主た
る事務所の所在地と同じであること
の確認をした場合には、その提出を
する者は、その報告暗号資産交換業
者等の営業所等の長に、法人確認書
類の提示をしたものとみなすことと
されました（実特規16の14⑤による
準用後の実特規16の 2 ⑥）。

（注）　「指定法人」とは、電気通信回

線による登記情報の提供に関する

法律第 3 条第 2 項｟指定等｠に規

定する指定法人をいい、「登記情

報」とは、同法第 2 条第 1 項｟定

義等｠に規定する登記情報をいい

ます。

ロ　暗号資産等取引を行う者等による新規届
出書のみなし提出の特例
イ　暗号資産等取引に係る提出済届出書を

提出した者が暗号資産等取引を行う場合
における新規届出書のみなし提出の特例
　新規届出書を提出した者又は下記③イ
イの異動届出書を提出した者がこれらの
届出書（イにおいて「提出済届出書」と
いいます。）を提出した後にその提出済
届出書に係る暗号資産等取引をしている
報告暗号資産交換業者等との間でその営
業所等を通じて暗号資産等取引を行う場
合において、次に掲げる要件のいずれに
も該当するときは、その者は、その暗号
資産等取引について、新規届出書の提出
を要しないこととされ、その暗号資産等
取引を行う者は、その暗号資産等取引を
行う際、その提出済届出書のうち直近に
提出されたものに居住地国として記載さ
れた国又は地域と同一の国又は地域が居
住地国として記載された新規届出書の提
出をしたものとみなすこととされました

（実特令 6 の15②、実特規16の14⑥）。

ⅰ　犯罪による収益の移転防止に関する
法律第 4 条第 3 項｟取引時確認等｠の
規定により、その暗号資産等取引を行
う際、同条第 1 項又は第 2 項（これら
の規定を同条第 5 項の規定により読み
替えて適用する場合を含みます。）の
規定による確認が行われないこと。

ⅱ　上記ⅰに掲げるもののほか、暗号資
産等取引を行う際、その他法令の規定
によるその提出済届出書に係る暗号資
産等取引を行った者に関する上記イロ
ⅰからⅸまでに掲げる事項の更新の手
続が行われないこと。

ロ　特定取引に係る提出済届出書を提出し
た者が暗号資産等取引を行う場合におけ
る新規届出書のみなし提出の特例
　下記Ⅱ 1の非居住者に係る金融口座情
報の自動的交換のための報告制度におけ
る特定取引に係る新規届出書等（実特法
10の 5 ①③④）を提出した者が、その後
に、報告金融機関等にも該当する報告暗
号資産交換業者等との間で暗号資産等取
引を行う場合には、既に報告暗号資産交
換業者等により記載内容確認済の同様の
届出書が提出され、手続的に重複するこ
とを踏まえ、本制度における新規届出書
の提出は要しないこととされました。
　具体的には、下記Ⅱ 1の非居住者に係
る金融口座情報の自動的交換のための報
告制度における新規届出書（実特法10の
5 ①）、任意届出書（実特法10の 5 ③）
又は異動届出書（実特法10の 5 ④）を提
出した者がこれらの届出書（ロにおいて

「提出済届出書」といいます。）を提出し
た後にⅰ又はⅱに掲げる場合のいずれか
に該当する場合において、同制度におけ
る特定対象者の居住地国等の異動を生じ
た場合（実特法10の 5 ④）に該当しない
ときは、その者は、それぞれⅰ又はⅱの
暗号資産等取引について、新規届出書の
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提出を要しないこととされ、ⅰの暗号資
産等取引を行う者にあってはその暗号資
産等取引を行う際、ⅱの暗号資産等取引
をしている者にあっては令和 8 年12月31
日（その新規届出書の提出を要しないこ
ととなった時から同日までの間において
特定対象者の居住地国等の異動を生じた
場合には、その異動を生じた日の前日）
に、その提出済届出書のうち直近に提出
されたものに居住地国（実特法10の 5 ⑧
七）として記載された国又は地域と同一
の国又は地域が居住地国として記載され
た新規届出書の提出をしたものとみなす
こととされました（実特令 6 の15③）。
ⅰ　令和 8 年 1 月 1 日以後に報告暗号資

産交換業者等（その提出済届出書に係
る特定取引（実特法10の 5 ⑧三）に係
る契約を締結している報告金融機関等

（実特法10の 5 ⑧一）に該当するもの
に限ります。ⅱにおいて同じです。）
との間でその営業所等を通じて暗号資
産等取引を行う場合

ⅱ　令和 7 年12月31日において報告暗号
資産交換業者等との間でその営業所等
を通じて暗号資産等取引をしている場
合

（注）　なお、上記と届出書の提出順が逆の

場合については、下記Ⅱ 1の非居住者

に係る金融口座情報の自動的交換のた

めの報告制度において、暗号資産等取

引に係る提出済届出書を提出した者が

新規特定取引を行う場合における新規

届出書のみなし提出の特例が設けられ

ています（実特令 6 の 2 ⑤）。

③　居住地国等の再特定手続
イ　暗号資産等取引を行った者による異動届

出書の提出手続
イ　暗号資産等取引を行った者による異動

届出書の提出
　新規届出書を提出した者は、その新規

届出書に記載された事項のうち次に掲げ
る事項について異動を生じた場合には、
その異動を生じた後のその特定対象者の
氏名又は名称、住所又は本店若しくは主
たる事務所の所在地、居住地国等の所定
の事項を記載した届出書（⑵において

「異動届出書」といいます。）を、その異
動を生じた日（その異動を生じた事項が
その者に係る実質的支配者に係るもので
ある場合には、その異動を生じたことを
知った日）から 3 月を経過する日までに、
上記②イイの報告暗号資産交換業者等の
営業所等の長に提出しなければならない
こととされました。なお、その異動届出
書の提出をした後、再びその異動を生じ
た場合についても、同様とすることとさ
れています（実特法10の 9 ②、実特規16
の15①）。
ⅰ　暗号資産等取引実施者の居住地国の

異動に関する事項
　上記②イロⅱに掲げる事項（暗号資
産等取引実施者の居住地国に係る部分
に限ります。）

ⅱ　特定法人該当性に関する事項
　上記②イロⅵに掲げる事項

ⅲ　特定法人に係る実質的支配者該当性
に関する事項
　上記②イロⅶに掲げる事項（特定法
人に実質的支配者があるかどうかに係
る部分に限ります。）

ⅳ　特定法人に係る実質的支配者の居住
地国の異動に関する事項
　上記②イロⅶに掲げる事項（特定法
人に係る実質的支配者に係る上記②イ
ロⅱに掲げる事項（その実質的支配者
の居住地国に係る部分に限ります。）
に係る部分に限ります。）

ⅴ　報告対象外の者該当性に関する事項
　上記②イロⅸに掲げる事項（報告対
象外の者に該当するかどうかに係る部
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分に限ります。）
（注 1 ）　異動届出書の記載事項の電磁的方

法による提供

　新規届出書を提出した者は、上記

②イイ（注 2 ）の新規届出書の記載

事項の電磁的方法による提供と同様

に、異動届出書の提出に代えて、そ

の異動届出書に記載すべき事項を電

磁的方法により提供することができ

ることとされています（実特法10の

9 ⑥）。
（注 2 ）　法令上、異動届出書には所定の事

項を記載しなければならないことと

されていますが、その様式は定めら

れていません。
（注 3 ）　上記ⅲ及びⅳの「特定法人」は、

次に掲げる場合における特定法人に

限られています（実特規16の15①）。

ⅰ 　報告暗号資産交換業者等との間

でその営業所等を通じて暗号資産

等取引を行った際に犯罪による収

益の移転防止に関する法律第 4 条

第 1 項又は第 2 項の規定により特

定法人に係る実質的支配者につき

その報告暗号資産交換業者等が同

条第 1 項第 4 号に掲げる事項の確

認を行っていた場合

ⅱ 　報告暗号資産交換業者等が犯罪

による収益の移転防止に関する法

律施行規則第20条第 1 項第24号｟

確認記録の記録事項｠に掲げる事

項に変更又は追加があることを知

った場合において、同条第 3 項の

規定により、その変更若しくは追

加に係る内容を確認記録（犯罪に

よる収益の移転防止に関する法律

第 6 条第 1 項｟確認記録の作成義

務等｠に規定する確認記録をいい

ます。ⅱにおいて同じです。）に付

記したとき、又は確認記録に付記

することに代えて、その変更若し

くは追加に係る内容の記録を別途

作成したとき。
（注 4 ）　なお、異動届出書の提出期限につ

いては、下記Ⅱ 1の非居住者に係る

金融口座情報の自動的交換のための

報告制度と異なり、異動を生じた日

から 3 月を経過する日までとされて

います。なお、両制度の差異は、

CARF及びCRSの差異に基因するも

のです。

ロ　異動届出書の記載事項
　異動届出書に記載すべき事項は、上記
イの異動を生じた後の上記②イロの新規
届出書の記載事項及び異動届出書を提出
する者が上記イの異動を生じた場合に該
当することとなる前に提出した新規届出
書等（上記②イイにより提出された新規
届出書又は上記イにより提出された異動
届出書をいいます。⑵において同じで
す。）に記載した事項（その異動を生じ
たものに限ります。）とされています

（実特規16の15②）。
ハ　報告暗号資産交換業者等による異動届

出書の記載事項の確認
　報告暗号資産交換業者等の営業所等の
長は、新規届出書を提出した者から異動
届出書の提出を受けたときは、上記②イ
ハの新規届出書の記載事項の確認と同様
に、その異動届出書に記載されている事
項を確認しなければならないこととされ
ました（実特法10の 9 ③、実特規16の15
③による準用後の実特規16の14③）。

ニ　暗号資産等取引を行った者が内国法人
である特定法人の場合における法人番号
確認書類の提示及び報告暗号資産交換業
者等による法人番号の確認
　新規届出書の提出をした者（内国法人
である特定法人のうち、その特定法人に
係る実質的支配者（居住地国が外国であ
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るものに限ります。）があるものに限り
ます。ニにおいて同じです。）が法人番
号を有する場合において、その提出をし
た者が上記イの異動を生じた場合（その
異動を生じた後のその特定法人に係る実
質的支配者の居住地国が外国である場合
に限ります。）には、上記②イニと同様
に、その提出をした者による法人番号確
認書類の提示及び報告暗号資産交換業者
等による法人番号の確認をしなければな
らないものとされました（実特令 6 の16
①において準用する実特令 6 の15①によ
る準用後の実特令 6 の 2 ①、実特令 6 の
16②において準用する実特令 6 の15①に
よる準用後の実特令 6 の 2 ②、実特規16
の15④⑤において準用する実特規16の14
④⑤による準用後の実特規16の 5 ④～
⑥）。
　ただし、既に新規届出書の提出の際に
上記②イニにより上記の新規届出書の提
出をした者の法人番号の確認が行われて
いる場合又は既に異動届出書の提出の際
に上記により上記の新規届出書の提出を
した者の法人番号の確認が行われている
場合には、改めて法人番号の確認をする
必要はありません（実特令 6 の16①括弧
書、実特令 6 の16②括弧書）。

ロ　報告暗号資産交換業者等による新規届出
書等を提出した者等の住所等所在地国と認
められる国又は地域の特定手続
イ　概要

　報告暗号資産交換業者等は、一定の特
定対象者の住所等所在地国と認められる
国又は地域その他の事実が新規届出書等
に記載された居住地国等一定の事項と異
なることを示す一定の情報を取得した場
合には、その取得の日から 3 月を経過す
る日までに、その特定対象者につき以下
の各特定手続（新情報の種類等に応じ、
①下記ロの手続、②下記ロ及びハの手

続）を実施しなければならないこととさ
れました（実特法10の 9 ④）。

ロ　特定対象者に係る新情報を取得した場
合における報告暗号資産交換業者等によ
る新規届出書等を提出した者に対する異
動届出書の提出の要求
　報告暗号資産交換業者等は、特定対象
者の住所又は本店若しくは主たる事務所
の所在する国又は地域（⑵において「住
所等所在地国」といいます。）と認めら
れる国又は地域その他の事実が新規届出
書等に記載された事項のうち上記イイⅰ
からⅴまでに掲げる事項と異なることを
示すその報告暗号資産交換業者等が保存
している記録に追加される新情報を取得
した場合には、その新規届出書等を提出
した者に対し異動届出書の提出の要求を
しなければならないこととされました。
なお、その要求の時から異動届出書の提
出までの間に、特定対象者の住所等所在
地国と認められる国又は地域その他の事
実がその要求又は特定の基因となったも
のと異なることを示す新情報を取得した
場合についても、同様とすることとされ
ています（実特法10の 9 ④、実特規16の
16①②）。

（注）　「新情報」の意義は、下記Ⅱ 1の非居

住者に係る金融口座情報の自動的交換

のための報告制度における「新情報」

の意義（実特規16の15の 2 ②）と基本

的に同様とされています（実特規16の

16②）。

ハ　特定対象者に係る新情報を取得した場
合において異動届出書の提出がなかった
ときにおける報告暗号資産交換業者等に
よる特定対象者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域の特定手続
ⅰ　特定対象者（特定法人に係る実質的

支配者を除きます。）の居住地国と異
なることを示す新情報を取得した場合
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において異動届出書の提出がなかった
ときにおける報告暗号資産交換業者等
によるその特定対象者の住所等所在地
国と認められる国又は地域の特定手続
　新規届出書等の提出を受けた報告暗
号資産交換業者等は、特定対象者（特
定法人に係る実質的支配者を除きます。
ⅰにおいて同じです。）につき、その
保存している記録に追加されるその特
定対象者の居住地国と異なることを示
す新情報を取得したことにより、その
新規届出書等を提出した者に対し上記
ロの異動届出書の提出の要求をした場
合において、その異動届出書の提出が
なかったときは、その新情報に基づき、
その特定対象者の住所等所在地国と認
められる国又は地域の特定をしなけれ
ばならないこととされました。なお、
その特定の時から異動届出書の提出ま
での間に、その特定の基因となった特
定対象者の住所等所在地国と認められ
る国又は地域と異なることを示す新情
報を取得した場合も、同様とすること
とされています（実特令 6 の17①によ
る準用後の実特令 6 の 5 ①）。

ⅱ　特定法人該当性又は特定法人に係る
実質的支配者該当性に関する新情報を
取得した場合において異動届出書の提
出がなかったときにおける報告暗号資
産交換業者等によるその特定法人に係
る実質的支配者の住所等所在地国と認
められる国又は地域の特定手続
　新規届出書等の提出を受けた報告暗
号資産交換業者等は、その保存してい
る記録に追加される次に掲げる新情報
を取得したことにより、その新規届出
書等を提出した者に対し上記ロの異動
届出書の提出の要求をした場合におい
て、その異動届出書の提出がなかった
ときは、その保存している記録により

特定対象者に係る実質的支配者に係る
住所等所在地国情報があるかどうかを
確認し、その特定対象者に係る実質的
支配者の住所等所在地国情報があった
場合には、各住所等所在地国情報に基
づき、その特定対象者に係る実質的支
配者の住所等所在地国と認められる国
又は地域を、それぞれ特定しなければ
ならないこととされました。なお、そ
の特定の時から異動届出書の提出まで
の間に、次に掲げる新情報（その特定
の基因となったものに限ります。）を
取得した場合も、同様とすることとさ
れています（実特令 6 の17①による準
用後の実特令 6 の 5 ②）。
ⅰ　特定対象者（暗号資産等取引を行

った法人に限ります。）が特定法人
に該当するかどうかに関する新情報

ⅱ　特定対象者（特定法人に限りま
す。）に実質的支配者があるかどう
かに関する新情報

（注）　上記（上記ⅰ及びⅱを除きます。）

の「特定対象者」は、上記イイ（注

3 ）ⅰ又はⅱに掲げる場合における

報告暗号資産交換業者等との間でそ

の営業所等を通じて暗号資産等取引

を行った法人に限られています。

ⅲ　特定法人に係る実質的支配者の居住
地国と異なることを示す新情報を取得
した場合において異動届出書の提出が
なかったときにおける報告暗号資産交
換業者等によるその特定法人に係る実
質的支配者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域の特定手続
　新規届出書等の提出を受けた報告暗
号資産交換業者等は、特定法人に係る
実質的支配者につき、その保存してい
る記録に追加されるその特定法人に係
る実質的支配者の居住地国と異なるこ
とを示す新情報（住所等所在地国情報
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に限ります。ⅲにおいて同じです。）
を取得したことにより、その新規届出
書等を提出した者に対し異動届出書の
提出の要求をした場合において、その
異動届出書の提出がなかったときは、
その新情報に基づき、その特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は
地域の特定をしなければならないこと
とされました。なお、その特定（上記
ⅱの特定を含みます。ⅲにおいて同じ
です。）の時から上記ロの異動届出書
の提出までの間に、その特定の基因と
なった特定対象者の住所等所在地国と
認められる国又は地域と異なることを
示す新情報を取得した場合についても、
同様とすることとされています（実特
令 6 の17①による準用後の実特令 6 の
5 ③）。

ニ　その他
ⅰ　特定法人該当性に関する情報を取得

した場合において異動届出書の提出が
なかったときにおける特定法人該当性
に関する特例
　新規届出書等の提出を受けた報告暗
号資産交換業者等が、特定対象者（暗
号資産等取引を行った法人に限りま
す。）につき、その保存している記録
に追加される上記ハⅱⅰに掲げる新情
報を取得したことにより、その新規届
出書等を提出した者に対し上記ロの異
動届出書の提出の要求をした場合にお
いて、その異動届出書の提出がなかっ
たときは、その要求の時から異動届出
書の提出までの間は、その特定対象者
は特定法人に該当するものとして、上
記ハⅱ及びⅲの各特定手続を適用する
こととされました（実特令 6 の17①に
よる準用後の実特令 6 の 5 ④）。

ⅱ　報告対象外の者該当性に関する情報
を取得した場合において異動届出書の

提出がなかったときにおける報告対象
外の者該当性に関する特例
　新規届出書等の提出を受けた報告暗
号資産交換業者等が、特定対象者（暗
号資産等取引を行った法人に限りま
す。）につき、その保存している記録
に追加される報告対象外の者に該当す
るかどうかに関する新情報を取得した
ことにより、その新規届出書等を提出
した者に対し上記ロの異動届出書の提
出の要求をした場合において、その異
動届出書の提出がなかったときは、そ
の新規届出書等を提出した者は報告対
象外の者に該当しないものとして、報
告事項の提供に関する規定（実特法10
の10①）を適用することとされました。
なお、その要求の時から異動届出書の
提出までの間に、その要求の基因とな
ったその報告対象外の者に該当するか
どうかに関する新情報を取得した場合
についても、同様とすることとされて
います（実特令 6 の17①による準用後
の実特令 6 の 5 ⑤）。

ⅲ　特定対象者の生年月日等を保有して
いない場合における報告暗号資産交換
業者等による情報取得措置
　報告暗号資産交換業者等は、上記ハ
の特定手続により特定対象者の住所等
所在地国と認められる国又は地域（外
国に限ります。ⅰにおいて同じです。）
の特定をした場合において、その保存
している記録に、その特定対象者の生
年月日又は外国納税者番号等がないと
きは、次に掲げる場合の区分に応じそ
れぞれ次に定める頻度で、その特定対
象者に係る暗号資産等取引を行った者
に対し、電話、返送を求める書面の送
付その他の方法（ⅲにおいて「電話
等」といいます。）により、これらの
情報を取得するための措置をとらなけ
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ればならないこととされました（実特
令 6 の17②による準用後の実特令 6 の
3 ㉑、実特規16の16⑥による準用後の
実特規16の 3 ⑪）。
ⅰ　その特定をした日（同日において

その特定をした国又は地域が報告対
象国に該当しない場合には、その特
定をした国又は地域が報告対象国に
該当することとなった日とされます。
ⅲにおいて「起算日」といいます。）
から 2 年を経過する日がその特定対
象者に係る暗号資産等取引に係る契
約が終了した日（ⅲにおいて「暗号
資産等取引契約終了日」といいま
す。）後に到来する場合（その起算
日から 2 年を経過する日とその暗号
資産等取引契約終了日が同日である
場合を含みます。）��次に掲げる
期間の区分に応じそれぞれ次に定め
る頻度
ａ 　その起算日から 1 年を経過する

日までの期間��次に掲げる頻度
　⒜ 　その報告暗号資産交換業者等

が本人特定事項等（犯罪収益移
転防止法施行規則20①二十～二
十四、二十六～二十九）に変更
又は追加があることを知った場
合（犯罪による収益の移転防止
に関する法律施行規則第20条第
3 項の規定により、その変更若
しくは追加に係る内容を確認記
録（犯罪収益移転防止法 6 ①）
に付記する場合又は確認記録に
付記することに代えて、その変
更若しくは追加に係る内容の記
録を別途作成する場合に限りま
す。）において、その付記し、
又はその作成するために、その
電話等によりその特定対象者に
係る暗号資産等取引を行った者

に連絡をするとき。
　⒝ 　上記⒜の連絡がない場合には、

少なくとも年 1 回
ｂ 　上記ａに掲げる期間の末日の翌

日から 1 年を経過する日までの期
間��上記ａに定める頻度

ⅱ　暗号資産等取引契約終了日が起算
日から 2 年を経過する日後に到来す
る場合��次に掲げる期間の区分に
応じそれぞれ次に定める頻度
ａ 　その起算日から 1 年を経過する

日までの期間��上記ⅰａに定め
る頻度

ｂ 　上記ａに掲げる期間の末日の翌
日から 1 年を経過する日までの期
間��上記ⅰａに定める頻度

ｃ 　上記ｂに掲げる期間の末日の翌
日からその暗号資産等取引契約終
了日までの期間��上記ⅰａ⒜に
掲げる頻度

（注）　「外国納税者番号等」とは、特定

対象者の住所等所在地国と認められ

る国若しくは地域（外国に限りま

す。）として特定された国若しくは

地域においてその特定対象者が有す

る納税者番号又は内国法人である特

定法人のうちその特定法人に係る実

質的支配者（住所等所在地国と認め

られる国又は地域が外国であるもの

に限ります。）があるものが有する

法人番号をいいます（実特規16の16

⑥による準用後の実特規16の 3 ⑩）。

ハ　暗号資産等取引に係る契約に変更があっ
た場合の新規届出書の提出手続
　暗号資産等取引に係る契約の契約者の変
更があった場合には、その変更により新た
に契約を締結する者は、上記②イイにより
暗号資産等取引を行う者として新規届出書
を提出しなければならないこととされまし
た（実特令 6 の23による準用後の実特令 6
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の13前段）。
　なお、上記の暗号資産等取引に係る契約
者の変更によりその暗号資産等取引に係る
契約を締結していた者については、その契
約を終了したものとして、下記⑤イの報告
事項の提供を適用することとされます（実特
令 6 の23による準用後の実特令 6 の13後段）。

④　用語の意義
イ　暗号資産等

　「暗号資産等」とは、次に掲げるものを
いいます（実特法10の 9 ⑤三、実特令 6 の
19①）。この「暗号資産等」は、CRAF 上
の「暗号資産（Crypto-Asset）」に相当す
るものを規定する観点から定義されており、

「暗号資産（Crypto-Asset）」の性質を有
するものとして我が国の国内法において規
定されているものが列挙されています。
イ　暗号資産

　具体的には、資金決済に関する法律第
2 条第14項｟定義｠に規定する暗号資産
をいい、この「暗号資産」とは、次に掲
げるものをいいます。ただし、下記ハに
掲げる電子記録移転有価証券表示権利等
は除かれます。
ⅰ　物品等を購入し、若しくは借り受け、

又は役務の提供を受ける場合に、これ
らの代価の弁済のために不特定の者に
対して使用することができ、かつ、不
特定の者を相手方として購入及び売却
を行うことができる財産的価値（電子
機器その他の物に電子的方法により記
録されているものに限り、本邦通貨及
び外国通貨、通貨建資産並びに電子決
済手段（通貨建資産に該当するものを
除きます。）を除きます。ⅱにおいて
同じです。）であって、電子情報処理
組織を用いて移転することができるもの

ⅱ　不特定の者を相手方として上記ⅰに
掲げるものと相互に交換を行うことが
できる財産的価値であって、電子情報

処理組織を用いて移転することができ
るもの

ロ　 4 号電子決済手段
　具体的には、資金決済に関する法律第
2 条第 5 項第 4 号に掲げるものをいい、
具体的には、物品等を購入し、若しくは
借り受け、又は役務の提供を受ける場合
に、これらの代価の弁済のために不特定
の者に対して使用することができ、かつ、
不特定の者を相手方として購入及び売却
を行うことができる財産的価値（電子機
器その他の物に電子的方法により記録さ
れているものに限ります。）であって、
電子情報処理組織を用いて移転すること
ができるもの（ 1 号電子決済手段又は 3
号電子決済手段（資金決済法 2 ⑤一・
三）に該当するものを除きます。）のう
ち、その代価の弁済のために使用するこ
とができる範囲、利用状況その他の事情
を勘案して金融庁長官が定めるものをい
います（電子決済手段等取引業者内閣府
令 2 ③）。

（注）　 4 号電子決済手段については、通貨

建資産に該当しない一定の暗号資産型

デジタル資産が想定されていることを

踏まえ、本制度の対象とれていますが、

他方、資金決済に関する法律上の他の

電子決済手段（資金決済法 2 ⑤一～

三）については、下記Ⅱ 1の非居住者

に係る金融口座情報の自動的交換のた

めの報告制度の対象となる「特定電子

決済手段等」に該当することとされて

います（実特令 6 の 8 一ニ⑴）。

ハ　電子記録移転有価証券表示権利等
　具体的には、金融商品取引法第29条の
2 第 1 項第 8 号｟登録の申請｠に規定す
る権利を表示するもの（資金決済に関す
る法律第 2 条第14項各号に掲げる財産的
価値に限ります。）をいいます。

（注）　なお、本制度の対象となる電子記録
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移転有価証券表示権利等は、暗号資産

の性質を有するものを報告対象とする

観点から、「資金決済に関する法律第 2

条第14項各号に掲げる財産的価値」に

限定しています。

ロ　暗号資産等取引
　「暗号資産等取引」とは、次に掲げる行
為（⑵において「暗号資産等売買等」とい
います。）を行うことを内容とする契約の
締結をいいます（実特法10の 9 ⑤三、実特
令 6 の19②）。
イ　暗号資産等の売買
ロ　暗号資産等と他の暗号資産等との交換
ハ　上記イ又はロに掲げる行為の媒介、取

次ぎ又は代理
ニ　暗号資産等の移転又は受入れ

ハ　報告暗号資産交換業者等
　「報告暗号資産交換業者等」とは、次に
掲げる者（上記ロイからハまでに掲げる行
為のいずれかを業として行う者に限りま
す。）をいいます（実特法10の 9 ⑤一、実
特令 6 の18）。この「報告暗号資産交換業
者等」は、CRAF 上の「報告暗号資産サ
ービス・プロバイダ（Reporting Crypto-
Asset Service Provider）」に相当するもの
を規定する観点から定義されており、顧客
との間で暗号資産等取引をすることが想定
される者として我が国の国内法において規
定されているものが列挙されています。な
お、CARF においては、暗号資産の「保
管」や「移転」のみを行う事業者は報告義
務者とはされないため、本制度においても、
暗号資産等の「保管」や「移転」のみを行
う事業者を報告暗号資産交換業者等の範囲
から除外する観点から、「上記ロイからハ
までに掲げる行為のいずれかを業として行
う者」に限定しています。
イ　資金決済に関する法律第 2 条第16項
｟定義｠に規定する暗号資産交換業者
（注）　暗号資産交換業者は、暗号資産交換

業として暗号資産の売買及び交換並び

にこれらの行為の媒介、取次ぎ又は代

理を行うことができることから（資金

決済法 2 ⑮一・二）、暗号資産に係る暗

号資産等取引を行う者との関係におい

て報告暗号資産交換業者等として本制

度の対象となることが想定されています。

ロ　資金決済に関する法律第 2 条第12項に
規定する電子決済手段等取引業者（同法
第62条の 8 第 2 項｟電子決済手段を発行
する者に関する特例｠の規定により電子
決済手段等取引業者とみなされる者を含
みます。）

（注）　電子決済手段等取引業者は、電子決

済手段等取引業として、 4 号電子決済

手段の売買及び交換並びにこれらの行

為の媒介、取次ぎ又は代理を行うこと

ができることから（資金決済法 2 ⑩

一・二）、 4 号電子決済手段に係る暗号

資産等取引を行う者との関係において

報告暗号資産交換業者等として本制度

の対象となることが想定されています。

ハ　金融商品取引法第 2 条第 9 項｟定義｠
に規定する金融商品取引業者

（注）　金融商品取引業者は、金融商品取引

業として電子記録移転有価証券表示権

利等の売買及び売買の媒介、取次ぎ又

は代理を行うことができることから

（金商法 2 ⑧）、電子記録移転有価証券

表示権利等に係る暗号資産等取引を行

う者との関係において報告暗号資産交

換業者等として本制度の対象となるこ

とが想定されています。

ニ　特定対象者
　「特定対象者」とは、暗号資産等取引実
施者（ただし、①暗号資産等取引実施者が
特定法人である場合において、その特定法
人に係る実質的支配者があるときは、その
特定法人及びその実質的支配者とされ、②
暗号資産等取引実施者が特定組合員等（信
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託の受託者にあっては、その信託が外国に
税務上の居住地を有する法人等に該当する
場合におけるその受託者に限ります。）で
ある場合には、その暗号資産等取引をその
業務として行うその特定組合員等に係る組
合等とされます。）をいいます（実特法10
の 9 ①）。なお、「特定対象者」の意義は、
下記Ⅱ 1の非居住者に係る金融口座情報の
自動的交換のための報告制度における「特
定対象者」の意義（実特法10の 5 ①）と基
本的に同様とされています。

ホ　特定法人
　「特定法人」とは、次に掲げる法人以外
の法人をいいます（実特法10の 9 ⑤四、実
特令 6 の20による準用後の実特令 6 の 9 ）。
なお、「特定法人」の意義は、下記ヘト及
びルに掲げる法人を除き、下記Ⅱ 1の非居
住者に係る金融口座情報の自動的交換のた
めの報告制度における「特定法人」の意義

（実特法10の 5 ⑧四、実特令 6 の 9 ）と基
本的に同様とされています。
イ　その発行する株式が外国金融商品取引

所又は金融商品取引所において上場され
ている法人

ロ　上記イに掲げる法人（⑵において「上
場法人」といいます。）と他の法人との
間に次に掲げる関係がある場合における
当該他の法人
ⅰ　いずれか一方の法人が他方の法人を

直接又は間接に支配する関係
ⅱ　同一の者がその上場法人及び当該他

の法人を直接又は間接に支配する関係
ハ　国、地方公共団体若しくは日本銀行又

は外国政府、外国の地方公共団体、外国
の中央銀行若しくは我が国が加盟してい
る国際機関

ニ　上記ハに掲げる法人が資本金、基本金
その他これらに準ずるものの全部を出資
している法人

ホ　法人税法別表第一に掲げる法人及び同

法別表第二に掲げる法人（収益事業を行
っていないものに限ります。）

ヘ　外国報告金融機関等以外の報告金融機
関等（法人に限るものとし、一定の報告
金融機関等（実特令 6 の 7 ①四～六）に
掲げる者を除きます。）

ト　外国の法令に準拠して設立された法人
（外国報告金融機関等を除きます。）で上
記ヘに掲げる法人に類するもの及び外国
報告金融機関等（これらのうち外国の法
令に準拠して設立された一定の報告金融
機関等（実特令 6 の 7 ①四～六）に類す
るものを除きます。）

チ　私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律第 9 条第 4 項第 1 号に規定す
る持株会社であって、法令又は定款の規
定により、その同条第 5 項に規定する子
会社（報告金融機関等（実特法10の 5 ⑧
一）を除きます。）の経営管理を行うこ
と及びこれに附帯する業務のほか、他の
業務を営むことができないことが定めら
れているもの

リ　主として上記ロⅰ又はⅱに掲げる関係
にある法人（報告金融機関等を除きま
す。）に対する出資、融資その他これら
に準ずる取引を行うことを業務とする法
人

ヌ　法人の直前の事業年度（ヌにおいて
「直前事業年度」といいます。）が次に掲
げる要件の全てに該当する場合における
その法人
ⅰ　直前事業年度の総収入金額のうちに

その直前事業年度の投資関連所得に係
る収入金額の占める割合が50％に満た
ないこと。

ⅱ　直前事業年度終了の時の総資産の額
のうちにその直前事業年度終了の時の
投資関連所得を生ずべき資産の額の合
計額の占める割合が50％に満たないこ
と。
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（注）　「投資関連所得」とは、利子所得、配

当所得等の一定の所得をいいます。な

お、「投資関連所得」の意義は、下記Ⅱ

1の非居住者に係る金融口座情報の自

動的交換のための報告制度における

「投資関連所得」の意義（実特規16の 9

②）と基本的に同様とされています

（実特規16の17による準用後の実特規16

の 9 ②）。

ル　その設立の日以後 2 年を経過していな
い法人であって、その事業を開始してい
ないもの（外国の法令に準拠して設立さ
れた一定の報告金融機関等（実特令 6 の
7 ①四～六）に類する法人を除きます。）

ヘ　実質的支配者
　「実質的支配者」とは、法人の事業経営
を実質的に支配することが可能となる関係
にある一定の者をいい（実特法10の 9 ⑤
五）、具体的には、犯罪による収益の移転
防止に関する法律第 4 条第 1 項又は第 2 項
又は犯罪による収益の移転防止に関する法
律施行規則第20条第 3 項（同条第 1 項第24
号に係る部分に限ります。）の規定により、
同令第11条第 2 項各号｟実質的支配者の確
認方法等｠に定める者として確認された者
とされています（実特規16の18による準用
後の実特規16の10）。なお、「実質的支配
者」の意義は、下記Ⅱ 1の非居住者に係る
金融口座情報の自動的交換のための報告制
度における「実質的支配者」の意義（実特
法10の 5 ⑧五、実特規16の10）と基本的に
同様とされています。

ト　特定組合員等
　「特定組合員等」とは、次に掲げるもの

（⑵において「組合等」といいます。）の区
分に応じそれぞれ次に定める者をいいます

（実特法10の 9 ⑤六、実特令 6 の21による
準用後の実特令 6 の10）。なお、「特定組合
員等」の意義は、下記Ⅱ 1の非居住者に係
る金融口座情報の自動的交換のための報告

制度における「特定組合員等」の意義（実
特法10の 5 ⑧六、実特令 6 の10）と基本的
に同様とされています。
イ　組合契約によって成立する組合��組

合契約を締結している組合員（匿名組合
契約等にあっては、匿名組合契約等に基
づいて出資を受ける者）であって、暗号
資産等取引をその組合契約によって成立
する組合の業務として行うもの

ロ　上記イに掲げる組合に準ずる事業体
��暗号資産等取引をその事業体の業務
として行う者

ハ　信託��信託の受託者であって、暗号
資産等取引をその信託の業務として行う
もの

チ　居住地国
　「居住地国」とは、次に掲げるものの区
分に応じそれぞれ次に定める国又は地域を
いいます（実特法10の 9 ⑤七）。なお、「居
住地国」の意義は、下記Ⅱ 1の非居住者に
係る金融口座情報の自動的交換のための報
告制度における「居住地国」の意義（実特
法10の 5 ⑧七）と基本的に同様とされてい
ます。
イ　外国の法令において、その外国に住所

を有し、若しくは一定の期間を超えて居
所を有し、若しくは本店若しくは主たる
事務所若しくはその事業が管理され、か
つ、支配されている場所を有することそ
の他その外国にこれらに類する場所を有
することにより、又はその外国の国籍を
有することその他これに類する基準によ
り、所得税又は法人税に相当する税を課
されるものとされている個人又は法人等

（法人又は組合等をいいます。チにおい
て同じです。）��その外国

ロ　外国にその財務及び営業又は事業の方
針につき実質的な決定が行われている場
所が所在する法人等（上記イに掲げる法
人等、内国法人及び信託を除きます。）
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��その外国
ハ　居住者又は法人等（上記イ及びロに掲

げる法人等並びに信託を除きます。）
��我が国

（注）　本制度上、我が国の所得税法上の居住

者とされる個人は、租税条約上の「双方

居住者の振分けルール」の適用の有無に

関わらず、国内に住所又は居所を有する

ものとして取り扱うために、「双方居住者

の取扱い」に関する規定（実特法 6 ）の

適用の及ぶ租税条約等実施特例法の規定

から、本制度に関する規定（実特法10の

9 ～10の12）を除外することとされてい

ます（実特法 6 ）。

⑤　報告暗号資産交換業者等による報告事項の
提供
イ　報告事項の提供

　報告暗号資産交換業者等は、その年の12
月31日においてその報告暗号資産交換業者
等との間でその営業所等を通じて暗号資産
等取引を行った者（報告対象外の者を除き
ます。）が報告対象契約を締結している場
合又はその年中にその者の締結していた報
告対象契約が終了した場合には、特定対象
者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは
主たる事務所の所在地及び特定居住地国、
外国の納税者番号並びにその年においてそ
の報告暗号資産交換業者等との間で行われ
た暗号資産等売買等に係る暗号資産等の種
類ごとの名称及びその種類ごとの暗号資産
等の売却又は購入の対価の額の合計額等の
所定の事項（⑵において「報告事項」とい
います。）を、その年の翌年 4 月30日まで
に、その報告事項を電子情報処理組織

（e-Tax）を使用して送付する方法又はそ
の報告事項を記録した光ディスク等を提出
する方法のいずれかの方法により所轄税務
署長に提供しなければならないこととされ
ました（実特法10の10①）。

（注）　「特定居住地国」とは、次に掲げる国又

は地域をいいます（実特法10の10①）。

イ 　新規届出書等に特定対象者の居住地

国として記載された国又は地域

ロ 　上記③ロにより特定対象者の住所等

所在地国と認められる国又は地域とし

て特定された国又は地域

ロ　報告対象外の者の範囲
　CARF においては、CRS と同様に、脱
税リスクの低いと考えられる事業体（上場
法人等、上場法人の関連会社等及び国等）
に関する報告事項の提供は不要とされてい
ます。そこで、次に掲げる者については

「報告対象外の者」とすることで、報告事
項の提供は不要とすることとされました

（実特法10の10①）。なお、「報告対象外の
者」の範囲は、下記Ⅱ 1の非居住者に係る
金融口座情報の自動的交換のための報告制
度における「報告対象外の者」の範囲（実
特令 6 の14①、実特規16の12①～⑧）と基
本的に同様とされています。
イ　上記④ホイからハまで及びトに掲げる

法人（実特令 6 の24①による準用後の実
特令 6 の14①一）

ロ　上場組合等に係る特定組合員等（実特
令 6 の24①による準用後の実特令 6 の14
①一、実特規16の19①による準用後の実
特規16の12①）

ハ　上場法人又は上場組合等に係る特定組
合員等との間に一定の支配的関係がある
法人又は組合等に係る特定組合員等（実
特令 6 の24①による準用後の実特令 6 の
14①一、実特規16の19③による準用後の
実特規16の12④～⑧）

ニ　外国政府又は外国の地方公共団体に準
ずるもの（実特令 6 の24①による準用後
の実特令 6 の14①一、実特規16の19②に
よる準用後の実特規16の12②③）

ハ　報告対象契約の範囲
イ　報告対象契約の意義

　「報告対象契約」とは、暗号資産等取
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引に係る契約のうち次に掲げるものをい
います（実特法10の10②）。
ⅰ　特定居住地国が報告対象国である者
（特定居住地国が報告対象国である組
合等に係る特定組合員等を含みます。）
が締結しているもの

ⅱ　特定居住地国が報告対象国以外の国
又は地域である特定法人で、その特定
法人に係る実質的支配者の特定居住地
国が報告対象国である特定法人が締結
しているもの

（注）　「報告対象国」とは、租税条約等

の相手国等のうち一定の国又は地域

をいい（実特法10の10②一）、具体

的には、租税条約等の相手国等のう

ちCARFに従って非居住者に係る暗

号資産等取引情報の自動的交換を実

施することについての税務当局間の

合意がなされた国又は地域をいい、

今後、この税務当局間の合意を踏ま

え、順次、規定することとしていま

す。

ロ　報告暗号資産交換業者等との間で締結
している報告対象契約の他の暗号資産等
取引に係る契約がある場合の取扱い
　報告暗号資産交換業者等との間で締結
し、又は締結していた報告対象契約の他
にその報告暗号資産交換業者等との間で
締結していた他の暗号資産等取引に係る
契約（報告対象契約を除きます。ロにお
いて同じです。）がある場合において、
次に掲げる場合のいずれかに該当すると
きは、当該他の暗号資産等取引に係る契
約は報告対象契約とみなされ、当該他の
暗号資産等に係る契約に係る暗号資産等
売買等に関する情報についても、報告対
象契約に係る暗号資産等売買等に関する
情報と共に報告の対象とされています

（実特令 6 の24③）。
ⅰ　その年の12月31日において報告対象

契約を締結している場合
（注）　上記の場合に該当するケースとし

ては、ある年において、居住地国が

報告対象国でない者が締結した暗号

資産等取引に係る契約Ａを締結・終

了し、その後に、その者の居住地国

が報告対象国となり、暗号資産等取

引に係る契約Ｂを締結して年末を迎

えるケースが想定されます。この場

合、契約Ａは「他の暗号資産等取引

に係る契約」に該当し、契約Ｂは

「報告対象契約」に該当することと

なります。したがって、契約Ａ及び

契約Ｂに係る暗号資産等売買等に関

する情報の双方が報告対象となりま

す。

ⅱ　その年中に終了したその報告暗号資
産交換業者等との間で締結していた暗
号資産等取引に係る契約のうち最後に
終了したものが報告対象契約である場
合（その年の12月31日において当該他
の暗号資産等取引に係る契約を締結し
ている場合を除きます。）

（注）　上記の場合に該当するケースとし

ては、ある年において、居住地国が

報告対象国でない者が締結した暗号

資産等取引に係る契約Ａを締結・終

了し、その後に、その者の居住地国

が報告対象国となり、暗号資産等取

引に係る契約Ｂを締結・終了して年

末を迎えるケースが想定されます。

この場合、契約Ａは「他の暗号資産

等取引に係る契約」に該当し、契約

Ｂは「報告対象契約」に該当するこ

ととなります。したがって、契約Ａ

及び契約Ｂに係る暗号資産等売買等

に関する情報の双方が報告対象とな

ります。

　なお、暗号資産等取引に係る契約を
締結している者の居住地国が、ある年
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において、報告対象国以外の国から報
告対象国に異動して年末を迎えた場合
については、その者は、その年の12月
31日において報告対象契約を締結して
いることから、居住地国が報告対象国
以外の国であった期間において行った
その暗号資産等取引に係る契約に係る
暗号資産等売買等に関する情報も含め
て報告対象となります（実特法10の10
①）。

ニ　報告事項の範囲
イ　報告事項の内容

　報告暗号資産交換業者等が報告すべき
事項は、報告対象契約に係る次に掲げる
事項とされています（実特法10の10①、
実特規16の19④）。
ⅰ　その報告対象契約に係る暗号資産等

取引を行った者（次に掲げる場合には、
それぞれ次に定めるものとされます。
ⅱにおいて同じです。）の氏名、住所

（ⅱに定める者にあっては、その者の
死亡の時における住所とされます。）
及び生年月日又は名称及び本店若しく
は主たる事務所の所在地
ⅰ　その報告対象契約に係る暗号資産

等取引を行った者が特定組合員等で
ある場合（ⅱに掲げる場合を除きま
す。）��その報告対象契約に係る
暗号資産等取引をその業務として行
ったその特定組合員等に係る組合等

ⅱ　その報告対象契約に係る暗号資産
等取引を行った者（その報告対象契
約に係る暗号資産等取引を行った者
が特定組合員等以外の者である場合
には法人に限るものとされ、その報
告対象契約に係る暗号資産等取引を
行った者が特定組合員等である場合
にはその特定組合員等に係る組合等
とされます。）が遺産法人等である
場合��その遺産法人等に係る被相

続人
ⅱ　その報告対象契約に係る暗号資産等

取引を行った者（その報告対象契約に
係る暗号資産等取引を行った者が特定
信託受託者である場合には、その特定
信託受託者とされます。ⅱにおいて同
じです。）の特定居住地国の名称及び
その特定居住地国（外国に限ります。）
においてその暗号資産等取引を行った
者の納税者番号がある場合（上記②イ
ロ（注）の適用がある場合を除きま
す。）には、その納税者番号（上記③
ロハにより特定されたその暗号資産等
取引を行った者の住所等所在地国と認
められる国又は地域の納税者番号にあ
っては、報告暗号資産交換業者等が保
有している場合に限ります。）

ⅲ　その報告対象契約に係る暗号資産等
取引を行った者が特定法人である場合
において、その特定法人に係る実質的
支配者（特定居住地国が報告対象国で
ある者に限ります。）があるときは、
次に掲げる事項
ⅰ　その実質的支配者に係る上記ⅰ及

びⅱに掲げる事項
ⅱ　その実質的支配者とその特定法人

との関係（犯罪による収益の移転防
止に関する法律施行規則第20条第 1
項第24号に掲げる関係に該当するも
のに限ります。）

ⅳ　上記ⅲの場合において、特定法人が
内国法人であるときは、その特定法人
の法人番号（その特定法人が法人番号
を有する場合に限ります。）

ⅴ　その年において報告暗号資産交換業
者等との間でその営業所等を通じて行
われたその報告対象契約に係る暗号資
産等売買等に係る暗号資産等の種類ご
との次に掲げる事項
ⅰ　暗号資産等の名称
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ⅱ　暗号資産等の売却（本邦通貨又は
外国通貨を対価として行われるもの
に限るものとし、特定電子支払手段

（次に掲げるものをいいます。⑵に
おいて同じです。）との交換による
暗号資産等の譲渡を含みます。⑵に
おいて同じです。）の対価の額（そ
の売却に係る取引手数料がある場合
には、その取引手数料の額を控除し
た残額）の合計額、売却をした暗号
資産等の総数量及び暗号資産等の売
却の件数の合計数
ａ 　資金決済に関する法律第 2 条第

5 項第 1 号から第 3 号までに掲げ
るもの

ｂ 　物品等を購入し、若しくは借り
受け、又は役務の提供を受ける場
合に、これらの代価の弁済のため
に特定の者に対して使用すること
ができる財産的価値（電子機器そ
の他の物に電子的方法により記録
されている通貨建資産に限るもの
とし、上記ａに掲げるもの、有価
証券（金商法 2 ①②）、電子記録
債権その他これらに類するものを
除きます。）であって、電子情報
処理組織を用いて移転することが
できるもの

ⅲ　暗号資産等の購入（本邦通貨又は
外国通貨を対価として行われるもの
に限るものとし、特定電子支払手段
との交換による暗号資産等の取得を
含みます。ⅵを除き、⑵において同
じです。）の対価の額（その購入に
係る取引手数料がある場合には、そ
の取引手数料の額を控除した残額）
の合計額、購入をした暗号資産等の
総数量及び暗号資産等の購入の件数
の合計数

ⅳ　他の暗号資産等との交換による譲

渡をした暗号資産等の公正市場価値
額（その譲渡に係る取引手数料があ
る場合には、その取引手数料の額を
控除した残額）の合計額及び総数量
並びにその譲渡の件数の合計数

ⅴ　他の暗号資産等との交換による取
得をした暗号資産等の公正市場価値
額（その取得に係る取引手数料があ
る場合には、その取引手数料の額を
控除した残額）の合計額及び総数量
並びにその取得の件数の合計数

ⅵ　移転をした暗号資産等（ⅱの売却
及びⅳの交換による譲渡をした暗号
資産等のいずれにも該当しないもの
であり、かつ、物品購入等（物品そ
の他の財産的価値の購入、譲受け、
借受けその他の方法による受入れ又
は役務の提供を受けることをいいま
す。ⅵにおいて同じです。）の対価
の額（その対価の支払が外国通貨で
行われる場合には、その物品購入等
の時における外国為替の売買相場に
より、本邦通貨表示の金額に換算し
た金額）が500万円を超える場合に
おけるその物品購入等の対価として
支払われるものに限ります。）の公
正市場価値額の合計額及び総数量並
びにその移転の件数の合計数

（注）　上記の「移転をした暗号資産

等」は、CARF上の「報告対象リ

テール決済取引（Reportable Retail 

Payment Transaction）」に対応す

る観点から規定されています。な

お、上記の閾値を超えない物品購

入等の対価として支払われた暗号

資産等については、上記の移転を

した暗号資産等に該当しないこと

となる一方、下記ⅶの移転をした

暗号資産等に該当することとなり、

報告の対象となります。
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ⅶ　移転をした暗号資産等（その報告
対象契約に係る暗号資産等取引を行
った者の暗号資産等勘定（その報告
暗号資産交換業者等の営業所、事務
所その他これらに類するものに設定
される暗号資産等の管理に係る勘定
をいいます。ⅶ及びⅷにおいて同じ
です。）からその者の他の暗号資産
等勘定への移転をしたものを除くも
のとし、上記ⅱの売却、上記ⅳの交
換による譲渡及び上記ⅵの移転をし
た暗号資産等のいずれにも該当しな
いものに限ります。ⅶにおいて同じ
です。）に係る次に掲げる事項
ａ 　移転をした暗号資産等の公正市

場価値額の合計額及び総数量並び
にその移転の件数の合計数

ｂ 　移転をした暗号資産等のその移
転の種類（その報告暗号資産交換
業者等がその移転の種類を把握す
るために必要な情報を保有してい
る場合におけるその移転の種類に
限ります。）ごとに、その名称及
び上記ａに掲げる事項

ⅷ　受入れをした暗号資産等（その報
告対象契約に係る暗号資産等取引を
行った者の他の暗号資産等勘定から
その者の暗号資産等勘定に受入れを
したものを除くものとし、上記ⅲの
購入及び上記ⅴの交換による取得を
した暗号資産等のいずれにも該当し
ないものに限ります。ⅷにおいて同
じです。）に係る次に掲げる事項
ａ 　受入れをした暗号資産等の公正

市場価値額の合計額及び総数量並
びにその受入れの件数の合計数

ｂ 　受入れをした暗号資産等のその
受入れの種類（その報告暗号資産
交換業者等がその受入れの種類を
把握するために必要な情報を保有

している場合におけるその受入れ
の種類に限ります。）ごとに、そ
の名称及び上記ａに掲げる事項

ⅸ　移転をした暗号資産等が次に掲げ
る暗号資産等の区分に応じそれぞれ
次に定める勘定に受入れをされたも
のである場合（その報告暗号資産交
換業者等がその受入れをされたもの
であることを把握するために必要な
情報を保有している場合に限りま
す。）には、それぞれ次に掲げる暗
号資産等の公正市場価値額の合計額
及び総数量
ａ 　暗号資産等（上記④ハイに掲げ

るものに限ります。ａにおいて同
じです。）��資金決済に関する
法律第 2 条第16項に規定する暗号
資産交換業者及び同条第17項に規
定する外国暗号資産交換業者以外
の者において設定される暗号資産
等の管理に係る勘定

ｂ 　暗号資産等（上記④ハロに掲げ
るものに限ります。ｂにおいて同
じです。）��資金決済に関する
法律第 2 条第12項に規定する電子
決済手段等取引業者（同法第62条
の 8 第 2 項の規定により電子決済
手段等取引業者とみなされる者を
含みます。）及び同法第 2 条第13
項に規定する外国電子決済手段等
取引業者以外の者において設定さ
れる暗号資産等の管理に係る勘定

ｃ 　暗号資産等（上記④ハハに掲げ
るものに限ります。ｃにおいて同
じです。）��金融商品取引法第
2 条第 9 項に規定する金融商品取
引業者及び外国金融商品取引業者

（同法に相当する外国の法令の規
定によりその外国において同法第
29条の登録と同種類の登録（その
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登録に類するその他の行政処分を
含みます。）を受けて金融商品取
引業を行う者をいいます。）以外
の者において設定される暗号資産
等の管理に係る勘定

（注）　上記の「移転」は、CARF上の

「外部ウォレットアドレスへの移

転（Transfers to External Wallet 

Addresses）」に相当するものとし

て規定されています。

ⅵ　上記ⅴに掲げる事項の金額を表示す
る通貨の種類

ⅶ　その他参考となるべき事項
ロ　公正市場価値額の意義

　上記イⅴⅳからⅸまでの公正市場価値
額とは、次に掲げる暗号資産等の区分に
応じそれぞれ次に定める金額をいいます

（実特規16の19⑤）。この「公正市場価値
額 」 は、CARF 上 の「 公 正 市 場 価 値

（fair market value）」に相当するものと
して規定されています。
ⅰ　上記イⅴⅳの交換による譲渡をした

暗号資産等��次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める金額
ⅰ　その譲渡をした暗号資産等に係る

その譲渡の時における売買価格（そ
の報告暗号資産交換業者等が暗号資
産等の種類ごとにその売買の価格と
して合理的な方法（その方法が 2 以
上ある場合には、いずれかの方法に
限ります。）を継続して適用するこ
とにより算出した金額をいいます。
ロにおいて同じです。）がある場合
��その売買価格

ⅱ　その譲渡により交換した他の暗号
資産等に係るその譲渡の時における
売買価格がある場合（上記ⅰに掲げ
る場合を除きます。）��その売買
価格

ⅱ　上記イⅴⅴの交換による取得をした

暗号資産等��次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める金額
ⅰ　その取得をした暗号資産等に係る

その取得の時における売買価格があ
る場合��その売買価格

ⅱ　その取得により交換した他の暗号
資産等に係るその取得の時における
売買価格がある場合（上記ⅰに掲げ
る場合を除きます。）��その売買
価格

ⅲ　上記イⅴⅵ、ⅶ若しくはⅸの移転又
は上記イⅴⅷの受入れ（ⅲにおいて

「移転等」といいます。）をした暗号資
産等��次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定める金額
ⅰ　その移転等をした暗号資産等に係

るその移転等の時における売買価格
がある場合��その売買価格

ⅱ　その移転等の時において報告暗号
資産交換業者等の会計帳簿にその移
転等をした暗号資産等と同種類の暗
号資産等の価額が記載されていた場
合（上記ⅰに掲げる場合を除きま
す。）��その記載されていたその
同種類の暗号資産等の価額

ⅲ　上記ⅰ及びⅱに掲げる場合以外の
場合��その移転等をした暗号資産
等に係るその移転等の時における売
買価格に準ずるものとして暗号資産
等の種類ごとに合理的と認められる
方法（その方法が 2 以上ある場合に
は、そのうち最も合理的と認められ
る方法）により算出した金額

（注）　なお、上記ⅲに掲げる場合につ

いては、CARFのコメンタリーに

おいて、報告暗号資産サービス・

プロバイダは、次に掲げる評価方

式により、順次依拠しなければな

らない旨が定められています。

ａ 　会計上の簿価を用いることが
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できない場合には、第三者であ

る会社又はウェブサイトが提供

する、関連暗号資産の最新の価

格を集計した価値を用いなけれ

ばならない（ただし、その第三

者が用いる評価方式が信頼でき

る価値の指標を提供するもので

あると合理的に期待できる場合

に限る。）。

ｂ 　上記ａに掲げる評価方式を用

いることができない場合には、

報告暗号資産サービス・プロバ

イダによる関連暗号資産の最新

の評価価値を用いなければなら

ない。

ｃ 　上記ａ及びｂに掲げる価値が

まだ付されていない場合には、

最終手段として、合理的な見積

額を用いることができる。

ハ　暗号資産等の売却等該当性の判定
　上記イⅴにおいて、暗号資産等の移転
又は受入れがそれぞれⅰ若しくはⅲ又は
ⅱ若しくはⅳに掲げるものに該当するか
どうかの判定は、その移転又は受入れの
時において上記イⅴの報告暗号資産交換
業者等が入手可能な情報に基づきその移
転又は受入れがそれぞれⅰ若しくはⅲ又
はⅱ若しくはⅳに掲げるものに該当する
と認められるかどうかにより行うものと
されています（実特規16の19⑥）。
ⅰ　暗号資産等の売却
ⅱ　暗号資産等の購入
ⅲ　暗号資産等の他の暗号資産等との交

換による譲渡
ⅳ　暗号資産等の他の暗号資産等との交

換による取得
ニ　外国通貨で表示された金額等の取扱い

　報告対象契約に係る次に掲げる行為の
区分に応じそれぞれ次に定める額（外国
通貨で表示されたものに限ります。）は、

外国通貨で表示された金額又は外国通貨
で表示された金額を本邦通貨表示に換算
した金額（特定電子支払手段のうちその
価額が外国通貨で表示されたものにあっ
ては、その価額をその表示された外国通
貨の金額とみなして、本邦通貨表示に換
算した金額とされます。）とされていま
す（実特規16の19⑦前段）。
ⅰ　上記イⅴⅱ又はⅲの暗号資産等の売

却又は購入��これらの対価の額
ⅱ　上記イⅴⅳからⅸまでの交換による

譲渡若しくは取得又は移転若しくは受
入れ��これらの行為をした暗号資産
等の上記イⅴⅳからⅸまでの公正市場
価値額

　なお、上記の外国通貨の本邦通貨への
換算は、上記ⅰ又はⅱに掲げる行為の時
における外国為替の売買相場により行う
ものとされています（実特規16の19⑦後
段）。

ホ　報告事項の提供先
　報告暗号資産交換業者等は、その報告暗
号資産交換業者等の次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める場所の所轄税務
署長に報告事項を提供する必要があります

（実特法10の10①、実特令 6 の24②）。
イ　報告暗号資産交換業者等が国内に本店

又は主たる事務所の所在地を有する場合
��本店又は主たる事務所の所在地

ロ　報告暗号資産交換業者等が国内に本店
又は主たる事務所を有しない場合��国
内に有するその事業に係る事務所、事業
所その他これらに準ずるもの（ロにおい
て「事務所等」といいます。）の所在地

（その事務所等が 2 以上ある場合には、
主たるものの所在地とされます。）

へ　報告事項の提供方法
　本制度の報告の対象となる報告事項につ
いては、次のいずれかの方法により提供し
なければならないこととされています（実
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特法10の10①各号）。
イ　電子情報処理組織（e-Tax）を使用し

て報告事項を送信する方法
　この方法により報告事項の提供を行う
ためには、以下の手続により行う必要が
あります。
ⅰ　電子情報処理組織を使用して記載事

項の提供をしようとする報告暗号資産
交換業者等は、その名称及び所在地、
電子情報処理組織を利用して申請事項
の提供を行う旨、その他参考となるべ
き事項を税務署長に届け出なければな
らないなど、あらかじめ、国税関係法
令に係る情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する省令第 4 条第 1 項か
ら第 3 項まで、第 6 項及び第 7 項｟事
前届出等｠の定めに従って手続を行う
必要があります（実特規16の19⑧によ
る準用後の実特規16の12⑭）。

ⅱ　報告暗号資産交換業者等がその所轄
税務署長に確認事項を送信する場合に
は、識別符号及び暗証番号を入力して
記載事項の情報に電子署名を行い、そ
の電子署名に係る電子証明と併せてこ
れらを送信するなど、国税関係法令に
よる行政手続等における情報通信の技
術の利用に関する省令第 5 条第 1 項

｟電子情報処理組織による申請等｠の
定めに従って送信する必要があります

（実特規16の19⑧による準用後の実特
規16の12⑮）。

ロ　報告事項を記録した光ディスク又は磁
気ディスクを提出する方法（実特規16の
19⑧による準用後の実特規16の12⑯）

（注）　この方法により報告事項の提供を行

う場合には、あらかじめ税務署長に届

出を行う必要はありません。

⑥　その他
イ　暗号資産等取引を行った者等による報告

事項の提供の回避を主たる目的とする行為

等があった場合の特例
　非居住者に係る金融口座情報の自動的交
換のための報告制度においては、報告を回
避する目的で特定取引に係る契約に関する
行為を行った場合であっても、その行為に
基づく特定手続及び報告金融機関等による
報告がいずれも適法であれば、これに対処
することができないことを踏まえ、特定取
引を行った者等による報告事項の提供の回
避を主たる目的とする行為等があった場合
の特例（実特法10の 7 ）が設けられていま
す。
　そこで、本制度においても上記と同様の
報告回避行為等を防止する観点から、暗号
資産等取引を行った者等が、その暗号資産
等取引に係る契約に関する報告事項につい
て、提供を回避することを主たる目的の一
つとしてその報告事項に係る行為を行った
場合等には、その行為がなかったもの等と
して本制度を適用する旨の規定が設けられ
ました（実特法10の11）。
イ　報告事項の提供の回避を主たる目的の

一つとしてその報告事項に係る行為等を
行った場合
　報告暗号資産交換業者等との間でその
営業所等を通じて暗号資産等取引を行っ
た者若しくはその関係者又はその報告暗
号資産交換業者等が、その暗号資産等取
引に係る契約に関する報告事項について、
上記⑤による提供を回避することを主た
る目的の一つとしてその報告事項に係る
行為を行った場合又はその行為がなかっ
たならば上記⑤により提供されたであろ
う報告事項と異なる内容の報告事項を提
供させることを主たる目的の一つとして
その行為（その暗号資産等取引に係る契
約に関する報告事項に係る行為に限りま
す。）を行った場合には、これらの行為
がなかったものとして、本制度を適用す
ることとされました（実特法10の11①）。
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ロ　報告事項の提供の回避を主たる目的の
一つとしてその報告事項に関し通常行わ
れると認められる行為等を行わなかった
場合
　報告暗号資産交換業者等との間でその
営業所等を通じて暗号資産等取引を行っ
た者若しくはその関係者又はその報告暗
号資産交換業者等が、その暗号資産等取
引に係る契約に関する報告事項について、
上記⑤による提供を回避することを主た
る目的の一つとしてその報告事項に関し
通常行われると認められる行為を行わな
かった場合又はその行為があったならば
上記⑤により提供されたであろう報告事
項と異なる内容の報告事項を提供させる
ことを主たる目的の一つとしてその行為

（その暗号資産等取引に係る契約に関す
る報告事項に関し通常行われると認めら
れる行為に限ります。）を行わなかった
場合には、これらの行為があったものと
して、本制度を適用することとされまし
た（実特法10の11②）。

ロ　報告暗号資産交換業者等による記録の作
成及び保存
イ　記録の作成

　報告暗号資産交換業者等は、新規届出
書の提出若しくは異動届出書の提出を受
けた場合、上記③ロロによる要求をした
場合又は上記③ロハによる特定対象者の
住所等所在地国と認められる国若しくは
地域の特定を行った場合には、特定対象
者の特定居住地国に関する事項等一定の
事項に関する記録を、文書、電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって、電子計算機
による情報処理の用に供されるものをい
います。以下同じです。）又はマイクロ
フィルムを用いて作成しなければならな
いこととされました（実特法10の12①、

実特規16の20①）。
ロ　記録事項の範囲

　報告暗号資産交換業者等が記録すべき
事項は、次に掲げる事項とされています

（実特規16の20②）。
ⅰ　新規届出書等の提出に関する次に掲

げる事項
ⅰ　その新規届出書等の提出を受けた

年月日
ⅱ　その新規届出書等に記載された事

項（その新規届出書等を文書、電磁
的記録又はマイクロフィルムを用い
て上記イの記録に添付する場合を除
きます。）

ⅲ　その新規届出書等の提出が上記③
ロロによる異動届出書の提出の要求
によるものである場合には、その旨

ⅱ　特定対象者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域の特定に関する次に
掲げる事項
ⅰ　上記③ロロによる異動届出書の提

出の要求に関する次に掲げる事項
ａ 　その要求の基因となった新情報

を取得した年月日その他新情報に
該当することとなる事情の詳細

ｂ 　その要求を行った年月日及び行
った手続の内容

ｃ 　その要求を行った新規届出書等
を提出した者の氏名又は名称及び
住所又は本店若しくは主たる事務
所の所在地

ｄ 　報告暗号資産交換業者等が上記
ｃの新規届出書等を提出した者に
係る暗号資産等取引に係る契約を
識別するために用いる番号、記号
その他の符号

ｅ 　その要求を行った場合において、
その異動届出書の提出がなかった
ときは、その旨

ⅱ　特定対象者の住所等所在地国と認
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められる国又は地域の特定に関する
次に掲げる事項
ａ 　その特定を行った年月日及び行

った手続の内容
ｂ 　その特定を行った暗号資産等取

引に係る特定対象者（上記ⅰｃの
新規届出書等を提出した者を除き
ます。）の氏名又は名称及び住所
又は本店若しくは主たる事務所の
所在地

ｃ 　その特定が行われた場合には、
その特定が行われた国又は地域の
名称及びその特定の基礎となった
情報

ｄ 　その特定が行われなかった場合
には、その旨

ⅲ　報告事項を提供した年月日及びそ
の報告事項

ⅳ　上記⑤ニイⅴⅸの受入れに係る識
別子又はその識別子を特定するに足
りる記号番号

（注）　上記の「外部ウォレットアドレ

ス（external wallet addresses）」

は、報告事項とはされていません

が、CARFのコメンタリーにおい

て記録の作成・保存が要求されて

います。

ⅴ　上記ⅰからⅳまでに掲げる事項の
うち上記イの特例の適用に係るもの
がある場合には、次に掲げる事項
ａ 　その事項につき上記イの暗号資

産等取引を行った者等による報告
事項の提供の回避を主たる目的と
する行為等があった場合の特例の
適用がないものとした場合におけ
る上記ⅰからⅳまでに掲げる事項

ｂ 　その事項に係る特定行為（上記
イイによりなかったものとされた
行為又は上記イロによりあったも
のとされた行為を行わなかったこ

とをいいます。⑵において同じで
す。）の内容及びその特定行為が
上記イイ又はロの主たる目的の一
つとして行われたものであること
についての事情の詳細

ⅵ　その他参考となるべき事項
ハ　記録の保存期間

　報告暗号資産交換業者等は、上記イに
より作成した記録を、その記録に係る暗
号資産等取引に係る契約が終了した日の
属する年の翌年から 5 年間、保存しなけ
ればならないこととされました（実特法
10の12②）。

ハ　報告暗号資産交換業者等による報告事項
の提供に係る税務職員の質問検査権
　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、
報告事項の提供に関する調査について必要
があるときは、その報告事項の提供をする
義務がある者に質問し、その者の報告対象
契約に関する帳簿書類その他の物件を検査
し、又はその物件（その写しを含みます。）
の提示若しくは提出を求めることができる
ほか、報告事項の提供に関する調査につい
て必要があるときは、その調査において提
出された物件を留め置くことができること
とされました（実特法10の13①②、実特規
16の21）。

（注 1 ）　「帳簿書類」には、その作成又は保存

に代えて電磁的記録の作成又は保存が

されている場合におけるその電磁的記

録を含むこととされています（実特法

9 ①）。
（注 2 ）　上記の当該職員の権限は、犯罪捜査

のために認められたものと解してはな

らないこととされています（実特法10

の13③）。

　その際、国税庁、国税局又は税務署

の当該職員は、上記の質問、検査又は

提示若しくは提出の要求をする場合に

は、その身分を示す証明書を携帯し、
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関係人の請求があったときは、これを

提示しなければならないこととされて

います（実特法10の14、国税質問検査

章規則 2 ⑥、別表第六）。

ニ　罰則
　新規届出書等及び報告事項の提供に関し
ては、本制度の実効性を担保するため、次
のいずれかに該当する場合には、その違反
行為をした者は、 6 月以下の懲役又は50万
円以下の罰金に処することとされました

（実特法13④）。
イ　上記ハの当該職員の質問に対して答弁

せず、若しくは偽りの答弁をし、又は上
記ハの検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
したとき。

ロ　上記ハの物件の提示又は提出の要求に
対し、正当な理由がなくこれに応じず、
又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿
書類その他の物件（その写しを含みま
す。）を提示し、若しくは提出したとき。

ハ　新規届出書を暗号資産等取引の際若し
くは令和 8 年12月31日までに報告暗号資
産交換業者等の営業所等の長に提出せず、
若しくは新規届出書若しくは異動届出書
に偽りの記載をし、若しくは特定行為に
係る記載をして報告暗号資産交換業者等
の営業所等の長に提出し、又は電磁的方
法により偽りの事項若しくは特定行為に
係る事項を提供したとき（これらの違反
行為に係る届出書提出義務者が租税条約
等実施特例法第10条の 9 第 5 項第 7 号イ
又はロに掲げる者に該当する場合（その
届出書提出義務者が特定組合員等である
場合には、その特定組合員等が同号イに
掲げる法人等に該当する信託以外の信託
の受託者であるときを除き、その特定組
合員等に係る組合等の居住地国が外国で
ある場合におけるその特定組合員等に該
当するとき）に限ります。）。

（注）　「届出書提出義務者」とは、暗号資産

等取引実施者又は異動届出書を提出し

た者をいいます（実特法10の 9 ⑥、13

④五）。

ニ　報告事項をその提供の期限までに上記
⑤ヘイ若しくはロに掲げる方法により税
務署長に提供せず、又は上記⑤ヘイ若し
くはロに掲げる方法により偽りの事項若
しくは特定行為に係る事項を税務署長に
提供したとき。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 8 年 1 月 1 日から施行
されます（改正法附則 1 六ロ、令和 6 年 6 月改
正実特令附則 1 、令和 6 年 6 月改正実特規附則
1 、令和 6 年 6 月改正国税質問検査章規則附則）。

2 　外国との間での暗号資産等取引情報の
自動的な提供のための報告制度の整備

⑴　制度整備の背景・趣旨等
　上記 1のとおり、租税条約等に基づく税務当
局間の情報交換を前提とした、非居住者に係る
暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告
制度が創設されることを契機として、外国との
間での金融口座情報の自動的な提供のための報
告制度（所得相互免除法41の 2 ）と同様に、外
国との間で CRS に従った税務当局間の自動的
情報交換に相当する枠組みを構築することを可
能とする観点から、今般の改正において、「外
国居住者等の所得に対する相互主義による所得
税等の非課税等に関する法律」（⑵において

「外国居住者等所得相互免除法」といいます。）
の一部を改正し、外国を居住地国とする者の暗
号資産等取引情報について、暗号資産交換業者
等による報告制度を整備することとされました。

⑵　制度の内容
①　制度の概要

イ　報告暗号資産交換業者等による報告事項
の提供
　報告暗号資産交換業者等は、その年の12
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月31日において、その報告暗号資産交換業
者等との間でその営業所等を通じて暗号資
産等取引を行った者（報告対象外の者を除
きます。）が報告対象契約を締結している
場合等には、特定対象者の氏名又は名称、
住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
地、居住地国、外国の納税者番号等及びそ
の年において行われた暗号資産等売買等に
係る暗号資産等の種類ごとの名称、その種
類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価
の額の合計額等の所定の事項（①において

「報告事項」といいます。）を、その年の翌
年 4 月30日までに、その報告暗号資産交換
業者等の本店等の所在地の所轄税務署長に
提供しなければならないこととされました

（所得相互免除法41の 3 ①）。
（注 1 ）　上記 1の非居住者に係る暗号資産等

取引情報の自動的交換のための報告制

度における居住地国の特定手続（実特

法10の 9 ）においては、非居住者に係

る金融口座情報の自動的交換のための

報告制度における居住地国の特定手続

（実特法10の 5 ）と同様に、いわゆる

Wider Approachが採用されており、暗

号資産等取引を行う者の居住地国が同

制度における報告対象国（実特法10の

10②一）に該当するか否かに関わらず、

居住地国の特定手続を実施することと

されています。したがって、本制度に

おける報告事項の提供義務を負ってい

る報告暗号資産交換業者等は、暗号資

産等取引を行う者の居住地国が租税条

約等の相手国等以外の外国である場合、

非居住者に係る暗号資産等取引情報の

自動的交換のための報告制度において

本制度の対象となる外国も居住地国と

して特定済みであることから、本制度

においては居住地国の特定手続は設け

られていません。
（注 2 ）　上記の報告事項は、CARFにおいて

税務当局間で情報交換することとされ

ている情報を踏まえたものとされてお

り、いわゆる納税者番号については、

外国の納税者番号は報告事項とされま

すが、我が国のマイナンバー（個人番

号）は報告事項とはされていません。

ロ　その他
イ　暗号資産等取引を行った者等による報

告事項の提供の回避を主たる目的とする
行為等があった場合の特例
　暗号資産等取引を行った者若しくはそ
の関係者又は報告暗号資産交換業者等が、
その暗号資産等取引に係る契約に関する
報告事項について、提供を回避すること
を主たる目的の一つとしてその報告事項
に係る行為を行った場合等には、その行
為がなかったもの等として本制度を適用
することとされました（所得相互免除法
41の 3 ③）。

ロ　報告暗号資産交換業者等による記録の
作成及び保存
　報告暗号資産交換業者等は、上記イに
より報告事項の提供を行った場合には、
その報告事項に関する事項等の所定の事
項に関する記録を文書等により作成し、
保存しなければならないこととされまし
た（所得相互免除法41の 3 ④⑤）。

ハ　報告暗号資産交換業者等による報告事
項の提供に係る当該職員の質問検査権
　税務職員は、報告事項の提供に関する
調査について必要があるときは、その報
告事項の提供をする義務がある者に質問
し、帳簿書類その他の物件を検査し、又
はその物件（その写しを含みます。）の
提示若しくは提出を求めることができる
こととされました（所得相互免除法41の
3 ⑦）。

ニ　罰則
　報告事項の提供義務に対する違反行為
等について所要の罰則を規定することと
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されました（所得相互免除法47）。
②　報告暗号資産交換業者等による報告事項の

提供
イ　報告事項の提供

　報告暗号資産交換業者等は、その年の12
月31日においてその報告暗号資産交換業者
等との間でその営業所等を通じて暗号資産
等取引を行った者（報告対象外の者を除き
ます。）が報告対象契約を締結している場
合又はその年中にその者の締結していた報
告対象契約が終了した場合には、特定対象
者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは
主たる事務所の所在地及び特定居住地国、
外国の納税者番号並びにその年においてそ
の報告暗号資産交換業者等との間で行われ
た暗号資産等売買等に係る暗号資産等の種
類ごとの名称及びその種類ごとの暗号資産
等の売却又は購入の対価の額の合計額等の
所定の事項（⑵において「報告事項」とい
います。）を、その年の翌年 4 月30日まで
に、その報告事項を電子情報処理組織

（e-Tax）を使用して送付する方法又はそ
の報告事項を記録した光ディスク等を提出
する方法のいずれかの方法により所轄税務
署長に提供しなければならないこととされ
ました（所得相互免除法41の 3 ①）。

（注 1 ）　報告暗号資産交換業者等が提供すべ

き報告事項は、上記 1 ⑵⑤ニの非居住

者に係る暗号資産等取引情報の自動的

交換のための報告制度における報告事

項と同様とされています（所得相互免

除法41の 3 ①、所得相互免除規22①に

よる準用後の実特規16の19④～⑦）。
（注 2 ）　報告暗号資産交換業者等が提供すべ

き報告事項の提供先は、上記 1 ⑵⑤ホ

の非居住者に係る暗号資産等取引情報

の自動的交換のための報告制度におけ

る報告事項の提供先と同様とされてい

ます（所得相互免除法41の 3 ①）。
（注 3 ）　報告暗号資産交換業者等が提供すべ

き報告事項の提供方法は、上記 1 ⑵⑤

ヘの非居住者に係る暗号資産等取引情

報の自動的交換のための報告制度にお

ける報告事項の提供方法と同様とされ

ています（所得相互免除法41の 3 ①各

号）。
（注 4 ） 　「報告暗号資産交換業者等」、「営業所

等」、「暗号資産等取引」、「報告対象外

の者」、「特定対象者」、「特定居住者国」、

「暗号資産等売買等」及び「暗号資産

等」の意義は、上記 1 の非居住者に係

る暗号資産等取引情報の自動的交換の

ための報告制度における意義と同様と

されています（所得相互免除法41の 3

①）。

ロ　報告対象契約の範囲
イ　報告対象契約の意義

　「報告対象契約」とは、暗号資産等取
引に係る契約のうち次に掲げるものをい
います（所得相互免除法41の 3 ②）。
ⅰ　特定居住地国が報告対象国である者
（特定居住地国が報告対象国である組
合等に係る特定組合員等を含みます。）
が締結しているもの

ⅱ　特定居住地国が報告対象国以外の国
又は地域である特定法人で、その特定
法人に係る実質的支配者の特定居住地
国が報告対象国である特定法人が締結
しているもの

（注 1 ）　「報告対象国」とは、報告事項に相

当する事項（居住者及び内国法人に

係るものを含みます。）の提供を求め

るために必要な措置が講じられてい

る外国として総務省令、財務省令で

定めるものとされています（所得相

互免除法41の 3 ②一）。

　なお、今後、外国において CARF

に従った我が国の居住者及び内国法

人に係る暗号資産等取引情報に相当

する情報の提供を求めるために必要
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な措置が講じられていることが確認

された後に、省令において規定する

こととなります。
（注 2 ）　「組合等」、「特定組合員等」、「特定

法人」及び「実質的支配者」の意義

は、非居住者に係る金融口座情報の

自動的交換のための報告制度におけ

る意義と同様とされています（所得

相互免除法41の 3 ②各号）。

ロ　報告暗号資産交換業者等との間で締結
している報告対象契約の他の暗号資産等
取引に係る契約がある場合の取扱い
　報告暗号資産交換業者等との間で締結
し、又は締結していた報告対象契約の他
にその報告暗号資産交換業者等との間で
締結していた他の暗号資産等取引に係る
契約（報告対象契約を除きます。ロにお
いて同じです。）がある場合において、
次に掲げる場合のいずれかに該当すると
きは、当該他の暗号資産等取引に係る契
約は報告対象契約とみなして、上記イを
適用することとされています（所得相互
免除令33の 3 ①）。
ⅰ　その年の12月31日において報告対象

契約を締結している場合
ⅱ　その年中に終了したその報告暗号資

産交換業者等との間で締結していた暗
号資産等取引に係る契約のうち最後に
終了したものが報告対象契約である場
合（その年の12月31日において当該他
の暗号資産等取引に係る契約を締結し
ている場合を除きます。）

③　その他
イ　暗号資産等取引を行った者等による報告

事項の提供の回避を主たる目的とする行為
等があった場合の特例
　本制度においても、報告回避行為等を防
止する観点から、上記 1 ⑵⑥イの非居住者
に係る暗号資産等取引情報の自動的交換の
ための報告制度における暗号資産等取引を

行った者等による報告事項の提供の回避を
主たる目的とする行為等があった場合の特
例と同様の特例が設けられました（所得相
互免除法41の 3 ③）。

ロ　報告暗号資産交換業者等による記録の作
成及び保存
イ　記録の作成

　報告暗号資産交換業者等は、上記②イ
により報告事項を提供した場合には、上
記 1の非居住者に係る暗号資産等取引情
報の自動的交換のための報告制度におけ
る報告事項を提供した場合と同様に、そ
の報告事項に関する記録を、文書、電磁
的記録又はマイクロフィルムを用いて作
成しなければならないこととされました

（所得相互免除法41の 3 ④、所得相互免
除規22②による準用後の実特規16の20
①）。

ロ　記録事項の範囲
　報告暗号資産交換業者等が記録すべき
事項は、次に掲げる事項とされています

（所得相互免除規22②による準用後の実
特規16の20②）。
ⅰ　報告事項を提供した年月日及びその

報告事項
ⅱ　上記 1 ⑵⑤ニイⅴⅸの受入れに係る

識別子又はその識別子を特定するに足
りる記号番号

ⅲ　上記ⅰ及びⅱに掲げる事項のうち上
記イの特例の適用に係るものがある場
合には、次に掲げる事項
ⅰ　その事項につき上記イの暗号資産

等取引を行った者等による報告事項
の提供の回避を主たる目的とする行
為等があった場合の特例の適用がな
いものとした場合における上記ⅰ及
びⅱに掲げる事項

ⅱ　その事項に係る特定行為（上記イ
の特例によりなかったものとされた
行為又は上記イの特例によりあった
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ものとされた行為を行わなかったこ
とをいう。ⅱにおいて同じです。）
の内容及びその特定行為が上記イイ
又はロの主たる目的の一つとして行
われたものであることについての事
情の詳細

ⅳ　その他参考となるべき事項
ハ　記録の保存期間

　報告暗号資産交換業者等は、上記イに
より作成した記録を、上記 1 の非居住者
に係る暗号資産等取引情報の自動的交換
のための報告制度における記録の保存期
間と同様に、その記録に係る暗号資産等
取引に係る契約が終了した日の属する年
の翌年から 5 年間、保存しなければなら
ないこととされました（所得相互免除法
41の 3 ⑤）。

ハ　報告暗号資産交換業者等による報告事項
の提供に係る税務職員の質問検査権
　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、
上記 1の非居住者に係る暗号資産等取引情
報の自動的交換のための報告制度と同様に、
報告事項の提供に関する調査について必要
があるときは、その報告事項の提供をする
義務がある者に質問し、その者の報告対象
契約に関する帳簿書類その他の物件を検査
し、又はその物件（その写しを含みます。）
の提示若しくは提出を求めることができる
ほか、報告事項の提供に関する調査につい
て必要があるときは、その調査において提
出された物件を留め置くことができること
とされました（所得相互免除法41の 3 ⑦⑧、
所得相互免除令33の 3 ②）。

（注 1 ）　「帳簿書類」には、その作成又は保存

に代えて電磁的記録の作成又は保存が

されている場合におけるその電磁的記

録を含むこととされています（所得相

互免除法41の 2 ⑦）。
（注 2 ）　上記の質問又は検査の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解して

はならないこととされています（所得

相互免除法41の 3 ⑨）。

　その際、国税庁、国税局又は税務署

の当該職員は、上記の質問、検査又は

提示若しくは提出の要求をする場合に

は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人の請求があったときは、これを

提示しなければならないこととされて

います（所得相互免除法41の 3 ⑩、国

税質問検査章規則 2 ⑥、別表第六）。

ニ　罰則
　報告事項の提供等に関しては、本制度の
実効性を担保するため、上記 1 ⑵⑥ニイ、
ロ及びニの非居住者に係る金融口座情報の
自動的交換のための報告制度と同様の罰則
を設けることとされました（所得相互免除
法47）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 8 年 1 月 1 日から施行
されます（改正法附則 1 六イ、令和 6 年 6 月改
正所得相互免除令附則、令和 6 年 6 月改正所得
相互免除規附則①、令和 6 年 6 月改正国税質問
検査章規則附則）。

Ⅱ　非居住者に係る金融口座情報の自
動的交換のための報告制度等の見直
し

1　非居住者に係る金融口座情報の自動的
交換のための報告制度の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の
ための報告制度（旧実特法10の 5 ～10の10）は、
租税条約等に基づき、「共通報告基準（CRS：
Common Reporting Standard）」に従った自動
的情報交換を実施する観点から設けられていま
す。
　我が国においては、平成29年から金融機関等
による対象口座の特定手続を行い、これまで、
平成29年分から令和 5 年分までの報告を金融機
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関等から受け、租税条約等に基づき、CRS に
従った税務当局間の自動的情報交換が実施され
ています。

（注）　令和 4 事務年度の上記の自動的情報交換で

は、我が国から約53万件（個人口座約51万件、

同残高約1.1兆円、法人口座約 2 万件、同残高

約 4 兆円）の非居住者・外国法人に係る金融

口座情報が78か国・地域の外国税務当局に提

供され、また、95か国・地域の外国税務当局

から約253万件（個人口座約250万件、同残高

約10.9兆円、法人口座約 3 万件、同残高約5.5

兆円）の居住者・内国法人に係る金融口座情

報が我が国に提供されています（令和 6 年 1 月、

国税庁報道発表資料「令和 4 事務年度　租税

条約等に基づく情報交換事績の概要」より）。

①　居住地国等の特定手続
イ　新規特定取引に関する特定手続

　平成29年 1 月 1 日以後に報告金融機関等
との間でその営業所等を通じて特定取引を
行う者は、特定対象者の氏名又は名称、住
所又は本店等の所在地、居住地国、外国の
納税者番号等の所定の事項を記載した届出
書（以下「新規届出書」といいます。）を、
その特定取引を行う際、その報告金融機関
等の営業所等の長に提出しなければならな
いこととされています（旧実特法10の 5 ①）。

ロ　既存特定取引に関する特定手続
イ　報告金融機関等による特定対象者の住

所等所在地国と認められる国又は地域の
特定手続
　報告金融機関等は、平成28年12月31日
以前にその報告金融機関等との間でその
営業所等を通じて特定取引を行った者で
同日においてその特定取引に係る契約を
締結しているものにつき、所定の期限ま
でに、その者のステイタスに応じた各特
定手続を実施し、その報告金融機関等の
保有する特定対象者の住所その他の情報
に基づきその特定対象者の住所等所在地
国と認められる国又は地域を特定しなけ

ればならないこととされています（旧実
特法10の 5 ②）。

ロ　既存特定取引を行った者による任意届
出書の提出手続
　特定取引に係る契約を締結している者
は、新規届出書に記載すべき事項及びそ
の特定取引に関する一定の事項を記載し
た届出書（以下「任意届出書」といいま
す。）を、その特定取引に係る報告金融
機関等の営業所等の長に提出することが
できることとされています（旧実特法10
の 5 ③）。

②　居住地国等の再特定手続
イ　新規特定取引（既存特定取引につき任意

届出書の提出があった場合を含みます。）
に関する再特定手続
イ　新規特定取引を行った者による異動届

出書の提出
　新規届出書又は任意届出書を提出した
者は、その新規届出書又は任意届出書に
記載された居住地国等一定の事項につい
て異動を生じた場合には、その異動を生
じた後のその特定対象者の氏名又は名称、
住所又は本店等の所在地、居住地国等の
所定の事項を記載した届出書（以下「異
動届出書」といいます。）を、所定の期
限までに、報告金融機関等の営業所等の
長に提出しなければならないこととされ
ています（旧実特法10の 5 ④⑤）。

ロ　報告金融機関等による新規届出書等を
提出した者等の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域の特定手続
　報告金融機関等は、特定対象者の住所
等所在地国と認められる国又は地域その
他の事実が新規届出書等（上記①イによ
り提出された新規届出書、上記①ロロに
より提出された任意届出書又は上記イに
より提出された異動届出書をいいます。
以下同じです。）に記載された居住地国
等一定の事項と異なることを示す一定の
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情報（以下「新情報」といいます。）を
取得した場合には、所定の期限までに、
特定対象者につき新情報の種類等に応じ
た各特定手続を実施しなければならない
こととされています（旧実特法10の 5 ⑥）。

ロ　既存特定取引（既存特定取引につき任意
届出書の提出があった場合を除きます。）
に関する再特定手続
　報告金融機関等は、特定対象者の住所等
所在地国と認められる国又は地域が特定し
た国又は地域と異なることを示す新情報を
取得した場合等の一定の場合には、所定の
期限までに、特定対象者につき新情報の種
類等に応じた各特定手続を実施しなければ
ならないこととされています（旧実特法10
の 5 ⑦）。

③　報告金融機関等による報告事項の提供
　報告金融機関等は、その年の12月31日にお
いて、その報告金融機関等との間でその営業
所等を通じて特定取引を行った者（報告対象
外の者を除きます。）が報告対象契約を締結
している場合には、その報告対象契約ごとに、
特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若
しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地
国、外国の納税者番号、その報告対象契約に
係る資産の価額、その資産の運用、保有又は
譲渡による収入金額の所定の事項（以下「報
告事項」といいます。）を、その年の翌年 4
月30日までに、その報告事項を電子情報処理
組織（e-Tax）を使用して送付する方法又は
その報告事項を記録した光ディスク等を提出
する方法のいずれかの方法により所轄税務署
長に提供しなければならないこととされてい
ます（旧実特法10の 6 ①）。

④　その他
イ　特定取引を行った者等による報告事項の

提供の回避を主たる目的とする行為等があ
った場合の特例
　特定取引を行った者若しくはその関係者
又は報告金融機関等が、その特定取引に係

る契約に関する報告事項について、提供を
回避することを主たる目的の一つとしてそ
の報告事項に係る行為を行った場合等には、
その行為がなかったもの等として本制度を
適用することとされています（旧実特法10
の 7 ）。

ロ　報告金融機関等による記録の作成及び保
存
　報告金融機関等は、新規届出書等の提出
を受けた場合等には、特定対象者の特定居
住地国に関する事項等の所定の事項に関す
る記録を文書等により作成し、保存しなけ
ればならないこととされています（旧実特
法10の 8 ）。

ハ　報告金融機関等による報告事項の提供に
係る当該職員の質問検査権
　税務職員は、報告事項の提供に関する調
査について必要があるときは、その報告事
項の提供をする義務がある者に質問し、帳
簿書類その他の物件を検査し、又はその物
件（その写しを含みます。）の提示若しく
は提出を求めることができることとされて
います（旧実特法10の 9 、10の10）。

ニ　罰則
　新規届出書の提出義務及び報告事項の提
供義務に対する違反行為等について所要の
罰則が設けられています（旧実特法13④～
⑥）。

⑵　改正の内容
　上記Ⅰ 1 ⑴のとおり、2022年、OECD にお
いて、各国の税務当局が自国の暗号資産交換業
者等から報告される非居住者の暗号資産等取引
情報を租税条約等に基づいて税務当局間で自動
的 に 交 換 す る た め の 国 際 基 準（CARF：
Crypto-Asset Reporting Framework）が策定
されましたが、CRS についても報告事項を拡
充する等の改訂をし、承認・公表されました。
　そこで、今般の改正において、CRS の改訂
等を踏まえ、非居住者に係る金融口座情報の自
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動的交換のための報告制度について必要な見直
しを行うこととされました。
　なお、改訂 CRS の実施スケジュールについ
ては、CARF と同様とされており、具体的には、
金融機関等のシステム整備等の準備期間を踏ま
え、我が国においては、2026年（令和 8 年）か
ら改正後の本制度が施行され、2027年（令和 9
年）に2026年（令和 8 年）分の報告を金融機関
等から受け、租税条約等に基づき、情報交換を
実施することとされています。
①　本制度の対象となる特定取引等の定義

イ　特定取引の範囲の見直し
イ　特定取引の範囲の追加

　今般の CRS の改訂により、いわゆる
ステーブルコインや電子マネーを念頭に
おいた「特定電子マネー商品（Specified 
Electronic Money Products）」が報告対
象に追加されたことに伴い、これに対応
するため、特定取引の範囲に、「 1 ～ 3
号電子決済手段（資金決済法 2 ⑤一～
三）」及び「既存のデジタルマネー」の
管理に関する契約の締結を加えることと
されました。
　具体的には、本制度の対象となる特定
取引の範囲に、次に掲げる取引を加える
こととされました（実特令 6 の 8 一ニ・
ヌ）。
ⅰ　特定電子決済手段等の管理に関する

契約の締結
　具体的には、特定電子決済手段等

（次に掲げるものをいいます。⑵にお
いて同じです。）の管理に関する契約
の締結をいいます。
ⅰ　電子決済手段（資金決済法 2 ⑤）

のうち次に掲げるもの（資金決済に
関する法律第 2 条第 5 項第 1 号に規
定する流通性その他の事情を勘案し
て内閣府令で定めるもののうち一定
のものを除きます。）
ａ　 1 号電子決済手段

　 　具体的には、物品等を購入し、
若しくは借り受け、又は役務の提
供を受ける場合に、これらの代価
の弁済のために不特定の者に対し
て使用することができ、かつ、不
特定の者を相手方として購入及び
売却を行うことができる財産的価
値（電子機器その他の物に電子的
方法により記録されている通貨建
資産に限り、有価証券、電子記録
債権、前払式支払手段その他これ
らに類するものとして一定のもの

（流通性その他の事情を勘案して
内閣府令で定めるものを除きま
す。）を除きます。ｂにおいて同
じです。）であって、電子情報処
理組織を用いて移転することがで
きるもの（ｃに掲げるものに該当
するものを除きます。）をいいま
す（資金決済法 2 ⑤一）。

ｂ　 2 号電子決済手段
　 　具体的には、不特定の者を相手

方として上記ａに掲げるものと相
互に交換を行うことができる財産
的価値であって、電子情報処理組
織を用いて移転することができる
もの（ｃに掲げるものに該当する
ものを除きます。）をいいます

（資金決済法 2 ⑤二）。
ｃ　 3 号電子決済手段
　 　具体的には、特定信託受益権を

いいます（資金決済法 2 ⑤三）。
（注 1 ）　上記ａの「 1 号電子決済手

段」の対象となる財産的価値か

らは「流通性その他の事情を勘

案して内閣府令で定めるもの」

が除かれていますが、具体的に

は、移転の完了のつど発行者の

承諾等を要しない前払式支払手

段が定められています（電子決
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済手段等取引業者府令 2 ②）。

したがって、この除外された前

払式支払手段は、上記ａの「 1

号電子決済手段」に該当するこ

ととなります。他方、本報告制

度においては、CRS上の「特定

電子マネー商品」の要件の一つ

として発行者に対して電子マネ

ーの額面金額につき償還の請求

が可能である旨が定められてい

るところ、前払式支払手段は原

則として払戻しが禁止されてい

る（資金決済法20）ことから、

本制度の対象となる電子決済手

段の範囲から除外する必要があ

ります。このため、上記ⅰの電

子決済手段の範囲から、「資金

決済に関する法律第 2 条第 5 項

第 1 号に規定する流通性その他

の事情を勘案して内閣府令で定

めるもののうち一定のもの」と

して、上記ａの「 1 号電子決済

手段」に該当する前払式支払手

段（電子決済手段等取引業者府

令 2 ②）を除くこととしていま

す（実特規16の 8 ②）。
（注 2 ）　上記ｃの「特定信託受益権」

とは、金銭信託の受益権（電子

情報処理組織を用いて移転する

ことができる財産的価値（電子

機器その他の物に電子的方法に

より記録されるものに限りま

す。）に表示される場合に限り

ます。）であって、受託者が信

託契約により受け入れた金銭の

全額を預貯金により管理するも

のであることその他一定の要件

を満たすものをいいます（資金

決済法 2 ⑨、電子決済手段等取

引業者府令 3 ）。

（注 3 ）　資金決済に関する法律上の電

子決済手段は、上記ａからｃま

でに掲げるもののほか、 4 号電

子決済手段（資金決済法 2 ⑤

四）がありますが、これは通貨

建資産に該当しない一定の暗号

資産型デジタル資産が想定され

ていることを踏まえ（電子決済

手段等取引業者府令 2 ③）、上

記Ⅰ 1の非居住者に係る暗号資

産等取引情報の自動的交換のた

めの報告制度の対象となる「暗

号資産等」に該当することとさ

れています（実特法10の 9 ⑤三、

実特令 6 の19①）。

ⅱ　物品等を購入し、若しくは借り受
け、又は役務の提供を受ける場合に、
これらの代価の弁済のために特定の
者に対して使用することができる財
産的価値（電子機器その他の物に電
子的方法により記録されている同条
第 7 項に規定する通貨建資産に限る
ものとし、同条第 5 項第 1 号から第
3 号までに掲げるもの、有価証券

（金商法 2 ①②）、電子記録債権、前
払式支払手段その他これらに類する
一定のものを除きます。）であって、
電子情報処理組織を用いて移転する
ことができ、かつ、その財産的価値
を発行する者に対し、その償還を請
求することができるもの

（注 1 ）　「その他これらに類する一定

のもの」とは、電子決済手段等

取引業者に関する内閣府令第 2

条第 1 項に規定する財産的価値

をいい（実特規16の 8 ③）、具

体的には、対価を得ないで発行

される財産的価値であって、そ

の財産的価値を発行する者又は

その発行する者が指定する者か
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ら物品等を購入し、若しくは借

り受け、又は役務の提供を受け

る場合に、これらの代価の弁済

のために提示、交付、通知その

他の方法により使用することが

できるものをいいます（電子決

済手段等取引業者府令 2 ①）。
（注 2 ）　上記の「財産的価値」は、資

金移動業者が発行する未達債務

を用いたデジタルマネーなど、

いわゆる既存のデジタルマネー

を想定して規定されているもの

です。

　なお、預金又は貯金の預入れを内容
とする契約の締結（実特令 6 の 8 一
イ）を伴う預金債権型デジタルマネー
との重複を排除するため、特定電子決
済手段等の管理に関する契約の締結か
ら、「預金又は貯金の預入れを内容と
する契約の締結」を除くこととされて
います（実特令 6 の 8 一ニ括弧書き）。

ⅱ　電子決済手段等の預託をすることを
内容とする契約の締結
　具体的には、次に掲げるものの預託
をすることを内容とする契約の締結を
いいます。
ⅰ　資金決済に関する法律第 2 条第 5

項に規定する電子決済手段
ⅱ　金融商品取引法第29条の 2 第 1 項

第 8 号に規定する権利
ⅲ　資金決済に関する法律第 2 条第14

項に規定する暗号資産（金融商品取
引法第 2 条第20項に規定するデリバ
ティブ取引に関して預託をするもの
に限ります。）

ロ　除外取引の範囲の追加
　本制度の対象となる特定取引の範囲か
ら除外される「報告を免れるおそれがな
い取引」の範囲に、次に掲げる取引を加
えることとされました（実特令 6 の 8 一

柱書）。
ⅰ　少額の特定電子決済手段等取引

　具体的には、上記イⅰに掲げる取引
（以下「特定電子決済手段等取引」と
いいます。）のうち、次に掲げる要件
の全てを満たすものに係るものをいい
ます（実特規16の 8 ①二）。
ⅰ　報告金融機関等との間でその営業

所等を通じて行われる特定電子決済
手段等取引に係る契約において、そ
の特定電子決済手段等取引に係る特
定電子決済手段等勘定（その報告金
融機関等の営業所、事務所その他こ
れらに類するものに設定されるその
特定電子決済手段等取引に係る特定
電子決済手段等の管理に係る勘定を
いいます。ⅱにおいて同じです。）
の残高の合計額が上限額（100万円
に相当する金額をいいます。ⅱにお
いて同じです。）以下であることが
定められていること。

ⅱ　上記ⅰの報告金融機関等において、
上記ⅰの特定電子決済手段等勘定に
係る上限額を超える特定電子決済手
段等を保有しないための技術的措置
が講じられていること。

ⅲ　上記ⅰの報告金融機関等の営業所
等の長において、上記ⅰの特定電子
決済手段等取引を行う際、次に掲げ
る場合の区分に応じそれぞれ次に定
める確認が行われること。
ａ 　その特定電子決済手段等取引を

行う際に犯罪による収益の移転防
止に関する法律第 4 条第 1 項又は
第 2 項（これらの規定を同条第 5
項の規定により読み替えて適用す
る場合を含みます。）の規定（ⅲ
において「本人確認規定」といい
ます。）の適用がある場合��そ
の本人確認規定による確認
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ｂ 　その特定電子決済手段等取引を
行う際に本人確認規定の適用がな
い場合（犯罪による収益の移転防
止に関する法律第 4 条第 3 項の規
定の適用がある場合を除きます。）
��上記ａに定める確認に相当す
る確認

ⅱ　信託に係る契約であって、その受益
権を表示する一定の電子記録移転有価
証券表示権利等が金融商品取引業者等
を通じて取得されるもの等
　具体的には、信託に係る契約であっ
て、その受益権を表示する金融商品取
引法第29条の 2第 1項第 8号に規定す
る権利（第一項有価証券（金商法 2
③）に該当するものに限ります。）が
金融商品取引業者等（金商法34）を通
じて取得されるもの等をいいます（実
特規16の 8 ①三）。

ⅲ　振替特別法人出資に係る特別口座の
開設（社債等振替法247の 2 の 3 ①）
に係る契約の締結
　具体的には、租税条約等実施特例法
施行令第 6 条の 8 第 1 号チに掲げる取
引のうち、社債、株式等の振替に関す
る法律第247条の 2 の 3 第 1 項｟特別
法人出資に関する株式に係る規定の準
用｠において準用する同法第131条第
3 項本文に規定する申出による口座の
開設に係るものをいいます（実特規16
の 8 ①五）。

ロ　報告金融機関等の範囲の見直し
イ　報告金融機関等の範囲の追加

　上記イイの特定取引の範囲の追加を踏
まえ、顧客との間で特定電子決済手段等
の管理に関する契約の締結を行うことが
想定される者として、本制度の対象とな
る報告金融機関等の範囲に、次に掲げる
者を加えることとされました（実特令 6
の 7 一）。

ⅰ　資金決済に関する法律第 2 条第 3 項
に規定する資金移動業者

ⅱ　資金決済に関する法律第 2 条第12項
に規定する電子決済手段等取引業者

（同法第62条の 8 第 2 項の規定により
電子決済手段等取引業者とみなされる
者（＝電子決済手段を発行する者）を
含みます。）

（注）　顧客との間で特定電子決済手段等の

管理に関する契約の締結をする者とし

ては、上記ⅰ及びⅱに掲げる者のほか

に、為替取引を行うことができる銀行

等や信託会社が該当しますが、既に報

告金融機関等（実特法10の 5 ⑧一、実

特令 6 の 7 ①一・三）として本制度の

対象とされています。なお、信託会社

については、特定信託受益権を発行し、

その営業所等を通じて特定電子決済手

段等取引が行われる場合には、収入割

合要件にかかわらず、報告金融機関等

に該当することとなります（実特令 6

の 7 ①三・②③、実特規16の 7 ①一・

②）。

ロ　報告金融機関等に係る収入割合要件の
見直し
　次に掲げる報告金融機関等（実特令 6
の 7 ①三～六）に係る収入割合要件の計
算上、その報告金融機関等との間で特定
取引を行った者に対し、その報告金融機
関等以外の者がそれぞれ次に定める行為
を行った場合におけるその行為に係る対
価の額等に相当する金額を加算すること
とされました（実特規16の 7 ①）。
ⅰ　報告金融機関等（実特令 6 の 7 ①

三）��次に掲げる行為
ⅰ　その報告金融機関等との間の特定

取引（実特令 6 の 8 一チ～ヌ）に係
る契約に基づき管理する金銭等につ
きその特定取引を行った者に対する
役務の提供（実特規16の 7 ①二イ
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⑵）
（注）　「金銭等」とは、金銭若しくは

電子決済手段、有価証券（金商法

2 ①②）又は暗号資産（資金決済

法 2 ㉔）（デリバティブ取引（金

商法 2 ⑳）に関して預託をするも

のに限ります。）をいいます。

ⅱ　金融商品取引法第 2 条第 8 項各号
に掲げる行為又は商品先物取引法第
2 条第22項各号に掲げる行為（実特
規16の 7 ①二ロ⑵）

ⅱ　報告金融機関等（実特令 6 の 7 ①四
～六）��有価証券（金商法 2 ①②）
又はデリバティブ取引（金商法 2 ⑳）
に係る権利に対する投資（実特規16の
7 ①三ロ）

ハ　特定法人の範囲の見直し
イ　特定法人から除外される法人（実特令

6 の 9 ①十）に係る収入割合要件等にお
ける投資関連所得の範囲の見直し
　特定法人から除外される法人（実特令
6 の 9 ①十）に係る収入割合要件等にお
ける投資関連所得の範囲に、上記Ⅰ 1の
非居住者に係る暗号資産等取引情報の自
動的交換のための報告制度の対象となる
暗号資産等に係る所得（暗号資産等に係
るデリバティブ取引の決済による所得を
含みます。）を追加することとされまし
た（実特規16の 9 ②五）。

ロ　特定法人から除外される法人（実特令
6 の 9 ①十）に係る投資関連所得に係る
資産額割合要件の計算の基礎となる直前
事業年度終了時の資産の額の見直し
ⅰ　改正前の制度の概要

　特定法人から除外される法人（実特
令 6 の 9 ①十）に係る投資関連所得に
係る資産額割合要件は、ⅰのうちにⅱ
の占める割合が50％に満たないことと
されていました（旧実特令 6 の 9 ①十
ロ）。

ⅰ　直前事業年度終了の時の総資産の
額

ⅱ　直前事業年度の投資関連所得の基
因となるその直前事業年度終了の時
の資産の額の合計額

ⅱ　改正の内容
　特定法人から除外される法人（実特
令 6 の 9 ①十）に係る投資関連所得に
係る資産額割合要件の計算の基礎とな
る直前事業年度終了時の資産の額につ
いて、その直前事業年度においてその
資産に係る投資関連所得が発生してい
るか否かは問わないこととされました

（実特令 6 の 9 ①十ロ）。
ニ　居住地国の範囲の見直し

イ　改正前の制度の概要
　「居住地国」とは、次に掲げるものの
区分に応じそれぞれ次に定める国又は地
域をいうこととされていました（旧実特
法10の 5 ⑧七）。
ⅰ　外国の法令において、その外国に住

所を有し、若しくは一定の期間を超え
て居所を有し、若しくは本店若しくは
主たる事務所若しくはその事業が管理
され、かつ、支配されている場所を有
することその他その外国にこれらに類
する場所を有することにより、又はそ
の外国の国籍を有することその他これ
に類する基準により、所得税又は法人
税に相当する税を課されるものとされ
ている個人（租税条約の規定によりそ
の租税条約の相手国等の居住者でない
ものとみなされる居住者を除きます。）
又は法人等（法人又は組合等をいいま
す。イにおいて同じです。）��その
外国

（注）　「組合等」とは、組合契約によっ

て成立する組合（実特法10の 5 ⑧六

イ）、これに準ずる事業体（実特法

10の 5 ⑧六ロ）又は信託（実特法10
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の 5 ⑧六ハ）をいいます。

ⅱ　外国にその財務及び営業又は事業の
方針につき実質的な決定が行われてい
る場所が所在する法人等（上記ⅰに掲
げるもの、内国法人及び信託を除きま
す。）��その外国

ⅲ　居住者又は法人等（上記ⅰ及びⅱに
掲げるもの並びに信託を除きます。）
��我が国

ロ　改正の内容
　外国における税務上の居住地国を定め
ている上記イⅰについて、租税条約上の

「双方居住者の振分けルール」に関する
規定を削除することとされました（実特
法10の 5 ⑧七イ）。本改正により、我が
国及び外国の双方が税務上の居住地国に
該当する個人について、我が国の締結し
た租税条約上の「双方居住者の振分けル
ール」の適用の有無にかかわらず、本制
度上、我が国及び外国のいずれも居住地
国に該当することとなります。

（注）　上記の改正を踏まえ、本制度上、我

が国の所得税法上の居住者とされる個

人は、租税条約上の「双方居住者の振

分けルール」の適用の有無に関わらず、

国内に住所又は居所を有するものとし

て取り扱うために、「双方居住者の取扱

い」に関する規定（実特法 6 ）の適用

の及ぶ租税条約等実施特例法の規定か

ら、本制度に関する規定（実特法10の

5 ～10の 8 ）を除外することとされて

います（実特法 6 ）。

②　居住地国等の特定手続
イ　新たに追加された特定取引を行う者によ

る新規届出書の提出手続
イ　新たに追加された特定取引を行う者に

よる新規届出書の提出等
　令和 8 年 1 月 1 日以後に報告金融機関
等との間でその営業所等を通じて上記①
イイⅰ及びⅱに掲げる特定取引を行う者

は、新規届出書を、その特定取引を行う
際、その報告金融機関等の営業所等の長
に提出しなければならない（実特法10の
5 ①）など、上記①イイⅰ及びⅱに掲げ
る特定取引についても、他の特定取引を
行う場合と同様に、新規特定取引に関す
る特定手続の対象とされます（実特法10
の 5 ①、実特令 6 の 2 、実特規16の 2 ）。

ロ　暗号資産等取引に係る提出済届出書を
提出した者が新規特定取引を行う場合に
おける新規届出書のみなし提出の特例
　上記Ⅰ 1の非居住者に係る暗号資産等
取引情報の自動的交換のための報告制度
における暗号資産等取引に係る新規届出
書等（実特法10の 9 ①②）を提出した者
が、その後に、報告暗号資産交換業者等
にも該当する報告金融機関等との間で特
定取引を行う場合には、既に報告金融機
関等により記載内容確認済の同様の届出
書が提出され、手続的に重複することを
踏まえ、本制度における新規届出書の提
出は要しないこととされました。
　具体的には、上記Ⅰ 1の非居住者に係
る暗号資産等取引情報の自動的交換のた
めの報告制度における新規届出書（実特
法10の 9 ①）又は異動届出書（実特法10
の 9 ②）を提出した者がこれらの届出書

（ロにおいて「提出済届出書」といいま
す。）を提出した後に報告金融機関等

（その提出済届出書に係る暗号資産等取
引（実特法10の 9 ⑤三）をしている報告
暗号資産交換業者等（実特法10の 9 ⑤
一）に該当するものに限ります。）との
間でその営業所等を通じて特定取引を行
う場合において、同制度における特定対
象者の居住地国等の異動を生じた場合

（実特法10の 9 ②）に該当しないときは、
その者は、その特定取引について、新規
届出書の提出を要しないこととされ、そ
の特定取引を行う者は、その特定取引を
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行う際、その提出済届出書のうち直近に
提出されたものに居住地国（実特法10の
9 ⑤七）として記載された国又は地域と
同一の国又は地域が居住地国として記載
された新規届出書の提出をしたものとみ
なすこととされました（実特令 6 の 2 ⑤）。

（注）　なお、上記と届出書の提出順が逆の

場合については、上記Ⅰ 1の非居住者

に係る暗号資産等取引情報の自動的交

換のための報告制度において、特定取

引に係る提出済届出書を提出した者が

暗号資産等取引を行う場合における新

規届出書のみなし提出の特例が設けら

れています（実特令 6 の15③）。

ロ　新たに追加された既存特定取引等に関す
る特定手続
イ　新たに追加された既存特定取引に関す

る特定手続
　報告金融機関等は、令和 7 年12月31日
以前にその報告金融機関等との間でその
営業所等を通じて上記①イイⅰ及びⅱに
掲げる特定取引を行う者で同日において
その特定取引（特定取引につき新規届出
書を提出すべき場合におけるその特定取
引を除きます。）に係る契約を締結して
いるものにつき、所定の期限までに、他
の既存特定取引に関する特定手続と同様
に、その者のステイタスに応じた各特定
手続を実施し、その報告金融機関等の保
有する特定対象者の住所その他の情報に
基づきその特定対象者の住所等所在地国
と認められる国又は地域の特定等をしな
ければならないこととされます（実特法
10の 5 ②一、実特令 6 の 3 ①～⑭⑰～㉒
㉔）。ただし、法人既存特定取引契約者
に係る特定手続の免除に関する特例（実
特令 6 の 3 ⑮）又は一定期間取引等がな
い特定取引契約に係る特定手続の免除に
関する特例（実特令 6 の 3 ⑯）の適用が
ある場合には、他の既存特定取引と同様

に、その適用があるまでの間は、その特
定対象者の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定を要しないこととされ
ます。

（注 1 ）　新規届出書の提出義務者は、「平成

29年 1 月 1 日以後に報告金融機関等

との間でその営業所等を通じて特定

取引を行う者」とされているため

（実特法10の 5 ①）、平成29年 1 月 1

日から令和 7 年12月31日以前に上記

①イイの新たに追加された特定取引

を行った者についても新規届出書を

提出する義務が生じるのではないか

との疑義が生じ得ますが、これは遡

及適用となることから、新規届出書

の提出義務は生じないものと解され

ます。
（注 2 ）　改正前の既存特定取引に関する特

定手続の対象者は、「平成28年12月31

日以前に��特定取引を行った者で

同日においてその特定取引に係る契

約を締結しているもの」とされてい

ましたが（旧実特法10の 5 ②）、この

特定手続の期限が原則として平成30

年12月31日で終了していることを踏

まえ、今般の改正を契機として、こ

の既存特定取引の基準日を「令和 7

年12月31日」にアップデートし、こ

の特定手続の対象者を「令和 7 年12

月31日以前に特定取引を行った者で

同日においてその特定取引（特定取

引につき新規届出書を提出すべき場

合におけるその特定取引を除きま

す。）に係る契約を締結しているも

の」とすることとされました（実特

法10の 5 ②一）。なお、平成29年 1 月

1 日から令和 7 年12月31日までに行

われた改正前から対象とされていた

特定取引については、新規届出書の

提出の対象とされているため、重複
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排除の観点から、既存特定取引に関

する特定手続の対象から「特定取引

につき新規届出書を提出すべき場合

におけるその特定取引」が除外され

ています。したがって、報告金融機

関等は、改正前から対象とされてい

た特定取引を行った者について、改

めて既存特定取引に関する特定手続

を行う必要はないこととなります。
（注 3 ）　なお、上記（注 2 ）のとおり、既

存特定取引の基準日が「令和 7 年12

月31日」にアップデートされたこと

を踏まえ、既存特定取引の特定手続

を定めた各規定においても同趣旨の

アップデートがなされています（実

特令 6 の 3 ）。また、この一環として、

保険契約等に係る特定手続の免除に

関する特例（旧実特令 6 の 3 ⑮）及

び関連規定（旧実特令 6 の 3 ㉓二）

が本則から削除されています。しか

しながら、このような既存特定取引

についても、引き続き本制度の対象

とする必要があることから、改正前

と同様の適用関係が維持されていま

す（改正法附則56①、令和 6 年 6 月

改正実特令附則 3 ）。

ロ　新規届出書が提出されなかった場合の
新規特定取引に関する特定手続
　これまで、平成29年 1 月 1 日以後に報
告金融機関等との間でその営業所等を通
じて特定取引を行う者については、新規
届出書の提出義務が課されたうえ（旧実
特法10の 5 ①）、この実効性を担保する
観点から新規届出書の不提出に対して所
要の罰則が定められていましたが（旧実
特法13④三、⑤⑥）、今般の改正におい
て、新規届出書の提出をしなかった者に
ついて、既存特定取引に関する特定手続
を適用し、報告金融機関等の保有する情
報に基づき住所等所在地国と認められる

国又は地域を特定することとされました。
　具体的には、報告金融機関等は、令和
8 年 1 月 1 日以後にその報告金融機関等
との間でその営業所等を通じて特定取引
を行う者で新規届出書の提出をしなかっ
たもの（以下「新規届出書提出義務懈怠
者」といいます。）につき、所定の期限
までに、既存特定取引に関する特定手続
と同様に、その者のステイタスに応じた
各特定手続を実施し、その報告金融機関
等の保有する特定対象者の住所その他の
情報に基づきその特定対象者の住所等所
在地国と認められる国又は地域の特定等
をしなければならないこととされました

（実特法10の 5 ②二、実特令 6 の 3 ①～
⑭⑰～㉑㉓㉔）。ただし、法人既存特定
取引契約者に係る特定手続の免除に関す
る特例（実特令 6 の 3 ⑮）の適用がある
場合には、既存特定取引と同様に、その
適用があるまでの間は、その特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は地
域の特定を要しないこととされています。

（注）　なお、報告金融機関等は、新規届出

書提出義務懈怠者に対しても、一定の

場合には、既存特定取引に関する特定

手続と同様に、新規届出書の提出要求

をしなればならないこととされていま

す（実特令 6 の 3 ⑤⑨⑪）。

ハ　特定対象者の生年月日等を保有していな
い場合における報告金融機関等による情報
取得措置の見直し
イ　改正前の制度の概要

　報告金融機関等は、上記⑴①ロイの特
定手続により特定対象者の住所等所在地
国と認められる国又は地域（外国に限り
ます。ハにおいて同じです。）の特定を
した場合において、その保存している記
録に、その特定対象者の生年月日及び外
国納税者番号等がないときは、その特定
をした日（同日においてその特定をした
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国又は地域が報告対象国に該当しない場
合にあっては、その特定をした国又は地
域が報告対象国に該当することとなった
日。 1において「起算日」といいます。）
から 2 年を経過する日までの間、少なく
とも年 1 回、その特定対象者に係る特定
取引を行った者に対し、電話、返送を求
める書面の送付その他の方法（ハにおい
て「電話等」といいます。）により、こ
れらの情報を取得するために必要な措置
をとらなければならないこととされてい
ます（旧実特令 6 の 3 ㉒、旧実特規16の
3 ⑪）。

（注）　「外国納税者番号等」とは、特定対象

者の住所等所在地国と認められる国若

しくは地域として特定された国若しく

は地域におけるその特定対象者の納税

者番号又は内国法人である特定法人の

うちその特定法人に係る実質的支配者

（住所等所在地国と認められる国又は地

域が外国であるものに限ります。）があ

るものが有する法人番号をいいます

（旧実特規16の 3 ⑩）。

ロ　改正の内容
　上記イのとおり、報告金融機関等は、
起算日から 2 年間は、少なくとも年 1 回、
電話等により、特定対象者の生年月日及
び外国納税者番号等を取得するために必
要な措置をとることとされていましたが、
CRS の改訂に伴い、犯罪による収益の
移転防止に関する法律における特定事業
者による本人特定事項等の更新又は追加
の機会を捉えて、特定対象者の生年月日
及び外国納税者番号等を取得するために
必要な措置をとることとされました。
　具体的には、報告金融機関等は、上記
イの措置に加え、上記イの起算日以後に、
特定対象者の本人特定事項等（犯罪収益
移転防止法施行規則20①二十～二十四、
二十六～二十九）に変更又は追加がある

ことを知った場合（犯罪による収益の移
転防止に関する法律施行規則第20条第 3
項の規定により、その変更若しくは追加
に係る内容を確認記録（犯罪収益移転防
止法 6 ①）に付記する場合、又は確認記
録に付記することに代えてその変更若し
くは追加に係る内容の記録を別途作成す
る場合に限ります。）において、その付
記し、又はその作成のために、電話等に
よりその特定対象者に係る特定取引を行
った者に連絡をするときは、その特定対
象者に係る特定取引を行った者に対し、
電話等により、その特定対象者の生年月
日及び外国納税者番号等を取得するため
の措置をとらなければならないこととさ
れました（実特令 6 の 3 ㉑、実特規16の
3 ⑪）。

（注 1 ）　なお、上記の起算日から 2 年を経

過する日までの期間の 1 年目又は 2

年目において、それぞれ上記の措置

がとられている場合には、それぞれ

1 年目又は 2 年目における上記イの

措置をとることは不要となります

（実特規16の 3 ⑪）。
（注 2 ）　新規特定取引（既存特定取引につ

き任意届出書の提出があった場合を

含みます。）に関する再特定手続及び

既存特定取引（既存特定取引につき

任意届出書の提出があった場合を除

きます。）に関する再特定手続におけ

る特定対象者の生年月日等を保有し

ていない場合における報告金融機関

等による情報取得措置についても、

上記と同様の見直しが行われていま

す（実特令 6 の 5 ⑥、 6 の 6 ⑯、実

特規16の15の 2 ③、16の 6 ①）。

③　居住地国等の再特定手続
イ　新たに追加された新規特定取引に関する

再特定手続
イ　新たに追加された新規特定取引を行っ
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た者による異動届出書の提出
　上記①イイⅰ及びⅱに掲げる特定取引
につき新規届出書を提出した者は、その
新規届出書に記載された居住地国等一定
の事項について異動を生じた場合には、
異動届出書を、所定の期限までに、報告
金融機関等の営業所等の長に提出しなけ
ればならない（実特法10の 5 ②）など、
上記①イイⅰ及びⅱに掲げる特定取引に
ついても、他の特定取引につき新規届出
書を提出した場合と同様に、新規特定取
引に関する再特定手続の対象とすること
とされます（実特法10の 5 ④、実特令 6
の 4 ①二・②二・③、実特規16の 5 ）。

ロ　報告金融機関等による新たに追加され
た新規特定取引に係る新規届出書を提出
した者等の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定手続
　報告金融機関等は、特定対象者の住所
等所在地国と認められる国又は地域その
他の事実が上記①イイⅰ及びⅱに掲げる
特定取引に係る新規届出書等に記載され
た居住地国等一定の事項と異なることを
示す新情報を取得した場合には、他の新
規特定取引に係る新情報を取得した場合
と同様に、所定の期限までに、特定対象
者につき新情報の種類等に応じた各特定
手続を実施しなければならないこととさ
れます（実特法10の 5 ⑥、実特令 6 の 5 、
実特規16の15の 2 ）。

ロ　新たに追加された既存特定取引等に関す
る再特定手続
イ　新たに追加された既存特定取引に関す

る再特定手続
　報告金融機関等は、令和 7 年12月31日
以前にその報告金融機関等との間でその
営業所等を通じて行われた上記①イイⅰ
及びⅱに掲げる特定取引に係る特定対象
者の住所等所在地国と認められる国又は
地域が特定した国又は地域と異なること

を示す新情報を取得した場合等の一定の
場合には、他の既存特定取引に係る新情
報を取得した場合と同様に、所定の期限
までに、特定対象者につき新情報の種類
等に応じた各特定手続を実施しなければ
ならないこととされます（実特法10の 5
⑦、実特令 6 の 6 、実特規16の 6 ）。

（注）　なお、上記②ロイ（注 2 ）のとおり、

既存特定取引の基準日が「令和 7 年12

月31日」にアップデートされたことを

踏まえ、既存特定取引の再特定手続を

定めた各規定においても同趣旨のアッ

プデートがなされています（実特令 6

の 6 ）。しかしながら、このような既存

特定取引についても、引き続き本制度

の対象とする必要があることから、改

正前と同様の適用関係が維持されてい

ます（令和 6 年 6 月改正実特令附則 5 ）。

ロ　新規届出書が提出されなかった場合の
新規特定取引に関する再特定手続
　報告金融機関等は、新規届出書提出義
務懈怠者に係る特定対象者の住所等所在
地国と認められる国又は地域が特定した
国又は地域と異なることを示す新情報を
取得した場合等の一定の場合には、既存
特定取引に係る新情報を取得した場合と
同様に、所定の期限までに、特定対象者
につき新情報の種類等に応じた各特定手
続を実施しなければならないこととされ
ました（実特法10の 5 ⑦、実特令 6 の 6 、
実特規16の 6 ）。

（注）　なお、報告金融機関等は、新規届出

書提出義務懈怠者に対しては、上記の

「一定の場合」であっても、既存特定取

引を行った者と異なり、新規届出書の

提出要求をする必要はありません（実

特法10の 5 ⑦、実特令 6 の 6 ①③⑨～

⑬）。

ハ　特定取引を行った者が内国法人である特
定法人の場合における法人番号確認書類の
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提示及び報告金融機関等による法人番号の
確認手続に関する改正
イ　改正前の制度の概要

　新規届出書又は任意届出書の提出をし
た者（内国法人である特定法人のうち、
その特定法人に係る実質的支配者（居住
地国が外国であるものに限ります。）が
あるものに限ります。ハにおいて同じで
す。）が法人番号を有する場合において、
その提出をした者がその新規届出書又は
任意届出書に記載された居住地国等一定
の事項について異動を生じた場合（その
異動を生じた後のその特定法人に係る実
質的支配者の居住地国が外国である場合
に限ります。）には、その提出をした者
による法人番号確認書類の提示及び報告
金融機関等による法人番号の確認をしな
ければならないこととされています（旧
実特令 6 の 4 ①二・②二）。

ロ　改正の内容
　既に新規届出書若しくは任意届出書の
提出の際に上記イの新規届出書又は任意
届出書の提出をした者の法人番号の確認
が行われている場合（実特令 6 の 2 ①
②）又は既に異動届出書の提出の際に上
記イの新規届出書又は任意届出書の提出
をした者の法人番号の確認が行われてい
る場合には、上記イの法人番号の確認は
不要とすることとされました（実特令 6
の 4 ①二括弧書・②二括弧書）。

④　報告金融機関等による報告事項の提供
イ　報告対象外の者の範囲の追加

　報告対象外の者の範囲に、次に掲げる者
を加えることとされました（実特令 6 の14
①）。
イ　上場組合等（次に掲げるものをいいま

す。ロにおいて同じです。）に係る特定
組合員等（実特令 6 の14①一、実特規16
の12①）
ⅰ　その組合契約（実特法10の 5 ⑧六

イ）に基づく権利が外国金融商品市場
において売買されている組合（実特法
10の 5 ⑧六イ）

ⅱ　上記ⅰに掲げる組合に準ずる事業体
ⅲ　その受益権が外国金融商品市場にお

いて売買されている信託（実特法10の
5 ⑧六ハ）

ロ　上場法人又は上場組合等に係る特定組
合員等との間に一定の支配関係に準ずる
関係がある法人又は組合等に係る特定組
合員等（実特令 6 の14①一、実特規16の
12④～⑧）

ハ　事後的に少額の特定電子決済手段等取
引に該当する特定取引のみを行った者
　特定電子決済手段等取引のうち、上記
①イロの除外取引に該当する少額の特定
電子決済手段等取引の要件を満たさない
ものであっても、事後的に少額の特定電
子決済手段等取引に該当するケースがあ
り得ることを踏まえ、事後的に少額の特
定電子決済手段等取引に該当する特定取
引のみを行った者については、報告対象
とすべき事項が特定電子決済手段等取引
に関するもののみとなることに鑑み、報
告対象外の者の範囲に加えることにより、
報告対象外とすることとされました。
　具体的には、報告金融機関等との間で
その営業所等を通じて特定取引を行った
者（その特定取引が特定電子決済手段等
取引のみであり、かつ、その特定取引に
係る特定取引契約資産額の合計額の90日
移動平均の金額がその年中のいずれの日
においても100万円を超えなかった場合
におけるその特定取引を行った者に限り
ます。）をいいます（実特令 6 の14①二）。

（注）　「特定取引に係る特定取引契約資産額

の合計額の90日移動平均の金額」とは、

判定期間（その年の 1 月 1 日から12月

31日までのいずれかの日において終了

する90日の期間をいいます。以下同じ
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です。）ごとに、各判定期間内の日にお

ける上記の特定取引に係る特定取引契

約資産額の合計額を90で除してそれぞ

れ計算した金額をいいます（実特規16

の12⑨）。

ロ　報告事項の範囲の見直し
イ　報告事項の範囲の追加

　報告事項の範囲に、次に掲げる事項を
加えることとされました（実特規16の12
⑩）。
ⅰ　特定法人とその特定法人に係る実質

的支配者との関係性に関する事項
　報告対象契約に係る特定取引を行っ
た者が特定法人である場合において、
その特定法人に係る実質的支配者（特
定居住地国が報告対象国である者に限
ります。ⅰにおいて同じです。）があ
るときは、その実質的支配者とその特
定法人との関係（犯罪による収益の移
転防止に関する法律施行規則第20条第
1 項第24号に掲げる関係に該当するも
のに限ります。）

ⅱ　特定取引に係る契約を締結している
者と一定の報告金融機関等との関係性
に関する事項
　報告対象契約に係る特定取引が次に
掲げる特定取引である場合には、それ
ぞれ次に定める事項
ⅰ　租税条約等実施特例法施行令第 6

条の 8 第 3 号に定める特定取引��
その特定取引に係る契約を締結して
いる者がその特定取引に係る一定の
報告金融機関等（実特令 6 の 7 ①
五）に係る組合又は団体（実特令 6
の 7 ①五）に係る下記ⅱａからｄま
でに掲げる者に相当する者に該当す
る旨

ⅱ　租税条約等実施特例法施行令第 6
条の 8 第 4 号に定める特定取引��
その特定取引に係る契約を締結して

いる者がその特定取引に係る一定の
報告金融機関等（実特令 6 の 7 ①
六）に係る信託（実特令 6 の 7 ①
六）に係る次に掲げる者に該当する
旨
ａ　その信託の委託者
ｂ　その信託の受託者
ｃ　その信託の受益者
ｄ 　その信託に係る上記ａからｃま

でに掲げる者以外の者
ⅲ　一定の要件を満たす新規届出書等が

提出されているか否かに関する事項
　次に掲げる要件の全てを満たす新規
届出書等（新規届出書等が提出されて
いる場合には、直近に提出されたのも
のに限ります。）が提出されているか
否かの別
ⅰ　次に掲げる者のいずれかの署名が

あること又はその他の方法により報
告対象契約に係る特定取引を行った
者により提出されたものであること
が明確であること。
ａ 　その特定取引を行った者（その

特定取引を行った者が法人である
場合には、その代表者その他の現
にその特定取引の任に当たってい
た個人）

ｂ 　その特定取引を行った者の代理
人

ⅱ　報告対象契約に係る特定取引を行
った者（その特定取引を行った者が
特定法人である場合において、その
特定法人に係る実質的支配者がある
ときは、その実質的支配者を含みま
す。ⅱにおいて同じです。）の氏名、
住所及び生年月日又は名称及び本店
若しくは主たる事務所の所在地並び
に居住地国（報告対象国に限ります。
ⅱにおいて同じです。）の名称及び
その居住地国における納税者番号
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（その特定取引を行った者の納税者
番号につき新規届出書等の記載省略
の特例（実特規16の 2 ②）の適用が
ある場合には、その納税者番号を除
きます。）の記載等があること。

ⅲ　その提出を受けた年月日の記載が
あること。

ⅳ　共同保有口座か否かに関する事項
　報告対象契約が 2 以上の者と報告金
融機関等との間で締結されているもの
であるか否かの別（その報告対象契約
が 2 以上の者と報告金融機関等との間
で締結されているものである場合には、
その報告金融機関等との間でその報告
対象契約を締結している者の数を含み
ます。）

ⅴ　特定取引の種類に関する事項
　報告対象契約に係る特定取引が次に
掲げる特定取引の種類のいずれかに該
当する旨
ⅰ　租税条約等実施特例法施行令第 6

条の 8 第 1 号イからニまでに掲げる
特 定 取 引（CRS 上 の 預 金 口 座

（Depository Account）に相当する
区分）

ⅱ　租税条約等実施特例法施行令第 6
条の 8 第 1 号ホからトまでに掲げる
特定取引（CRS 上のキャッシュバ
リ ュ ー 保 険 契 約・ 年 金 保 険 契 約

（Cash Value Insurance Contract 、
Annuity Contract）に相当する区
分）

ⅲ　租税条約等実施特例法施行令第 6
条の 8 第 1 号チからヌまでに掲げる
特 定 取 引（CRS 上 の 保 管 口 座

（Custodial Account）に相当する区
分）

ⅳ　租税条約等実施特例法施行令第 6
条の 8 第 2 号から第 4 号までに定め
る 特 定 取 引（CRS 上 の 投 資 持 分

（Equity Interest）に相当する区分）
ⅵ　新規特定取引又は既存特定取引の区

分に関する事項
　報告対象契約に係る特定取引が新規
特定取引（実特令 6 の 2 ③）又は既存
特定取引（実特令 6 の 2 ③）のいずれ
かに該当する旨

ロ　少額の特定電子決済手段等取引に係る
資産の額の報告事項の範囲からの除外
　上記イハのとおり、少額の特定電子決
済手段等取引のみを行った者は、報告対
象とすべき事項が特定電子決済手段等取
引に関するもののみとなることから、報
告対象外の者に範囲に加えることにより
報告対象外としていますが、一の契約に
特定電子決済手段等取引に係る契約及び
他の特定取引に係る契約が含まれている
場合には、他の特定取引に関する事項に
ついては報告対象とする必要があるため、
少額の特定電子決済手段等取引に関する
事項を報告事項の範囲から除外すること
により報告対象外とすることとされまし
た。
　具体的には、報告事項とされている次
に掲げる事項の「資産」から「報告対象
契約に係る特定取引のうちに特定電子決
済手段等取引に該当するものがあり、か
つ、判定期間ごとに、各判定期間内の日
におけるその報告対象契約に係る特定電
子決済手段等取引に係る特定取引契約資
産額の合計額を90で除してそれぞれ計算
した金額がその年中のいずれの日におい
ても100万円を超えなかった場合におけ
るその特定電子決済手段等取引に係る資
産」を除くこととされ、これにより少額
の特定電子決済手段等取引に関する事項
を報告対象外とすることとされました

（実特規16の12⑩一ヲ・ワ）。
ⅰ　その年の12月31日における報告対象

契約に係る資産の価額
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ⅱ　その年における報告対象契約に係る
資産の運用、保有又は譲渡による収入
金額及びその種別

ハ　非居住者に係る暗号資産等取引情報の
自動的交換のための報告制度における報
告事項との重複排除
　電子記録移転有価証券表示権利等の譲
渡等による収入金額のうち、上記Ⅰ 1の
非居住者に係る暗号資産等取引情報の自
動的交換のための報告制度における報告
事項の対象となるものについては、二重
報告を防止する観点から、本制度におけ
る報告事項の範囲から除外することとさ
れました。
　具体的には、上記ロⅱの収入金額から、
その年における暗号資産等報告対象契約
に係る上記Ⅰ 1の非居住者に係る暗号資
産等取引情報の自動的交換のための報告
制度における報告事項に該当するものを
除くこととされました（実特規16の12⑩
一ワ）。

（注）　「暗号資産等報告対象契約」とは、報

告対象契約に係る特定取引を行った者

が報告暗号資産交換業者等でその報告

対象契約に係る特定取引に係る報告金

融機関等に該当するものとの間で締結

している上記Ⅰ 1の非居住者に係る暗

号資産等取引情報の自動的交換のため

の報告制度における報告対象契約をい

います。

⑶　適用関係
①　上記⑵（①イロⅲを除きます。）の改正は、

令和 8 年 1 月 1 日から施行されます（改正法
附則 1 六ロ、令和 6 年 6 月改正実特令附則 1 、
令和 6 年 6 月改正実特規附則 1 ）。なお、上
記⑵の改正については、次のとおり適用関係
が定められています。
イ　上記⑵①イ及びロの改正は、令和 8 年 1

月 1 日以後に新規届出書を提出する場合に

ついて適用し、令和 8 年 1 月 1 日前に新規
届出書を提出した場合については、従前ど
おりとされています（令和 6 年 6 月改正実
特令附則 6 ）。

ロ　上記⑵①ニの改正は、令和 8 年 1 月 1 日
以後に新規届出書を提出する場合、上記⑵
③イイの異動（令和 7 年12月31日において
次に掲げる個人に該当していた者が令和 8
年 1 月 1 日においてそれぞれ次に定める場
合に該当することのみによって生ずるもの
を除きます。）を生じた日が令和 8 年 1 月
1 日以後である場合又は同日以後に新情報
を取得した場合に該当する場合（令和 7 年
12月31日において次に掲げる個人に該当し
ていた者が令和 8 年 1 月 1 日においてそれ
ぞれ次に定める場合に該当することのみに
よって該当する場合を除きます。）につい
て適用し、令和 8 年 1 月 1 日前に新規届出
書を提出した場合、上記⑵③イイの異動を
生じた日が令和 8 年 1 月 1 日前である場合
又は同日前に新情報を取得した場合に該当
した場合については、従前どおりとされて
います（改正法附則56④）。
イ　租税条約の規定によりその租税条約の

相手国等の居住者とみなされる個人（外
国（その相手国等に限ります。）を上記
⑵①ニの改正前の居住地国（ロにおいて

「旧居住地国」といいます。）とするもの
に限ります。）��我が国がその個人の
上記⑵①ニの改正後の居住地国（ロにお
いて「新居住地国」といいます。）とな
る場合

ロ　租税条約の規定によりその租税条約の
相手国等の居住者でないものとみなされ
る個人（我が国を旧居住地国とするもの
に限ります。）��外国（その相手国等
に限ります。）がその個人の新居住地国
となる場合

ハ　上記⑵②ロイの改正は、報告金融機関等
が令和 7 年12月31日において上記⑵②ロイ
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の特定取引に係る契約（旧既存特定取引契
約を除きます。）を締結している場合につ
いて適用し、報告金融機関等が同日におい
て旧既存特定取引契約を締結している場合
については、従前どおりとされています

（改正法附則56①）。
（注）　「旧既存特定取引契約」とは、上記⑵②

ロイの改正前の特定取引に係る契約（上

記⑵②ロイの改正後の特定取引に係る契

約で令和 8 年 1 月 1 日以後に特定義務が

生じるもの（実特令 6 の 3 ㉒、令和 6 年

6 月改正実特令附則 3 ①による読替え後

の実特令 6 の 3 ㉒二・三、令和 6 年 6 月

改正実特令附則 3 ②による読替え後の旧

効力実特令 6 の 3 ㉓二、令和 6 年 6 月改

正実特令附則 3 ③）を除きます。）をいい

ます。

ニ　上記ハによりなお従前の例によることと
される場合における上記⑵②ロイの改正前
の規定（旧実特法10の 5 ②、旧実特令 6 の
3 ）により令和 8 年 1 月 1 日以後に特定対
象者の住所等所在地国と認められる国又は
地域の特定がされ、又は特定がされないこ
ととなる場合には、上記⑵②ロイの改正後
の規定（実特法10の 5 ②、実特令 6 の 3 ）
によりその特定対象者の住所等所在地国と
認められる国又は地域の特定がされ、又は
特定がされなかったものとみなして、本制
度及び下記 2の台湾との間での金融口座情
報の自動的な提供のための報告制度を適用
することとされています（改正法附則56②）。

ホ　上記⑵②ロロの改正は、令和 8 年 1 月 1
日以後に特定取引を行う者が新規届出書の
提出をしなかった場合について適用されま
す（改正法附則56③）。

ヘ　上記⑵②ハロの改正は、令和 8 年 1 月 1
日以後に次に掲げる場合に該当することと
なる場合（上記⑵②ハロの連絡をするとき
にあっては、報告金融機関等が令和 8 年 1
月 1 日以後に上記⑵②ハロの事項に変更又

は追加があることを知った場合に該当する
こととなる場合に限ります。）について適
用し、令和 8 年 1 月 1 日前に起算日から 2
年を経過する日が到来した場合については、
従前どおりとされています（令和 6 年 6 月
改正実特規附則 2 ）。
イ　起算日から 2 年を経過する日が特定対

象者に係る特定取引に係る契約が終了し
た日（ヘにおいて「特定取引契約終了
日」といいます。）後に到来する場合

（上記の 2 年を経過する日とその特定取
引契約終了日が同日である場合を含みま
す。）

ロ　特定取引契約終了日が起算日から 2 年
を経過する日後に到来する場合

ト　上記⑵③ハの改正は、令和 8 年 1 月 1 日
以後に異動届出書を提出する場合について
適用し、令和 8 年 1 月 1 日前に異動届出書
を提出した場合については、従前どおりと
されています（令和 6 年 6 月改正実特令附
則 4 ）。

チ　上記⑵④の改正は、令和 8 年 1 月 1 日以
後の各年の12月31日において報告金融機関
等との間でその営業所等を通じて特定取引
を行った者が締結している報告対象契約に
係る報告事項の提供について適用し、令和
8 年 1 月 1 日前の各年の12月31日において
報告金融機関等との間でその営業所等を通
じて特定取引を行った者が締結していた報
告対象契約に係る報告事項の提供について
は、従前どおりとされています（令和 6 年
6 月改正実特令附則 7 、令和 6 年 6 月改正
実特規附則 3 ①）。

リ　報告金融機関等は、報告事項（令和 8 年
分又は令和 9 年分の報告事項に限ります。）
の提供をする場合において、上記⑵④ロイ
ⅰ又はⅱに掲げる事項のうち、報告金融機
関等が保有する特定取引データベース（実
特令 6 の 3 ㉔四）に報告対象契約に係る特
定取引（令和 7 年12月31日以前に行われた
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ものに限ります。）を行った者に係るもの
が記録されていないときは、その記録され
ていない事項については、報告事項から除
外することとされています（令和 6 年 6 月
改正実特規附則 3 ②）。

②　上記⑵①イロⅲの改正は、情報通信技術の
進展等の環境変化に対応するための社債、株
式等の振替に関する法律等の一部を改正する
法律（令和 5 年法律第80号）の施行の日から
施行されます（令和 6 年 3 月改正実特規附則
本文）。

2 　台湾との間での金融口座情報の自動的
な提供のための報告制度の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　台湾との間での金融口座情報の自動的な提供
のための報告制度（旧所得相互免除法41の 2 ）
は、台湾との間で CRS に従った税務当局間の
自動的情報交換に相当する枠組みを構築する観
点から設けられています。

（注）　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換

のための報告制度における居住地国の特定手

続（実特法10の 5 ）においては、いわゆる

Wider Approachが採用されており、特定取引

を行う者の居住地国が同制度における報告対

象国（実特法10の 6 ②一）に該当するか否か

に関わらず、居住地国の特定手続を実施する

こととされています。したがって、本制度に

おける報告事項の提供義務を負っている報告

金融機関等は、特定取引を行う者の居住地国

が台湾である場合、上記 1の非居住者に係る

金融口座情報の自動的交換のための報告制度

において台湾を居住地国として特定済みであ

ることから、本制度においては居住地国の特

定手続は設けられていません。

　我が国においては、これまで、令和元年分か
ら令和 5 年分までの報告を金融機関等から受け、
これを台湾に提供しています。また、台湾から
も、共通報告基準に従った居住者・内国法人に
係る金融口座情報に相当する情報が我が国に提

供されています。
①　報告金融機関等の報告事項の提供

イ　報告事項の提供
　報告金融機関等は、その年の12月31日に
おいて、その報告金融機関等との間でその
営業所等を通じて特定取引を行った者（報
告対象外の者を除きます。）が報告対象契
約を締結している場合には、その報告対象
契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、
住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
地及び特定居住地国、その報告対象契約に
係る資産の価額、その資産の運用、保有又
は譲渡による収入金額等の所定の事項（以
下「報告事項」といいます。）を、その年
の翌年 4 月30日までに、電子情報処理組織

（e-Tax）を使用して送付する方法又はそ
の報告事項を記録した光ディスク等を提出
する方法のいずれかの方法により、所轄税
務署長に提供しなければならないこととさ
れています（旧所得相互免除法41の 2 ①）。

（注）　「報告金融機関等」、「営業所等」、「特定

取引」、「報告対象外の者」、「特定対象

者」及び「特定居住者国」の意義は、上

記 1の非居住者に係る金融口座情報の自

動的交換のための報告制度における意義

と同様とされています（旧所得相互免除

法41の 2 ①）。

ロ　報告対象契約の意義
　「報告対象契約」とは、特定取引に係る
契約のうち次に掲げるものをいいます（旧
所得相互免除法41の 2 ②）。
イ　特定居住地国が報告対象国である者
（特定居住地国が報告対象国である組合
契約によって成立する組合の特定組合員
を含みます。）が締結しているもの

ロ　特定居住地国が報告対象国以外の国又
は地域である特定法人で、その特定法人
に係る実質的支配者の特定居住地国が報
告対象国である特定法人が締結している
もの
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（注）　「組合契約」、「特定組合員」、「特定法

人」及び「実質的支配者」の意義は、上

記 1の非居住者に係る金融口座情報の自

動的交換のための報告制度における意義

と同様とされています（旧所得相互免除

法41の 2 ②各号）。

ハ　報告対象国の意義
　「報告対象国」とは、報告事項に相当す
る事項（居住者及び内国法人に係るものを
含みます。）の提供を求めるために必要な
措置が講じられている外国をいい、具体的
には台湾が定められています（旧所得相互
免除法41の 2 ②一、旧所得相互免除規21②）。

ニ　報告事項の範囲
　報告金融機関等が提供すべき報告事項は、
上記 1の非居住者に係る金融口座情報の自
動的交換のための報告制度における報告事
項と同様とされています（旧所得相互免除
法41の 2 ①、旧所得相互免除規21①）。

②　その他
イ　特定取引を行った者等による報告事項の

提供の回避を主たる目的とする行為等があ
った場合の特例
　特定取引を行った者若しくはその関係者
又は報告金融機関等が、その特定取引に係
る契約に関する報告事項について、提供を
回避することを主たる目的の一つとしてそ
の報告事項に係る行為を行った場合等には、
その行為がなかったもの等として本制度を
適用することとされています（旧所得相互
免除法41の 2 ③）。

ロ　報告金融機関等による記録の作成及び保
存
　報告金融機関等は、上記①により報告事
項を提供した場合には、上記 1の非居住者
に係る金融口座情報の自動的交換のための
報告制度における報告事項を提供した場合
と同様に、その報告事項に関する記録を、
文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを
用いて作成しなければならないこととされ

ています（旧所得相互免除法41の 2 ④、旧
所得相互免除規21②による準用後の旧実特
規16の13①）。
　また、報告金融機関等は、その作成した
記録を、上記 1の非居住者に係る金融口座
情報の自動的交換のための報告制度と同様
に、その記録に係る特定取引に係る契約が
終了した日等一定の日の属する年の翌年か
ら 5 年間、保存しなければならないことと
されています（旧所得相互免除法41の 2 ④）。

ハ　報告金融機関等による報告事項の提供に
係る税務職員の質問検査権
　税務職員は、上記 1の非居住者に係る金
融口座情報の自動的交換のための報告制度
と同様に、報告事項の提供に関する調査に
ついて必要があるときは、その報告事項の
提供をする義務がある者に質問し、帳簿書
類その他の物件を検査し、又はその物件

（その写しを含みます。）の提示若しくは提
出を求めることができることとされていま
す（旧所得相互免除法41の 2 ⑥⑦⑩、旧所
得相互免除令33の 2 ②）。

ニ　罰則
　報告事項の提供等に関しては、上記 1の
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換
のための報告制度と同様に、本制度の実効
性を担保するため、報告事項の提供義務に
対する違反行為等について所要の罰則が設
けられています（旧所得相互免除法47）。

⑵　改正の内容
　今般の改正において、上記 1 ⑵の非居住者に
係る金融口座情報の自動的交換のための報告制
度の改正を踏まえ、台湾との間での金融口座情
報の自動的な提供のための報告制度についても、
上記 1 ⑵④の改正と同様の改正が行われました

（所得相互免除法41①～③、所得相互免除規21
①③）。

（注）　なお、上記 1 ⑵（④を除きます。）の改正に

ついても、上記⑴（注）のとおり、台湾との
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間での金融口座情報の自動的な提供のための

報告制度にその内容が反映されることとなり

ます。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 8 年 1 月 1 日から施行
されます（改正法附則 1 六イ、令和 6 年 6 月改
正所得相互免除規附則①）。なお、上記⑵の改
正については、次のとおり適用関係が定められ
ています。
①　上記 2の改正は、令和 8 年 1 月 1 日以後の

各年の12月31日において報告金融機関等との
間でその営業所等を通じて特定取引を行った
者が締結している報告対象契約に係る報告事
項の提供について適用し、令和 8 年 1 月 1 日
前の各年の12月31日において報告金融機関等
との間でその営業所等を通じて特定取引を行

った者が締結していた報告対象契約に係る報
告事項の提供については、従前どおりとされ
ています（令和 6 年 6 月改正所得相互免除規
附則②）。

②　報告金融機関等は、報告事項（令和 8 年分
又は令和 9 年分の報告事項に限ります。）の
提供をする場合において、上記 1 ⑵④ロイⅰ
又はⅱに掲げる事項のうち、報告金融機関等
が保有する特定取引データベース（実特令 6
の 3 ㉔四）に報告対象契約に係る特定取引

（令和 7 年12月31日以前に行われたものに限
ります。）を行った者に係るものが記録され
ていないときは、その記録されていない事項
については、報告事項から除外することとさ
れています（令和 6 年 6 月改正所得相互免規
附則③）。

四　その他

1 　対象純支払利子等に係る課税の特例の
改正

⑴　改正前の制度の概要
①　制度の概要

　本制度は、対象純支払利子等の額（支払利
子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の
支払利子等の額の合計額から控除対象受取利
子等合計額を控除した残額をいいます。）が
調整所得金額の20％を超える場合には、その
超える部分の金額に相当する金額を当期の損
金の額に算入しない制度とされています（措
法66の 5 の 2 、66の 5 の 3 ）。

②　超過利子額（損金不算入額の繰越額）の損
金算入
　法人の各事業年度開始の日前 7 年以内に開
始した事業年度において本制度により損金の
額に算入されなかった金額（この措置及び本
制度に係る超過利子額と内国法人の外国関係
会社に係る所得の課税の特例（外国子会社合

算税制）との適用調整によりその各事業年度
前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入されたものを除きます。以下「超過利
子額」といいます。）がある場合には、その
超過利子額（本制度に係る超過利子額と外国
子会社合算税制との適用調整により各事業年
度の所得の金額の計算上損金の額に算入され
るものを除きます。）に相当する金額は、そ
の法人の各事業年度の調整所得金額の20％に
相当する金額から対象純支払利子等の額を控
除した残額に相当する金額を限度として、そ
の法人のその各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入することとされています

（措法66の 5 の 3 ①）。

⑵　改正の概要
　急激に金利環境が変化したことによる本税制
における影響を緩和するため、令和12年 4 月 1
日から令和17年 3 月31日までの間に開始する事
業年度における超過利子額の損金算入の対象に、
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当該事業年度開始前10年以内に開始した事業年
度（令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日ま
でに開始した事業年度に限ります。）に係る超

過利子額を含むこととされました（措法66の 5
の 3 ④、措令39の13の 3 ⑥）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、法人の令和 6 年 4 月 1 日以
後に開始する事業年度分の法人税について適用
し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人
税については、従前どおりとされています（改
正法附則38）。

2 　子会社株式簿価減額特例の改正

⑴　改正前の制度の概要
①　移動平均法を適用する株式等について対象

配当等の受領があった場合の一単位当たりの
帳簿価額の算出方法
　内国法人が他の法人（その内国法人が通算
法人である場合には他の通算法人を除きます。
2において同じです。）から配当等の額を受
ける場合（その配当等の額に係る決議日等に
おいてその内国法人と当該他の法人との間に
特定支配関係がある場合に限ります。）にお
いて、対象配当等の額（その受ける配当等の
額から完全支配関係内みなし配当等の額を除
いた金額をいいます。以下同じです。）及び
同一事業年度内配当等の額の合計額がこれら

の配当等の額に係る各基準時の直前において
その内国法人が有する当該他の法人の株式等

（株式又は出資をいい、移動平均法によりそ
の一単位当たりの帳簿価額を算出するものに
限ります。②までにおいて同じです。）の帳
簿価額のうち最も大きいものの10％相当額を
超えるときは、その内国法人が有する当該他
の法人の株式等のその対象配当等の額に係る
基準時における移動平均法により算出した一
単位当たりの帳簿価額は、その株式等のその
基準時の直前における帳簿価額からその対象
配当等の額に係る益金不算入相当額を減算し
た金額をその株式等の数で除して計算した金
額とすることとされています（法令119の 3
⑩）。
　なお、ここでいう「同一事業年度内配当等
の額」等の用語の意義は、次のとおりとされ
ています。
イ　同一事業年度内配当等の額

　「同一事業年度内配当等の額」とは、対
象配当等の額を受ける日の属する事業年度
開始の日（同日後にその内国法人が当該他

【改正事項】
令和12年 4 月 1 日～令和17年 3 月31
日に開始する事業年度における損金
算入の対象に、事業年度開始前10年
以内に開始した事業年度（令和 4年
4月 1日～令和 7年 3月31日に開始
した事業年度に限る。）に係る超過
利子額を含むこととされた。

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑩ ⑨ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑩ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

（年度）

改正のイメージ

H29 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 18171615141312111030

─ 750 ─

――国際課税関係の改正――



の法人との間に最後に特定支配関係を有す
ることとなった場合には、その有すること
となった日）からその受ける直前の時まで
の間にその内国法人が当該他の法人から配
当等の額を受けた場合（その配当等の額に
係る決議日等においてその内国法人と当該
他の法人との間に特定支配関係があった場
合に限ります。）におけるその受けた配当
等の額（完全支配関係内みなし配当等の額
を除きます。）をいいます（法令119の 3 ⑩）。

ロ　益金不算入相当額
　「益金不算入相当額」とは、対象配当等
の額のうち、益金不算入規定（次に掲げる
規定をいいます。②までにおいて同じで
す。）により益金の額に算入されない金額

（同一事業年度内配当等の額のうちに本特
例の適用を受けなかったものがある場合に
は、その適用を受けなかった同一事業年度
内配当等の額のうち益金不算入規定により
益金の額に算入されない金額の合計額を含
みます。）に相当する金額をいいます。
イ　法人税法第23条第 1 項（受取配当等の

益金不算入）
ロ　法人税法第23条の 2 第 1 項（外国子会

社から受ける配当等の益金不算入）
ハ　法人税法第62条の 5 第 4 項（現物分配

による資産の譲渡）
②　株式等の帳簿価額から減算する金額に関す

る特例計算（金額特例）
　内国法人が受ける対象配当等の額（特定支
配日の属する事業年度に受けるものを除きま
す。）に係る基準時の属する事業年度の確定
申告書、修正申告書又は更正請求書にその対
象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額
並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額及
びその計算に関する明細を記載した書類を添
付し、かつ、一定の書類を保存している場合
には、本特例の適用による他の法人の株式等
のその基準時の直前における帳簿価額から減
算する金額は、上記①にかかわらず、その対

象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額
（本特例の適用に係るものを除きます。）の合
計額のうち、特定支配後増加利益剰余金額超
過額に達するまでの金額（益金不算入規定に
より益金の額に算入されない金額に限りま
す。）とすることができます（旧法令119の 3
⑪、法規27②）。
　ここでいう特定支配後増加利益剰余金額超
過額とは、支配後配当等の額の合計額が特定
支配後増加利益剰余金額を超える部分の金額

（その支配後配当等の額のうちにその内国法
人以外の者が受ける配当等の額がある場合に
は、その超える部分の金額にその支配後配当
等の額のうちその内国法人が受ける配当等の
額の合計額がその支配後配当等の額の合計額
のうちに占める割合を乗じて計算した金額）
に相当する金額からその内国法人がその対象
配当等の額を受ける前に当該他の法人から受
けた配当等の額のうち本特例の適用に係る金
額を控除した金額をいいます。
イ　支配後配当等の額

　特定支配日からその対象配当等の額を受
ける時までの間に他の法人の株主等が当該
他の法人から受ける配当等の額（その配当
等の額に係る基準時が特定支配日以後であ
るものに限ります。）をいいます。

ロ　特定支配後増加利益剰余金額
　イの金額にロの金額を加算した金額から
ハの金額を減算した金額をいいます。
イ　当該他の法人のその対象配当等の額に

係る決議日等前に最後に終了した事業年
度（ロにおいて「直前事業年度」といい
ます。）の貸借対照表に計上されている
利益剰余金の額（利益剰余金期中増加及
び期中配当等があった場合（注）は、ⅰ
とⅱの金額の合計額を加算した金額）
ⅰ　その対象配当等の額を受ける直前の

当該他の法人の利益剰余金の額から当
該他の法人のその直前事業年度の貸借
対照表に計上されている利益剰余金の
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額を減算した金額
ⅱ　その直前事業年度終了の日の翌日か

らその対象配当等の額を受ける直前の
時までの期間（ロにおいて「対象期
間」といいます。）内に当該他の法人
の株主等が当該他の法人から受ける配
当等の額に対応して減少した当該他の
法人の利益剰余金の額の合計額

ロ　特定支配日からその対象配当等の額に
係る決議日等の属する当該他の法人の事
業年度開始の日の前日までの間に当該他
の法人の株主等が当該他の法人から受け
た配当等の額（その配当等の額に係る基
準時がその特定支配日以後であるものに
限ります。）に対応して減少した当該他
の法人の利益剰余金の額の合計額

ハ　当該他の法人の特定支配日前に最後に
終了した事業年度（その特定支配日の属
する事業年度が当該他の法人の設立の日
の属する事業年度である場合には、その
設立の時。ロにおいて「特定支配直前事
業年度」といいます。）の貸借対照表に
計上されている利益剰余金の額（ⅰに掲
げる場合にはⅰの金額を減算した金額と
し、ⅱに掲げる場合にはⅱの金額を加算
した金額とする。）
ⅰ　当該他の法人のその特定支配日の属

する事業年度開始の日以後に当該他の
法人の株主等が当該他の法人から受け
た配当等の額（その配当等の額に係る
基準時がその特定支配日前であるもの
に限ります。ハにおいて「特定支配前
配当等の額」といいます。）がある場
合（ⅱに掲げる場合を除きます。）　そ
の特定支配前配当等の額に対応して減
少した当該他の法人の利益剰余金の額
の合計額

ⅱ　利益剰余金期中増加及び期中配当等
があった場合において、当該他の法人
の特定支配日の属する事業年度開始の

日からその特定支配日の前日までの期
間内に当該他の法人の利益剰余金の額
が増加し、その開始の日以後に当該他
の法人の株主等が当該他の法人から受
ける配当等の額に係る基準時のいずれ
かがその期間内であったとき　次に掲
げる金額の合計額から特定支配前配当
等の額に対応して減少した当該他の法
人の利益剰余金の額の合計額を減算し
た金額
ⅰ　その特定支配日の前日の当該他の

法人の利益剰余金の額から当該他の
法人の特定支配直前事業年度の貸借
対照表に計上されている利益剰余金
の額を減算した金額

ⅱ　当該他の法人のその特定支配日の
属する事業年度開始の日からその特
定支配日の前日までの期間内に当該
他の法人の株主等が当該他の法人か
ら受ける配当等の額に対応して減少
した当該他の法人の利益剰余金の額
の合計額

（注）　利益剰余金期中増加及び期中配当等

があった場合

　「利益剰余金期中増加及び期中配当等

があった場合」とは、その対象期間内

に当該他の法人の利益剰余金の額が増

加した場合において、直前事業年度終

了の日の翌日からその対象配当等の額

を受ける時までの期間内に当該他の法

人から受ける配当等の額に係る基準時

のいずれかがその翌日以後であるとき

（次に掲げる金額を証する書類を保存し

ている場合に限ります。）をいいます

（法令119の 3 ⑩二イ）。

ⅰ 　その対象配当等の額を受ける直前

の当該他の法人の利益剰余金の額か

ら当該他の法人の直前事業年度の貸

借対照表に計上されている利益剰余

金の額を減算した金額
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ⅱ 　当該他の法人の特定支配日の属す

る事業年度開始の日からその特定支

配日の前日までの期間内に当該他の

法人の利益剰余金の額が増加した場

合において、その開始の日以後に当

該他の法人の株主等が当該他の法人

から受ける配当等の額に係る基準時

のいずれかがその期間内であったと

きは、その特定支配日の前日の当該

他の法人の利益剰余金の額から当該

他の法人の特定支配直前事業年度の

貸借対照表に計上されている利益剰

余金の額を減算した金額（法令119の

3 ⑩二イ⑴）

ⅲ 　当該他の法人が法人税法施行令第

119条の 3 第14項第 1 号に掲げる法人

に該当することにより内国法人が同

号の規定の適用を受ける場合で、か

つ、その内国法人が同号の関係法人

との間に最後に特定支配関係を有す

ることとなった日の属するその関係

法人の事業年度開始の日からその最

後に特定支配関係を有することとな

った日の前日までの期間内にその関

係法人の利益剰余金の額が増加した

場合において、その開始の日以後に

その関係法人の株主等がその関係法

人から受ける配当等の額に係る基準

時のいずれかがその期間内であった

ときは、その最後に特定支配関係を

有することとなった日の前日のその

関係法人の利益剰余金の額からその

最後に特定支配関係を有することと

なった日前に最後に終了したその関

係法人の事業年度（同日の属する事

業年度がその関係法人の設立の日の

属する事業年度である場合には、そ

の設立の時）の貸借対照表に計上さ

れている利益剰余金の額を減算した

金額（法令119の 3 ⑩二イ⑵）

③　適用回避防止規定
　グループ法人間で合併若しくは分割型分割
又は配当等を行うことで操作をすることによ
り、本来であれば本特例の適用を受けるべき
法人が、その適用を回避することが想定され
ます。このような回避を防止するため、適用
回避防止規定が設けられています（旧法令
119の 3 ⑭）。

⑵　改正の概要
①　見直しの背景

　金額特例（上記⑴②参照）については、基
本的に、対象配当等の額を受ける日の直前事
業年度末に係る貸借対照表の利益剰余金の額
と特定支配日の直前事業年度末の貸借対照表
に係る利益剰余金の額を基準に判定すること
とされています。そのため、同じ事業年度内
に対象配当等の額を受ける日と特定支配日の
両日が属するケースについては金額特例は適
用できない仕組みとされていました。
　しかし、令和 4 年度税制改正において、特
定支配日後に生じたものと認められる利益剰
余金の額の計算について、対象配当等の額を
受ける日の直前事業年度末に係る貸借対照表
の利益剰余金の額に、その直前事業年度末の
翌日から対象配当等の額を受ける日までの間
に増加した利益剰余金の額を加算できること
とする見直しが行われています（書類保存が
適用要件）。これにより、「対象配当等の額を
受ける日」と「特定支配日」の両日が同一事
業年度内に属するケースであっても、その両
日の間に増加した利益剰余金の額を観念する
ことが潜在的に可能となっていました。
　このような状況を踏まえ、今般の改正にお
いて、金額特例の対象にこの両日が同一事業
年度内に属するケースを加えることとされま
した。

②　具体的内容
　金額特例における特定支配後増加利益剰余
金額について、対象配当等の額を受ける日の
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属する当該他の法人の事業年度（②において
「対象事業年度」といいます。）の期間内に特
定支配日がある場合（利益剰余金期中増加及
び期中配当等があった場合（当該対象事業年
度が当該他の法人の設立の日の属する事業年
度である場合にあっては、利益剰余金期中増
加及び期中配当等があった場合に準ずる場合

（注 1 ））に限ります。）には、イに掲げる金
額からロに掲げる金額を減算した金額とされ
ます（法令119の 3 ⑪二）。
イ　当該対象配当等の額を受ける直前の当該

他の法人の利益剰余金の額から当該対象事
業年度の前事業年度（当該対象事業年度が
当該他の法人の設立の日の属する事業年度
である場合には、その設立の時。ロにおい
て同じです。）の貸借対照表に計上されて
いる利益剰余金の額を減算した金額と当該
対象事業年度開始の日から当該直前の時ま
での期間内に当該他の法人の株主等が当該
他の法人から受ける配当等の額に対応して
減少した当該他の法人の利益剰余金の額の
合計額とを合計した金額

ロ　当該特定支配日の前日の当該他の法人の
利益剰余金の額から当該前事業年度の貸借

対照表に計上されている利益剰余金の額を
減算した金額と当該対象事業年度開始の日
から当該前日までの期間内に当該他の法人
の株主等が当該他の法人から受ける配当等
の額（注 2 ）に対応して減少した当該他の
法人の利益剰余金の額の合計額とを合計し
た金額

（注 1 ）　ここでいう「利益剰余金期中増加及

び期中配当等があった場合に準ずる場

合」とは、法人税法施行令第119条の 3

第10項第 2 号イ中「当該対象配当等の

額に係る決議日等前に最後に終了した

事業年度」とあるのを「設立の時」と、

「事業年度終了の日の翌日」とあるのを

「設立の日」と、「当該翌日」とあるの

を「同日」と読み替えた場合における

同号イに規定する利益剰余金期中増加

及び期中配当等があった場合をいいま

す（法規27③）。
（注 2 ）　ここでいう他の法人から受ける配当

等の額は、その配当等の額に係る基準

時が特定支配日以後であるものに限定

されていないことに留意が必要です。

③　関連規定の整備
　上記②の改正に伴い、新たに上記②ロに掲

げる金額が特定支配前日までに増加した利益
剰余金の額として定められました。適用回避

事業年度開始の日から支配関係発生日の前日までの期
間内に他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配
当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余
金の額の合計額

特定支配後増加利益剰余金額  ＝

配当等の額を受ける
直前の他の法人の
利益剰余金の額

前事業年度の
B/Sに計上されている

利益剰余金の額

事業年度開始の日から配当等の額を受ける直前の時ま
での期間内に他の法人の株主等が当該他の法人から受
ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利
益剰余金の額の合計額

－

－ ＋

＋

【Ａ】＝

前事業年度の
B/Sに計上されている

利益剰余金の額
－【Ｂ】＝

支配関係発生日の
前日の他の法人の
利益剰余金の額

利益

利益剰余金

配当

簿価減額の対象
利益剰余金 利益剰余金

配当を受けた日支配関係発生日前事業年度末

利益 【Ｂ】 【Ａ】

簿価減額の対象外
イメージ 【Ａ】－【Ｂ】

特定支配後
増加利益剰余金額

【Ｂ】
事業年度開始の日から

支配関係発生日の前日までに
増加した利益剰余金の額

【Ａ】
事業年度開始の日から

配当を受ける直前の時までに
増加した利益剰余金の額
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防止規定（法令119の 3 ⑭）及び会社分割が
あった場合における利益剰余金の取扱い（法
令119の 3 ⑮）においては、特定支配日まで
に増加した利益剰余金の額を用いてこれらの
判定を行う仕組みが措置されているため、上
記②ロに掲げる金額をこれらの判定に用いる
こととするための規定の整備が行われていま
す（法令119の 3 ⑭一ロ、ハ、二ロ、ハ、⑮
一）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、内国法人の令和 6 年 4 月 1
日以後に開始する事業年度の所得に対する法人
税について適用し、内国法人の同日前に開始し
た事業年度の所得に対する法人税については、
従前どおりとされています（改正法令附則 7 ）。

3 　外国金融機関等の店頭デリバティブ取
引の証拠金に係る利子の課税の特例の改
正

⑴　改正前の制度の概要
①　中央清算されない店頭デリバティブ取引の

証拠金に係る利子の非課税
　外国金融機関等が、国内金融機関等との間
で令和 6 年 3 月31日までに行う店頭デリバテ
ィブ取引（その店頭デリバティブ取引に含め
て証拠金の計算を行うことができる取引とし
て一定の取引を含みます。）に係る証拠金で
一定の要件を満たすものにつき、その国内金
融機関等から支払を受ける利子については、
所得税を課さないこととされています（旧措
法42①）。

（注）　「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品

取引法第 2 条第22項に規定する店頭デリバ

ティブ取引（同条第24項第 3 号の 2 に掲げ

る暗号資産又は同法第29条の 2 第 1 項第 9

号に規定する金融指標に係るものを除きま

す。）をいいます（措法42④三）。

②　中央清算店頭デリバティブ取引の証拠金に
係る利子の非課税

　外国金融機関等が令和 6 年 3 月31日までに
行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の
債務を金融商品取引清算機関が負担した場合
にその金融商品取引清算機関に対して預託す
る一定の証拠金につきその外国金融機関等が
支払を受ける利子又は国内金融機関等が同日
までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相
手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負
担した場合にその国内金融機関等に対して預
託する一定の証拠金につきその外国金融商品
取引清算機関が支払を受ける利子については、
所得税を課さないこととされています（旧措
法42②）。

⑵　改正の内容
　本特例の適用期限が、令和 9 年 3 月31日まで
3 年延長されました（措法42①②）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 6 年 4 月 1 日から施行
されています（改正法附則 1 ）。

4 　振替社債等の利子等の課税の特例の改
正

⑴　改正前の制度の概要
①　特定振替社債等の利子等の非課税

　非居住者又は外国法人が、特定振替社債等
で特定振替機関等又は適格外国仲介業者から
開設を受けている口座においてその特定振替
機関等の営業所等又はその適格外国仲介業者
の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受
けているものにつき支払を受ける利子又は剰
余金の配当（以下「利子等」といいます。）
については、一定の要件の下、所得税を課さ
ないこととされています（旧措法 5 の 3 ①）。
　上記の「特定振替社債等」とは、振替社債
等のうちその利子等の額がその発行者又はそ
の発行者の特殊関係者の事業に係る利益の額
等の指標を基礎として算定されるもの（利益
連動債）以外のものをいい、令和 6 年 3 月31

─ 755 ─

――国際課税関係の改正――



日までに発行された振替特定目的信託受益権
のうち社債的受益権に該当するもの等を含み
ます（旧措法 5 の 3 ④七、旧措令 3 の 2 ⑫）。

（注 1 ）　特定振替社債等の発行者の特殊関係者

である非居住者又は外国法人が支払を受

ける特定振替社債等の利子等については、

非課税の対象外とされています（旧措法

5 の 3 ②）。
（注 2 ）　恒久的施設を有する非居住者が支払を

受ける特定振替社債等の利子等で恒久的

施設帰属所得（所法164①一イ）に該当す

るものについては、一定の要件の下、源

泉徴収に関する規定（所法212、措法 9 の

3 の 2 ）を適用しないこととされていま

す（旧措法 5 の 3 ③）。

②　特定振替社債等の償還差益の非課税
　非居住者又は外国法人が、特定振替社債等

（割引債に該当するものを除きます。）につき
支払を受ける償還差益でその特定振替社債等
の発行者の特殊関係者でないものが支払を受
けるものについては、それぞれ所得税及び法
人税を課さないこととされています（旧措法
41の13②、67の17②）。
　また、特定振替社債等の償還差益が非課税
とされることの対称的な取扱いとして、非居
住者又は外国法人が有する特定振替社債等の
償還により生ずる損失の額は、所得税及び法
人税に関する法令の規定の適用上、ないもの
とみなすこととされています（旧措法41の13
④、67の17⑪）。

（注）　上記の償還差益又は損失の額のうち、恒

久的施設を有する非居住者若しくは外国法

人が支払を受けるもの又は恒久的施設を有

する非居住者若しくは外国法人につき生ず

るもので恒久的施設帰属所得（所法164①一

イ、法法141一イ）に該当するものについて

は、上記の所得税及び法人税を非課税とす

る取扱い並びに損失の額をないものとする

取扱いは適用しないこととされています（措

法41の13⑤、67の17⑫）。

⑵　改正の内容
　非居住者又は外国法人が振替特定目的信託受
益権のうち社債的受益権に該当するものにつき
支払を受ける剰余金の配当等の非課税措置は、
適用期限（令和 6 年 3 月31日）の到来をもって
廃止されました（旧措法 5 の 3 ④七ホ）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 6 年 4 月 1 日から施行
されています（改正法附則 1 ）。

5 　振替国債等の利子の課税の特例等にお
ける番号確認書類の範囲の改正

⑴　改正前の制度の概要
①　非課税適用申告書等の提出

　非居住者又は外国法人が、振替国債等の利
子等について所得税の非課税の適用を受けよ
うとする場合には、非課税適用申告書等を、
最初に所得税の非課税の適用を受けようとす
る際、特定振替機関等を経由してその特定振
替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の
所轄税務署長等に提出しなければならないこ
ととされています（措法 5 の 2 ①⑫、 5 の 3
①、 6 ④⑪⑬、41の13の 3 ①、41の21⑤⑨）。

②　本人確認手続
　非課税適用申告書等の提出をする非居住者
又は外国法人は、その提出をする際、その経
由する特定振替機関等の営業所等の長等にそ
の提出をする非居住者又は外国法人の本人確
認書類を提示しなければならないものとされ、
その特定振替機関等の営業所等の長等は、そ
の非課税適用申告書等に記載されている事項
をその本人確認書類により確認しなければな
らないものとされています（措法 5 の 2 ⑪、
5 の 3 ⑨、41の13の 3 ⑫、41の21⑧、措令 3
の 2 の 2 ⑪㉚㉝）。
　また、非課税適用申告書等の提出をする非
居住者又は外国法人は、個人番号又は法人番
号を有する場合には、その提出をする際、そ
の経由する特定振替機関等の営業所等の長等
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にその提出をする非居住者又は外国法人の番
号確認書類を提示しなければならないものと
され、その特定振替機関等の営業所等の長等
は、その非課税適用申告書等に記載されてい
る事項をその番号確認書類により確認しなけ
ればならないものとされています（措令 3 ⑰、
3 の 2 ㉑、 3 の 2 の 2 ⑪㉚㉝、26の20㉔、26
の30⑭）。

③　非居住者における番号確認書類の範囲
　非居住者が非課税適用申告書等の提出をす
る際に提示すべき上記②の番号確認書類は、
次に掲げる書類とされています（旧措規 3 の
18⑰、 3 の19⑮、 3 の20②㉑㉔、19の 7 ⑮、
19の12⑦）。
イ　官公署から発行され、又は発給された書

類その他これらに類するもの（特定振替機
関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者
の特定国外営業所等の長等に提示する日前
6 月以内に作成されたものに限ります。）

ロ　還付された個人番号カード（行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に規定する個人番号、
個人番号カード、特定個人情報の提供等に
関する命令32①）

⑵　改正の内容
①　番号利用法の改正に伴う非居住者における

番号確認書類の範囲の改正
　「情報通信技術の活用による行政手続等に
係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の
簡素化及び効率化を図るための行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律等
の一部を改正する法律（令和元年法律第16
号）」第 4 条の規定による行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（以下「番号利用法」といいま
す。）の改正及び「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和 5 年法律
第48号）」第 1 条の規定による番号利用法の
改正を踏まえ、上記⑴③の番号確認書類の範
囲に個人番号カードで提示する日において有
効なものが追加されました（措規 3 の18⑰一、
3 の20②一、19の12⑦一）。また、還付され
た個人番号カードが、上記⑴③の番号確認書
類の範囲から除外されました。

（注）　上記の番号利用法の改正等については、

前掲「所得税法等の改正」の「七　本人確

認書類の範囲の改正」の 2 ⑴をご参照くだ

さい。

②　還付された個人番号カード所持者に係る経
過措置
　上記①により、番号確認書類の範囲から還
付された個人番号カードが除外されましたが、
還付された個人番号カード所持者については、
引き続きその者の還付された個人番号カード
を上記⑴③ロの番号確認書類とする経過措置
が設けられています（租税特別措置法施行規
則等の一部を改正する省令（令和 6 年財務省
令第41号）附則 2 ）。

（注）　上記の「還付された個人番号カード所持

者」とは、令和 6 年 5 月27日において既に

還付された個人番号カードの交付を受けて

いる者（上記の改正の施行の際現に個人番

号カードの交付を受けている者及び同日以

後に個人番号カードの交付を受けた者を除

きます。）をいいます（租税特別措置法施行

規則等の一部を改正する省令（令和 6 年財

務省令第41号）附則 2 ）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 6 年 5 月27日から施行
されています（租税特別措置法施行規則等の一
部を改正する省令（令和 6 年財務省令第41号）
附則 1 ）。
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6 　特定目的会社の利益の配当に係る源泉
徴収等の特例等における外国法人税相当
額等の通知に係る電子交付の特例等の改
正

⑴　改正前の制度の概要
①　特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収

等の特例等における通知外国法人税相当額そ
の他の事項の通知に係る電子交付の特例
イ　制度の概要

　特定目的会社（これに準ずる一定の者を
含みます。以下①において同じです。）は、
個人又は法人に対して国内においてその特
定目的会社の利益の配当の支払をする場合
において、その支払の確定した利益の配当
に係る通知外国法人税相当額があるときは、
その通知外国法人税相当額等を書面により
通知しなければなりませんが（措令 4 の 9
⑪⑬）、書面による通知に代えて、その個
人又は法人の承諾を得て、その書面に記載
すべき事項を電磁的方法により提供するこ
と（電子交付すること）ができることとさ
れています（措令 4 の 9 ⑮）。
　ただし、その個人又は法人の請求がある
ときは、書面により通知しなければならな
いこととされています（措令 4 の 9 ⑮ただ
し書）。
　なお、書面に記載すべき事項を電磁的方
法により提供した場合には、その特定目的
会社は、書面により通知したものとみなさ
れます（措令 4 の 9 ⑯）。

ロ　支払通知書に記載すべき事項の電磁的方
法による提供の承諾等
　上記イの特定目的会社は、書面に記載す
べき通知外国法人税相当額等の事項を電磁
的方法により提供しようとするときは、あ
らかじめ、上記イの個人又は法人に対し、
所定の事項を示し、その提供に関し書面又
は電磁的方法による承諾を得なければなら
ないこととされています（措令 4 の 9 ⑰、

措規 5 の 4 の 2 ⑪において準用する旧所規
92の 3 ）。

（注）　投資法人の配当等に係る源泉徴収等の

特例（措法 9 の 6 の 2 ）、特定目的信託の

剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例

（措法 9 の 6 の 3 ）及び特定投資信託の剰

余金の配当に係る源泉徴収等の特例（措

法 9 の 6 の 4 ）についても、通知外国法

人税相当額その他の事項の通知に係る電

子交付の特例が定められています（措令

4 の10⑦⑨⑪～⑬、 4 の11⑦⑨⑪～⑬、

5 ⑦⑨⑪～⑬、措規 5 の 4 の 3 ⑧におい

て準用する旧所規92の 3 、措規 5 の 4 の

4 ⑨において準用する旧所規92の 3 、措

規 5 の 4 の 5 ⑧において準用する旧所規

92の 3 ）が、これらの特例は特定目的会

社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例

等における通知外国法人税相当額その他

の事項の通知に係る電子交付の特例と同

様ですので、説明は省略します。

②　信託財産に係る利子等の課税の特例におけ
る通知外国所得税の額その他の事項の通知に
係る電子交付の特例
イ　制度の概要

　集団投資信託を引き受けた外国法人（こ
れに準ずる一定の者を含みます。以下②に
おいて同じです。）は、個人又は法人に対
して国内においてその集団投資信託の収益
の分配の支払をする場合において、その支
払の確定した収益の分配に係る通知外国所
得税の額があるときは、その通知外国所得
税の額等を書面により通知しなければなり
ませんが（所令306の 2 ④⑥）、書面による
通知に代えて、その個人又は法人の承諾を
得て、その書面に記載すべき事項を電磁的
方法により提供すること（電子交付するこ
と）ができることとされています（所令
306の 2 ⑧）。
　ただし、その個人又は法人の請求がある
ときは、書面により通知しなければならな

─ 758 ─

――国際課税関係の改正――



いこととされています（所令306の 2 ⑧た
だし書）。
　なお、書面に記載すべき事項を電磁的方
法により提供した場合には、その外国法人
は、書面により通知したものとみなされま
す（所令306の 2 ⑨）。

ロ　書面に記載すべき事項の電磁的方法によ
る提供の承諾等
　上記イの外国法人は、書面に記載すべき
通知外国所得税の額等の事項を電磁的方法
により提供しようとするときは、あらかじ
め、上記イの個人又は法人に対し、所定の
事項を示し、その提供に関し書面又は電磁
的方法による承諾を得なければならないこ
ととされています（所令306の 2 ⑩、所規
72の 6 ⑩において準用する旧所規92の 3 ）。

⑵　改正の内容
　上記⑴①イの特定目的会社又は上記⑴②イの
外国法人が上記⑴①イ又は②イの個人又は法人

から上記⑴①ロ又は②ロの承諾を得ようとする
場合において、その特定目的会社又は外国法人
が定める期限までに承諾をしない旨の回答がな
いときは承諾があったものとみなす旨の通知を
し、その期限までにその個人又は法人から回答
がなかったときは、その承諾を得たものとみな
すこととされました（措規 5 の 4 の 2 ⑪におい
て準用する所規92の 3 ②、所規72の 6 ⑩におい
て準用する所規92の 3 ②）。

（注）　この通知における回答期限等について、法

令上、具体的な定めは設けられていませんが、

回答に必要な期間を十分に見積もっていただ

くことや期限前にリマインドを行うこと等が

求められるものと考えます。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、上記⑴①イの特定目的会社
又は上記⑴②イの外国法人が令和 6 年 4 月 1 日
以後に行う上記⑵の通知について適用されます

（改正所規附則 4 ）。
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